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創刊号に寄せて

　平成 21 年 10 月 1 日付で政経学部付属政治研究所が設置されました。これで

政経学部の政治，経済，経営の三学科体制と同じく研究所においても，政治，

経済，経営の三研究所体制が整いました。まずは，関係の諸先生方のご努力に

感謝申し上げる次第です。また，政治研究所の発足からそれほどの間をおくこ

となく，当研究所紀要の創刊号が発行されることになりましたことは，当研究

所の所属各所員の方々の日々の研究の質と量の両面におけるレベルの高さを表

すものと敬意を表する次第です。

　いま大学を取り巻く社会的環境は特段に厳しいものがあります。各大学，

各学部がそれぞれの英知を絞って，生き残りの為の方策を打ち出しています。

我々の大学，学部もその中の一つである訳で，現在の状況から十年，二十年

後の将来へと魅力あるより安定した学部学科運営が継続出来るよう，学部三

学科，三研究所の三本の矢の結束をより良く生かして，この点が他にはない

我々に与えられた武器となるようより強く結束して行きたいと思います。政

治，経済，経営の三研究所が時にライバルとして，また時に仲間として互い

に切磋琢磨して，政経学部のさらなる発展を下支えして頂けるよう，心から

強く願っています。

　大学学部の使命は，教育，研究，社会的貢献の三つが挙げられます。これら

の情報発信の根拠として，政治学科と一致協力して政治研究所が今後ますます

力強く発展して頂けることを強く念じています。先発の経済，経営研究所の活

動を上回るご活躍を期待すると共に，所員の諸先生方の学内外でのご発展をお

祈りいたします。

　最後に，政治研究所の設置にご理解とご協力をいただきました理事長，学長

をはじめとする学内関係部署の諸先生方に深くそして強い感謝の気持ちをこの

場を借りて表したいと思います。　　

 政経学部長　青木　俊介　　
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創 刊 の 辞　　

　国士舘大学政経学部は来年 2011 年には，50 周年を迎える。国士舘大学

では，2009 年 10 月，政経学部付属政治研究所を設立した。この研究所は，大

学院政治学研究科と政経学部政治学科とともに，日本をはじめ世界の政治研究

への寄与と将来への知的発信の役割を果たすことを通じて，あらたな研究促進

のための中核的存在となる。

　今日，政治をめぐる状況はめまぐるしく変化している。国境をこえるグロー

バルな市場拡大，EU に代表される超主権国家システムや超国家的ガヴァナン

スの可能性，主権国家のサブナショナル・レベルに組み込まれてきた地域ガヴァ

バナンスの自立化，NGO をはじめとする各種市民団体を主体としたサブポリ

ティクスの活況は，国際政治経済の伝統的なアクターであった国民国家の地位

を相対的に低下させた。

　政治はいまや，国家の上方・下方へと着実に拡散深化しつつある。しかし，

政治がただちに国家に収斂するとは考えにくいものの，軍事力の有効なコント

ロール，環境破壊への規制，持続可能な経済発展，といった今日喫緊の問題の

解決には，民主的参加が可能な最大の単位である国家を依然として唯一の責任

主体としなければならないのが現実である。国家が収斂する過小な政治と，国

家から拡散していく過剰な政治のあいだには，いまなお政治学に託されるべき

広大で未踏の探究領域が拡がっていると考えられる。

　このような政治をめぐるアカデミズム内外の情勢変化に対応して，大学は高

度な学術研究及び教育機関としての実を示す必要にますます迫られている。本

学の創立者柴田徳次郎先生は，大学と学生をこよなく愛されたが，それに劣ら

ない情熱を持って，政治に多大な関心を払っておられた。特に学生の政治教育

に重きをおき，民主主義下における市民としての立派な資格を獲得せしめるた

め，創立者は，大学に「日本政教研究所」を設立したのである。

　この研究所は，教育基本法第 8 条の「良識ある公民たるに必要な政治教育
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は，教育上これを尊重しなければならない」とある国家目的を達成せんがため

のものであった。しかし，長らく本学においてその機能を果たしてきた「日本

政教研究所」の廃止により，政治にかかわる学術的研究成果を社会に還元する

本学の窓口は失われることとなった。政治学研究科および政治学科は，「日本

政教研究所」にかかわって学際的政治研究に携わる研究者コミュニティとして，

「政治研究所」を創設するにいたった。

　「政治研究所」は，アカデミズムと社会的現実を媒介とする高等学術研究機

関の理念を掲げる。現代政治の要請に応えるべく，「政治研究所」は，政治理

念の原理的・哲学的考察，過去の政治の歴史的位相の解明，現代の政治諸現象

の実証的分析などの理論的活動を有機的に連関させる共同研究機関として構想

され，最終的には，具体的な政策立案や新たな制度設計といった現実政治にとっ

て有意な提言の発信源となることが期待される。

　その様な展望の下に，「政治研究所」は，政経学部付属研究所として，政治

学研究科および政治学科における教育・研究活動と密接に連携しながら，学際

的研究をプロジェクト方式により展開することを計画している。そのため，半

世紀近い政治研究・教育の伝統を有する本学の政治学研究科および政治学科に

おいて蓄積された人類遺産と，両機関共催の「政治学研究会」において開発さ

れた学術的資源を主軸としつつ，さらに高水準の研究成果とその有効活用を期

して，「政治研究所」の門戸は広く大学の内外に開放されている。

　このたび「政治研究所」所属の研究員による研究成果発表の場として機関紙

『政治研究』創刊号を発刊する運びとなった。そもそも「政治研究所」開設に

あたっては，理事長，学長には深い理解と期待のもと特段のご尽力をいただい

た。また学部長には構想の推進と開設までの準備の労を執っていただいた。記

して衷心より感謝申し上げたい。

　今回は，研究所設立から創刊号発刊までの時間が少なかった。それにもかか

わらず無理な注文を快く聞き入れ貴重な原稿を執筆者のみなさんにお寄せいた

だいた。ならびに，本書の企画編集に就き，完成まで辛抱強くもあたたかく支

援を惜しまれなかった編集長はじめ編集委員のみなさん，出版を引き受けてく
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ださった政光プリプラン社に改めて御礼申し上げたい。機関誌発刊をもって，

本学の独自の学問的遺産を生かしつつ，時代の潮流に対応した社会への知的発

信源となるよう邁進していく所存である。国士舘大学が取り組もうとする未来

への新たな展開に，皆様のご指導とご支援をお願い申し上げる。

  
政治研究所所長　三浦　信行　　
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　1　はじめに

　わが国では，1995 年 5 月の地方分権推進法の制定，同年 7 月の同法に基づ

く地方分権推進委員会の設置以降，今日まで連綿と地方分権改革が続けられ

てきた。しかしその成果は，2000 年 4 月に施行された地方分権一括法を除い

て，あまり大きなものではないと言える（1）。地方分権一括法の施行に結実した

1995 年から 2000 年までの改革は，一般的に「第 1 次分権改革」と呼ばれる（2）。

一方，それ以降の改革の動きは「第 2 次分権改革」と呼ばれる（3）。この第 2 次

分権改革が第 1 次分権改革並みの成果を残すことができなかったのはどうして

なのか，その背景・要因などを明らかにし，今後，さらに分権改革を進める際

に必要な課題などを提示することが小論の目的である。

　2009 年 8 月の総選挙により，自民党が歴史的な大敗を期し，政権交代が実

現し，同年 9 月には鳩山民主党政権が誕生した。民主党は，マニフェスト（政

権公約）においても「地方分権」の語に代えて，「地域主権」という語を用い

【論　説】

第 2 次地方分権改革の現状と課題

 石　見　　　豊

　　　 目　　次

1　はじめに

2　分析の視点の設定

3　第 1 次分権改革の遺したものと三位一体の改革

4　地方分権改革推進委員会と道州制

5　民主党政権がめざす地域主権改革

6　おわりに
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第 2 次地方分権改革の現状と課題（石見）

ている。「地方分権」には，自民党政権時代に推進された古い政策イメージが

付いてまわり，また，上（国）から下（地方自治体）に権限等を与えるイメー

ジがあり，それを避けるために，「地域主権」という新しい看板を掲げた（4）。

地域主権の語を単なる看板の掛け替えに終わらせないためにも，第 2 次分権改

革の問題点を反面教師とし，その中から，今後の地域主権改革を成功に導くた

めの教訓を導出することは意味のあることであると思う。

　そこで，小論は，次の方法により，上記の小論の目的に近づきたいと考えて

いる。まず，第 2 次分権改革の問題点などを引き出すための分析の視点を設定

する。この分析の視点は，伝統的な中央地方関係論と最近の政府間関係論の動

向を参考にして，設定するつもりである。そして，それに続いて，第 2 次分権

改革の内容を整理し，設定した分析の視点に基づいて，第 2 次分権改革の特徴，

課題・問題点などを明らかにしたいと思う。

　2　分析の視点の設定

　本節では，はじめにで述べたように，第 2 次分権改革の流れを掴み，その特

徴や問題点などを整理するための分析の視点を設定する。その際，伝統的な中

央地方関係論と最近の政府間関係論の双方を参考にして，その分析の視点を得

たいと思う。

　まず，地方分権と中央地方関係論が，どのような関係にあるのかという点か

ら考えていきたい。地方分権とは，一般的に国（中央）から地方（自治体）に

権限を委譲（もしくは移譲）することであると定義できる（5）。これは，一つの

政策であり，制度改革を伴うものである。その意味では，政府などが地方分権

（分権化）を進めようとする場合には，「地方分権改革」という形態をとり，こ

れは，中央省庁体制の改革や道路公団・郵政の民営化と同じく，行政改革，さ

らに大きく言えば制度改革の一種ということになる。

　制度改革に対する分析枠組みとしては，これまでにさまざまな政策決定モデ

ルが提案されてきた（6）。その一つに，ゴミ箱モデルや政策の窓モデルがある。
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政治研究　創刊号

ゴミ箱モデルとは，組織の決定が，合理的にきちんと整理された過程の中で行

われるのではなく，実際にはいろいろな問題や解決案がごちゃまぜに入った「ゴ

ミ箱」の中で行われる点を主張するものであった（7）。政策の窓モデルは，ゴミ

箱モデルを改良したものであり，ゴミ箱モデルでは単に「無秩序」と見なされ

た政策決定のプロセスを「組織化された無秩序」と見て，「組織化された」と

いう点により力点を置くものであった（8）。分権改革をこのようなゴミ箱モデル

もしくは政策の窓モデルの視点から見たものには，西尾勝の研究がある。地方

分権推進委員会の委員とその後の地方分権改革推進委員会の委員も務め，自ら

が分権改革の当事者であり，観察者（研究者）である西尾は，第 1 次分権改革

の始動（地方分権推進法の制定）を可能にさせた要因として，連立政権下とい

う「とき」（タイミング）とキーパーソンの存在という「ひと」の要素が重なっ

たことの重要性を指摘した（9）。このように政策決定モデルを分析の道具として

用いることにより，なぜ制度改革が始まったのか，またはなぜ改革が実現した

のか（実現しなかったのか）という点については，その要因・背景・構造など

が整理できる。しかしながら，その一方で，どのような改革であったのかとい

う改革の中身・内容の分析に対しては，政策決定モデルは十分な解答を出すこ

とができない。それが，小論が政策決定モデルではなく，中央地方関係論を分

析枠組みとして用いる理由である。

　しかしながら，これだけでは，政策決定モデルを分権改革の分析枠組みとし

て用いない理由であっても，中央地方関係論を用いる理由の説明にはなってい

ない。中央地方関係論は，文字どおり，中央政府と地方自治体の関係のあり方

を考えるものであるので，それと分権改革が親和性を有することは，感覚的に

理解できる。ただし，より積極的に有意義な理由を見いだすとすれば，それは

やはり，中央地方関係論が，権限や人間，財源などのリソース（資源）と，立

法・行政・司法などの統制のアプローチ（方法）に注目することが，分権改革

の中身・内容の分析枠組みとして最も適当に見えるからである。

　前置きが長くなったが，次に中央地方関係論を用いて分析の視点を設定した

いと思う。まず，伝統的な中央地方関係論者として，アッシュフォードの議論
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について見たい。アッシュフォードは，英仏の比較研究を通じて，中央地方関

係の特徴を発見しようとした。アッシュフォードは，中央政府および地方政府

の政策決定および実施に影響を与えるものに注目し，政策の規則性，つまり「制

度」を発見した。そして，この「制度としての中央地方関係」を「中央地方連

関構造（subnational system）」と名付け，政治的関係，行政的関係，財政的関

係という 3 つの関係と捉えられた(10）。また，R. A. W. ロウズは，中央地方関係

を相互依存的な関係として捉え，また，それをミクロ，メゾ，マクロの 3 レベ

ルに分けて，特徴を整理した。ミクロ分析では，中央地方関係を資源（権限，

財源，情報など）の交換過程として描き，メゾ分析では，中央地方関係を「政

策共同体」の概念を使って説明した。マクロ分析では，中央地方関係をそれを

取り巻く社会経済関係との関係（影響）の面から捉えた（11）。

　ロウズは，その後，中央地方関係をより大きな「ガバナンス」の枠組みの中

で捉えるようになった。カバナンスは，ロウズの母国であるイギリスのみなら

ず，世界的に新しい統治のあり方を示す語である。協治や統治という訳語があ

てられることもあるが，「ガバナンス」とカタカナで記されることが定着しつ

つある（12）。ガバナンスという概念が登場した背景としては，各国で行政改革

が課題になり，民営化などにより，政府部門を縮小し，民間部門に切り替える

動きが見られ，また，政府部門の運営にも民間部門の経営手法を応用する管理

改革の動きが見られるようになったこと（ニュー・パブリック・マネジメント

論），市民や社会の多様で新しいニーズには政府だけでは対応できなくなり，

政治過程への市民の参加や協力が必要になったことなどが挙げられる。そのよ

うな新しい統治のあり方，アクターの広がりを「ガバナンス」と呼んでいる。

ロウズも定義を試みているが（13），それは変革途上にある新しい統治のあり方

ないし方向性（傾向）を整理したものにすぎず，固まった定義とは言えない（14）。

言葉の定義の問題より重要なのは，中央地方関係をガバナンス的に捉える場合，

それは，国（中央政府）と地方（自治体）だけの話ではなくなり，中央および

地方レベルでの経済界，多様な市民セクターなどもアクターとして視野に入れ

なければならないということであろう。
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　最後に，最近の政府間関係研究の動向を簡単に記したい。ここでは，曽我謙

悟によるレビューを下敷きにして，そこからいくつかの特徴を紹介したい。そ

もそも曽我のレビュー論文では，「政府間ガバナンス」に関する最近の研究を

レビューの対象としている。曽我は，論文において，そう明示している訳では

ないが，中央地方関係および政府間関係が，より広い「政府間ガバナンス」と

いう概念の下で捉えられるようになり，それが定着つつあることを示している

と言える。曽我は，中央地方関係（政府間ガバナンス）に関する最近の研究を，

中央地方関係が独立変数として扱われるものと，従属変数として扱われるもの

に分けて整理している。つまり，前者は，中央地方関係が，政治や経済の質（状態）

にどういう影響（帰結）を与えるのかという点に注目するものであり，後者は，

何が影響を与えて，中央地方関係が形成されているのかを見る見方であり，中

央地方関係の成立要因を探るものである。小論の主題である第 2 次分権改革の

分析に役立ちそうなのは，後者の従属変数としての中央地方関係のほうであろ

う。そこで，曽我の後者に関するレビューだけを振り返ると，曽我は，それを

次の 4 つのタイプに分類している。①制度設計者としての政治家による連邦制

と単一制の選択に関するもの，②演繹モデルによって，国家規模（中央地方関

係）の選択について考えるもの，③中央地方関係（連邦制）が維持される条件

について考えるもの，④中央地方関係の変化（集権化）を政治家たちの選択の

変更（交渉ゲーム）の結果として説明するものの 4 つである（15）。

　このように伝統的な中央地方関係論および最近の政府間関係論の流れについ

て概観してきたが，それを踏まえて，小論の分析の視点を設定したいと思う。

　①　 アッシュフォードの枠組みを参考にして，第 2 次分権改革の議論や改革

の内容について見る際，それを政治的関係，行政的関係，財政的関係と

いう 3 つの面から見ることにする。

　②　 ロウズについては，ミクロ・レベルでの資源交換モデルを参考にして，

第 2 次分権改革の過程において，地方自治体側からどのような情報の発

信や提案があったのかという点について着目して見る。

　③　 曽我の最近の政府間ガバナンス研究に関するレビューを，特に中央地方
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関係を従属変数として捉える研究を参考にすると，いずれも政治家の制

度設計や選択変更において果たす役割に注目するものであるという共通

点が見られた。この点を踏まえて，第 2 次分権改革において，中央およ

び地方の政治家たちがどのような役割を果たしたのかという点に注目し

たいと思う。

　3　第 1次分権改革の遺したものと三位一体の改革

　（1）分権委最終報告と三位一体の改革

　はじめにのところで「第 1 次分権改革」とは，2000 年 4 月の分権一括法の

施行に帰着する 1995 年から 2000 年にかけての時期が対象になり，「第 2 次分

権改革」（16）とは，それ以降，つまり 2000 年 4 月以降に展開された分権をめぐ

る改革の動きということになる。確かに，第 1 次分権改革の頂点は，機関委任

事務制度の廃止を中心とする分権一括法の施行時であった。しかし，その改革

を主導した地方分権推進委員会（分権委と略す）は，当初の任期を一年間延長

して，2001 年 6 月末まで活動を続け存続した。その間に公共事業の分権化を

中心とした第 5 次勧告を政府に提出（1998年 11月 19日）したが，自民党族

議員と公共事業官庁の官僚たちの抵抗にあい，見るべき成果を挙げることがで

きなかった（17）。そこで，この一年間（2000 年 4 月～ 2001 年 6 月）を第 1 次改

革の延長部分として捉えるか，第 2 次改革の一部として捉えるかは，意見の分

かれるところである。ただし，ここではそれについては，これ以上深く検討し

ないことにする。と言うのは，上記のように，この期間については，第 5 次勧

告に代表されるように分権改革の進捗にとってそれほど大きな動きが見られな

いからである。そこで，小論では，第 2 次改革の実質的なはじまりを分権委の

解散後と捉えたい。

　ただし，第 2 次改革の方向性を決定づけたものとして，分権委の最終報告の

内容について確認しておきたい。分権委は，任期切れ前の 2001 年 6 月 14 日，

「最終報告」を提出した。これは，1996 年 3 月に分権改革の理念や方向性につ
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いて述べた「中間報告」に対応するもので，第 1 次分権改革で実現できなかっ

た点，第 2 次改革や第 3 次改革の必要性や課題などが述べられたものであった。

よく知られた内容であるが，それは，①地方財政秩序の再構築，②地方公共団

体の事務に対する義務づけ・枠づけ等の緩和，③地方分権や市町村の合併の推

進をふまえた新たな地方自治のしくみに関する検討，④事務事業の移譲，⑤制

度規制の緩和と住民自治の拡充方策，⑥「地方自治の本旨」の具体化の 6 点で

あった（18）。第 2 次分権改革は，基本的にこの最終報告の挙げた課題の線に

沿って進められたと言える。

　そして，分権委の後継機関として，地方分権改革推進会議（分権会議）が設

けられた。第 1 次分権改革では，実現可能性を重視したために，中央各省（官

僚たちと）の了解が困難な問題は先送りされた。その代表格が，税財源の分権

化と事務事業の移譲である（19）。つまり，上記の最終報告の①と④である。そ

こで，分権会議がそれらの課題について検討することになった。分権会議は，

まず，事務事業の移譲のほうから検討を始めた。この点については，2001 年

12 月 12 日の「中間論点整理」に始まり，2002 年 6 月 17 日の「事務・事業の

在り方に関する中間報告」，同年 10 月 30 日の「事務・事業の在り方に関する

意見」など，数回に及ぶ報告書や意見書が政府に提出された。社会保障，教育・

文化，公共事業，産業振興，治安の 5 分野に関する事務・事業の見直し方針を

示した。

　分権会議にとって事務事業の移譲よりさらに重要な課題は，税財源の分権化

に関する検討であった。この税財源の分権化をめぐる問題は，「三位一体の改

革」と呼ばれたが，そもそも「三位一体」の語が用いられる契機となったのは，

2002 年 5 月に経済財政諮問会議に提出された当時の片山総務相による次のよ

うな改革提案であった。①国税と地方税の割合を 1 対 1 にする，②その第 1 段

階として，5.5 兆円の国庫支出金の地方税への振替の先行実施，③第 2 段階と

して，地方交付税の地方税への振替という提案であった。つまり，①国税と地

方税の配分見直し，②補助金の削減廃止，③地方交付税制度の改革を一体的に

取り組むということから「三位一体の改革」と呼ばれるようになった（20）。そ
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して，小泉政権下では官邸主導の政治を進める上で中心的・戦略的な役割を果

たしていた経済財政諮問会議は，三位一体の改革の具体案の検討を分権会議に

任せた（21）。しかしながら，分権会議は，結論から言えば，三位一体の改革の

進め方をめぐって分裂してしまった。国の財政事情に関係なく，税財源の分権

化を進めようとする「地方分権推進派」と，行政改革の推進を重視し，分権化

を行革の一環と捉え，歳出総額の削減という行革の目的を優先する「国の財政

再建重視派」の 2 つに分かれてしまった。前者の背景には，総務省や自治体関

係者があり，後者には，財務省や経済界が応援団として付いていた。結局，分

権会議内でのこの両者の対立は解決できないで，政治の場に委ねられることに

なった（22）。

　2003 年 6 月，経済財政諮問会議は，「骨太の方針 2003」を決定したが，そ

の中に 4 兆円規模の補助金の廃止・縮減とそれに代わる基幹税の移譲を盛り込

んだ。翌年，2004 年 6 月の「骨太の方針 2004」では，3 兆円規模の国から地

方への税源移譲が明記され，その具体案づくりを地方自身に求めた。地方六団

体は，全国知事会を中心に，2006 年度までに総額 3.2 兆円，161 項目の補助金

を廃止する案を小泉首相に提出した。ボールを投げ返された政府は，与党との

調整が難航し，廃止する補助金は，目標の 3 兆円に届かなかった。その時もめ

たものに，義務教育費国庫負担の廃止問題などがある（23）。結局，三位一体の

改革については，経済財政諮問会議という分権会議より強力な政治の場と力に

よっても十分な改革を実現することができなかった。

　（2）平成の大合併

　分権の受け皿論（分権を推進するためにはどのような地方制度に再編するの

がよいのか）を論じ始めると，都道府県と市町村の対立や都市と農村の対立な

どが始まり，そこから議論が進まなくなることが予想され，第 1 次分権改革に

おいても，当初はその種の論議は慎重に避けられていた。しかし，平成の大合

併は着々と進んでおり，分権委もその問題を無視することができなくなり，第

1 次勧告以降，地方行政等検討グループが設けられた。しかし，第 1 次分権改
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革の時点においては，合併問題は分権委にとってメインの争点になることはな

かった。と言うより，それ以外に取り組まなければならない課題が山積してい

たからかもしれない。第 1 次分権改革が終わると，第 2 次改革では，この合併

問題に正面から向き合わなければならなくなった。そして，その役割は，分権

会議ではなく，第 27 次地方制度調査会（第 27 次地制調）が担うことになっ

た（24）。

　第 27 次地制調は，2001 年 11 月 19 日に第 1 回総会を開催して審議を開始し，

2 年後の 2003 年 11 月 13 日の第 7 回（最終）総会において，「今後の地方制度

のあり方に関する答申」および「当面の地方税財政のあり方についての意見」

を小泉首相に提出して，その活動を終えた。この第 27 次地制調では，当初，

大都市制度や地方税財政問題なども審議課題として挙げられていたが，次第に

市町村合併と道州制問題をメインの課題として論じるようになった。第 27 次

地制調で最も注目されたことは，「西尾私案」なる提案を提出したことであった。

これは，第 27 次地制調の副会長であった西尾勝が発表した「今後の基礎自治

体のあり方について（西尾私案）」を指している。その西尾私案の意味すると

ころは，基礎自治体（市）の人口は最低 1 万人とし，それ以下で，合併の可能

性がないところ（引き受け手のない町村）は，属する都道府県に事務の執行を

委託するか，所掌事務を住民の生活に最低必要なものに限定するという提案で

あった（25）。これに対して，強制的に合併を進める案であり，小規模町村つぶ

しにつながるとの批判が，地方自治体やマスコミから寄せられた（26）。

　（3）小結

　ここまでの三位一体の改革と市町村合併の過程を，上記の分析の枠組みに基

づいて考察してみたい。①まず，三位一体の改革については，中央地方関係を

財政面から再編成しようという改革であり，アッシュフォードの枠組みで言え

ば，財政的関係を対象にしたものであった。しかしながら，三位一体の改革の

限界は，省庁間（財務省と総務省）で調整ができなかったことはもちろんのこ

と，分権会議の場においてさえ，改革の進め方などに関する意見の対立を調整
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できなかったことである。つまり，行政による調整の限界を露呈し，経済財政

諮問会議という高次の政治調整の場に委ねられた。②また，ロウズの枠組みに

基づいて考えると，地方自治体側からの積極的な情報発信や政策提案というか

たちではないが，国（小泉首相）から投げられた補助金の削減リストを地方（自

治体）側が自らまとめるという宿題に対して，それを地方が結束して成し遂げ

たという点で，地方の資源（自治体としての補助金利用に関する経験，自治体

間での調整力）の活用が見られたと言える。③以上の点は，曽我が政府間ガバ

ナンスに関するレビュー研究で得た知見とも合致する。小泉首相からの宿題に

応えた地方六団体も，その働きにおいては，全国知事会が先導的かつ調整的な

役割を果たした。知事は，都道府県という地方行政の首長であると共に，住民

から直接選挙によって選ばれ，かなり強大な権限を有する独任制の（大統領的

な）地方政治家である。三位一体の改革は，経済財政諮問会議という中央の政

治による勢力と，全国知事会という地方政治家の協力によって，十分とは言え

ないにしても，改革の一歩を踏み出すことができた改革と言える。その意味で，

曽我の言う政府間ガバナンスにおける政治家の制度変更に果たす役割の大きさ

を証明していると言える。しかし，その政治の力をもってしても，まだ部分的

な改革に留まっており，それは，政治の力と言ってもどういう政治の力なのか，

その政治の質によって，どれぐらい制度変更が進むのかという新たな問題を示

唆していると言える。

　もう一つの改革の動きである市町村合併についてはどうか。そもそも市町村

合併が地方分権の推進に貢献するものなのか否かという本質的な疑問がある。

政府（総務省）は，地方分権の推進（事務権限の移譲）のためには，強力な受

け皿づくりが必要であり，そのためには市町村合併が必要だと説明した。しか

しこれが建前論にすぎないことは言うまでもない。国の本音が，国の財政負担

の軽減にあったことは周知の事実である。つまり，財政力の弱い小規模町村が

多くあると，それらの町村に配分するための地方交付税が多く必要になる。財

政状況の厳しい国としては合併によって弱小町村が減れば，それだけ交付税が

少なくて済むというのが合併推進の実際の理由であろう。そのように考えると，
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市町村合併は，地方分権とは異なる論理，つまり行政改革のために取り組まれ

たものと言える。それでは，なぜ，分権委や第 27 次地制調が，分権の立場か

らこれに関与したのか，その理由を考えることが必要である。

　分権委と第 27 次地制調の両方に関わった西尾勝の手記によれば，平成の市

町村合併は，総務省や自民党による強力な推進により不可避的な流れになり，

そうであれば，自治・分権の視点から，それに対して出来うる限りの手当や

準備をするというねらいから，関与したと言うことである（27）。つまり，合併

により規模が広域化した市町村に対して，住民から遠い存在になってしまっ

た市と住民をつなぐ拠点として地域自治組織（28）を提案したり，合併から取り

残された町村が，住民に必要なサービスを提供するための方法を考えるとい

うことである。そのように言うと，これは，自治・分権の目的に資するもの

であるということになる。このような複雑な性格を持つ市町村合併を上記の

分析の枠組みを用いて，整理するとどのようになるのだろうか。①国の言い

分では，市町村合併は，分権の受け皿づくりのためであり，その点で言えば，

行政的な関係の線が強いと言える。しかし，実際には，国の財政負担の軽減

に目的があり，その点では，財政的な関係が背景にある改革であると言える。

規模が拡大した市と住民の間に，住民自治の拠り所を作るという提案は，政

治的な関係に関する話であり，合併できなかった町村が住民に必要な行政サー

ビスを提供するための手当は，行政的関係に関するものである。②市町村合

併は，実際には，市町村が主役であるが，合併へ向けての誘導策などを次々

に提案して推進したのは，国（総務省）であり，地方（自治体）からの情報

発信や政策提案は，合併問題については乏しかったと言える。それは，自治

体側は，合併の荒波にさらされ，終始受け身で，積極的に何かを提案する余

裕がなかったものと思われる。③合併については，総務省および財務省が主

な推進勢力であるが，自民党もその依頼を受けて推進に協力した。政治家が

前面に出て旗振り役を務めたわけではないが，基本的には，合併に関しても

曽我の枠組みはあてはまると言える。
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　4　地方分権改革推進委員会と道州制

　（1）地方分権改革推進委員会の審議経過

　2006 年 12 月，地方分権改革推進法が制定され，2007 年 4 月，地方分権改革

推進委員会（分権改革委）が設置された。分権改革委の任期は 3 年間で，2010

年 3 月には新分権一括法案を提出することが予定された。分権改革委の検討課

題とされたことは次の 4 点である。①法制的な仕組みの見直し等，②個別の行

政分野・事務事業の抜本的見直し・再検討，③国の出先機関の見直し，④地方

税財政改革その他，の 4 点である。この 4 つの課題について少し説明したい。

①は，非常に抽象的な表現であるが，第 1 次分権改革以降，個別の事務事業の

執行に対して，中央各省が規則や通達などによって自治体の自主的な活動を拘

束していたことが次第に明らかになった。これは，法令の「規律密度」を緩め

ることを意味している。②は，第 1 次分権改革（分権委）はもちろんのこと，

分権会議においても十分に達成できなかった事務事業の移譲について，それを

進めることである。③は，文字どおり国の出先機関の整理・統合をめざすもの

であり，④は，不十分な状態で中断している三位一体の改革を再開することを

指している（29）。

　分権改革委の特徴は何だろうか。それは，次の 4 点にまとめられる。①本委

員会中心の審議の進め方が採られたことである。分権委では，部会や検討グルー

プという親委員会以外の組織が作られ，多用されたが，分権改革委ではそのよ

うな組織は設けられなかった（30）。②地方分権改革推進法では，勧告に対する「内

閣の尊重義務」の語が削除された。これには 2 つの解釈ができる。一つは，「内

閣の尊重義務」が，法文上で明記されていると，分権改革委は，内閣が実現で

きる事項しか勧告に盛り込むことができずに，結果として消極的な勧告になら

ざるを得ない。分権委が，実現可能性を重視し，一つずつの事務事業をめぐっ

て中央各省と膝詰め論議を行い了解を取ったのも，この条文に縛られてのこと

であった。そこで，自由な立場から理想の改革案を提案するために削除された
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と説明された。しかし，これにはもう一つの別の解釈をすることもできる。そ

れは，第 1 次分権改革の頃と異なり，この時期に残されている課題はいずれも

実際には改革の困難な問題ばかりである。そう考えると，いずれの事項も，第

1 次分権改革の頃のように中央各省の了承を得ることは望めない。もし，「内

閣の尊重義務」という条文を残し，中央各省の抵抗に遭い，分権改革委の勧告

事項を実現できなかった場合，内閣がその責任を追及されることになる。そこ

で，そのような危険性を初めから取り除いておこうということである。いずれ

にせよ，この語がなくなったことにより，分権改革委にしても内閣にしても，

勧告および改革の実行に向けた責任感が希薄化したと言える（31）。③内閣に「地

方分権改革推進本部」を設置したことである。これは，全閣僚によって構成さ

れた。②との関連で考えると，「内閣の尊重義務」の語を削った代わりに，全

閣僚が参加する体制を作ることにより，内閣一丸となって分権改革に取り組む

姿勢をアピールしようとしたものである。④分権改革委の審議の様子をイン

ターネット上で動画配信したことである。これは，情報公開という面で評価で

きる取り組みである。

　分権改革委の審議経過についても少し触れておきたい。分権改革委は，2007

年 5 月 30 日，地方分権推進にあたっての基本的な考え方を提出し，同年 11 月

16 日には，個別の行政分野・事務事業の抜本的見直し・検討などに関する中

間的な取りまとめを行った。これらの基本的な考え方などを踏まえて，2008

年 5 月 28 日には第 1 次勧告が提出された。そこでは，くらしづくり分野とま

ちづくり分野の 2 つに分けて，重点行政分野に関する抜本的見直し案が示され

た。また，同年 8 月 1 日には，国の出先機関の見直しに関する中間報告，同

年 9 月 16 日には，道路・河川の移管に伴う財源等の取扱いに関する意見，同

年 12 月 8 日には，国の出先機関の統廃合を中心にした第 2 次勧告を提出した。

さらに，2009 年 10 月 7 日の第 3 次勧告では，国が法令で自治体の仕事内容を

縛る「義務づけ」の原則廃止を提案した。そして，最後の勧告となった 2009

年 11 月 9 日の第 4 次勧告では，国と地方の税源配分を 5 対 5 にする税財政改

革案を提案した。
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　（2）道州制をめぐる動き

　a. 第 27 次地制調答申

　市町村合併の問題に目途が着いた段階で登場したのが，道州制をめぐる問題

である。わが国では，道州制を求める論議は戦後の歴史を通じて度々繰り返さ

れてきたが（32），上記のように，第 27 次地制調でも主要な課題の一つとして検

討された。第 27 次地制調の最終答申では，道州制問題を市町村合併後の都道

府県のあり方の問題として，都道府県合併と道州制という 2 つの案を示した。

府県合併については，現行の自治法の規定では，都道府県の発意による自主的

な合併はできないことになっているので，その手続きの整備を求めた。道州制

については，次の 6 点を提案した。

　①　 現行府県は廃止し，道州と基礎自治体の 2 層制にする。

　②　 道州の長と議会の議員は公選とする。つまり，道州は自治体としての性

格を持つ。

　③　 国の機能はできる限り，道州や基礎自治体に委譲する（委譲できるもの

は原則，基礎自治体に委譲する）。道州は，産業振興，雇用，国土保全，

広域防災，環境保全，広域ネットワークなどの圏域全体にわたる事務の

み担う。

　④　 各省の地方出先機関の事務は，原則，道州に移管する。

　⑤　 道州の設置方法としては，全国一斉に行う方式と順次行う方式の両論を

併記した。ただし，いずれの場合も，法律で定めることが必要である。

　⑥　 道州には権限に応じた自主財源（地方税）を付与する。

　b. 第 28 次地制調答申

　第 27 次地制調に続いて第 28 次地制調が，2004 年 3 月に設けられた（33）。第

28 次地制調は，2006 年 2 月に「道州制のあり方に関する答申」を提出するまで，

5 回の総会と 38 回の専門小委員会を開催したが，そのほとんどの時間は道州

制をめぐる審議のために費やされた。その意味では，第 28 次地制調は，道州

制について審議することを目的としていたと言ってもよい。
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　2006 年 2 月 28 日に提出された答申は，基本的に上記の第 27 次地制調の最

終答申における 6 点を継承するものであった。ただし，いくつかの点は新たな

提案や第 27 次地制調より踏み込んだ提案を盛り込んだ。

　①　 道州の区域（区割り案）について具体的に提案した。区域の考え方（資

料 1 参照）を示した上で，9 道州，11 道州，13 道州という 3 パターン

を提案した。

　②　 道州への移行方法について，全国同時移行を原則とするとした。ただ

し，関係都道府県と国の協議により先行して移行できるとした。

　③　 道州制下における税財政制度については，次の 3 点を明記し，第 27 次

地制調最終答申より踏み込んだ表現で提案をした。

　　・国からの事務移譲に伴う適切な税源移譲を実施する。

　　・ 偏在度の低い税目を中心とした地方税の充実などを図り，分権型社会に

対応し得る地方税体系を実現する。

　　・税源と財政需要に応じた適切な財政調整制度を検討する（34）。

　【資料１】道州の区域の考え方

　○道州の区域は，社会経済的・地理的・歴史的・文化的条件を勘案して確定。

　○ 区域については様々な考え方。答申では区域例（各府県の地方支分部

局の管轄区域に基本的に準拠）を 3 例示す。

　○区域の画定手続は次のとおり。

　　・国は道州の予定区域を示す。

　　・都道府県は意見（変更案等）を定めて国に提出できる。

　　・国は意見を尊重して区域に関する法律案を作成。

　○ 東京は周辺県と合わせて一の道州とすることが基本。ただし，東京都

の区域のみをもって一の道州等とすることも考えられる。

　出典：地方制度調査会「『道州制のあり方に関する答申』の骨子」
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　c. 自民党と政府の動き

　自民党は道州制の導入に向けて積極的な動きを見せた。2004 年 11 月に政務

調査会の下に道州制調査会（会長：杉浦正健）を発足させ，道州制の議論を進

めてきた。2007 年 1 月には，5 つの小委員会（小委員長：額賀福志郎，遠藤武

彦，大島理森，中川義雄，大野功統）を設置し，道州制の基本方針，国と道州

の役割分担，税財政制度などについて議論した（35）。同年 11 月には道州制推進

本部を設置し，2008 年 7 月には「道州制に関する第 3 次中間報告」を出した。

そこでは，あるべき道州制の姿を示し，2015 年～ 17 年を目途に実現すべきで

あると明記した。また，2008 年 11 月，推進本部内に道州制基本法制定委員会

を設置し，基本法案の骨子の検討を進めた（36）。

　一方，政府は，上記の第 28 次地制調答申に呼応して，2006 年の「骨太の方針」

に「道州制導入の検討促進」を盛り込んだ。また，同年 9 月には，安倍内閣が

発足したが，その際，初の道州制担当相を置いた。2007 年 2 月には渡辺善美

道州制担当相が私的懇談会として，「道州制ビジョン懇談会」（会長：江口克彦，

PHP 総合研究所社長）を設置した。このビジョン懇は，出井伸之ソニー最高

顧問，堺屋太一元経企庁長官など 14 人で構成された。ビジョン懇は，2008 年

3 月，「地域主権型道州制」を理念とする中間報告を公表し，さらに区割りや

税財政に関する制度設計に取り組んだ。道州制の導入目標は，自民党道州制推

進本部と大差ない 2018 年までとした。

　（3）小結

　この分権改革委における審議と道州制をめぐる動きについて，分析の枠組み

に基づいて分析するとどうであろうか。①分権改革委の審議内容は，行政的関

係に関することと，財政的関係に関することがほとんどであった。政治的関係

に関することは皆無であった。②地方からの情報発信や政策提案についてはい

かがか。分権改革委のメンバーの中には 2 人の自治体関係者（地方の代表）が

入っている。また，分権改革委は，審議の過程で，数回，自治体関係者へのヒ

アリングを行ったりしたが，特に地方側からの目立った提案などはなかった。
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三位一体の改革と比べて，地方の影は薄かったと言える。③地方分権改革推進

法は，安倍政権で成立し，分権改革委の任期中には，安倍，福田，麻生，鳩山

の 4 代の内閣が交代した。最後の鳩山政権は，民主党政権であり，それまでの

自民党政権とは，分権に対する姿勢や分権改革委への対応も当然に異なるが，

自民党時代の 3 つの内閣も，取り立てて分権改革に積極的だったわけではない。

そもそも地方分権改革推進法の制定や分権改革委の設置のアイディアは，小

泉政権の末期に竹中平蔵総務大臣によって立ち上げられた地方分権 21 世紀ビ

ジョン懇談会（21 世紀ビジョン懇）の報告書に基づいている。その意味では，

小泉構造改革の一部と言える。小泉政権によって方向づけられた路線を，その

後の 3 つの内閣が受身的に（主体性なく）継承したという見方ができる。

　一方，道州制についてはどうか。①地方制度調査会（特に第 28 次地制調），

自民党道州制推進本部，政府のビジョン懇ともに，検討が進んでいるのは，道

州制の理念・目的，区割り案と道州が担う事務などの行政的関係に関すること

止まりである。道州に与えられる税財源の問題は，抽象的な表現が使われてお

りまだ不透明な状況にある。財政的関係に関することはあまり進んでいないと

言える（37）。さらに，全く議論が抜け落ちているのが，立法権に関する議論で

ある。道州制が実現した場合，国会と道州議会の間で立法機能をどう分担する

のかという議論がほとんどない（38）。その意味では，少なくともこれまでは政

治的関係に関するものにはなってなかったということである。②地方からの発

信については，賛否の分かれるところである。地方 6 団体の中でも，全国町村

会は道州制に強く反対し，一方，全国市長会は対照的に賛成派が多い。全国知

事会は賛否が分かれている。ただ，いずれにせよ，地方（自治体）の道州制へ

の関心は高い。③自民党がこれだけ道州制に積極的に関わっているのは不思議

なくらいである。その意味では，自民党をはじめ，政府（道州制担当相，ビジョ

ン懇）も含めて，政治（家）が道州制論議を推進していると言える。その一方で，

総務省（官僚）は道州制に慎重もしくはクールだとも言われている（39）。ただし，

自民党の中にもいろいろな思惑の下で道州制が論じられている。つまり，道州

制論を推進していても，その目的・ねらいは異なるようである（40）。
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　5．民主党政権のめざす地域主権改革

　2009 年 8 月の総選挙の結果，政権交代が起こり，同年 9 月には鳩山民主党

政権が発足した。民主党は，2009 年の衆院選のマニフェストにおいても，「地

方分権」に代えて「地域主権」の語を用いた。はじめにでも述べたように，「地

方分権」は，自民党政権において取り組まれた政策というイメージが強く，ま

た遅々として進まない負の印象が強い。それに加えて，「分権」とは一般的に

国から地方への権限委譲を意味し，“トップ・ダウン” 的なイメージを持つ。

そこで，自民党政権の政策と決別し，民主党による新しい改革であることをア

ピールするために「地域主権」の語を用いた。原口総務相は，2009 年 11 月 9 日，

2010 年 3 月末に任期切れをむかえる分権改革委に代わる新しい推進機関を設

置する方針を明らかにした。後継の機関は，鳩山首相をトップとする「地域主

権戦略本部」で，関係閣僚と有識者，地方の代表などで構成するというもので

あった。自民党政権時代は，分権改革委など有識者で構成する審議会が改革案

を提案し，それを政府（閣僚で構成する地方分権推進本部）が実施計画にまと

めるという手続きが取られた。この進め方では，スピードが遅く，また，各省（官

僚）の抵抗や関与が入り込む余地があるとし，両者を一元化し，政治主導で推

進するしくみが提案された（41）。そして，同年 12 月 14 日，地域主権戦略会議

の初会合が開かれ，地域主権の実現へ向けた工程表（資料 2 挿入）も示された（42）。

　【資料２】鳩山政権の地域主権戦略工程表

　《第 1 段階》（2010 年夏まで）

　● 10 年通常国会に以下の関連法案提出

　　①義務づけ見直し

　　②国直轄事業の地方負担金のうち維持管理分を 11 年度から廃止

　　③地方自治法の一部改正

　　④国と地方の協議の場の法制化
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　● 補助金の一括交付金化、政府の出先機関改革などの考え方を盛り込んだ

「地域主権戦略大綱」を 10 年夏に策定

　《第 2 段階》（10 年夏～ 13 年夏）

　●義務づけ見直しの第２次法案を 11 年通常国会に提出

　●一括交付金化を 11 年度から段階実施

　●地方自治法を抜本的に見直す「地方政府基本法」を検討

　● 3 年間の改革の点検に基づく「地域主権推進大綱」を 13 年夏までに策定

　　出典：「朝日新聞」2010 年 1 月 9 日

　それに先立って，11 月 25 日，鳩山首相は，首相官邸において全国都道府県

知事会議を開催した（43）。その際，全国知事会長の麻生渡福岡県知事が，政府

と自治体の役割分担などを定める「地域主権基本法」の制定を求めたのに対し

て，鳩山首相は「真剣に考えたい」と述べ，法制化を目指す考えを明らかにし

た。知事側が上記の提案をした背景には，自民党政権下では，官僚の抵抗にあ

い，分権の具体案づくりがほとんど進まなかったことへの批判と焦りが背景に

ある。また，鳩山首相は，減少傾向にある地方交付税の増額についても，「応

急措置としてその必要があろうかと思う」と述べた（44）。首相は，財源問題に

ついては，「中間的なものとして一括交付金，さらに将来的には税源移譲」と

いう考えのようだが，財務省がそれを受け入れるかどうかは不透明な状況であ

る。もう一つ，地域主権を実現するしくみとして民主党がマニフェストにも掲

げ導入を目指しているのが，「国と地方の協議の場」の法制化についてである。

自民党政権下では，自治体の声は参考意見として聞く程度だった。それに対し

て法的な位置づけを与える法案を 2010 年 1 月 18 日から始まる通常国会に提出

する予定にしている（45）。

　地域主権の実現へ向けた民主党の取り組みは始まったばかりである。現時点

においてそれを評価することはできないが，その方向性や特徴については，小

論が参照する分析の枠組みに基づいて位置づけることはできるだろう。①民主

党が掲げる地域主権改革の中身は，いまのところ義務づけの見直し，補助金の
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一括交付金化などであり，行政的関係や財政的関係が対象になっていると言え

る。②地方からの情報発信や政策提案については，上記の全国知事会議におけ

る知事側からの提案を見ると，積極的な印象を受ける。また，今後，「国と地

方の協議の場」が設定されれば，それは安定的な発言の機会が保障され，さら

に促進されるだろう。しかし，問題は，個別の問題に対する地方の声を調整で

きるか否かにかかっている。例えば，ダムなどの公共事業は，各府県でその態

度が異なる問題である。また，市と町村でも利害が対立する。③地域主権戦略

会議という政治主導の舞台を整え，取り組んでいることから，政治家が前面に

立った改革の進め方であることは言うまでもない。あとは，どれだけ各省（官

僚）の抵抗を抑えられるかにかかっている。しかし，それについては，既に悲

観的な状況も見られる。原口総務相は，分権改革委の勧告に基づいて，自治体

が強く要望する 104 の「義務づけ」の見直しを各省に求め，1 カ月半かけて各

省の政務三役を説得したが，勧告通りに見直されたのは，わずか 36 にすぎな

かった（46）。地方分権（地域主権）の難しさを表す一つのエピソードである。

　6．おわりに

　小論では，第 2 次分権改革が，第 1 次分権改革並みの成果を上げることがで

きなかったのはなぜか，その背景・要因を明らかにすることにねらいがあり，

それを中央地方関係論の知見から得られた分析の視点から整理・検討してき

た。この小論の目的に立ち返って，全体のまとめを試みたい。

　分析の視点として設定した 3 点に引き付けて言えば，第 2 次分権改革には次

のような特徴が見られる。①アッシュフォードの枠組みに則して見ると，第 2

次分権改革は，中央地方間の財政的関係もしくは行政的な関係の改革をめざし

たものであったと言うことができる。三位一体の改革や市町村合併は，財政的

関係に関するものであり，分権改革委の審議や道州制は，行政的関係に関する

ものであった（分権改革委は一部，財政的関係の改革についても提案したが）。

いずれにせよ，政治的関係の改革に関する議論は全く見られなかった。②また，
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ロウズの枠組みに基づいて見ると，地方からの情報発信や政策提案については

改革ごとに異なりが見られた。三位一体の改革では，地方自身が補助金の削減

リストづくりを行うという大きな役割を担ったが，市町村合併では受け身の態

度に終始した（西尾私案に対する町村の反発は別にして）。分権改革委の審議

に対しても，地方からの積極的な提案や発言などはなく，道州制問題について

は，地方の関心は高いが，取り立てて，積極的な行動は行っていない。③曽我

の研究を参考にした政治家の果たす役割の面から見ると，政治家（特に政権与

党の自民党）は，分権改革委の審議を除いて，他の改革については積極的な役

割を果たしたと言える。三位一体の改革は，経済財政諮問会議という高次の政

治調整機関の働きによって部分的な改革が実現した（政治の力を持ってして

も，完全な改革には至らなかった）。市町村合併の推進は，与野党を挙げた国

会議員の総意であった。分権改革委は，小泉構造改革の遺物であり，安倍，福

田，麻生の各政権は，その敷かれたレールの上を歩んだにすぎなかった。

　分析の視点に基づいて整理すると，以上のようにまとめられるが，それを踏

まえて，第 2 次分権改革の問題点と今後の課題を最後に示したい。比較的改革

が容易なものは，そのほとんどが第 1 次分権改革で取り上げられ実現した。そ

の意味では，第 2 次分権改革には，難しい問題ばかりが持ち込まれたので，改

革がスムースに実現しないのは当然の結果だとも言える。加えて，1995 年以

降，15 年間も連綿と改革を続けていると，国民やマスコミの関心も低くなり

がちである。その一方で，官僚の改革を阻止しようとする抵抗は益々強くなっ

てきた。そのような停滞した雰囲気の中で，2009 年の政権交代があった。民

主党政権は政治主導を掲げ，官僚から統治の実権を取り戻そうとしている。ま

た，地方分権についても「地域主権」という新しい看板を掲げ，仕切り直しの

舞台を整えた。上記の 3 点にわたる分析の視点に基づく整理からも，改革を進

める上で，政治家の果たす役割が大きいことは言うまでもない。ただし，その

際，国（中央）の政治家だけではなく，地方の政治家（特に地方議員もしくは

地方議会）も，主体的な分権改革に取り組む意識を持つことが必要であろう。

分権とは自治の問題であり，国や政党や審議会のみが取り組むべき問題ではな

石見　豊.indd   21 2010/03/23   15:33:46



─ 22 ─

第 2 次地方分権改革の現状と課題（石見）

く，地方も主体的な認識を持って取り組むべき問題だと言える。加えて，中央

地方関係の行政的関係と財政的関係の改革を論じるだけでは，従来の分権改革

とあまり変わらず，結果も同じようなものになることが予想される。民主党政

権には，これまでの枠組みを超えた政治的関係の領域に踏み込むことを期待し

たい。その一つの切り口が道州制問題である。民主党は，まず地域主権改革（権

限委譲や税源移譲など）を先に進めて，道州制問題はそれからという手順で考

えているようである。しかし，分権改革を従来の枠組み内に納めず，いま一度，

国民の関心を喚起するためにも，立法機能の国（国会）と道州（議会）との再

配分についてもぜひ議論してほしいと思う。

　注

　（ 1 ）　 第 1 次分権改革の内容については，以下の文献を参考にした。分権改革の当事

者の参与観察であり，また，研究者としての分析の両方の性格を持つものとし

て，西尾勝『地方分権改革』東京大学出版会，2007 年。地方分権推進委員会事

務局に勤務し，第 1 次分権改革の特徴や課題などを分析したものとして，島田

恵司『分権改革の地平』コモンズ，2007 年。

　（ 2 ）　 第 1 次分権改革とは，分権委が，最終報告において，自らの活動を総括する際

に用いた語が，その後も広く使われるようになったものである。

　（ 3 ）　 第 2 次分権改革の全体としての性格を明らかにしようとした先行研究として，

大杉覚「分権一括法以降の分権改革の見取り図と今後の展望」（『都市問題』東

京市政調査会，2009 年 8 月）。大杉は，第 2 次分権改革を，累積的・複線的・

回帰的という 3 つの性格を持つ改革であると位置づけた。また，第 1 次分権改

革から第 2 次分権改革までを総体的に捉えようとした先行研究として，伊藤正

次「国による『上から』の分権改革：コア・エグゼクティブの変動と『併発型』

改革の展開」（森田朗・田口一博・金井利之編著『分権改革の動態』東京大学

出版会，2008 年）。総体的に捉えるという点は，小論と共通している。ただし，

伊藤論文は，副題が示すように，コア・エグゼクティブ（官邸および与党幹部

など）の動き（姿勢，関与など）に関心がある。「併発型」とは他の行政改革，

政治改革，財政改革，規制改革などとの関係性を意味している。つまり，分権

改革は，他の改革の影響を受けるということである。

　（ 4 ）　 鳩山首相は，「地域主権」を政権の「一丁目一番地」と位置づけた。また，「地

域主権」を「国民主権」と同じ意味を持つと説明した。「第 1 回　地域主権戦

略会議　議事要旨」2009 年 12 月 14 日

　（ 5 ）　 現代政治学事典によれば，集権や分権は「上位組織と下位組織のあいだの権限
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ないし権能の垂直的な分配関係にかかわる概念である」と説明している。

　（ 6 ）　 アクター面に注目したものとして，エリート論，多元論，官僚政治論，コー

ポラティズム論などがある。また，政策決定に与える制度の影響に注目したも

のとして，（歴史的）制度論，新制度論（合理的制度論），公共選択論，ゲーム

理論などがある。

　（ 7 ）　 ゴミ箱モデルの代表的研究として，Cohen, M. D., March, J. G., and Olsen, J. P., “A 

Garbage Can Model of Organizational Choice”, Administrative Science Quarterly 17, 

1972

　（ 8 ）　 政策の窓モデルの代表的研究として，Kingdon, John. W., Agendas, Altanatives, and 

Public Polices, Little, Brown and Co., 1984

　（ 9 ）　 西尾勝編著『分権型社会を創る：その歴史と理念と制度』ぎょうせい，2001 年，

p. 26

　（10）　Ashford, Douglas, British Dogmatism and French Pragmatism, Allen & Unwin, 1982

　（11）　 Rhodes, R. A. W., The National World of Local Government, Allen & Unwin, 

1986, p. 17

　（12）　 「ガバナンス」という概念が普及する一つの契機になったのは，1998 年にガイ・

ピーターズ（ピッツバーグ大学）とコリン・キャンベル（当時，ジョージタウ

ン大学）が，『ガバナンス』という学術誌を刊行したことが挙げられる。

　（13）　 Rhodes, R. A. W., Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity 

and Accountability, Open University Press, 2001, p. 54

　（14）　 中邨章『自治体主権のシナリオ：ガバナンス・NPM・市民社会』芦書房，2003 年， 

p. 17

　（15）　 曽我謙悟「政府間ガバナンスに関する最近の研究動向」（日本政治学会編『年

報政治学 2008- Ⅱ：政府間ガバナンスの変容』木鐸社，2008 年）

　（16）　 第 2 次分権改革の始点をいつに置くかは論者によって分かれている。地方分権

改革推進法制定以降の段階を第 2 次分権改革と位置づける見方や，三位一体改

革を第 2 次分権改革とし，地方分権改革推進法制定以降を第 3 次分権改革と位

置づける見方もある（伊藤正次「今次分権改革の位置づけと課題：行政学の観

点から」『ジュリスト』第 1355 号，2008 年，p. 86）。西尾は，2000 年 4 月の分

権一括法が施行された時点以降の分権改革を第 2 次分権改革と呼んでいる（前

掲，西尾，2007 年，pp. 122-123）。小論での第 2 次分権改革の捉え方は，西尾

のものと同じである。

　（17）　西尾も第 5 次勧告は失敗に終わった勧告と見ている。同上，p. 122

　（18）　 分権委は，最終報告の中で「分権改革は一朝一夕に成し得るものではないが，

達成可能な最大限の改革を成し遂げた」と自己評価した。

　（19）　 分権改革を進めるための手法（戦略）には，「国の関与の縮減」と「事務事業

の移譲」という 2 つの選択肢があった。第 1 次分権改革では，実現可能性が重

視されたので，比較的容易な前者を中心とした改革に取り組んだ。その結果，

困難が予想された後者につては，そのほとんどが手つかずのまま第 2 次分権改
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革の課題として残されていた。

　（20）　 片山プランは，国税と地方税の割合を 1 対 1 にする手だてが 2 段階に分かれて

いた。つまり，5.5 兆円の国庫支出金の地方税への移譲が，地方交付税の地方

税への振替に先行して実施されるというアイディアであった。それが，三位一

体の改革と呼ばれるようになったため，税源移譲の先行実施が消え，交付税改

革と同時にセットで改革されるように，片山プランの当初の意味が変更された。

　（21）　前掲，西尾，2007 年，pp.176-177

　（22）　 分権会議内の対立と分裂の状況については，森田朗「地方分権改革の政治過程：

『三位一体改革』と地方分権改革推進会議」（『レヴァイアサン』第 33 号，木鐸社，

2003 年）

　（23）　 義務教育費国庫負担金のうち，中学校教職員給与分（8000 億円）を一般財源化

するという点が問題になった。全国知事会の中でも賛否が分かれ，中教審にお

いても，義務教育制度の趣旨からして，現行（当時の）制度の維持を求める声

が多かった。結果的には，四大臣と与党政調会議において，小学校分と中学校

分の区別なく，負担率を 2 分の 1 から 3 分の 1 に引き下げることにした。前掲，

西尾，2007 年，p. 194

　（24）　 西尾は，第 27 次地制調が，市町村合併の問題を担当することになったことに

ついて，「市町村合併にゴー・サインを出した地方分権推進委員会の当事者に

市町村合併の後始末まで命じられた観があった」と表現している。同上，

p. 129

　（25）　 西尾私案に盛り込まれた他の点について述べると次の 3 点である。①都道府県

から合併後の市町村へ事務権限を移譲する場合の方法には，全ての市町村に同

じ事務事業を移譲するパッケージ方式と人口規模に応じて移譲する内容に差を

付ける人口段階別移譲方式があるが，この 2 つの方式を組み合わせることにす

る。②平成の大合併により都道府県間の市町村には規模のアンバランスが見ら

れ，これは自治制度の面から適当ではない。そこで，いま一度合併を進める必

要があるが，地方交付税の削減という方法より，合併の目安（市町村の最低人

口規模）を示すほうがましである。③地理的な条件（離島など）により合併が

できなかった町村に対して，さらなる都道府県からの事務権限の移譲は適当で

はなく，国から義務づける事務権限の数を減らし（限定し），議員も無報酬に

して，身軽にすべきである。同上，pp.133-136

　（26）　 西尾私案への反対の姿勢を特に強く打ち出したのは，全国町村会や全国町村議

会議長会であった。新聞に反対の広告を載せるとともに，2003 年 2 月 25 日には，

町村会と町村議会議長会が合同で「町村自治確立総決起大会」を開催し，強制

合併反対を訴えた。

　（27）　 西尾によれば，自民党が市町村合併に積極的だったのは，分権（機関委任事務

制度の廃止）の結果，都道府県（特に知事）の権能が強化されることへの懸念

が背景にあったようである。自民党は，強化されるべきなのは，都道府県では

なく，基礎自治体としての市町村であると考えた。権限委譲に備えて，弱小市
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町村の合併が必要であると考えた。分権委の諸井委員長が野党各党の意向を打

診してまわったところ，「市町村合併の促進は与野党の壁を越えた国会議員の

多数意見」であると認め，分権委として合併問題に取り組むことになった。前掲，

西尾，2007 年，pp. 38-40

　（28）　 結果的に，2004 年の合併特例法改正によって「合併特例区」という制度が誕生

した。合併特例区は，法人格を有し，特別職の区長を置くこともできる強い権

限を持つ地域自治組織である。また，2004 年の地方自治法改正によって「地域

自治区」の制度も設けられた。こちらは，法人格はなく，合併特例区に比べて

権限が弱い。地域自治区には，合併に関係なく設置できる「一般」のものと，

合併市町村のみが設置できる「特別」のものの 2 種類がある。

　（29）　 地方分権改革推進法の趣旨，特徴などを解説する代表的なものとして，金井

利之「第 3 次分権改革の展墓と地方分権改革推進法」（『地方自治』第 712 号，

2007 年）。

　（30）　前掲，伊藤，2008 年，p. 88，参照

　（31）　同上，p. 87，参照

　（32）　 道州制に関する論議の歴史的変遷については，田村秀『道州制・連邦制：これ

までの議論・これからの展望』ぎょうせい，2004 年，が参考になる。

　（33）　 第 28 次地制調では，西尾勝氏（国際基督教大学教授）が臨時委員になったため，

副会長は小早川光郎氏（東京大学教授）に替わったものの，会長は諸井虔氏（太

平洋セメント㈱相談役），専門小委員長は松本英昭氏（（財）自治総合センター

理事長）で，第 27 次地制調のままであった。この点からも，第 27 次地制調と

の継続性がうかがえる。

　（34）　地方制度調査会「『道州制のあり方に関する答申』の骨子」

　（35）　 川田一義「道州制と地方自治のあり方」（日本地方自治研究学会編『地方自治

研究』第 44 号，2001 年），p. 2

　（36）　 「ガバナンスレビュー：杉浦正健」（『月刊ガバナンス』第 93 号，ぎょうせい，

2009 年 1 月），p. 12

　（37）　 日本経団連が地方消費税の拡充や地方共有税の創設などを提案している。また，

麻生首相（当時）は，法人税の道州への移譲について明言したのが，例外的に

目立つ提案で，その他には道州制の税財源に関する具体的な案が見られない。

人羅格「『廃県置州』は離陸できるか：複雑に絡み合う政府，政党の思惑」（同

上『月刊ガバナンス』），p. 20

　（38）　 増田寛也氏は，道州制が実現すれば，国の機能は外交や防衛，通貨などに限られ，

国会議員も現在の数は必要なくなり，かなりの数が道州議会に移動することに

なるかもしれないと述べている。また，その点に関する国会議員の抵抗も大き

いことを予想している。「増田寛也前総務大臣（前道州制担当相）に聞く」（同

上『月刊ガバナンス』），p. 17

　（39）　前掲，人羅，2009 年，p. 21

　（40）　 分権改革と道州制が対立するような場面も見られる。自民党道州制推進本部の

石見　豊.indd   25 2010/03/23   15:33:47



─ 26 ─

第 2 次地方分権改革の現状と課題（石見）

総会においても，分権改革委の進める改革と，道州制の整合性に疑問の声をあ

げる議員がいる。分権改革の「主役争い」という見方もある。同上，p. 22

　（41）　「朝日新聞」2009 年 11 月 10 日（朝刊）

　（42）　「朝日新聞」2010 年 1 月 9 日（朝刊）

　（43）　 政府主催の全国知事会議は，予算編成前の 11 月に開催されるのが恒例となっ

ている。「朝日新聞」2010 年 11 月 26 日（朝刊）

　（44）　同上

　（45）　同上

　（46）　「朝日新聞」2010 年 1 月 9 日（朝刊）
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【論　説】

現代スリランカにおける
仏教ナショナリズムとキリスト教

 川　島　耕　司
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　 おわりに

　はじめに

　

　キリスト教史を研究するフィリップ・ジェンキンスによると，キリスト教世

界の重心は西洋から非西洋，つまりアフリカやラテン・アメリカ，あるいはア

ジアへと移りつつある。1900 年には世界のキリスト教徒人口の 3 分の 2 はヨー

ロッパにあったが，2000 年代には 4 分の 1 以下になっており，2025 年には

20％以下になるだろうと考えられている。こうした変化の一因は西洋において

非キリスト教化が進んでいることにあるのだが，もちろん非西洋世界において

キリスト教の影響力が拡大しつつあるためでもある。たとえば，アフリカのキ

リスト教徒人口は，1900 年には 1 千万人であったが，2000 年には 3 億 6000

万人になったといわれる（1）。

　こうした非西洋社会においては，多くの場合キリスト教徒はマイノリティで

あり，キリスト教の影響力の拡大によって既存の社会との間に軋轢が生まれる

ことも多い。韓国のキリスト教会は反日や反共といったイデオロギーを既存の
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社会と共有してきた（2）。おそらくそのため，比較的スムーズにキリスト教が拡

大してきたようにみえる。しかし，布教活動が反キリスト教的なイデオロギー

の展開を招き，暴力的な対応がもたらされることも多い。たとえばインドネシ

アやイラクではキリスト教団体による攻撃的な改宗活動が国内における過激な

勢力による暴力的な行為を招いているといわれる（3）。インドではキリスト教徒

の布教活動を主な標的としたと考えられる反改宗法がすでにいくつかの州で成

立している。オリッサ州では 1967 年に，マディヤ・プラデーシュ州では 1968

年に，アルナーチャル・プラデーシュ州では 1978 年に反改宗法が成立し，タ

ミル・ナードゥ州でも 2002 年 10 月に立法化された（4）。インドのキリスト教徒

人口は公式統計では総人口の 2.2％であるが，自衛のために改宗を表明しない

人々も多く，実際は 7.3% にもおよぶという調査もある（5）。

　スリランカにおいてもキリスト教団体の活動は，多数派である仏教徒からの

大きな抵抗を招いてきた。ジュビリー・キャンペーンというアメリカのキリス

ト教団体の調査によると，2004 年 7 月までの 10 年間におけるスリランカのキ

リスト教徒への人権侵害は 317 件におよんだ。その内訳は，殺人が 2 件，放火

が 21 件，暴行が 90 件，脅迫が 204 件であった（6）。さらに 2004 年以降には反

改宗法案が数度にわたって提出された。このようにスリランカではキリスト教

徒と多数派である仏教徒の間の対立は明らかにより深刻なものとなっている。

　しかし，宗教的な対立，特に反キリスト教的な動きが大きく表面化し始め

たのは近年になってのことである。特に 1950 年代以降，この国における主な

対立軸は言語を中心とするものであった。つまりシンハラ語とタミル語とい

う言語の相違に基づく民族的な対立とそれに起因する内戦である。おそらく

そのため近年におけるこうした宗教対立はほとんど研究の対象にはなってこ

なかった。しかし本稿でもみていくように，民族的対立を引き起こした重要

な原因の一つには間違いなくシンハラ・ナショナリズムがあり，その根底に

は宗教的要素がある。本稿では，1990 年以降において宗教的対立が再び顕在

化し，キリスト教徒への人権侵害が多発する背景とその民族問題との関連を

考察したい。
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　1　仏教ナショナリズムの現状

　仏教徒はスリランカ総人口の約 70％を占めている。その他は，15％がヒン

ドゥー教徒，8％がキリスト教徒，7％がイスラーム教徒となっている。仏教徒

のほぼすべてはシンハラ人であるから，シンハラ人仏教徒としてくくられるコ

ミュニティはスリランカでは圧倒的な多数派である。こうした数的な優位のな

かで，スリランカは仏教徒の国であり，非仏教徒は仏教徒の好意によってスリ

ランカに居住できるのだという意識は多くのシンハラ人仏教徒たちに共有され

ていると言われる。「シンハラ人」と「仏教徒」が同義語として使われること

も多い（7）。

　実際，こうした排他的な主張は影響力のある人々によって公然となされてき

た。1983 年の反タミル暴動への関与を疑われている政治家シリル・マシューは，

「シンハラ人の歴史は仏教徒の歴史である。シンハラ人の言語はブッダの教え

によって高められている。シンハラ人の文化は仏教の文化である」と述べた。

ワルポラ・ルフラという学僧は，「スリランカは仏教徒シンハラ人の国」だと

述べている（8）。最近では 2008 年に，環境・天然資源担当大臣チャンピカ・ラ

ナワカが次のように述べた。「シンハラ人はスリランカの唯一の生来の人種

（the only organic race of Sri Lanka）である。他のコミュニティはすべてこの国

への来訪者であり，仏教徒の慈悲によってその到来に意義を申し立てられるこ

とは決してなかった。しかし彼らはこの慈悲を当然のものとみなしてはならな

い」（
9）。「仏教徒の慈悲によって」到来したとみなされるコミュニティにキリス

ト教徒が含まれることは明らかであり，ここでもシンハラ人と仏教徒はほぼ同

義語として扱われていると考えてよい。

　もちろんこのイデオロギーが仏教徒にとって都合のよいものであることは言

うまでもない。実際，特に独立後のスリランカにおいては，政治や行政，ある

いは教育からキリスト教徒の影響力を排除するいくつかの政策がとられてき
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た（10）。その背景には明らかにこのイデオロギーがある。

　一般の人々の間にもスリランカはシンハラ人仏教徒の国であるという意識は

明らかに広まっている。シンハラ人のキリスト教徒は普通こうした仏教徒とシ

ンハラ人の同一視に反発を覚えるが，多くの仏教徒たちには問題であるとは感

じられないという。非シンハラ人に対してはさらに排他的な心情があからさま

に語られることもある。たとえば，シンハラ人仏教徒が支配するスリランカで

生活できないならば，タミル人はインドに帰るべきだという主張はきわめて一

般的であると言われる（11）。

　国家，あるいは政治と仏教のつながりも非常に強い。マハーナーヤカの就

任式はその代表例である。スリランカにはいくつかのサンガ，つまり緩やか

に組織された仏教教団が存在するが，マハーナーヤカはそれぞれのサンガの

最高位の僧である。彼らの就任式では，大統領がマハーナーヤカの就任を命

じることになっている。その場には多くの政治エリートたちも参加する。新

しい政権や国会議員がキャンディの主要な仏教僧たちから祝福を受けること

も慣例となっている（12）。また，仏教僧たちはスリランカ軍を祝福する儀礼を

も行っている。スリランカ陸軍仏教協会といった組織がそうした儀礼の場を

設定していると言われる。高名な仏教僧による軍のための儀式はしばしばテ

レビで放映された（13）。

　さらに，政治家たちは仏教徒としてのイメージを民衆にアピールするために

仏教僧との会談をしばしば行う。スリランカの政党の多くは仏教僧をかかえて

おり，そうした仏教僧たちは政党の政策を宗教的に正当化するために動員され

る（14）。マルクス主義的要素をもつ JVP（Janatha Vimukthi Peramuna, 人民解放

戦線）も国民ビク戦線（Jathika Bikkhu Peramuna）という仏教僧の団体と提携

している。この団体はたとえば 2007 年 2 月にはコロンボのタウンホールの前

で数週間にわたって停戦協定の破棄を要求した（15）。

　こうした政治家と仏教僧との関係を，政治による仏教の利用とみることはで

きる。しかし，政治家たちが仏教僧たちの要求をすべて拒絶することは難しく，

仏教僧たちの意図が政治的に反映される可能性は明らかに存在する。実際，仏
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教僧たちは独立後のスリランカにおいてかなりの政治的影響力を保持してき

た。そしてそれは多くの場合，民族対立を解決する方向には作用しなかった。

仏教僧たちの多くは，マイノリティへの譲歩を否定する傾向にあり，民族対立

や紛争の平和的解決をめざす過去の交渉の多くに反対してきた。

　たとえば 1957 年のバンダーラナーヤカ＝セルワナーヤガム協定は連邦制を

めざしたもので，スリランカの民族問題を解決する千載一遇の機会であったと

みなされることもあるが，これに強く反対した勢力の一つが仏教僧たちであっ

た。大勢の仏教僧たちがバンダーラナーヤカ首相の自宅前で座り込みを行い，

この協定を破棄させた。特にケラニヤの仏教寺院の僧たちからの圧力が大き

かったといわれる（16）。1965 年のセーナーナーヤカ＝セルワナーヤガム協定も

また仏教僧たちの反対のなかで破棄された。1985 年のティンプー会談での和

平協定，1987 年のインド＝スリランカ協定，1997 年のクマーラトゥンガ大統

領の分権化提案などの失敗の背後にも仏教僧たちの反対があった。2002 年から

の休戦合意に関しても，あらゆる連邦制的解決を否定する仏教僧たちの影響力

があった。実際，ほとんどの仏教僧がこの 2002 年からの和平プロセスには反

対し，平和的解決を主張する者は「臆病」であるとか，「半キリスト教徒」な

どと呼ばれることもあったという（17）。このように仏教，あるいは仏教僧と政治

との関係は深く，仏教的なもの，あるいは仏教徒の要求を政治に反映させるべ

きだという意志は明らかに強い。

　ただ，仏教が公的には国教ではないことは確かである。スリランカ憲法第 9

条には，仏教に「第一の地位」（foremost place）を与えると明記されてはいるが，

仏教のみが重視されているわけではない。たとえば国民の休日に仏教にちなむ

ものが多いことは事実であるが，他の宗教への配慮もなされている。ヒンドゥー

教徒たちのタイ・ポンガル（1 月中旬に行われるタミル人の収穫祭），ディーパー

ワリ（10 月中旬から 11 月中旬にかけての新月における新年の祝い），ムスリ

ムのハッジ（巡礼期間最終日の犠牲祭），ラマダン明けを祝う祭り，ムハンマ

ドの誕生日，キリスト教徒の聖金曜日とクリスマスも休日に指定されている。

また家族法においては，それぞれの宗教の慣習法が尊重されている。たとえば，
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結婚の最低年齢は大半の宗教では 18 歳であるが，ムスリムの場合は，女性は

思春期，男性は家族を養うだけの経済力をもったときとされている（18）。

　こうしたなかで，仏教，あるいは「シンハラ人仏教徒の国家であるスリラン

カ」が危機にあるという意識は根強く，国家と仏教とのさらなる制度的なつ

ながりを求める声も大きい（19）。こうした声を背景に生まれたのが，後述する

JHU （Jathika Hela Urumaya: シンハラ民族の遺産）という政党である。JHU の

最大の目的は「仏教国家」（dharma rajya）をつくることであるといわれる。仏

教は危機にあり，仏教国家であるべきスリランカにおいて仏教徒たちが周縁化

されつつあると彼らは訴えている（20）。

　いずれにせよ，シンハラ人仏教徒をスリランカの中心的コミュニティである

とみなすシンハラ・ナショナリズムは現在のスリランカにおいて根強く，また

仏教と政治は非常に密接な関係にある。いわゆる非主流派のキリスト教団が

1980 年代ごろから活発に活動を始めたのは，こうした状況のなかでであった。

　2　非主流派キリスト教団の拡大

　すでにみたように，スリランカ人口の約 8％がキリスト教徒であるが，その

8 割はローマ・カトリック教徒である。その多くは 16 世紀以降のポルトガル

の影響下で改宗した人々である。残りはプロテスタント教徒で，多くがいわゆ

る主流派プロテスタント教団として分類されるいくつかの宗派に属している。

ただ，この主流派に何を含めるかに関しては多少の見解の相違がある。あるア

メリカ政府の報告書は，セブンスデー・アドベンチスト教団，エホバの証人，

メソジスト教団，バプティスト教団，オランダ改革派，聖公会，ペンテコステ

教団，アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団を主流派としている。比較宗教学

の研究者ブルース・マシューズは，いわゆる主流派の宗派として，ローマ・カ

トリックと聖公会，メソジスト教団，バプティスト教団をあげ，その他の比較

的長くスリランカに存在している 5 つの福音派の宗派として，オランダ改革派，

アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団，救世軍，カルバリー教団，フォースク
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エア伝道教団をあげている（これら 5 つは全国キリスト教福音派協会 National 

Christian Evangelical Association によって代表されているものであり，マシュー

ズはこれらとより新しい原理主義的な福音主義集団とは混同すべきではないと

している）（
21）。 

　こうした主流派，あるいは伝統的なプロテスタント教団に属さない団体は「新

しい教団」などと呼ばれるが，その多くは神学的にはきわめて風変わりで攻撃

的であるとみられている。非主流派の新しい教団はカリスマ的な説教師を中心

につくられているもので，団体間のつながりはほとんど，あるいは全くないと

いわれる。共通項としてあるのは主流派の教団をキリスト教の適切な代表であ

るとは認めていないことである（22）。非主流派の新しい教団の会合は宗教的な

外観のない家の中や屋外で行われることが多い。牧師たちは普通仕事をもって

おり，既婚であり，特に一般信者と明確に異なる服装をするわけではない。礼

拝はしばしば何時間にもおよび，時に拡声器を使って行われることもある。攻

撃的であるとみられる布教に加え，交通渋滞を招くこともある宗教的な行進や

集会のために，多くの仏教徒は平穏な日常生活を破壊されたと感じることもあ

るといわれる（23）。

　非主流派の教団の多くは福音派のなかに含まれ，北アメリカのプロテスタン

ト原理主義の運動と関わりをもつものもあるといわれる。こうした非主流派教

団がスリランカにおいて可視化されるようになったのは，あるはより攻撃的な

布教を始めたのは 1980 年代半ばから 1990 年代初めであった。明確な数は明ら

かではないが，300 から 350 の教団が活動しているとされる。またこれらの教

団の活動資金は，アメリカ合衆国，イギリス，オーストラリア，フィンランド，

スウェーデン，オランダ，日本，韓国から主に来ているといわれる（24）。

　非主流派の新しい教団は，布教活動のみでなく，社会福祉の分野でも活発に

活動を行っている。彼らが扱う事項には，貧困，栄養不良，教育，職業訓練，

子供への虐待，身体障害，健康，カウンセリングなどがある。たとえばある村

には医療キャンプや教育施設が提供された。より年長の生徒には A レベル（大

学入学資格）試験合格までの生活保障が与えられることもあった。さらに体の
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弱い人々や最貧層の人々に教団の物資を与えることもあったという。病気に苦

しむ人々の家に赴き，ともに祈ることもあった。こうしていわゆる弱者を中心

に新しい教団は影響力を広げていったとされている。それはもちろん既存の主

流教団がそうした人々に十分な注意を払わなかったからでもあった（25）。

　さらに，新しい教団が与えてくれる共同体感覚も多くの人々には魅力である

と考えられている。既存の教団では人的なつながりを感じにくくなっていると

いわれる。それに対して新しい教団には「真の兄弟愛」があると多くの人は感

じている。この問題を研究したナナーヤッカラに対して，ある信者はこのよう

に述べたという。「古い教団は人生の希望という感覚を与えてくれませんでし

た。ただの日曜行事だったのです。日曜が終わればつぎの日曜まで何もかも忘

れてしまうのです」（
26）。

　ただ，こうした新しい教団はしばしば非常に非寛容で傲慢であるとして批判

されてきた。教団のなかには，攻撃的であることがミッションへの献身である

と信じるものもあった。セイロン島全域を神の命令に「屈服させる」のが目的

だとまで述べる牧師もあった。仏教の聖地で聖書を配布するという仏教徒の宗

教的心情を逆なでするような活動までもが行われたという（27）。こうした攻撃

的な活動が，スリランカは仏教徒の国であると信じる人々の間に大きな不安と

怒りを引き起こしたことは間違いない。こうしたなかでキリスト教徒への人権

侵害が頻発するようになった。

　3　キリスト教徒への人権侵害

　仏教徒とキリスト教徒との間の大きな暴力的な対立はすでにイギリス植民地

時代の 1883 年に起こっている。これはシンハラ・ナショナリズムの形成過程

で生じた事件であったが，そもそもこのイデオロギーは 19 世紀における反キ

リスト教的な仏教復興運動に起源をもつものである。しかしその後，このイデ

オロギーの標的はムーア人と呼ばれるムスリムやインド人労働者へと移り，独

立後の最大の標的はスリランカ・タミル人たちになった（28）。つまり，宗教的
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アイデンティティよりも言語的，あるいは民族的なアイデンティティが強調さ

れるようになったのである。

　こうしたなかでシンハラ人キリスト教徒たちは，明らかに周縁的にではあ

るが，シンハラ人というカテゴリーのなかに包摂されるようになった。特に

1950 年代以降のいわゆるシンハラ・オンリー政策によってシンハラ語の重要

性が強調されるなかで，キリスト教対仏教という対立軸はかなりの程度弱まっ

た。逆に，同じキリスト教徒内でのシンハラ・タミルの対立は深まっていった。

かつてはかなりあったカトリック教徒内でのシンハラ・タミル間の結婚は減

少し，反対にシンハラ人コミュニティ内における異宗教間結婚が増えたとい

われる（29）。

　しかし，すでにみたように，シンハラ・ナショナリズムの中核には明らかに

仏教がある。スリランカは仏教徒の国であるという信念が強い影響力をもつ社

会においては，キリスト教徒は周縁化されざるをえない。反キリスト教的な動

きは常に何らかの形で存在していた。新しい非主流派教団の活動が活発化する

なかでキリスト教の拡大を警戒する動きは確実に強まった。すでに 1980 年に

は，反キリスト教的なジャヤガラハナヤ（Jayagarahanaya: SUCCESS とも呼ば

れる）という集団が設立されていた。このメンバーの多くは法律家で，キリス

ト教への「非倫理的な」改宗から仏教を守ることを目的としていた（30）。1990

年に設立された NGO 委員会の背後にも，キリスト教の影響力拡大への危機感

があったように思われる。この委員会は 1993 年 12 月に報告書を提出し，いく

つかの NGO によってキリスト教への「不公正で詐欺的な改宗」がなされてき

たと記した（31）。

　キリスト教徒への人権侵害，つまり教会や宗教的象徴の破壊，放火，脅迫，

身体的暴力などもすでに 1980 年代半ばから始まっていた。こうした暴力の対

象になったのは，ほとんどの場合，小さく，防御が難しく，辺鄙なところにあ

る教会であった（32）。ジュビリー・キャンペーンの調査によると，全国キリス

ト教フェローシップ（National Christian Fellowship）という福音派の諸教団を

統括する団体の女性聖職者は，1992 年から 1997 年まで仏教僧たちから死の脅
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迫を受けていた。彼女はその後教会内から引きずり出され，ランプで手を焼か

れるという暴力を受けた。ガンパハ県のある教会は 2004 年に群衆による破壊

行為の犠牲となったが，その教会の牧師はすでに 1994 年から敵対的な行動の

標的となっていたという（33）。

　こうした暴力は 2000 年頃からさらに増加したようにみえる。仏教僧や仏教

団体，たとえば，仏教国際センター，仏教ダルマヴィジャヤ基金，仏教活動セ

ンターといった団体がさまざまなキリスト教福音主義団体の改宗活動への異議

を唱え始めた。このころ標的となった福音主義団体はアメリカや韓国から来

たもので，「キリストのためのキャンパス十字軍」（Campus Crusade for Christ）

や「キリスト教自由十字軍」（Christian Liberty Crusade）といった団体が含ま

れた（34）。仏教徒団体は，第二次世界大戦後に韓国がキリスト教徒が多数を占

める国になったように，キリスト教団体が自由に活動すればスリランカでもキ

リスト教徒が多数派になるだろうと主張した。そしてこうした主張は JVP や

後述の JHU によって政治化されていった（35）。こうしたなかで起こったのが，

ソーマ師という仏教僧の死とそれを利用しようとする勢力の動きであった。

　4　ソーマ師の死と JHU

　ガンゴダウィラ・ソーマ師の存在とその突然の死は，2003 年から 2004 年に

かけてのキリスト教徒攻撃増加の原因の一つとなった。ソーマ師は呪術や神々

を否定し，純粋な仏教を説く僧として知られ，アナガーリカ・ダルマパーラ

以来の偉大な指導者であるとも語られた（36）。彼は，少年期に仏門に入る多く

の僧とは異なり，成人後に僧となった。また，仏教組織からも比較的自由であっ

た。こうしたことからスリランカの仏教僧のなかでは異色の存在だったとい

われる。彼は大学には行かなかったが，コロンボ南郊にあるマハラガマの僧

院での教育は受けており，パーリ語を使うことができたし，英語を話すこと

もできた（37）。

　彼は多くの人々から支持されていたが，それは一つには彼がテレビに多く出
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演し，既存の教団などの腐敗を指摘し，敬虔な仏教僧というイメージをつくり

あげたからであった。彼はまた民族的，あるいは宗教的な対立を煽るような

発言も行った。タミル人とムスリムの商人の「ずる賢く巧みな行為」によっ

てシンハラ人仏教徒の権益が侵されているとソーマ師は述べた。彼はまた，

ムスリムは産児制限をしないため，2025 年までにはシンハラ人仏教徒はマイ

ノリティになってしまうとも発言した。キリスト教への「非倫理的改宗」の

問題を取り上げた時も，2 種類のテロリズムがスリランカに存在するが，それ

は LTTE のそれと宣教師のそれであると繰り返し語った。ソーマ師はこうし

た民族や宗教に関する排他的なレトリックを多用した（38）。彼はまた政治的野

心をもっており，自らが設立した小さな政党の指導者でもあった。シンハラ

人仏教徒と国の道徳的再生を訴えて次の大統領選挙に出馬することをも表明

していた （39）。

　そのソーマ師が旅行先のロシア・サンクトペテルブルクで突然死したのは

2003 年 12 月 12 日のことであった。死因は糖尿病に関連した心臓病だとされ

ているが，多くの憶測が飛び交った。そのうちの一つがキリスト教福音主義勢

力による謀殺というものであった。コロンボ市内には，宣教師集団，キリスト

教 NGO，あるいは著名なビジネスマンの関与を示唆するポスターが張り出さ

れた。また葬儀はテレビで実況中継され，その際，多元主義や権力分有を否定

する扇動的な演説が繰り返し流された（40）。

　こうしたなかで，民族的，宗教的な排他意識は高まり，キリスト教徒への暴

行や脅迫などの人権侵害は急増した。キリスト教徒への攻撃は，2000 年には

14 件であったが，2003 年と 2004 年には 146 件になったという報告がある。別

の報告では 2003 年と 2004 年には 200 件以上の人権侵害行為があったとされて

いる（41）。アメリカ政府の報告書もまた，2003 年以来 300 以上の攻撃があり，そ

のうちアメリカ大使館が実際に確認したものは数十であったと記している（41）。

　多くの伝統的な主流派の教団も人権侵害の対象となった。表 1 にみるように，

もっとも多くの被害を受けたのは非主流派とは分類されないアッセンブリー

ズ・オブ・ゴッド教団であり，次にカルバリー教団であった。ローマ・カトリッ
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表 1　スリランカのキリスト教徒に対する人権侵害事例における
組織別被害数（2002 年から 2004 年 5 月まで）

組織名 被害数

　アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団
　　Assemblies of God 36

　カルバリー教団
　　Calvary Church 13

　ローマ・カトリック
　　Roman Catholic 8

　マルガヤ・フェローシップ教団
　　Margaya Fellowship Church 7

　フォースクエア福音教団
　　Four Square Gospel Church 6

　礼拝ホール教団
　　Prayer Hall Church 4

　ゲトゥセマナ礼拝センター教団
　　Gethsemana Prayer Center Church 3

　キングズ・リバイバル教団
　　King’s Revival Church 3

　ワールド・ヴィジョン
　　World Vision 3

　その他 *（団体不明を含む） 106

　総数 189件

* その他には以下の団体が含まれる：Apostolic Church; Aroma Church; Ceylon Pentecostal
Mission; Christian Assembly; Christian Center; Christian Fellowship Church; Church 
of Our Mother Most Pure; Dutch Reformed Church; Emmanuel Church; Eternal 
Church; Good News Central Church; Gospel Ministries; Harvest Ministries; Heavenly 
Vision; Jeevana Diya Center; Kithu Sevana （“Christian Shelter”）; Lord is Our Strength 
Worship Center; Methodist Church; New Covenant Life Center; New Life Center; New 
Wine Harvest Church; Pentecostal Assembly; Philadelphia Church; Prayer Center; 
Presbyterian Church; Salvation Army; Suva Setha Sevaya; Suwa Dahara Independent 
Church; Voice of Prayer Church; Voice of Prophecy; Zion Church.

　

出典：Bob Turner, Recent Violations of Religious Freedom in Sri Lanka: A Report by Jubilee
Campaign USA, August 4, 2004, http://www.responsibleresources.org/reports/Jubilee%20
Campaign%20Sri%20Lanka%20Report%208-4-04.doc （2009 年 12 月 19 日にアクセス）

から作成。
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ク教会もかなりの被害を受けている。また，メソジストやオランダ改革派の教

会も襲撃の対象になった。明らかにキリスト教を攻撃する多くの人々のなかで

は，伝統的な主流派教団と新しい福音主義的なキリスト教団体との区別はなさ

れていなかった。

　発生件数は減少したもののキリスト教への攻撃はその後も続いており，主流

派の教団への暴力も続いている。アメリカ国務省の報告書には，2006 年だけ

でも 15 件の暴力事件が記されている。この年に攻撃の対象になったのは，ラ

イトハウス教団（The Lighthouse Church）, 祈りの塔教団（The Prayer Tower 

Church）, ミズパー礼拝ミニストリー（The Mizpah Prayer Ministry）, カルバリー・

チャペル教団 , アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 , ヴァインヤード・コミュ

ニティ教団（The Vineyard Community Church）などであるが，カトリックの

学校やオランダ改革派，メソジストの教会なども被害を受けた（43）。これらす

べては仏教徒によるもので，仏教僧が関わっているものも多い。

　キリスト教への攻撃は 2008 年になっても続いていた。たとえば 2008 年 3 月

には，ゴール県のある牧師の家を 200 人の群衆が取り囲み，牧師に対して死の

脅迫を与えた後に教会施設に放火する事件があった。この年の 2 月にも東部の

アンパラにある House Church Foundation という教団の牧師が二人の男に射殺

された。この牧師は約 6 ヶ月にわたって脅迫電話を受けていたという（44）。

　ところで，反キリスト教感情が高まり，教会などが攻撃されるなかで，

JHU（Jathika Hela Urumaya: シンハラ民族の遺産）という政党が仏教僧たちに

よって 2004 年 2 月に設立された。JHU のルーツはシハラ・ウルマヤ（Sihala 

Urmaya: シンハラ人の遺産）という政党であるとされる。シハラ・ウルマヤは

仏教僧ではなく在家仏教徒のナショナリストたちによって 2000 年 4 月に設立

された政党で，その年の 8 月の総選挙で 1.47％の票を得て，1 議席を獲得した。

シハラ・ウルマヤは，「シンハラ人のための政治権力」，「シンハラ的文明」の

確立を目指すと主張したが，メディアからは人種主義的集団とみなされ，それ

以上の影響力拡大は難しいと考えられていた。しかし，タミル人武装勢力によ

る分離独立の要求とシンハラ人の「日和見主義的な政治家たち」によってシン
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ハラ民族の存続そのものが脅威にさらされているという不安は，多くの仏教僧

にも共有されていた。特にスリランカをラージャダルマに沿ってつくり上げる

と主張したり，「ユニークな」過去のシンハラ文明をたたえたりするという点

で JHU とシハラ・ウルマヤは価値を共有していた。JHU はこうしてシハラ・

ウルマヤの基本的主張を引き継ぐ形で設立されたのである（45）。

　JHU は，スリランカは「分割できない単一国家」であり，仏教国家（Bauddha 

rajya）の設立を主要な政治目標にするとしている。彼らのいう仏教国家とは

仏教原理に沿って統治される国家である。ダルマラージャ（仏法によって統治

した王）であるとして讃えられる古代のアショカ王に範を求めるべきである

とも彼らは主張する。JHU は設立から 2 ヶ月後の 2004 年 4 月 2 日の総選挙に

おいて 200 人以上の仏教僧を立候補させ，9 名を当選させた。彼らが当時強く

主張したものの一つは 2003 年 10 月 31 日に LTTE が提案していた暫定自治機

構（Interim Self-Governing Authority）の拒否であった。もう一つが，「無宗派

（non-denominational）の福音主義的プロテスタントのキリスト教集団によって

始められた非倫理的改宗」であった（46）。ソーマ師の死とその後の反キリスト

教宣伝，そして反キリスト教感情の高まりは，JHU の設立と選挙活動に明ら

かに有利な条件を与えた。こうして設立された JHU が政党としておそらくもっ

とも強く取り組んだものの一つが反改宗法案の議会への提出であった。

　5　「非倫理的改宗」と反改宗法案

　2004 年以降，キリスト教団体，特に新しい宗派による活発な活動のなかで

いくつかの反改宗法案が提出された。これらの法案はかなりの論争を呼んだが，

言うまでもなく最大の問題は，法律によって宗教活動を規制することが可能か

否かということである。この点に関してはすでに 2001 年から，つまり反改宗

法案提出以前から最高裁等で審議された問題がある。それは 3 つのキリスト教

団体への法人格付与の問題である。このときの最高裁の裁定が明らかに反改宗

法案提出の一つの原因となったと思われるので，反改宗法案について述べる前
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にまずこの法人格付与の問題について簡単に記したい。

　スリランカの議会運営手順においては，議員立法の合憲性に関する異議申し

立てが行われた場合，議会での審議以前に裁判所でその合憲性を審議すること

になっている。この手順に従って，3 つのキリスト教団体への法人格付与に関

する案件が裁判所に送られたのである。最高裁の裁定はすべての案件を違憲と

するものであった。つまり，キリスト教団体への法人格付与は，1 つ目の案件

に関しては「社会的騒乱をもたらす」として，2 つ目に関しては「勧誘行為が人々

の信仰の自由を歪める」として，3 つ目の件に関しては「仏教あるいは仏教施

設（Buddha sasana）の存在そのものを損なう」としたのである（47）。なぜこの

時期になって反キリスト教的な裁定が相次いで出されるようになったのかは明

らかではない。しかし，いずれにせよキリスト教団体の活動に明らかに否定的

なこれらの一連の裁定が反改宗法案を提出しようとする勢力を勢いづけたこと

は確かである。

　反改宗法案が提出された背景にはいわゆる「非倫理的改宗」が行われてい

るという多くの仏教徒たちの訴えがあった。いくつかのキリスト教団体は改

宗への動機付けとして金品，雇用，教育，医療を提供し，スリランカの最貧

層の不満につけこんでいると彼らは主張した（48）。食料，薬品，自転車，ある

いは家までをも提供する集団があることや，職の確保や住宅建設の許可の取

得を約束することもあったと訴えられた（ただこうした形での宗教的勧誘が

どの程度なされていたのかは明確ではないとされている）（
49）。「非倫理的な」

行為のほかに多くの仏教徒たちが不満を表明しているのは，一部のキリスト

教団体による激しい他宗教への攻撃であった。彼らは，たとえば仏教は邪悪

でいかがわしい異教（pagan）であり，考慮の価値もないものだと発言するこ

ともあったという（50）。 

　こうしたなかで 2004 年に 2 つの反改宗法案が提出された。一つは政府が自

ら提出したもので，もう一つは JHU のものである。政府のものは「宗教的自

由保護法案」という皮肉な名のもので，右派強硬論者として知られる仏教施設

大臣ラトナシリ・ウィックラマナーヤカによって提出されたものである。JHU
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に所属する二人の仏教僧の断食による要求もその背後にあったといわれる（51）。

この政府案は後に出される JHU のものよりもはるかに厳しいものであり，「声

をかけること」（accost），すなわち改宗させようとする意図をもって公共の場

で個人と対立すること，あるいは私的な場や仕事場に入り込むことをも禁止す

るものであった。つまり，この政府案は事実上改宗に向けてのあらゆる行為を

禁止するものであった。この法案に対しては，自らの宗教を表明する権利とい

う非常に基本的な人権を侵害するという批判が出された。おそらくそのために，

再起草という形で処理され，その後提出はされなかった（52）。

　別の反改宗法案を 2004 年 7 月に提出したのは JHU であった。この法案は「強

制改宗禁止法案」と名付けられたものである。この法案はまず第 1 に，「強制

力の使用，誘い（allurement），あるいはあらゆる詐欺的手段」によって改宗さ

せようとする者に最長 5 年の刑を科すとしている。第 2 に，改宗した者や改宗

させた者には政府への届け出の義務を課し，第 3 に「利害をもつあらゆる者」

が訴える権利をもつとするものであった。この法案は，前述の手続きに従って，

その合憲性を審議するために裁判所へとまわされた。その後 8 月にスリランカ

最高裁判所は，法案の何か所かは憲法の条項に抵触するとみなした。そのため，

法案成立のためには議会の 3 分の 2 の賛成と国民投票が必要であるという裁定

を下した（53）。

　JHU は 2005 年 3 月に再び「強制改宗禁止法案」という同じ名の法案を提出

した。これは前年に出されたものと内容においても同じであり，違憲とされた

部分も修正されていなかった。この法案は議会の常任委員会に送られた。しか

し，2005 年 11 月にマヒンダ・ラージャパクサが新しく大統領になると，あら

ゆる法案は審議停止とされ，それにともないこの反改宗法案も廃案となった。

　反改宗法案は 2009 年 1 月にも JHU によって提出された。改宗を政府に報告

する義務に関する条項は削除されていたが，2004 年のものとほぼ同じもので

あった（54）。JHU の弁護士は，この法案が採択されれば，「誰もある宗教から別

の宗教に改宗できない」と述べたとされる。違反者には 15 万ルピーの罰金と

5 年の刑，もし年少者や女性などを改宗させた場合は 50 万ルピーの罰金と 7
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年の刑になると規定されている。スリランカ全国キリスト教徒フェローシップ

という団体は大統領宛にこの法案に反対する請願書を出した。彼らはそのなか

で，この法案には多くのあいまいな点があり，無責任な使用を抑止することが

できず，個人的な抗争にも使われかねない，あるいは宗教的暴力の発生を誘発

し，北部のテロリズムを終わらせようとしている大統領の名声を無に帰すなど

と訴えた（55）。この法案はキリスト教徒の議員たちを含む委員会と各政党の指

導者たちによって検討された。彼らが合意したことは，法制化されれば宗教活

動に深刻な影響をもたらし，宗教間の対立を引き起こし，また憲法にも抵触す

る可能性があるというものであった。その後この法案は委員会で再検討される

ことになった（56）。

　こうして 2010 年 1 月の時点ではこの法案は成立していない。しかしこの法

案の成立を求める動きがかなり強いことは間違いなく，再提出される可能性は

十分にある。2009 年 10 月にも『デイリー・ミラー』紙電子版に反改宗法案を

求める投稿記事が掲載されている。ここでは，国連勤務の経験のある人物が，

原理主義的な教会は辺鄙な農村地域で急増しており，「非倫理的な改宗に起因

する緊張と，その結果生まれるあからさまな不調和は特定の農村地域の生活の

一部とますますなりつつある」と述べ，こうした対立を避けるためには反改宗

法案が必要であると訴えている（57）。

　おわりに

　非主流派の新しいキリスト教団による布教活動は 1980 年代ごろから活発化

し始め，それにともなって反キリスト教的な活動が出現してきた。こうしたな

かでシンハラ人コミュニティ内における仏教徒とキリスト教徒の対立が顕在化

してきた。宗教的対立は，シンハラ人仏教徒であることに至高の価値を置くシ

ンハラ・ナショナリズムから必然的に生まれるものであることは間違いないが，

独立後の民族紛争や内戦のなかではかなりの程度隠蔽されていた。徐々に現れ

始めていた脅迫や暴行などのキリスト教徒への人権侵害は 2000 年頃からさら
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に増え始め，2003 年末から 2004 年に急増した。このとき襲われたのは，非主

流派の福音主義教団のみでなかった。スリランカにおいてかなりの伝統をもつ

主流派教団も攻撃対象となった。そこにあるのは，非主流派の活動への反発の

みではなく，明らかにキリスト教そのものへの敵意である。

　2004 年にキリスト教徒への人権侵害が急増した直接のきっかけが，ソーマ

師という仏教僧が外国で急死し，それがキリスト教徒による謀殺であると伝え

られたことであることは間違いない。しかしソーマ師の死が特定の人々によっ

て意図的に利用され，反キリスト教的な感情，あるいはシンハラ人仏教徒の不

安を煽る結果になったことも明らかであろう。2002 年から続いていた LTTE

との和平交渉，特に 2003 年秋に LTTE が提出した暫定自治機構という和平協

定案は，スリランカを分裂させるものとして多くのシンハラ人たちに不安を与

えていた。そうしたなかで外国のキリスト教団体の活動によってスリランカの

仏教が危機にあるという主張がシンハラ人たちの不安をさらに拡大し，排他的

な感情を強化したことは間違いない。そしてそれは明らかに平和的解決を望む

声を押さえ込み，軍事的解決を後押しすることにつながった。

　こうしたシンハラ人仏教徒の不安の高まりのなかで仏教僧の政党である JHU

は創設された。2003 年末からのキリスト教徒への敵意やタミル人武装組織へ

の不安の高まりはこの民族主義的な政党の設立とその後の展開にとって明らか

に好都合なものであった。実際 JHU は 2004 年 4 月の選挙で 9 議席を獲得し，

連立与党の一角を占めるまでになった。JHU はその後もシンハラ人仏教徒の

不安に訴えることを基本的な政策とした。この仏教僧の政党はこうして 2004

年から 2009 年にかけて三度にわたり反改宗法案を提出した。これらの法案は

その都度廃案になってきた。しかし同様の法律の制定を求める声はかなりの程

度存在し，類似した状況にあるインドで州レベルではすでに成立していること

などを考えると，今後も提出される可能性は大きく，また成立することもあり

うる。

　本稿では反キリスト教感情の高まりとそれを利用しようとする勢力の動きを

中心に近年のスリランカにおける宗教と政治との関連についてみてきたが，具
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体的なキリスト教団の活動，外国とのつながり，あるいは改宗者の社会経済的

背景などはほとんど明らかにできなかった。こうした問題の考察は今後の課題

としたい。
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　1　“共通する目的（common purpose）” の形成（序を兼ねて）

　

　世紀が変わって既に 9 年目が過ぎ，アメリカ合衆国は多様性・異質性をいっ

そう加速させている。2009 年 1 月には，遂に黒人初のアメリカ大統領が誕生

した。同 8 月にはヒスパニックでは初めての連邦最高裁女性判事が任命された。

アメリカの国勢調査局が 2008 年発表した予測統計によると 2042 年にはアメ

リカの白人数は総人口の半分を割り込む。代わって国民の 3 分の 1 をヒスパ

ニックが占めると予想している（1）。また，アメリカ以外で生まれた人の割合に

ついてみると，1910 年の統計では 15％，2006 年は 12％であるが，国内人口

の増加に伴いその人口は 1910 年が 1350 万人に対し，2006 年では 3520 万人に

も達する（2）。

　筆者は 2008 年 8 月下旬，世界最大の移民都市（地区）とされるニューヨー

クのクイーンズ地区ジャクソン・ハイツ（Jackson Heights）を訪れた。マンハッ

【論　説】

アメリカにおける「市民宗教」と司法判断

　─「忠誠の誓い」判決（ニューハンプシャー連邦地裁）

　を事例として─

 佐　藤　圭　一

　　　　目　　次
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2　「忠誠の誓い」を巡るニューハンプシャー連邦地裁判決の

特徴と問題点

3　多文化社会における市民宗教

4　“宗教的中立” と審査基準をめぐる問題点

5　あとがき
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タンの始発駅「42st & タイムズスクェア」から地下鉄第 7 番線に乗り，「74TH&

ブロードウェイ」駅で下車する。地上階に昇って目にしたものは，多種多様な

民族と文化がブロック毎に異なる国際見本市のような光景である。駅を出ると

装飾品や雑貨屋などインド系の人々が経営する店が軒を連ねる。1 ブロック進

んで角を曲がるとブラジル・ペルー・アルゼンチン・コロンビアなどラテン系

のレストランやバーが立ち並ぶ。少し行くと中東系の人々が集うコミュニティ

がある。アラビア人が好む水パイプを扱う店も多い。近くには小さな中国・韓

国人街もあり多くは食料品店を営んでいる。アメリカに滞在していることすら

忘れてしまう。

　一方，活気と喧騒の通りから 2 ブロックも隔てると，北欧諸国そしてドイツ，

オランダからの移民が建てた白壁を基調とした落ち着いた風情の住宅街に入る

ことができる。前庭が広い平屋のレトロな住宅。祝祭日でもないのにそこかし

この住宅には星条旗が掲げられている。ここでは保守的で変わらぬアメリカを

体感することができる。

　ジャクソン・ハイツの宗教事情も同様である。ヒンズー教の寺院やコーラン

の調べが低く流れるイスラム教のモスク，荘厳なカトリック教会，瀟洒なプロ

テスタント教会，日曜礼拝の案内がハングルで記された教会…シナゴーグ。コ

ミュニティ毎に点在している。

　多種多様な民族と宗教が共存するアメリカ。「9.11 テロ」直後にはイスラム

信者やモスクは嫌がらせを受けた。しかしながら，今は，インド系の女性はサ

リーを身につけ，イスラムの女性は臆することなくへジャブを纏っている。ア

メリカは，「移民」による暴走が発生したフランスとは異なる。フランスは国

家の非宗教性を憲法で謳い，一例として，「同化」を求めて公共の場でのへジャ

ブ着用を規制したこととは明らかに相違している。アメリカは 1963 年以降「信

教の自由」を可能な限り広義に解釈し（Sherbert v. Verner 判決（3））異文化・他

宗教を尊重することを国是にしている。そのこともあって，「9・11」以降激減

したイスラム教徒の移民も再び増え始めた。早くも 2005 年の 1 年間に永住権

を得たイスラム諸国出身者は 10 万人近くと過去最高を記録している（4）。
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　ところで，こうしたアメリカの多様性の進行や多文化主義の高揚に対して，

かつては，社会の分裂，延いては国家存立の危機を訴える警世の書が多数上

梓された。その代表的作品は 1991 年に出版された Arther M. Schlesinger, 

Jr. 著『アメリカの分裂』（The Disuniting of America-Reflections on a Multicultural 

Society-）である。同氏はいう。「異なる言語を語り，異なる宗教を信仰し，民

族起源を異にする人々が，同じ地理的地域に居住し，同一の政治的主権のもと

で生活するとき，一体そこに何が起こるであろうか。ひとつの共通の目的が人々

を結びつけないのであれば，部族的な敵対心が人々を離れ離れにしてしまうだ

ろう（5）。」加えて，1993 年には Samuel Phillips Huntington の『文明の衝突』（The 

Clash of Civilization?）が発表された。異なる文明間の衝突が国際紛争の深刻な

原因とみなす同書は「9・11」や続くアフガニスタン侵攻やイラク戦争を予見

したものとして注目され，『アメリカの分裂』同様に大ベストセラーとなった

のだった。

　ここでは，Schlesinger 氏が国家分裂に至る仮定の状態として捉えた「ひと

つの共通の目的が人々を結びつけないのであれば（unless a common purpose 

binds them together）」に注目してみたい。敢えて言及する必要もないことでは

あるが，現在のアメリカ国民はネイティブ・アメリカンを除く全てが移民か移

民の末裔である。すなわち，アメリカ社会を形成しているものは本来的には “ よ

そ者 ”，つまり相互に他者同士の社会である。このため他者同士が如何にして

共存共栄を図れるかが，昔から今日まで，そして将来へと続くアメリカ最大に

して最も切実な課題である。人種的・生物学的統合を欠くが故に，人為的統合

装置，すなわち Schlesinger 氏が言う多宗教・多民族を結びつける紐帯として

の装置（＝「共通の目的（common purpose）」）を必要としたのだ。

　それは入植当初から始まる。1620 年に新大陸上陸前にメイフラワー盟約を

交わす。「…本証書により，厳粛かつ相互に契約し，神と各自相互の前で，契

約により結合して政治団体を作り，もってわれらの共同の秩序と安全を保ち進

め，上掲の目的の遂行を図ろうとする…」メイフラワー号における共通の目的

とは「神の栄光のため」であった。41 名の聖徒と，その他 61 名のよそ者との
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共存。渡航目的は異なるが，共に 1 つの社会を形成していかなければならな

い現実にあって，メイフラワー号で交わされた契約は，共通の目的あるいは共

通の価値観を創造する役割を負ったのである。異なった人同士の契約には共通

の価値や信条を必要とするが，「神の栄光のため」とはそうした多元的な契約

を一つに統合する役割を果たしたのだ。そして，ここにアメリカにおける宗教

の重要な役割の起源を見つけることができるのだ。つまり本来的に社会契約と

いった世俗的行為が，宗教を用いることによって神聖なものへと転化させる。

　アメリカとは，本質的に異なる多元的なものの存在を認めつつ，その上で「共

通の目的」という作為的な装置によって一つに統合し続けてきた国なのである。

「独立宣言」は，英本国と植民地人との絆であった国王との関係を断つために

共和制を宣言した。と同時に，国王に代わって「神」が独立したアメリカ国民

の紐帯（ナショナル・アイデンティティ）としての役割を担うことになる。「全

ての人間は神によって平等に創られた」「生命・自由の権利，幸福追求の権利」

はアメリカ国民に共通する信条・価値観，そして目的を示したのだった。この

「神」こそが，Robert N. Bellah などが明らかにした後述するアメリカの「市民

宗教」である。ちなみに，大陸会議は「独立宣言」を発したその日の内に，「市

民宗教」を象徴する一つである「アメリカ合衆国表章（Seal）の図案準備委員」

を設置している。この委員会は（1 ドル紙幣の裏側で確認できるように）「神

の目」を大表章とし，その上部には「神は我らの事業に好意を示せり（Annuit  

Coeptis）」を表記したのである。同じく委員会は「多のものから一つのものに

なる（E Pluribus Unum）」をアメリカの標語とすることを決定している（6）。

　「共通の目的」は，21 世紀に至るも褪せることなく健在である。独立宣言か

ら 225 年を経た「9・11」がそのことを実証している。“God bless America” の

大合唱， “One Nation under God” が挿入された「忠誠の誓い」の朗誦。アメリ

カ国民はナショナル・アイデンティティを確認することによって団結（“united 

we stand”）し，未曾有の国難と対峙していたのであった。

　ところで，周知のように，「9・11」の衝撃が冷めやらぬ 2002 年 6 月。第 9

巡回裁判所は公立小学校で慣例化されている「忠誠の誓い」に違憲判決を下し
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た。その上告審である連邦最高裁では原告不適格との判断から，3 名の判事に

よる合憲の補足意見が提出されるが，「忠誠の誓い」の憲法適否に関する連邦

最高裁の判断は未確定のままである。

　そして 2009 年 9 月。第 9 巡回裁判所による違憲判決から 7 年を経て，ニュー

ハンプシャー連邦地裁は同高裁判断とは正反対の「忠誠の誓い」に合憲判断を

新たに下した。しかしながら，同連邦地裁判決では，“これまで” が踏襲され

たに過ぎない。すなわち，「市民宗教」に何ら言及することはなく，審査基準

には「レモン・テスト」を使用するなど従前のままであった。第 9 巡回裁判所

では既存の 3 つの基準（レモン・テスト・エンドースメント・テスト・強制テ

スト）を使用してその全てに抵触するとの判断が示されている。

　後述するように，およそ 1940 年代以降，アメリカにおける政教関係に関わ

る司法判断では各種各様の審査基準が用いられて来た。そればかりではない。

「歴史・伝統の重み」から審査基準を使用せずに下された合憲判決も多いのだ。

このことは，仮に，審査基準を用いるならば逆転の結果をもたらしたかもしれ

ないとの推測の余地を与えてしまう。そこからは，「歴史と伝統の重み」に基

づく認定が，裁判所が重大な結果を回避するために利用したとの疑念も生じる。

　Scalia 判事は 2005 年の最高裁判決で次のように述べている。「変質した最高

裁の多数意見の横暴から法の支配を守るためには，徹底的に裁判所意見の非現

実性を排して，実際的原則に依らしめることが必要条件である。それこそが，

裁判官の個人的好みにより審査基準を使い分ける今日的状況から正しい判断を

取り戻す唯一の方法である（7）」と。

　問題が明確になったと思う。建国からの特殊事情により宗教的伝統や慣行が

長きに亘って脈々と息づくアメリカあって，司法は「市民宗教」についての適

切な認識と判断を示してこなかったのである。繰り返しになるが，「市民宗教」

は多元的・異質性を一つに束ねるために建国の時代から「共通の目的」を提示

し続けてきたのである。このことから「市民宗教」が関係する訴訟にあって，

裁判所は未だに修正第 1 条が問題とすべき神学的特性を帯びた対象と，本来的

に特定の宗教との関わりを持たず，しかも世俗的機能を託された「市民宗教」
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との区分を怠っているのである。否，むしろ混同しているとの感さえある。だ

からこそ，「市民宗教」についても，Scalia 判事が指摘したように裁判官の個

人的好みにより恣意的な審査基準の使用が行われてきたのだ。

　そこで本稿では，アメリカにおける「市民宗教」の役割と機能を再確認する

と共に，近年の裁判を通して，改めて「市民宗教」に対する司法判断の問題点

を明らかにしてみたい。

　2　 「忠誠の誓い」を巡るニューハンプシャー連邦地裁判決の特徴と

問題点

　2009 年 9 月 30 日，ニューハンプシャー連邦地裁は，同州法に基づいて実施

されている「忠誠の誓い」の “under God” について，アメリカ合衆国憲法修

正第 1 条違反であるとの原告の訴えを退けた。他方で，同裁判所は，“under 

God” に関しては，愛国心を発揚するための教育の一環とみなすと共に，憲法が，

政府が市民的（civic），文化的，歴史的な関連で，神に触れることを禁じては

いないことも併せて判示した（8）。

　原告の Doe 夫妻は，自らが無神論者そして不可知論者であることを明ら

かにしている。また，同夫妻は「忠誠の誓い」への違憲判断を下した高裁判

決の原告でもあった Michael Newdow が代表を務める “Freedom from Religion 

Foundation” のメンバーとしての肩書で訴訟を起こした。

　 裁判内容は大要以下のようである。Doe 夫妻の 3 人の子供は共に両親同様

に自らを，神の存在を否定あるいは疑問を抱く無神論者・不可知論者であるこ

とを明らかにしている。3 人の子供のうちの最年長者は私立中学校へ通うが，

同中学校は学校区（ハーノーバー並びにドレスデン学校区）と共同で運営され

ている。年少の 2 人は公立小学校に通う。両学校では，教室において教師の先

導の下で，以下の「忠誠の誓い」の朗誦を行うことを日課としている。

　“I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the 

Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible － with liberty and 
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justice for all”（私は忠誠を誓う，アメリカ合衆国の旗へ，そしてその旗の象徴

する共和国へ，その共和国は神の下に分かれることなき一つのものであり，全

ての人に自由と正義を与える。）

　この「忠誠の誓い」の朗誦は，ニューハンプシャー州法（PSA194:15-c）に

則して実施されているものであり，同法には大要次のような規程が附則されて

いた。

　1. 　わが国の歴史教育を継承するために，ニューハンプシャー州の初等・中

等学校に通う生徒に対して，（「忠誠の誓い」の朗誦）を「ニューハンプシャー

州学校愛国法」として周知する。

　2. 　生徒による忠誠の誓い朗誦への参加は自由意思とする。

　3. 　忠誠の誓いの朗誦に参加しない生徒は起立か着席するものとするが，静

粛を保たなければならない。但し，参加しない生徒は，参加する生徒の権

利を尊重しなければならない。

　Doe 夫妻は，「両校の学校長に対して，授業中に誓いの朗誦が実施されない

ための保証を要求するが，何らの保証もなされなかった」とし，ハーノーバー

並びにドレスデンの両学校区を，アメリカ合衆国憲法の国教禁止条項並びに自

由活動条項が保証する子供達が権利，並びに自由活動条項が保証する夫妻の権

利等々の 8 項目について権利の侵害並びに権利を毀損したとして告発する。

　ニューハンプシャー州連邦地裁は「レモン・テスト」を適用して大要次のよ

うに判断した。

　最初に「目的基準」である。同連邦地裁は「修正第 1 条は宗教と宗教，及び

宗教と非宗教間の政治的
� � �

中立
� �

を命じている。この原則は立法目的を分析する際

の要諦である。立法があからさまに宗教を助長する目的を伴っている場合には，

宗教的
� � �

中立
� �

を命じた国教禁止条項の核心に背くことになる。」（強調＝筆者）と

修正第 1 条の制定目的を提示した後，以下のように判示した。「『ニューハンプ

シャー州学校愛国法』という名称自体が示しているように，その目的とするも

のは，わが州の初等・中等学校に通う生徒に対して，わが国の歴史教育の継承
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を定めることにあった。そのことからして世俗的目的を持つ。更には 2001 年

の『9・11 攻撃』からの対応の意味が含まれるなど，その制定過程には愛国心

への広範な議論が施されている。こうした経過からは，ニューハンプシャー州

の「忠誠の誓い」に関する法の制定の背景には無神論や不可知論に対抗するた

めに有神論を持ち出したものではなく，それは愛国心の発揚を目的としたもの

であると結論付けることができる（9）」。

　第 2 番目に，同連邦地裁は「効果基準」用いて以下のように判断した。「国

教禁止条項における第 2 番目の重要な視点は，政府による特定宗教あるいは宗

教一般への奨励や促進が防止されているか否かにある。」とした上で，Lee 判

決（1992 年）での事例と，本件とを比較対照する。

　連邦最高裁 Lee 判決では，公立中学校に聖職者の祈祷を行うという長年の

慣行に対して，政府による不適切な宗教の後援にあたる。加えて，高校生には

学校行事としての卒業式への参加義務があるため，この祈祷には必然的に強制

が伴うことから違憲と判断された。

　本件連邦地裁判決では，「『レモン効果基準』の下では，政府が宗教あるいは

その行事への支援あるいは参加を人々に強制することは許されない。」とし，

Lee 判決で憲法違反の事由として使用されたいわゆる強制テストを，同連邦地

裁判決では独立した審査基準として使用せず，「効果基準」に含めている点が

特徴的である（10）。（同じくエンドースメント・テストについても独立した基準

として使用せず「目的基準」に含めている（11）。）

　本件裁判において連邦地裁は Lee 裁判の次の点に注目する。「①学校区の卒

業式への監督や指導は，（反対者に対しては）祈祷と祝祷の間に集団となって

起立するか，あるいは敬意をもって沈黙を保つようにとの，同級生からのそし

て公的な圧力となっている。②（アメリカの文化では）起立し，あるいは沈黙

することは，ある見解への支持，あるいは誠意のある尊重として受け取られ

る。③卒業式のそうした行為がラビの祈祷参加の意思表示として受け取られ

る（12）。」（Lee 判決）

　本件連邦地裁 McAuliffe 主任判事はいう。「Lee 事件では，反対する学生が卒
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業式で着席のままであっても，ラビが執行する祈祷（宗教的儀式）と向かい合

うことになる。それとは対照的に（本件の場合）反対者がそうした宗教的ディ

レンマに立たされることはない。…（Lee 事件において）学生が取り得る選択

肢は，沈黙と黙従といった形式での不本意な参加か，積極的抗議である。…

ニューハンプシャー州の「忠誠の誓い」に関する法ではそうしたディレンマは

解消されている。当該法律においては，学校に対して忠誠の誓いの朗誦を授業

時間に実施することは許可されている。しかしながら，生徒の参加は自由意思

であることを規定している。…ニューハンプシャー州の「忠誠の誓い」に関す

る法は明確に不参加を保証している（13）。」

　続いて，「効果基準」の適合性を次のような内容で結論付けた。「（Lee 事件

との）重大にして決定的な相違は，忠誠の誓いが宗教的祈祷ではないことにあ

る。（忠誠の）誓いは神に感謝するものではない。神に祝福や導きを求めるも

のでもない。誓いの趣旨と機能は市民的レベルでの愛国心の声明である。…「神

の下」という文言は，誓いを祈祷や宗教的儀式へ変更するものでもない。宗

教的特徴を帯びてないことから，学校行事への参加への同級生や社会からのプ

レッシャーは国教禁止条項との関係は生じない。…（従って，これらの点から）

ニューハンプシャーの「忠誠の誓い」に関する法は，生徒に対して宗教儀式へ

の支持や参加を強制するものではないことから，（結論として）レモン・テス

トの 2 番目の枝肢（＝効果基準）に抵触することにはならない（14）。」

　ところで，　争点となった「忠誠の誓い」は以下の経緯で制定された。初出

は 19 世紀末，コロンブスの新大陸発見 400 年を祝う行事の一環としてボスト

ンに本拠を置く雑誌社が発行するの “The Youth’s  Companion” に掲載された記

事に遡る。（1892 年 9 月 8 日付）　「誓い」を執筆した人物の特定については議

論があったが，現在ではジェームズ・アップハム（James B. Upham）とフラン

シス・べラミー（Francis Bellamy）の共作であるとされている（15）。尚，後者の

べラミーは聖職者と共に雑誌ライターを兼ねていた。この時の「誓い」の文言

（原文）は以下の通りである。「私は忠誠を誓う，我が旗
� � �

へ，そしてその旗の象

徴する共和国へ，その共和国は分かれることなき一つのものであり，全ての人
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に自由と正義を与える。」（強調＝筆者）（“I pledge allegiance to my flag and to the 

Republic for which it stands－one Nation indivisible－with liberty and justice for all”）

　その後，1923 年 6 月 14 日には国旗評議会（National Flag Conference）が「我

が国旗」を「アメリカ合衆国の旗」に変更。（“I pledge allegiance to the flag of 

the United States of America, and to the Republic for which it stands－one Nation 

indivisible－with liberty and justice for all”）（1942 年連邦議会承認）。

　更に 1954 年には「神の下」が，連邦議会の決議により付け加えられ，現行

のものとなった。

　ニューハンプシャー連邦地裁でも指摘さていたが，“under God” が付加され

たこの 1954 年に注目したい。参戦により第二次世界大戦を勝利に導いたとい

う自負心から，また何よりも水爆を保有する唯一の超大国として戦後の繁栄を

独占的に謳歌するアメリカにあって，ソ連による前年 1953 年 8 月の水爆実験

の初成功と，続くアメリカの規模や能力をも凌駕するような数度の大規模核実

験の度重なる成功は，一転してアメリカの「国家的危機」が現実味を帯びた時

期でもある。“under God” の付加は，こうした米ソ冷戦の緊張が高まる中にあっ

て，無神論国家との対抗のための国民の結束を促す手段として，アイゼンハ

ワー大統領主導の下で施された結果の所産であったのだ（16）。それだけではな

い。アメリカという国柄にして，この国には，歴史上の危機に際しては例外な

く神に傾倒する特徴を有する。古くは，“E Pluribus Unum”（多くのものから

一つのものになる）が採択されたのは連邦規約の下で衆愚政治化した文字通り

「危機の時代」最中の 1782 年のことである。また，“In God We Trust” が国のモッ

トーとなったのも同じく冷戦期の 1956 年であった。

　そうしたことからも，当該『ニューハンプシャー州学校愛国法』の制定が『9・

11 同時多発テロ』の対応するために制定されたことは，無神論国家ソ連に対

抗するために，国民の団結を鼓舞する目的で “under God” を付加した経緯と軌

を一にしているといえるのだ。

　ちなみに，現在，全米 43 州で関連する法律が施行されている。その内，ニュー

ハンプシャー州と同じように，学校に対して生徒に「忠誠の誓い」の朗誦を実
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施させることを命じているのは同州を含めて 36 州。朗誦を実施するか否かの

選択権を学校側に与えているのは 6 州となっている。次の 17 州では生徒に朗

誦への選択権を与えていない。アラスカ，デラウェア，フロリダ，イリノイ，

ルイジアナ，メリーランド，マサチューセッツ，ミネソタ，ネバダ，ニュージャー

ジー，ニューメキシコ，ノースダコダ，オハイオ，サウスダコダ，テネシー，ヴァー

ジニアの各州である。これに対し，関連する法律を待っていない州はアイオワ，

ハワイ，メイン，ミシガン，ネブラスカ，バーモントそしてワイオミングの 6

州に留まっている（2003 年 8 月時点（17））。

　21 世紀に入りアメリカでは多文化主義が高揚し，益々宗教的多元化に拍車

が掛かっている。しかしながら，50 余年前に政治的理由により “under God”

という有神論（一神論）を示す宗教的文言が挿入された「忠誠の誓い」でも，

それを公立学校で朗誦することについては，今日においても殆どの国民がそれ

を受け入れているのがアメリカという国柄なのである。

　当該ニューハンプシャー連邦地裁判決は以下の点に問題がある。

　第 1 番目に審査基準の信頼性への疑義である。裁判所は依然として，レモン・

テストを国教禁止条項が命じているとされる “中立” を図るための基準として

使用している。その場合の中立とは具体的に何を意味しているのか。また，依

然として「レモン・テスト」は基準として客観的・合理的な機能を有している

とみなすことは妥当か。前述したように，同じく公立小学校における「忠誠の

誓い」訴訟で違憲判断を下した控訴審判決では「レモン・テスト」を含む 3 つ

の基準を使用したが，その全てに抵触するとしている。同じ基準を使用するが，

本件とは全く正反対の結論が出されたのだ。加えて，特に近年では意図的に「レ

モン・テスト」の使用を避ける裁判が続出している（18）。

　第 2 に，本件連邦地裁判決においても，「市民宗教」についての言及，ある

いはそれに対する考え方が示されなかったことである。確かに，当該裁判所

が先例として比較対照した Lee 判決では「市民宗教」に関する指摘があった。

Lee 判決では，過去に裁判所が扱ったユダヤ・キリスト的伝統に基づく宗派性

のない祈祷の中に「市民宗教」的要素を認めている（19）。だが，それは「政府
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はより明確に特定の信仰箇条を有する宗教の公認を避けるための手段として公

の宗教，あるいは市民宗教を樹立できるといった提案については，我々には受

け入れることができない矛盾と思える（20）｣ といった法廷意見（Kennedy 判事）

にも示されているように，国民統合そしてそれに仕えるために “共通する目的”

を提示するなどの政治的機能を有する「市民宗教」の本質や核心に触れるもの

ではなかった。むしろ「国教」と判断されることを回避するために「市民宗教」

を持ち出したと見なしているようにも思われる。信仰の対象しての通宗教と「市

民宗教」との根本的相違が何ら明らかにされなかったのだ。

　そのことは，本件連邦地裁判決においても同様である。「市民宗教」への言

及が一言もなかったばかりではない。「レモン・テスト」の目的効果基準を使

用したことは裁判所が依然として，「市民宗教」を神学的特性を持つ通宗教と

同一レベルで扱っている証左である。ちなみに，議会専属牧師（チャプレン）

の憲法適否が争われた Marsh 判決（1983 年）では，当時「レモン・テスト」

は画期的な審査基準として，ほぼ全ての政教関係訴訟で用いられたにも拘わら

ず，この Marsh 判決では，「慣行は 200 年以上に亘って続けられている」「ア

メリカには国民の生活の中の宗教的役割について，政府三部門全てによって公

的承認を与えられてきた歴史がある（21）」等々を根拠にするが，他方，「レモン・

テスト」等の審査基準は一切使用しなかったのである。

　第 3 番目に，本件連邦地裁判決は次のようにいう。「議会は 1954 年に，誓い

の中に “under God” を付加したが，その内実は宗教的というというよりも明ら

かに政治的なものであった。…それから半世紀を経て，Brennan 最高裁判事が

述べたように，その機械的反復によって “under God” に内在されたいかなる宗

教的意味合いもが消し去られてしまった。…今日のその宗教的言葉は国教禁止

条項が保証する根本的価値への一切の脅威とはならないことからも，儀礼的理

神論を意味する歴史的人工物（artifacts）の範疇に含まれる（22）。」とし，“under 

God” を「国教禁止条項」に抵触しない儀礼的理神論の対象としている。裁判

所が「儀礼的理神論」に言及した直近の例としては，「忠誠の誓い」に違憲判

決を下した第 9 巡回裁判所判決の上告審判決。2004 年 6 月の連邦最高裁判決
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が挙げられる。後述するように，同判決で独立補足意見を筆した O’Connor 判

事は，「儀礼的理神論」に該当する条件として，「歴史と普遍性，崇拝行為ある

いは祈祷者が存在しないこと」を含む 4 つを提示した（23）。しかしながら，例

えば後者の条件からすれば，上述した Marsh 判決は一転して違憲状態におか

れてしまうとの疑義が生じる。なぜならば，牧師とは祈祷者そのものだからで

ある。従って，裁判所の規定した「儀礼的理神論」では “宗教性が薄まった”

ことからの「国教禁止条項」違反判断の回避といった消極的意味合いに留まる

ように思われる。依然として神学的対象として捉えているのだ。上述したよう

な「市民宗教」に託された目的や機能が何ら判決に反映されていない。当該

ニューハンプシャー連邦地裁判決同様，同最高裁判決においても「市民宗教」

（civil religion）という文言の使用も概念規定もなされなかったのである。

　3　多文化社会における市民宗教

　そこで次にアメリカの市民宗教の特性について考えてみたい。宗教を個人的

な信仰の体験として捉える考え方は，「近代」を特徴付ける新しい見解である

といえる。西洋を象徴するキリスト教的社会有機体の下では「個」という概念

は全体の中に埋没してしまっていた。確かに人間は個別的な人格を持っていた

にせよ，それは連帯の中の「個」であって，社会有機体の一分肢に過ぎなかっ

た。近代はこうした社会に構造的変化が生じたことによって中世と区別される。

すなわち，近代化とは「個」を埋没させてきた社会が瓦解し，全人格的拘束に

よりその一分肢に過ぎなかった個人が，等身大の存在として保証されるよう生

活や社会様式の変革を求めた一連の営みであった。

　このようにして，近代化は社会と人間との関係に著しい変革をもたらすこと

となったが，そのことは同時にキリスト教によって統合された社会の連帯性が

消失し，人間を結束させる共通の紐帯が弛緩あるいは消失してしまう過程でも

あった。ここに，近代社会において市民宗教を必要とする大いなる原因が生起

する。逆説的であるが，中世社会の崩壊によって誕生した「個」に対して，自
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立した個々人の「繋がり」を宗教によって再構築し，共同体形成に不可欠な連

帯意識を再び呼び戻そうというものである。

　アメリカの場合，こうした個人化に加え，それを基底にしての信仰の自由化

も同時進行する。しかしながら，他方では宗教の社会的統合機能に強く依存す

るという傾向は，中世を経験していないという特殊事情からも，またこの国独

自の地理的・社会的風土とも相俟って殊のほか顕著なものとなった。歴史的変

遷という縦軸のヨーロッパに対して，アメリカでは大陸に横たわる茫漠とした

空間すなわち横軸が主体となって，「個人」とそれを繋ぎ止める宗教の機能を

強化して行ったのだ。

　「市民宗教」の存在については Bellah による次のような定義がある。「アメ

リカには教会とならんで，そしてそれとは明確に分化されたものとして，精巧

な高度に制度化された市民宗教が現実に存在している（24）」。「個人の宗教的信

仰，礼拝，結社は厳格に私的な問題と考えられていても，同時にアメリカ人の

大多数が共有している宗教的志向にはいくつかの共通の要素がある。それはア

メリカの制度の発展において決定的な役割を果たしたし，今も政治の領域を含

めたアメリカ生活の全枠組みに宗教的次元を付与している。公的な宗教的次元

は，私のいわゆるアメリカの市民宗教と呼ぶ一連の信仰，象徴，儀式に表現さ

れている（25）。」

　他にも West 教授は「社会の構成員が信仰する超絶的，精神的実在とその社

会との関係を公的儀式，神話，シンボル等を介して表現しながら，社会形成の

意味と目的とを明らかにすることに仕える一連の確信並びに姿勢である」と。

また，「市民宗教の創造は社会存立の価値や意義を表明することになり，それ

によって社会の構成員は自らの政治生活をも信奉するようになる」と市民宗教

について論じている（26）。

　加えて，人間集団が社会を形成し，ひとつの国家となるためには何らかの神

話（例えばメイフラワー号の上陸を “出エジプト” に準える建国神話の創出），

イデオロギーや共通の目的・目標を必要とする。何故なら，そうした精神的あ

るいは自発的な力を得て，国家の存在理由が正当化されるならば，国家と国民
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との共通の価値体系の構築が図られ国家は安定し，また共通の文化的道徳的基

盤が確立されるからである。これを「近代化」と関連させるならば，分散化さ

れた「個」は，市民宗教のような権威の源泉を創出することにより，人々は有

機的集合体としての国家体制に再統合されることになるのである。アメリカの

ように国家形成過程で，既に宗教的・民族的多様化が促進され，しかも宗教

の「私事化」が急速に進行している条件では，何よりも先ずこうした統合のた

めの権威の内容が問われることになる。すなわち，相違の表出を極力回避し，

共通されている要素が強調しなければならない。

　このことからアメリカでは，権威の正当性と国家形成の意義を最大公約数と

してのユダヤ・キリスト教の価値観に求めたのだった。「選ばれた民」「使命」

「摂理」「神の加護」「天罰」「罪と贖い」といった聖書的概念。更には独自の聖

典や儀式，聖人，聖日等々は聖書に準拠したものである。しかしながら「市

民宗教」はキリスト教そのものではない。「市民宗教」では頻繁に神について

語ることはあっても，イエス・キリストについて触れることはしない。仮にそ

れをすればユダヤ教ばかりではなく，他の宗教を排除することになり，そのこ

とは，公的な宗教的次元を付与し，社会統合の機能を市民宗教に託すという本

来の目的を喪失することになるからである。教派的要素を「市民宗教」に含め

ないという考え方は，一例として前述の議会牧師や “One Nation under God”，

“In God We Trust” の他にも従軍牧師や “so help me God”，“God save the United 

States and this Honorable Court” といった文言からも確認することができる。

　そして今日，多文化主義の進展と共に，社会統合装置としての機能を継続さ

せるために，市民宗教は特定宗教をも暗示させないものに変容してきている。

前述したように，アメリカはかつて経験したことのない宗教的多様性の時代を

迎えている。これは中央・南アメリカ諸国からのローマ・カトリックを信仰す

る移民の急増によるものの他にも，中東や他アジア地域からのイスラム教，仏

教といった非キリスト教圏からの移民の歴史的急増が影響している。統計によ

れば，現在アメリカには 800 万人を超すイスラム教徒が生活を営んでいるとい

う。その数は「9・11」直後は激減したが，5 年目を経過した頃から再び急増
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に転じている。ヒンズー教についても 100 以上の分派が，仏教も 75 を超える

宗派がアメリカに存在するという（27）。

　『文明の衝突』や『アメリカの分裂』が大ベストセラーになった背景には，

こうした多元性・多様性の進展が，アメリカにおける建国以前からの最大の懸

念であり，その阻止のために心血を注いできた「国家の分裂」を誘発するとの

危機感があったからだ。

　だが「9・11」は，「市民宗教」が依然としてアメリカ国民の愛国心の基底を

成していること，合わせて多民族国家・多文化社会アメリカにおいても「高度

の」統合装置としての役割を担っていることを知らしめた。

　一体，市民宗教が「多文化社会」アメリカにおいても変わらずに機能してい

る原因は何か。その一例が，国別移民数割当制の廃止であった。65 年の移民

法改正により原国籍主義が破棄され，出身ではなく個人の資質や能力に応じて

移民が許可されたことにある（28）。これによって移民政策にも「アメリカの信条」

が適用されることになる。多民族社会の利点は国内の民族的学習を容易にする

ことであるが，移民法の改正は，後の「対抗文化」の出現を経てマイノリティー

（人種的少数者）への理解を飛躍的に向上させて行った。

　加えて，「多文化社会」アメリカにおいて市民宗教が機能する原因は，市民

宗教の成り立ちそのものに起因している。敬虔主義者と啓蒙的合理主義者との

歴史的にも稀な共闘はアメリカに制度としての宗教自由の原則を定着させる契

機となったのだ。（例えば Jefferson が起草したヴァージニア信教自由法）。こう

した背景があって，市民宗教には「全ての人間は（神によって）平等に創られた」

「生命・自由の権利，幸福追求の権利」を謳った独立宣言，また合衆国憲法や

権利章典といった啓蒙思想の理念も移入さえている。教祖や教典を持たないこ

ともあった市民宗教にあってはこれら「自由の憲章（Charter of  Freedom）」を

市民宗教の “聖典” と見なすこともできる。市民宗教を論じるに当たって，こ

のことは極めて重要であると言わなければならない。言うまでもなく，「自由

の憲章」は自由と民主主義，人権といったアメリカの存立基盤の根幹を成して

いるからだ。このこともあって，21 世紀に至るもアメリカ人の多くは人々の行
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動を方向付ける究極的な規範や秩序が神の真理の名において語られても違和感

を覚えないのだ。否，むしろ，政治には宗教的な文言を付帯させることによっ

て重い責務と使命が課せられ，宗教的文言は政治に用いられることによって実

効性が保証されるといったアメリカの特質性が継承されている。

　多文化社会の進展によって，市民宗教には批判の対象となっていたキリスト

教色の払拭が求められているのだ。繰り返すが，市民宗教の役割は政治的要請

によって世俗国家に神聖的要素を注入させ，社会形成の意味と国民が共有する

共通目的の明確化に仕えることである。今日，宗教の多元化が進展する社会に

アメリカにあってはユダヤ・キリスト教的価値観に基づく市民宗教では，最早，

納まりがつかない状況を呈している。仮に，市民宗教が従前のように「特定」

宗教（キリスト教）との関係を示唆するものであれば，本来託されてきた機能

を有効に発揮することは不可能である。イスラム教を含む多宗教社会に適う最

大公約数の更なる敷衍が不可欠となったのだ。

　だからこそ，今日，アメリカ大統領は宗教や教会について言及する時には

必ずキリスト教以外にも触れる。大統領は宗教的文言を駆使して他者への寛

容の精神を説く。大統領が教書や就任宣誓において結語に添える “so help me 

God”，また裁判所の開廷時に法廷職員が述べる “God save the United States and 

this Honorable Court”，更には国のモットー（1956 年制定）にして全ての貨幣

に刻印されている “In God We Trust” 等々における「神」は特定宗教の神を示

唆するものではない。またアメリカと特定宗教との関わりをシンボライズする

ものではなくなっているのである。

　圧倒的多数のアメリカ国民は多文化主義の高揚を決して脅威とは感じていな

い。むしろ，共通の目的を与えることに仕える「市民宗教」に象徴されるよう

に，「統合と多様性」を同時に享受する環境がアメリカには整えられている。

「市民宗教」は双方を支える役割を担っているのだ。
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　4　“ 宗教的中立 ” と審査基準をめぐる問題点

　前述したように，ニューハンプシャー連邦地裁は「立法があからさまに宗教

を助長する目的を伴っている場合には，宗教的
� � �

中立
� �

を命じた国教禁止条項の核

心に背くことになる」（強調＝筆者）と述べた。また，「忠誠の誓い」朗誦に違

憲判決を下した第 9 巡回裁判所では，政府には宗教との関わりにおいて完全な

中立（complete neutrality）を遂行する義務が課させられており，“under God”

という文言は特定の宗教の是認（endorsement）を示すものである（29）」と判示

した。両者に共通しているのは，「国教禁止条項」が宗教的
� � �

中立
� �

を命じている

と断じている点である。

　裁判所がアメリカ合衆国憲法修正第 1 条「国教禁止条項」は宗教的中立を

命じていると解釈し始めた時期はそれ程歴史を遡る必要はない。同条項が制定

（1791 年）後 156 年を経た 1947 年。アメリカ連邦最高裁は，アメリカの政教

関係を律するターニング・ポイントとなる歴史的判決を下した。Everson 判決

である。Thomas Jefferson の私信を引用して，「アメリカの政教関係は『分離

の壁』によって仕切られている」として，アメリカの判例史上初めて「厳格分

離」を主張したのであった。しかしながら，この「分離の壁」理論は，既述し

たようにアメリカの宗教的国柄からして現実とおそろしく乖離したものであっ

たこと。また例えば Jefferson 自身が原住民への連邦による宗教教育政策に対

する積極的支援者であったことなど，理論自体の誤謬性ゆえの矛盾から，今日

では著しく影響力を失いつつある。

　他方，この Everson 判決が後世に影響を与えたのはこれだけに止まらなかっ

た。法廷意見は「壁」の内容を述べた後，数節を置いて「修正第 1 条は，信

仰グループとの関係においても，また無信仰者の関係においても，国に中立

であることを要求している（30）」（Black 判事）と判示した。この「中立」とい

う文言は，「壁」が峻別するといった厳しい印象を帯びているのとは対照的に，

その語感からすれば，何れにも贔屓しない（この場合には，宗教的多数者と少

数者そして無信仰者にも）といったように耳目に優しい印象を与える。
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　Black 判事は Everson 判決に続いて，翌年（1948 年）の McCollum，1964 年

の Schempp の 2 つの判決で，繰り返し，Jefferson 並びに修正第 1 条の制定に

も加わった Madison の 2 人の意思に依拠しながら「分離の壁」と「宗教的中

立」原則の結合を示してみせた。すなわち，「『教会と国家の間にある分離の壁』

が高くそして難攻不落でなければ，今日，雫のように流れるに過ぎない中立

の原則に対する侵害も，たちまちにして激しい奔流となるかもしれない。」（
31）

判例史上初めての両原則の結合には先例拘束の原理が働き，以降の修正第 1

条「国教禁止条項」に関わる裁判に決定的影響を与えたのであった。その「中

立」を測るものとして，先ず 1964 年に公立学校における聖書朗読を違憲とし

た Schempp において，判断基準としての「世俗的立法目的と，宗教を助成も

抑制もしない主要な効果」が示された。1971 年にはこれにインタングルメン

ト（＝過度の関わりの禁止）が加わって，ニューハンプシャー州連邦地裁で

も使用された「目的・効果」基準（通称レモン・テスト）として，政教関係

に関わる一連の裁判で引証され，憲法適否の判断基準として定着していったの

である。

　しかしながら，中立の内容は必ずしも明確ではない。というのも，Schempp

を筆した判事（Clark 判事）は「今日の国民の生活は，建国期と同様に，宗教

的国民であることを反映しているとは正しく真実を語っている。」と述べる一

方で，「われわれの中立の概念，すなわち国家はたとえ多数が同意したとして

も多数が同意したとしても宗教上の行為を要求できるものではないということ

が，宗教的活動の自由を求める多数者の権利と衝突するといった主張を受け入

れることはできない。（修正第 1 条の）自由活動条項が自由に宗教活動を行う

権利を否定するいかなる形での国家権力の行使をも禁じている一方で，自由活

動条項は決して多数者がその信仰を実践するために国家機関を使用してもよい

と述べている訳ではない（32）」とも論じているからである。

　これには自家撞着が存する。それが「市民宗教」を含む公的宗教慣行につい

ての憲法判断である。当該裁判では今日におけるアメリカ国民の宗教性を建国

期に遡及し，それを伝統として認定している。しかしながら，「中立」に抵触
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するとして公的宗教慣行に違憲判断を下しているのである。そもそも，「中立」

という概念の中には，伝統として継承されてきたことを根拠にして公的宗教慣

行を求める立場と，それを拒否する立場との対立を解消する機能が含まれてい

るのだろうか。政府が両者の間で中立を保つことなど可能なのか。

　繰り返し述べた Marsh 判決（1983 年）はそうした問題点を浮彫りにした典

型的事例なのである。法廷意見は「目的・効果」基準の適用を行わず，議会（州）

専属牧師への公費支出については，「1789 年以来，アメリカには国民の生活の

中の宗教的役割に対して公的承認を与えてきた歴史がある」との理由から合憲

判断を下した。他方，「目的・効果」基準を適用した判事からは次のような違

憲判断が展開された。「立法を委託された公的機関に神の導きを祈願する行為

は宗教的行為以外の何物でもない。…議会祈祷の主要な目的もまた明らかに宗

教的である。…議会祈祷の慣行が国家と宗教の過度の関わりを生じせしめるこ

とに疑問を呈することはできない。…（何故ならば）相応しい議会牧師を選任

する過程は…政府機関が可能な限り避けなければならない監視が伴うものであ

る（33）。」（Brennan 判事）。

　第 9 巡回裁判所が違憲判断に使用した 3 つの審査基準の 1 つであるエンドー

スメント・テストも同様である。（ニューハンプシャー連邦地裁ではこの基準

を目的基準に含めた）同テストは，政府の行為の目的と効果が宗教を是認する

ことになるならば，それは違憲となるというものである。その理由は，政府に

よる是認がその信仰の信者でないものに対して，彼等は「部外者」であり，政

治共同体の有資格者ではないというメッセージを送ることになり，逆に是認さ

れた宗教の信者には「内部の人」であり，政治共同体の有資格者であるという

メッセージを送ることになるとする。

　しかしながら，このエンドースメント・テストには，1人の判事（Kennedy判事）

から強烈な批判が出されたように（34），宗教や同慣行への敵視に繋がりかねな

い虞がある。つまり，ある宗教と関連する立法行為について，その行為によっ

てたとえ 1 人でも自分は「部外者」だと感じることがあったならば，そのこと

だけをもって憲法違反の決定が下されることになりかねない。アメリカの場合，
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「部外者」を強く意識するのはおそらく，ニューハンプシャー州連邦地裁にお

ける Doe 夫妻のような無神論者・不可知論者等であると想定されることから，

この国の圧倒的多数を占める信仰を持つ人びとが不利にならないか，そのこと

が同テストの目的である「共同体における市民の平等な地位の確保」とそのた

めの「政府の中立性」を逆に侵しはしまいか。

　次の事例はどうだろうか。前出の「忠誠の誓い」最高裁判決において，O’

Conner 判事自身が「私は依然としてエンドースメント・テストが国教禁止条

項の求める核心を捉えたものであると信じている」としながらもその適用を回

避し，「儀礼的理神論」をもって合憲判断を下している。「部外者」意識をもつ

原告（無神論者）の訴えに対して，仮に同エンドースメント・テストを適用し

たならば，同じ結論が導き出されただろうか。疑問である。繰り返しになるが，

当初は宗教的文言がなかった「忠誠の誓い」への “under God” 挿入（1954 年）は，

既述したように米ソ冷戦最中，宗教を否定する共産主義国家ソ連に対抗し，“ 神

の下に ” 国民の団結を図ろうとするアイゼンハワー大統領の求めに応じた連邦

議会の決議により法制化されたものだからである。無神論者は対象の外に置か

れていたのだ。

　ニューハンプシャー連邦地裁でも触れた「儀礼的理神論」についても同様で

ある。

　既述したように，O’Conner 判事が「儀礼的理神論」に該当するためのもの

として 4 つの条件を提示した。（1）歴史と普遍性（history and ubiquity）（2）崇

拝行為あるいは祈祷者が存在しないこと（absence of worship or prayer）（3）特

定宗教への言及が行われないこと（absence of reference to particular religion）

（4）宗教的内容が最低限度に抑えられていること（minimal religious content）（35）

「儀礼的理神論」自体は審査基準と成り得るのだろうか。前出のように（2）の

条件では，Marsh 判決で合憲判断が下されたが，祈祷者そのものである専属牧

師による宗教的儀式・行為を「儀礼的理神論」でもって合憲とできるのか。（3）

（4）からすれば，O’Conner 判事自身が合否判断を分けた Lynch 判決（1984 年）

と Allegheny（1989 年）判決におけるキリスト降誕画像という特定宗教（この
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場合キリスト教）と政府との関わりについて，「儀礼的理神論」をもって合憲

とする説明が可能か。更には，“One Nation under God”， “In God We Trust”といっ

た特定宗教との関わりを明示しない「市民宗教」と神学的特性を払拭できない

キリスト降誕画像を区別することが可能か否かは疑問である。「国教禁止条項」

と「市民宗教」の関わりについての問題は「儀礼的理神論」をもって解消（軽

減）されることにならないと考えられるのだ。

　問題が明確になったと思う。1947 年の Everson 判決以降，連邦最高裁に出

現した厳格分離論と，国の宗教的中立論，そしてそれを測るために新しく創造

された審査基準は，確かに宗教的少数者の自由確保には貢献してきたといえる。

しかしながら裁判所は，建国期に遡り，多民族国家というアメリカの特性ゆえ

に，社会的・政治的要請の下で創造され，今日に至るも統合装置としての役割

を託されてきた「市民宗教」と，合衆国憲法修正第 1 条の制定目的として国家

が中立であるべき神学的意味での宗教とを混同してしまったのである。そのた

め，前者をも，厳格分離論と中立論の適用対象としてしまったことから，これ

までの裁判からも明らかになったように，専属牧師制や「忠誠の誓い」等々，

歴史的に裏打ちされた「市民宗教」が関係する裁判においては，各裁判官は先

例拘束の原則に捉われることなく審査基準適用の有無を決めなければならなく

なった。また，仮に適用する場合には，各種各様の中から，自身の結論に相応
� � � � � � � �

しいと思われる
� � � � � � �

審査基準を，その使用の回避を含めて選び出す必要に迫られる

ことになってしまったのだ。

　審査基準が最も錯綜した特徴的裁判は，前述したようにニューハンプシャー

連邦地裁が判例として比較対照した Lee 判決（1992 年）であった。同裁判で

は公立中学校の卒業式に聖職者を招いて祈祷をあげることが，「強制テスト」

により違憲とされた。しかしながら，5：4 の僅差のこの判決では，「強制テス

ト」による違憲判断は法廷意見（Kennedy 判事）のみであった。同意意見の他

の 4 名（Blackmun，Stevens，O’Connor，Souter）の違憲判断には「エンドー

スメント・テスト」が用いられた。これに対して，聖職者による祈祷に合憲判

断を下したのは 4 名（Rehnquist，Scalia，Thomas）であるが，使用された基準は，
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法廷意見が用いたのと同じ「強制テスト」であった（36）。混乱の極みである。

　もっとも，Lee 判決で問題とされた「卒業式での祈祷」が，私見では果たし

て「国教禁止条項」に抵触するか否か。疑問である。ラビ（Leslie Gutterman）

による祈祷と祝祷では，ユダヤ教や聖書に関係した言葉は除かれ，「市民宗教」

の古典的形式が踏襲されていた。例えば「多様性を賞賛し，マイノリティーの

権利を保証することが遺産となっているアメリカ…政治への参加が全ての市民

に保証されているアメリカ…自由な国アメリカへ皆で感謝したい…（37）」等々。

これらは国家の神学的意味での中立を謳った「国教禁止条項」の射程からはほ

ど遠い所にあるといえる。正しく「共通の目的」を示し，アメリカを統合する

装置として機能し，かつ多様性を支える役割を託された「市民宗教」の領域な

のである。

　再び，Scalia 判事の次の言葉を繰り返したい。「変質した最高裁の多数意見

の横暴から法の支配を守るためには，徹底的に裁判所意見の非現実性を排して，

実際的原則に依らしめることが必要条件である。それこそが，裁判官の個人的

好みにより審査基準を使い分ける今日的状況から正しい判断を取り戻す唯一の

方法である」（McCreary v. ACLU）

　あとがき

　2009 年 8 月 6 日。アメリカ上院本会議は，Sonia Sotomayor を連邦最高裁判

事として正式承認（賛成 68，反対 31）した。（同 10 月就任）　女性では 3 人目，

また史上初のヒスパニック（中南米系）の最高裁判事の誕生である。同判事は，

多くの面で「今日的アメリカ」を体現している。先ずは，出自である。彼女は

ニューヨーク・マンハッタン島からハーレム川を挟んで北側の対岸に位置する

サウス・ブロンクスでプエルトリコ移民の家庭（低所得者向け公営住宅）に生

まれ育った。このニューヨークで最も貧しい地区で幼少期を送った Sonia は，

やがてプリンストン大学に入学，エール大学ロースクールを経て，検察官，弁

護士，連邦地裁判事，1998 年からはニューヨーク連邦高裁判事へと法曹の階
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段を着実に昇り詰めていく。最難関のハードルを越える彼女の支えになったも

のこそ，黒人や中南米系といった少数者の優先枠を予め確保しておく積極的差

別是正措置（Affirmative Action）である。今日のアメリカン・ドリームが政策（救

済）によって達せられる典型的事例といえる。彼女は，自身が語っているよう

に，「Affirmative Action の申し子」なのである（38）。

　他の連邦最高裁判事の構成にも変化が生じている。例えば，各判事の所属教

会についてである。Sonia Sotomayor が加わったことにより 9 人中 6 人までが

ローマ・カトリック教徒となった（前任者 Souter 判事は監督派教徒）。特に，

2000 年以降就任した 3 名（Roberts 長官，Alito，Sotomayor）は全てローマ・

カトリックである。大統領同様に，最近まではプロテスタント系がほぼ独占し

ていた歴史からすれば，ヒスパニック人口が急増中とはいえ，こうした状況は

最高裁がアメリカの変化を先取りした感さえある。妊娠中・後期に行われる「部

分的出産中絶法」，Sotomayor 判事自身が恩恵に与った Affirmative Action に関

わる憲法判断等々，近年，人権やマイノリティーへの優遇措置を巡っては小差

の判断が続いてきただけに，Sotomayor 判事加入後の影響が注目される。

　それでは，「市民宗教」に関わる判断にではどうだろうか。政治と宗教（宗派）

関係について，これまでの判決を参考にして，「厳格分離」（リベラル）と「ア

現在の合衆国連邦最高裁判事

裁 判 官 名 任命大統領（政党） 就任（年齢） 傾　　向

Stevens, John Paul

Scalia, Antonin

Kennedy, Anthony M

Thomas, Clarence

Ginsburg, Ruth Bader

Breyer, Stephen

Roberts, John

Alito, Samuel Anthony

Sotomayor, Sonia 

Ford（Rep.）
Reagan（Rep.）
Reagan（Rep.）
Bush（Rep.）
Clinton（Dem.）
Clinton（Dem.）
W.Bush（Rep.）
W.Bush（Rep.）
Obama（Dem.）

1975（89）
1986（73）
1988（73）
1991（61）
1993（76）
1994（71）
2005（55）
2006（59）
2009（55）

リベラル

保守

中道

保守

リベラル

リベラル

保守

保守

中道右派

　 （年齢は 2010 年 1 月 25 日現在）　
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コモデーション（緩やかな分離）」（保守派）に分類すると大凡次のようになろう。

　 内 訳 は 保 守 が 4 名， リ ベ ラ ル 3 名， 中 道 1 名， 中 道 右 派 1 名 で あ る。

Sotomayor 判事については，これまで政教関係についても，また人工中絶といっ

た国論を二分する問題について過去に立場を明らかにしていない。民主党大統

領指名とはいえ，上院公聴会での共和党保守派の追求を無難に交わしたこと

からも，また父ブッシュ大統領が連邦地裁判事に指名したことからも（Souter

判事のように大統領の期待を裏切る事例もあるが）Ginsburg や Breyer 両判事

ほどの，また前任者 Souter 判事ほど明確な「厳格分離」の立場を採らないと

考える。更には，保守である。特に，Scalia と Thomas 両判事は，過去の諸判

決で「緩やかな分離」（保守派）の立場を一貫して明示している。この 2 人に

Roberts と Alito 両判事が加わったことからも，更には高齢や病気の理由によ

り近々に退任が噂されている 2 名の判事が共に，リベラルに属していることか

ら，私見では，たとえ将来オバマ大統領が更なる連邦最高裁判事指名の機会が

あったとしても，「忠誠の誓い」や議会チャプレンのような宗教的遺制や市民

宗教に関わる憲法訴訟において判例の変更はありそうもないと思われる。

　そして，オバマ大統領である。「変化」を訴えて当選した初の黒人大統領で

はあったが，そこには，これまで通りの変わらない大統領の姿があった。2009

年 11 月 23 日，「感謝祭」を 3 日後に控えて恒例の「感謝祭・声明」を発した。

その中で同大統領は，この特別の日の制定に縁のあるワシントン，リンカーン

両大統領を引き合いに出し，2 人の大統領がそれぞれに「分裂の危機に瀕した

国家」を “神の下” 団結により克服したことを語ったのだ。“Almighty God” “our 

common blessings”…。そして声明は，「今日でも，感謝祭は，一つの国民とし

て我々を束ねる精神を保持している」と続く。

　市民宗教は，特定の宗教を超越して多文化社会に順応するための変容を遂げ

ている。繰り返しになるが，それは市民宗教がアメリカの建国以来，国民の「共

通の目的」を提示し，「国家統合」の装置としての世俗的役割を担い続けて行

く使命を託されているからである。多文化・多民族が進展するアメリカにあっ

て，市民宗教はますますその果たすべき役割が高まっている。そのことは，決
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して裁判所の審査対象として，すなわち合衆国憲法修正第 1 条「国教禁止条項」

適否の対象とはならないと考える。

　

　注

　（ 1 ）　U. S Census Bureau. http://2010 census.gov.

　（ 2 ）　 Bruce T. Murray：Religious Liberty in America-the First Amendment in Historical 

and Contemporary Perspective-, Univ. of  Massachusetts Press, 2008, p. 62.

　（ 3 ）　Sherbert v.Verner,274 U.S. 398,（1963）．
　（ 4 ）　U. S Census Bureau. http://2010 census.gov.

　（ 5 ）　 Arthur M. Schlesinger, Jr.: The Disuniting of America-Reflections on a Multicultural 

Society-, W. W Norton, 1998, p. 13. 邦訳都留重人訳『アメリカの分裂』岩波書店

1992 年 2 頁。 

　（ 6 ）　Almanac Atlas and Year Book, Simon & Schuster, 1978, p. 197.

　（ 7 ）　McCreary v. ACLU, 125 S. Ct. 2722（2005）at 2749.

　（ 8 ）　 The Freedom from Religion Foundation v. The Hanover School District, The 

Dresden School District, United States District Court, District of New Hampshire

（2009）

　（ 9 ）　Ibid., at 14.

　（10）　Ibid., at 12.

　（11）　Ibid., at 17-19.

　（12）　Lee v.Weisman,112 S. Ct.2694（1992）at 539.

　（13）　 The Freedom from Religion Foundation v. The Hanover School District, The 

Dresden School District, United States District Court, District of New Hampshire

（2009）at 19-20.

　（14）　Ibid. at 20.

　（15）　The History of Pledge of  Allegiance：Teaching & Learning　Company, 1998, p. 14.

　（16）　 Richard J. Ellis, to the flag –The Unlikely History of the Pledge of Allegiance, Univ. 

of Kansas, pp. 126-129.

　（17）　U. S. Flag Code-under God pro.org.

　（18）　 一例をあげれば，1989 年の County of Allegheny v. American Civil Liberties Union 

Greater Pittsburgh Chapter, 492 U. S. 573 では，郡庁舎内に展示されたキリスト

教降誕場面の画像についてはレモン・テスト等の審査基準を使用しての違憲判

決。他方，合同庁舎玄関口に展示されたユダヤ教ハヌカー祭用燭台は基準に触

れずに合憲判断を下した。また，2005 年の公共の場における「十戒」展示の憲

法適否を巡る 2 つの裁判（McCreary v.ACLU,125 S.Ct.2722,Van Orden v.Perry,125 

S.Ct.2854）では前者はレモン・テストを使用しての違憲。後者は不使用の合憲

判断が下されている。



─ 75 ─

政治研究　創刊号

　（19）　Lee v. Weisman,112 S. Ct.2694（1992）at 2695.

　（20）　Ibid., at 2657.

　（21）　Marsh v. Chambers,463 U.S.783 （1983）at 1047.

　（22）　 The Freedom from Religion Foundation v. The Hanover School District, The 

Dresden School District, United States District Court, District of New Hampshire

（2009）at 25.

　（23）　 ELK GROVE UNIFIED SCHOOL DIST. v. NEWDOW, United States Supreme Court 

124 S.Ct.2301 （O’Connor, J., concurring in judgment）

　（24）　 Robert N. Bellah : Beyond  Belief -Essays on Religion in a Post-Traditionalist World-; 

Civil Religion in  America, Univ. of California Press, 1991, p. 168. 邦訳　河合秀和

「アメリカの市民宗教」『社会変革と宗教倫理』（未来社　1985 年）343 － 344 頁。

　（25）　Ibid., p.171. 邦訳 348 頁。

　（26）　 Ellis M. West : A Proposed Neutral Definition of Civil Religion （ Journal of Church & 

State, vol. 22, no1, 1980, p. 39）

　（27）　U.S Census Bureau. http://2010 census.gov.

　（28）　Congress Quarterly Almanac, 1966, p. 1423.

　（29）　United States Court of Appeals for the Ninth Circuit 292 F. 3d 597 （2002） at 9131.

　（30）　Everson v. Board of Education, 330 U. S. 1（1947） at 18.

　（31）　Abington Township School District v. Schempp, 374 U. S. 203（1963） at 225.

　（32）　Ibid., at 225-226.

　（33）　Marsh v. Chambers, 463 U. S. 783 （1983）at 799.

　（34）　 County of Allegheny v. American Civil Liberties Union Greater Pittsburgh Chapter, 

492 U. S. 655-656.

　（35）　 ELK GROVE UNIFIED SCHOOL DIST. v. NEWDOW, United States Supreme Court 

124 S. Ct., 2301 （O’Connor, J., concurring in judgment）

　（36）　Lee v. Weisman,112 S. Ct. 2694（1992）

　（37）　Ibid., at 2652-2653.

　（38）　「産経新聞」（平成 21 年 7 月 19 日）

　





─ 77 ─

　1　ローマ，紀元前一五五年

　マケドニアが紀元前一六八年にローマに滅ぼされると，ギリシア各都
ポリス

市は属

州となってローマの版図に編入された。アテナイも例外ではなく，ギリシア文

化に心酔する将軍パウルスの庇護をうけて領土こそ拡大したとはいえ，財政的

にはきわめて逼迫し，かつての栄華は見る影もなくなってしまった。アテナイ

人が近隣のボイオティアにある都市オロポスを略奪したのは，ちょうどそのこ

ろのことである（1）。ローマ元老院はオロポス人の訴えを聞き入れたが，事件

に直接介入することを避け，解決を同じギリシアのシキュオン人に託した。被

告欠席のまますすめられた裁判の結果，略奪行為にたいして罰金五〇〇タラン

トンが科せられることになったが，この金額は─ペロポンネソス戦争開戦時

の最盛期にデロス同盟諸市から得ていた年間貢税収入を上回る─無論いまの

アテナイの承服できるものではない。そこで紀元前一五五年，判決の棄却と罰

金の免除を元老院にかけあうべく，三人の哲学者が外交使節として派遣された。

　哲学者たちは当時のアテナイを代表する三つの哲学学派からそれぞれひとり

ずつ選ばれていた。ストア派のクリュシッポスの弟子で「バビロニア人」と呼
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ばれたディオゲネス，ペリパトス派（アリストテレス派）をアリストンから引

き継いだクリトラオス，キュレネ出身でアカデメイア派を率いるカルネアデス

である。一行は哲学にあこがれるローマ青年たちの熱狂的な歓迎をうけたが，

なかでも学識と弁論で知られたカルネアデスの人気は絶大であったという（2）。

かれは乞われるままに，件の陳情にたいする元老院の回答を待つあいだを利用

して，カトーやガルバなどローマ高官も列席する満場の会堂で講義をおこなっ

た。その雄弁ぶりはプルタルコスの「マルクス・カトー伝」（Marcus Cato）に

つぎのように伝えられている。

たちまち学問好きの青年たちがこの人びとのところへ押しかけ，その説を聞いて感嘆

した。とくにカルネアデスの甘美な人柄は強い力をそなえており，その力に劣らぬ名

声を馳せていたので，好感を抱く多数の聴講者をとらえてしまい，それが風のように

ローマの町中に反響をおこした。このギリシア人は驚くべき天分をそなえていて，す

べての者を魅惑し懐柔し，青年の心に激しい愛慕の念をかきたて，そのために青年た

ちは，ほかの快楽や遊戯には見向きもせず哲学に夢中になっているという噂がひろまっ

た［22］。

　これをみたカトーは，アテナイ使節との交渉を急ぎ，ギリシアの哲学者たち

をすみやかに帰国させるよう元老院に進言した。ローマの青年たちが哲学者に

熱をあげるあまり「行動と戦争から得る名声よりも弁論による名声を愛好する

ようになることを憂い」，また「自分たちの欲するすべてのことについて容易

にひとを説得できる」哲学者におそれをなしたからである。アテナイの課金を

五分の一に軽減するという決定を得て使命をはたした使節団は，無事帰国の途

についたと伝えられる。……

　2　正義肯定論と正義不在論

　哲学と社会のあいだの緊張が劇的に露呈したこの古代のエピソードは，後
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世の政治思想家たちからさまざまな反応を引きだしてきた。対照的な二つの

見解を例示しておこう。ひとつめはマキアヴェッリ『フィレンツェ史』（Istorie 

Fiorentine, 1520-25）からの引用であり，国家がつねに秩序から無秩序へ，そ

してふたたび秩序へと上昇－下降の運動をくりかえすことを説明した箇所でこ

のエピソードへの論及がある。

いかに学芸が武芸に遅れて発達し，また諸国および諸都市において，哲学者に先んじ

て将軍が輩出するかを，古今，思慮ある人びとが主張してきたのは，それゆえなので

ある。なぜなら，秩序正しいすぐれた軍隊が勝利をかちとり，勝利が平穏を生んだあ

とで武人の心の強靱さを腐敗させるものがあるとすれば，文芸という高尚な安逸をお

いてほかにはなく，またよき制度を有する都市に安逸の忍び込む落とし穴があるとす

れば，文芸のそれ以上に大きく，かつ危険な落とし穴はありえないからだ（3）。

　もうひとつは，ヘーゲル『哲学史講義』（Vorlesungen über die Geschichte der 

Philosophie, 1833-36）でカルネアデスの事跡を説明した箇所からの引用である。

認識への欲求にほかならぬこの堕落は，エデンの園の話をみてもわかるように，くい

とめられるものではない。民族の文化にとって欠くことのできない認識意欲が，そこ

で堕落ないし原罪として登場しているからです。民族が文明化していく過程には，思

想の転換を迫るような時代がかならずやってきますが，この転換は古い体制や権威に

とっては悪とみなされる。だが，思考のこの悪は法などによって押しとどめられはし

ない。思考の悪は思考自身によって癒されるほかなく，真の思考を生みだすのは思考

自身しかないのです（4）。

　結論こそ正反対とはいえ，知の要求と社会の要求のあいだに本質的な緊張が

あり，哲学者が都市や国家のような政治社会にとって危険な存在となりうると

考える点で，マキアヴェッリとヘーゲルは一致している。知の衝動はとどまる

ことを知らず，いつの日かかならず社会の基盤そのものを掘り崩すところまで
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つきすすむだろう。したがって人びとの心に「腐敗」「堕落」をもたらす危険

な知の芽を摘み取り，あるいはそれを育もうとする哲学者を追放するのは，い

わば社会の生理でさえあるのかもしれない。

　それでは，ローマの青年たちの心をとらえた哲学者の講義とはどのようなも

のであったのか。カルネアデス自身は生涯に一冊の書物も著さなかったため，

講義の内容も間接的な証言からおしはかることしかできない。古来主たる典拠

とされてきたのは件のできごとから約一世紀後に書かれたキケロの対話篇『国

家について』（De re publica）であるが，現存するテクストには散逸箇所が多く，

とくにカルネアデスの説を紹介した肝腎の第三巻は全体の五分の四が失われて

しまっている。だが幸いにして，三世紀のキリスト教神学者ラクタンティウス

が『神聖教理』（Divinae institutiones）第五巻に『国家について』の詳細なコメ

ンタリーを遺しており，それらを総合するとカルネアデス講義のほぼ全容を復

元することができる（5）。

　『国家について』第三巻は，ピルス，ラエリウスおよびスキピオの三人が正

義談義をくりひろげるという設定になっており，ピルスがカルネアデスを代弁

して当時の講義を再現してみせる。その趣旨はプラトン，アリストテレス，ス

トア派の正義論を真っ向から否定することにある。かれらは正義を「もっとも

寛大で気前がよく，自分よりも万人を愛し，自分のためよりも他人のために生

まれた徳」とみなし，正しく生きることこそが結局はすべてのひとの利益にか

なうと考え，自然のさだめた法においては正義と知恵のあいだに矛盾はないと

説いた。しかしピルス曰く，もしかれらのいうような自然の法が存在するなら

ば，暑さ／寒さ，苦さ／甘さのように，正義／不正義もすべてのひとにおいて

同じはずである［3.13］。ところが法として理解されるものは国民ごとに異なっ

ており，また同一の都市においてもたびたび変更される［3.17］。人びとはもっ

ぱら刑罰への恐れから法にしたがうと考えるべきであって［3.18］，正義と法と

はつねにある特定の人びとの利益となるようにさだめられている［3.22］。

　この正義批判の核には，自分を犠牲にしてまで他者の利益を考慮する者は賢

明とはいえないという主張があった。俗に「カルネアデスの板」といえば法律
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上の罪に問われない「緊急避難」の説明にしばしばもちだされる例であるが，

もともとは正義と知恵とがかならずしも一致しない典型としてカルネアデスが

ローマ講義で取りあげた喩えのひとつであり，キケロ『国家について』の散逸

部分［3.29-31］に記されていたものらしい。ラクタンティウスはそれをつぎの

ように説明している。

ひとを殺さないこと，また異邦人を傷つけないことは，もちろん正義である。それで

は，たまたま船の難破にいきあわせ，自分より弱いひとが一枚の舟板につかまってい

たとして，正しいひとはどうするだろうか。この弱いひとを押しのけ，板にすがって

自分が助かろうとするのではないだろうか。とりわけ大海原で目撃者もいないのなら

ば。もし賢明ならそうするはずである。そうしなければ，自分が死んでしまうことに

なるのだから。しかし，もしも他人に手をかけるくらいなら死ぬほうがマシというの

であれば，正しいひとではあっても同時に愚かだということになる。自分の命を救う

かわりに他人の命を救おうというのであるから［5.16.10］（
6）。

　こうして，法（lex）のあるところでは法のさだめるものが正義（ius）であ

り，法なきところではつねに利益（utilitas）が人間の行動を支配するのであっ

て，いずれにしても「自然的正義」のようなものなどありはしない。いや，法

そのものがそれぞれの都市の住民がおのれの利益と考えるもののためにさだめ

られるのであり，したがって「市民的正義」のようなものも実は存在しない（7）。

諸国民のあいだには，賢明ではあっても不正な行為か正しい愚行かのいずれか

しかありえず，もし威勢を誇る帝国が同時に正しくあることも望むというのな

ら，ローマ人は異民族から奪ったものを返し，掘立小屋の窮乏生活に戻らねば

ならないことになるだろう［5.16.4］。

　ピルスが展開する正義否定論とそれに応えてラエリウスが披露する正義肯定

論の対立は，ラクタンティウスによって最終的に自然法（lex naturalis）をめ

ぐる二つの見解の対立へと整序されていく。ここに完成した二つの議論のスタ

ンダードな定式は，後世の思想家たちによってくりかえし引用される二つのト
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ポスとなる。

自然法否定論

人びとは法が有益であるからこそみずからに法をさだめた。もちろんこの

法は，生活様式が多様なだけさまざまであり，同じ人間集団の内部でも，

状況が変わればそれに応じてしばしば変化した。つまり自然の法など存在

しないのである。人間とその他の生き物はすべて，自然に導かれるがまま

に自分の利益となるものを志向する。したがって正義は存在しない。ある

いは，もし存在するとしたら，他人の便益のために骨を折って自分を害す

ることになるので，愚かさのきわみである［5.16.3］（
8）。

自然法肯定論

実に真の法とは正しい理性であり，自然と一致し，万人にあまねくおよび，

永久不変である。それは命じることにより義務へ召喚し，禁じることによ

り罪から遠ざける。ただし命じるのであれ禁じるのであれ，善き者の場合

は無駄におわることはないが，悪しき者のふるまいをあらためはしない。

この法を廃止するのは正当でなく，一部を撤廃することは許されず，すべ

てを撤回することはできない。元老院によっても国民によっても，われわ

れはこの法から解放されず，説明者あるいは解説者としてセクストゥス・

アエリウスを必要としない。法がローマとアテナイとで異なることも，現

在と未来とで異なることもなく，唯一の永久にして不変の法がすべての民

族をすべての時代において拘束する。つまりただひとりの，われわれすべ

ての支配者であり指揮官である神が存在するのであり，この神がこの法を

記し，説明し，提案したのである。この神にしたがわない者はおのれ自身

から逃亡することになり，おのれの人間本性を拒否するがゆえに，たとえ

ほかのどんな刑罰をまぬがれたとしても，最大の罰をうけることになろう

［6.8.7-9］（
9）。
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　こうしてカルネアデスには自然法の存在を否定して不正義を擁護した哲学者

のイメージがつきまとうことになったが，この邪悪な教義をカルネアデス自身

に帰することは若干の留保を要する。ラクタンティウスが明らかにするところ

によれば，そもそもカルネアデスのローマ講義は二日連続でおこなわれ，一日

目はプラトン，アリストテレス，ストア派の議論にもとづいて正義を擁護し，

二日目に前日の主張を覆してみせたのである［5.14.3-5］（
10）。つまりキケロがピ

ルスとラエリウスにそれぞれ割り振った正義の否定論と肯定論は，提示の順序

が逆転しているだけで，もとをただせばどちらもカルネアデスの説であり，さ

らにいえば，このアテナイの哲学者こそ正義をめぐる二つのトポスの定礎者で

すらあったのだ。カルネアデスは実は単純な自然法否定論者ではなく，少なく

とも不正義論はかれの持論ではなかった（11）。だがそうすると，正義とその否

定の相反する二説を講じた哲学者の真意はどこにあったのだろうか。

　ラクタンティウスははるばるローマを来訪した哲学者たちの政治的な使命を

あえて伏せているが，正義を肯定も否定もしてみせるカルネアデスの論法が，

おのれの正義を信じて疑わないローマ人たちに衝撃をあたえたことは容易に想

像できる。たとえローマが現存する最善の体制であるとしても，異邦人の哲学

者にとってローマ人の正義たる「万民法」は所詮ローマの国益にかなうもので

しかなく，けっして「自然法」ではない。そしていずれにせよ，哲学者一行の

追放を進言したカトーは，「ローマには公正を，対外的には帝国主義を」とい

うダブル・スタンダードをみずからさらけだした恰好になった（12）。アテナイ

はローマが他国にたいしてやったのと同じことをしただけであり，ローマと異

なる基準によって裁かれるいわれはないのである。カルネアデスは，ピュロン

の懐疑主義を取り入れてアカデメイア派中興の祖となったアルケシラオスの後

継者であった。語の本来の意味でいう懐疑論者（skeptikos）とは知恵の探求者

（zetetes）の謂いであって，知恵の所有者を僭称する者ではない。もし真理の最

終的基準がいま手許になく，あらゆることがらについて「そうである」とも「そ

うでない」ともいえる論拠を示すことが可能だとしたら，いかなることがらに

ついても一定の判断をくだすことはつねに控え，ひたすら探求の途上にある
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ことが望ましい（13）。ヘーゲルもいうように，正義にかんする両論併記は，矛

盾する言明を二つの独断の対立として提示するアカデメイア派一流の懐疑主義

にならったものと考えられる（14）。

　そうすると，カルネアデスが危険視された理由は，単純に正義の徳を否定し

たからでもないし，ローマの外交方針に異を唱えたからでもない（15）。仮にか

れが実際の講義の順序とは逆に，第一日目に不正義を説いて翌日それを論破し

ていたとしても，その弁論がローマにとって危険なことにかわりはなかった。

哲学者が公衆の面前で正義と不正義を対照してみせ，自分では結論を出さずに，

真理の発見を青年たちにゆだねたことが問題の核心であったからである。プル

タルコスの証言によれば，その教育的な効果が世界帝国ローマの未来をになう

有意の青年たちを堕落させることを炯眼なカトーは見抜いていた。「これらの

哲学者は自分たちの学校に戻ってギリシアの青年を相手に論議し，ローマの青

年は以前のとおり法律と高官の命じることに耳をかたむけるようにしなければ

ならない」［22］。そして実際にも哲学の都アテナイはみずからの代償を支払い，

いまやローマの膝下に屈しているのであるから，カトーの選択を支持したマキ

アヴェッリはまちがっていなかったというべきだろう。哲学を含むギリシアの

文物の流入を阻止するべくローマが強硬手段をとるのは，この一件にはじまっ

たことではない。紀元前一七三年にはアルカイオスとピリスコスなる二名のエ

ピクロス主義者が「ローマに快楽をもちこんだ」という理由で追放処分になっ

ており，宗教的懐疑主義の流行に業を煮やした元老院は，一六一年に哲学者お

よび弁論家のローマ居住を禁じる政令を発布した（16）。同じころ，ギリシアが

属州化されたさい親マケドニアの都市から人質にとられた千人のなかに歴史家

ポリュビオスがいて，都合一七年におよぶ虜囚生活をローマで送っていた。帝

国繁栄の秘密を喝破したかれの念頭には，おそらくこれらの事件があったと考

えられる。

わたしのみるところ，ローマの制度が他国に比してすぐれている点がいくつかあるう

ちで，もっとも顕著なのは宗教的信念である。ほかの民族においては軽蔑の的となっ
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ているもの，つまり神々への恐怖が，ローマでは国民をひとつにまとめあげるものと

なっているようなのである。実際それは畏怖をおぼえるほどに飾りたてられ，ローマ

人の私生活にも公共生活にもこれ以上はないほど浸透している。それを知ったらおそ

らく多くのひとは奇異に思うだろう。しかしわたしが思うに，これは一般民衆を抑え

込むためにされたことなのだ。というのは，もし哲学者だけでできた国家をつくるこ

とができるのなら，おそらくそうした習慣なしでもいっこうにかまわないからである。

だが民衆はどこでも軽佻浮薄で，無法な欲求と非合理な怒りと粗暴な情念でいっぱい

であるから，民衆をおとなしくさせるには，この手の神秘的な恐怖や芝居じみた効果

を利用するほかはない。だからわたしの考えでは，昔の人びとがこうした神々につい

ての俗信や冥府にかんする考えを民衆のあいだに行きわたらせたのは深謀遠慮のゆえ

であり，そうした幻惑を打ち払おうとしているわれわれのほうこそ，むしろ愚かで浅

慮なのである（17）。

　アテナイはともかくとして，少なくともローマのように「哲学者だけででき

た国家」ではなく，今後もそうなる見込みのない政治社会の存立は，ある共通

の幻想─神話，迷信，「宗
レリギオ

教」─を維持することにかかっており，この有

益な虚妄から民衆を解放しようとする哲学を断固としてしりぞけるのは，責任

ある為政者の職務とさえいいうる。ポリュビオスにしたがえば，哲学者たちは

追放されるべくして追放されてきたのだ。しかしこのたびの追放劇は，哲学者

の言動にどこか確信犯然としたところが漂っている点でやや性格を異にする。

事実カルネアデスは，追放されることによって所期の目的を達成したのである。

　3　ソクラテスの伝統

　真理のためにも虚偽のためにもひとしく用いることができるカルネアデスの

悪名高い弁論術から連想されるのは，端的にソフィストであろう（18）。アリス

トファネスの喜劇『雲』（Nephelai）には若きソクラテスが自
フィジオロゴイ

然学者にして弁

論術の教師として描かれているが，その姿はまさしく当時のソフィストの戯画
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であった。自然学者としてのソクラテスは，アナクサゴラスにならってゼウス

の存在を否定し，雷や雨は雲と空気の作用がつくりだす自然現象でしかないと

説く。弁論術の教師としてのソクラテスは，プロタゴラスと同じく「弱い論を

強くみせる」ことに長けている。物語は，田舎出の善良なアテナイ市民ストレ

プシアデスがソクラテスの 思
プロンティステリオン

索 道 場 を訪れ，息子のペイディピアデスが馬

道楽でこしらえた借金を帳消しにするべく，いかなる正論にも反論できる術の

伝授を請うところからはじまる。その実際を示すために劇中劇として挿入され

るのが，擬人化された正論（dikaios logos）と邪論（adikos logos）のくりひろげ

る討
アゴーン

論である［889-1112］。

　「強い論」を自称する正論は，敬神・節度・勇気・慎み・遵法など古来の都

市道徳を象徴しており，マラトンの勇者を育てたいにしえの教育を称揚して，

男を懦弱にする温浴を許さない。他方の邪論は，ゼウスですら父クロノスを天

界から追放し，宇宙の底で鎖につなぐ不敬なふるまいにおよんだことを想起さ

せ，あるいはゼウスの勇敢な息子ヘラクレスがしばしば温浴した故事をあげて，

逸楽それ自体は悪いものではないと反論する。正論にとっての法と正義の成立

根拠たるオリュンポスの神々の権威そのものを失墜させる戦略が功を奏して，

この論争は「弱い論」たる邪論の勝利におわる。だがその結末はあまりにも皮

肉なものであった─ソクラテスがストレプシアデスの息子に授けた「不敗の

論理」は，首尾よく債権者を撃退させるだけでなく，父親をさんざんに打ち据

えた息子の不敬なふるまいをも巧妙に正当化してしまうのである。絶望したス

トレプシアデスの放った火に包まれて思索道場が崩れ落ち，命辛々逃げだした

ソクラテスへの呪詛のことばとともに喜劇は幕をおろす。

　正論と邪論の仮想対話は，正義をめぐって肯定／否定の両論を併記したカル

ネアデスの講義によく似ている。思索道場が炎上する幕切れも，アテナイの青

年を堕落させたソクラテスの刑死を予示するものだとすれば，ローマの青年を

堕落させた哲学者たちの追放と正確に対応する。カルネアデス自身にソクラテ

スをよそおう意図があったかどうかは別にして，どちらの顛末も，不遜な哲学

が都市によって過酷な審判をくだされるさまをあらわしていると考えてよいだ
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ろう。『雲』のソクラテスはことさら滑稽に描かれているようにみえるが，裏

返せばそれは，ソクラテスのおしえが都市にとって危険であることを十分承知

していたアリストファネスが，その教育の「堕落的」な効果を無害なものにし

ようとしたということでもある。とりわけホメロスやヘシオドスが嘉
よみ

した都市

公認の神々を茶化してその権威を公然と否定するのは，人びとを正義のおこな

いに赴かせる死後の裁きへの恐怖を無化してしまうがゆえに，都市の根幹を揺

るがすもっとも危険で堕落的なおしえとみなされた。邪論の瀆神論は，エレア

の詩人哲学者クセノファネスの詩句を下敷きにしたものと考えられている。

ホメロスとヘシオドスはひとの世で破廉恥とされ

非難の的とされるあらんかぎりのことを　神におこなわせた─

盗むこと，姦通すること，たがいに騙しあうこと［Xenophanes.B11］

　だがカルネアデスの講義についても同じことがいえるのである。キケロのピ

ルスは，正義不在論の究極の論拠が公正と知恵の不一致以上に，諸民族がおの

れの奉じる神々の姿を各様に描いているという事実にあることを明らかにして

いた（『国家について』［3.14］。ラクタンティウス『神聖教理』［5.20.12］も参

照）。やはりクセノファネスに曰く，「エチオピア人は／自分たちの神々が獅子

鼻で色黒だといい，トラキア人は／青い眼をして髪が赤いといっている」。

もし牛や馬，ライオンが手をもっていて，

あるいは手によって描き，人間同様の作品をつくることができたなら，

馬は馬に，牛は牛に似た神々の姿形を描き，

それぞれ自分たちがもつ姿形と

同様なからだをつくることだろう［Xenophanes.B15, 16］

　神々がそれを崇める者たちのすがたに似ているのはなぜなのか。つまりは，

オリュンポスの頂きにいます神々が人間をつくったのではなく，逆にわれわれ
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人間が神々をつくったからではないのか。「ひとの身でたしかなことをみた者

は誰もおらず，これから先も誰もいないだろう」［Xenophanes.B34］。哲学は自

然と人間にかんする真理の妥協なき探求以外の何ものでもありえない。だがこ

の真理は都市そのものがよって立つ基盤を破壊してしまう。都市の生活とは，

神話，宗教，慣習のような誤謬
4 4

のうえに成り立つ「洞窟」の生活だからである。

　しかし後年の成熟したソクラテス，つまりプラトンの作品のなかで甦ったソ

クラテスは，もはや単純な自然学者としてではなく，もっぱら「人間のことが

ら」に関心を寄せ，またそれゆえに哲学と都市のあいだの本質的な緊張の自覚

において秀でた思慮ぶかい賢者として登場する。あたかもそれは，アリストファ

ネスによって描かれたおのれの戯画からある重要な教訓をまなんだようにさえ

みえる（19）。その教訓とは，都市を危険な哲学からまもると同時に哲学を都市

による迫害からまもるためには，哲学者には哲学者に固有のある政治的な
4 4 4 4

ふる

まいが必要とされるということであった。レオ・シュトラウスはそれを「哲学

的政治」と名づけてつぎのように説明する。

哲学者は無神論者ではないということ，哲学者は都市にとって聖なるものをすべて汚

すわけではないこと，都市が崇敬するものを崇敬するということ，破壊分子ではない

ということ，要するに，哲学者は無責任な冒険主義者ではなくよき市民であるという

こと，そればかりか最良の市民でさえあるということ，これらを都市に納得させるこ

とに哲学的政治の本質がある。これこそが古今東西，体制の如何にかかわらず必要と

された哲学の擁護論である（20）。

　ソクラテスが哲学の要求と都市の要求とを二つながらに満たそうとしてこの

「都市の法廷をまえにした哲学の擁護」が必要なことをさとり，哲学者から政

治哲学者へと変貌を遂げた経緯は，『国家』（Politeia）をはじめとする一連のプ

ラトン作品にくわしい。だがいまは，このプラトンこそがアカデメイア派の始

祖であり，その伝統がカルネアデスの懐疑主義を経てキケロに受け継がれてい

ることに注目しよう（21）。キケロの『国家について』は，カルネアデスの講義
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を一篇の対話に仕立てたものであるだけでなく，プラトンの『国家』を模倣し

た作品でもあった。もしカルネアデスが第三の講義をおこなうことを許されて

いたら─大カトーがそこまでお人好しであったとしたらの話だが─その内

容はどのようなものであっただろうか。『国家について』第三巻はカルネアデ

スの連続講義の順序を逆転させ，まずピルスが不正義論を代弁し，つぎにラエ

リウスが自然法と正義を擁護するストア派的な議論を展開したのち，最後にス

キピオがラエリウスに軍配をあげるという筋書きになっている。だがラクタン

ティウスによれば，キケロはピルスの正義否定論を論破していない。ラエリウ

スの正義肯定論はこれに反駁することなく，むしろ「落とし穴」のごとくに回

避しているという［5.16.13］。つまりスキピオの審判は，キケロ自身が哲学的
4 4 4

な観点からラエリウスの主張を真理とみなし，これに同意したことをかならず

しも意味してはいないのである。キケロはむしろ，プラトンが『国家』で哲学

者ソクラテスにあたえた政治的
4 4 4

な思慮をスキピオに授けることにより，「ギリ

シアの都市において都市のためにプラトンがおこなったことを，ローマのため

になした（22）」のだと考えられる。

　カルネアデス当人にそのような意図があったかどうか，いまとなってはわか

らない。アテナイの外交使節としてローマを訪れたかれには，きわめて現実的

で身も蓋もない政治的な任務があり，その遂行のためには，哲学的弁論の力を

少なくともカトーの危機感を煽る程度に見せつければよかったのであろう。そ

の結果としてローマを逐われるはめになることも，おそらくカルネアデスのシ

ナリオに織りこみずみであった。だがアテナイの罰金減免を手みやげに首尾よ

く追放された哲学者たちは，祖国の青年たちを相手に哲学的議論をつづけた。

かたやローマは帝国として長きにわたりヨーロッパ世界に君臨したが……。

　4　エピクロス主義とは何か

　モムゼンのいうように，紀元前一五五年のアテナイ外交使節団は「ローマ

における哲学の最初の大規模なデビュー（23）」となった。それはピュロン主義，

中金　聡.indd   13 2010/03/23   17:25:55



─ 90 ─

カルネアデスの講義（中金）

アカデメイア派，ペリパトス派，ストア派，エピクロス主義などのさまざまな

哲学流派がこの哲学不毛の地に一挙に移植されるきっかけとなったのであり，

その最大の恩恵にあずかったのがほかならぬキケロである。

　ところで，カルネアデスの第一講義については主としてストア派の自然法論

にもとづいていることが明言されていたが，自然法の存在を否定する─より

正確には，人間のさだめた法よりほかに正義はないとする─第二講義が典拠

にしていたのはギリシアのどの哲学学派の主張であろうか。キケロがわずかに

暗示しているところから判断して（24），それはさしあたりエピクロスの学統で

あったと考えられる。

　享
エピキュリアニズム

楽 主 義の名の由来となった快楽主義倫理学や原子論形而上学で知られる

エピクロスは，近代社会契約論に先駆けて正義を「一種の契約」とみなした。

そのおしえを簡潔な命題群にまとめた『主要教説』（Kyriai Doxai）のなかに，「自

然の正義」を「たがいに害をあたえたりうけたりしない（to me blaptein allelous 

mede blaptestha）ことから得られる利益をあらわす符合」と定義した箇所があ

る［KD.31］。正義の起源を相互危害の回避によって秩序を維持するための

約
コンヴェンション

束 事 にもとめること自体は，エピクロスの独創ではなかった。正義のコン

ヴェンショナリズムはソフィストたちの主張として誕生したのであり，しかも

プラトン作品にしたがうなら，かれらは実定的な法秩序を攻撃するラディカ

ルな啓蒙のレトリックとしてそれを用いたのである（25）。カリクレスによれば，

不正を被ることに含意される弱さや恥辱こそが「自然」に反しているにもかか

わらず，弱者たる多数者のさだめた法や習慣によって，不正をおこなうこと自

体が悪とされる。優者が劣者より多くを得るのを「自然」にかなったこととみ

なす思想の体現者は，正義を「強者の利益」と広言してはばからないトラシュ

マコスである。そのあとをうけたグラウコンは，「正義の自然」を「不正をは

たらきながら罰せられないという最善と，不正な仕打ちをうけても仕返しでき

ないという最悪との中間的な妥協」に利益を見いだす弱者たちの一種の社会契

約であるという（26）。こうして赤裸々な自
ピュシス

然─「人間の自然」─の観点に

立つならば，世に正義と称されているものが，実はどこまでいっても人
ノ モ ス

為の所
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産でしかないことが暴露される。神々や神話的な立法者，あるいは伝統の権威

は，都市の法への服従を正当化するためにつくりだされたまやかし
4 4 4 4

であり，正

義とは人間の集合的利己心の相関物以外の何ものでもない。エピクロス曰く，

「一般的にいえば，正義はすべてのひとにとって同一である。なぜなら，正義

とは人間相互の交渉にさいしての一種の相互利益のことだからである。しかし，

地域それぞれの特殊性やその他さまざまな条件があるために，同じことでも結

局は万人にとっての正義でなくなってしまう」［KD.36］。

　当時のアテナイで哲学的トポスとして機能していたコンヴェンショナリズム

は，カルネアデスの講義とキケロの対話篇に取りあげられ，帝国ローマの根幹

を揺るがす起爆剤の役目をはたした。しかし，エピクロス主義の世界デビュー

を演出した二人がともにプラトン主義の息のかかった哲学者であったことは，

エピクロス主義にとって不幸であったといえないこともない。エピクロス自身

は，この世に正義は存在しないし，法など破ってかまわないと広言するエセ哲

学者ではけっしてなかったからである。キケロの同時代人でエピクロスの学統

に連なるフィロデモスは，つぎのような師のことばを伝えている。

ともかく敬虔かつりっぱに犠牲を捧げようではないか。それが法
ノモス

だというのなら，万

事ぬかりなくやってのけようではないか。だがたとえそうしても，もっとも高貴でもっ

とも尊厳あるものにかんする臆見で心
ア タ ラ ク シ ア

の平静をかき乱されないようにしよう。臆見に

したがってそうするのは正しいことでさえある。なぜなら，そのようにしてはじめて

自然に即して生きる（physikos zen）ことも可能になるのであるから……［Frag.57］。

　哲学者に最高の快楽をもたらす哲学知や真理も，哲学者ならぬ人びとには無

用であるばかりか，危険な毒薬にすらなりうることをエピクロスは知悉してい

た。社会生活を営む大多数の人間は，公序良俗を乱すふるまいはかならず法の

制裁を招き，たとえひとの眼はごまかせても，死後の魂に「もっとも高貴で

もっとも尊厳あるもの」（神々）がくだす恐ろしい処罰はまぬがれないと信じ
4 4

る
4

ことを必要とする。またこうして保たれる公共の秩序の平和こそは，少数者
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の哲学する自由に不可欠の条件でもある。それゆえエピクロス主義者たちは，

師の「隠れて生きよ」（lathe biosas） ［Frag.86］のおしえにしたがって「エピク

ロスの園」と呼ばれた学園での隠遁生活を旨とし，公職をはじめとするいっさ

いの政治生活に背をむけ，ソフィストのように危険な真理を撒き散らすことを

自制した。そのかぎりではエピクロスもまたソクラテスの後裔であり，紀元前

一五五年のローマへの外交使節にエピクロス主義者が加わらなかったのには相

応の理由があったというべきなのである。

　カルネアデスたちのローマ来訪以後，ストア派の自然法思想とエピクロス主

義のコンヴェンショナリズムは正義を論じるヨーロッパ政治思想史上の二つの

トポスとなっていく。しかし，両者のあいだに現代まで維持されてきた非対称

な関係の雛形となったのも，やはりカルネアデスの講義であり，キケロの議論

であった。「この小園の神エピクロスとは何者であったか，その秘密がギリシ

アの知るところとなるには百年を要した。─とはいえ，その秘密ははたして

知られえたのか？（27）」　ニーチェによれば，それを阻んできたのはプラトン主

義であり，その影響下にエピクロスの哲学を単純な快楽主義や不正の勧めと同

一視してきたわれわれの思考回路にほかならない。その呪縛から解放されると

きにこそ，エピクロス主義が「人間の条件をめぐるヨーロッパの思考の偉大な

伝統（28）」であることが真に了解されるのである。

　［テクストにかんする注記］

　古典古代の作品の引用・引照にさいしては，以下をのぞいて The Loeb 

Classical Library に依拠し，かっこ［　］内に巻・章・節あるいは断章番号を

示した。

キケロ『国家について』

Ci cero, On the Commonwealth and on the Laws, ed. J. E. G. Zetzel （Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999）.

ラクタンティウス『神聖教理』

La ctantius, Divine Institutes, trans. with an Introduction and Notes by A. Bowen and 
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P. Garnsey （Liverpool: Liverpool University Press, 2003）.

クセノファネス断片

He rmann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker: Griechisch und Deutsch, hrsg. 

Walther Kranz （Berlin: Weidmann, 1934）.

エピクロス断片

Ep icurus: The Extant Remains, trans. and Notes by Cyril Bailey （Oxford: Clarendon 

Press, 1926）．

　いずれについても，邦訳書のあるものは適宜参照したが，引用の前後関係か

ら若干変更した箇所があることをお断りしておく。

　注

　（ 1 ）　パウサニアス『ギリシア記』［7.11.4-5］，参照。

　（ 2 ）　 アウルス・ゲリウスの『アッティカの夜』によれば，三人の哲学者の弁論スタ

イルは当時のギリシアの修辞学にいう荘
ハ ド ロ ス

重体・簡
イスクノス

明体・中
メ ソ ス

庸体の三つの 文
カラクテーレス

体

にそれぞれ対応するもので，「カルネアデスは激昂口調，クリトラオスは巧妙

かつ繊細，ディオゲネスは抑制の効いた地味な語り口だった」［6.14.10］。プリ

ニウス『博物誌』［7.112-113］やポリュビオス『歴史』の散逸箇所［33.2］にも

同様の記述がある。

　（ 3 ）　 米山喜晟・在里寛司訳『フィレンツェ史』（筑摩書房〈マキアヴェッリ全集 3〉，

一九九九年），二一三頁。

　（ 4 ）　長谷川宏訳『哲学史講義（中巻）』（河出書房新社，一九九二年），二九二頁。

　（ 5 ）　 キケロはほかにも『弁論家について』［2.155］，『アカデミカ前書』第二巻（ルクッ

ルス）［137］，『トゥスクルム荘談義』［4.5］，前四五年三月一九日付アッティク

ス宛書簡［262.2］などでこのエピソードに言及している。なおアウグスティヌ

スの『神の国』［2.21］に『国家について』第三巻の簡潔な要約がある。

　（ 6 ）　 ラクタンティウスはこのほかにも，逃亡奴隷や過去に疫病の出た家を事情を明

らかにせずに売りに出す場合，実際は金でできているのに黄鉄鉱製だと信じ込

んでいるひとから品物を安く買う場合，戦闘で敗北して潰走中の兵士が味方

の負傷者の馬を奪う場合をあげている［5.16.5-7, 11］。キケロ『義務について』

［3.50-57］も参照。

　（ 7 ）　 ホッブズのつぎの一節はカルネアデスを念頭においたものと考えられている。

「愚か者が心のなかで，正義なるものは存在しないといい，ときには口に出し

ていった。その場合，かれは真面目につぎのように主張したのである。すなわ

ち，各人の保存と満足はそのひと自身の配慮にゆだねられているのだから，各
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人がそれに役立つと考えることをしてはならない理由はありえず，したがって

また信約を結ぼうと結ぶまいと，まもろうとまもるまいと，それがそのひとの

便益に役立つならば理性には反しない，というのである。かれはそのさいに，

信約というものがあること，それがときには破られ，ときにはまもられること，

そのような破棄は不正義と呼ばれ，遵守は正義と呼ばれうることを否定しない。

しかしかれは，不正義は神への恐怖を除去して（同じ愚か者は心のなかで神は

いないといったのだから），各人にかれの利益を指示する理性と両立しうるこ

とはないだろうか，とくにそれがあるひとを，他の人びとの非難や罵倒だけで

なく力をも無視するような立場におくという便益に役立つならばそうではない

か，とたずねるのである。……このもっともらしい推理は虚偽である」。水田

洋訳   『リヴァイアサン（一）』（岩波文庫，一九九二年），二三七－三九頁。

　もっともホッブズは，「自然的義務」はみとめても「自然的正義」なるもの

の存在はみとめなかった。信約（社会契約）の遵守はたしかに自然法が人間に

命じるのだが，万人が信約を遵守するという保証があるのは，信約遵守義務を

怠るひとが処罰されうる場合，それゆえすでに十分な強制権力をそなえた主権

的権威が樹立されている場合だけである。オークショットにしたがえば，ホッ

ブズの正義はつねに人為の所産たる 国
リヴァイアサン

家 の効果であり，それ自体が人工物で

ある。中金聡訳『リヴァイアサン序説』（法政大学出版局，二〇〇七年），五五

－五六頁参照。

　（ 8 ）　 Cf. John Locke, Essays on the Law of Nature: The Latin text, with a translation, 

introduction and notes, together with transcripts of Locke's shorthand in his journal for 

1676, ed. W. von Leyden （Oxford: Clarendon Press, 1954）, p. 204. グロティウスが

カルネアデス説を紹介する一節は，ラクタンティウスの文章とほぼ一字一句同

じである。一又正雄訳『戦争と平和の法（第一巻）』（酒井書店，一九八九年），

七頁参照。

　（ 9 ）　 これはキケロのラエリウスによる自然法の定義である［3.33］。ラクタンティウ

スは，キリスト教徒でさえ神の法をこれほどみごとに表現することはできない

と称賛する［6.8.10］。

　（10）　 ピエール・ベールはカルネアデスの講義にまつわる近代の奇妙な誤解にふれて

いる。それによると，カルネアデスの危険な弁舌についてはクラッススなる人

物があらかじめ警告していたことになっており，連続講義は三人の哲学者のリ

レー講義に変えられ，あげくにアテナイ人たちはローマ人が雄弁でまさること

をみとめたという結末になる。野沢協訳『後期論文集Ⅰ』 （法政大学出版局 〈ピ

エール・ベール著作集第 7 巻〉，一九九二年），第 113 章参照。

　（11）　 ピルスのモデルはカルネアデス本人ではなく，弟子のクレイトマコスとする説

もある。Cf. K. E. Wilkerson, “Carneades at Rome: A Problem of Sceptical Rhetoric, 

”Philosophy and Rhetoric, Vol. 21 （1988）.

　（12）　 あるフィクションに描かれたカルネアデス曰く，「高位の方のご多分にもれ

ず，同胞市民のあつかいにかけては実に高潔なあの御仁も，他国のあつかい
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となると，正義を祖国の首肯しうるもの，利益になるものとみなしておいで

です。……親愛なる老カトーは，この二枚舌をわたしが見抜いていることが

わかったのです。だからわれわれを追放しようというわけなのです」。Eupolis 

Jr., Carneades on Injustice:An Amoral Story with the Famous Lost Lecture of 155 BC 

（Ashford: Headley Brothers, 1923）, p. 44. なお紀元前五世紀の喜劇詩人エウポリ

スにちなんだ偽名でこの奇書を著したのは，ニーチェの英訳者として知られる

マクシミリアン・ミュゲである。

　（13）　 セクストス・エンペイリコス『ピュロン主義哲学の概要』［1.7］，参照。ピエール・

ベール，野沢協訳『歴史批評辞典Ⅰ』（法政大学出版局〈ピエール・ベール著

作集第 3 巻〉，一九八二年），六九五－七〇六頁（「カルネアデス」の項）も参照。

　（14）　 ヘ ーゲル前 掲 書， 二 九 一 頁 参 照。Cf. David Sedley,“The Motivation of Greek 

Skepticism,”The Skeptical Tradition, ed. Myles Burnyeat （Berkeley, LA: University 

of California Press, 1983）, pp. 17-18. ただし A・A・ロングによれば，カルネアデ

ス自身はあらゆる機会に判
エ ポ ケ ー

断中止することを信条としたピュロン主義者ではな

く，まして人間や国家の行動を律するいかなる規範も存在しないと広言するニ

ヒリスティックな相対主義者ではなかった。むしろ日常の行動や選択の場面に

おいては「真理らしきもの」（蓋然性）の価値をみとめるというのがかれの立

場であり，確実に真とみなしうるものがない状況にあって，ある言明とそれに

矛盾する言明のあいだでの選択を可能にする基準をもとめた。日常言語や大多

数の人びとによって受け入れられる経験的観察に依拠するという点で，カルネ

アデスの懐疑主義は近現代イギリス哲学の懐疑的精神に近いとさえいいうる。

金山弥平訳『ヘレニズム哲学─ストア派，エピクロス派，懐疑派』（京都大

学学術出版，二〇〇三年），一六一頁参照。

　（15）　 Cf. Erich S. Gruen, The Hellenistic World and the Coming of Rome, Vol. 1 （Berkeley: 

University of California Press, 1984），pp.341-42.

　（16）　 アテナイオス『食卓の賢人たち』［12.547a］，参照。Cf. Ancient Roman Statutes, 

trans. Allan Chester Johnson, Paul Robinson Coleman-Norton and Frank Card 

Bourne （Austin: University of Texas Press, 1961）, document 34.

　（17）　 『歴史』［6.56］。ピエール・ベール，野沢協訳『続・彗星雑考』（法政大学出版局〈ピ

エール・ベール著作集第 6 巻〉，一九八九年），三一七頁参照。

　（18）　 「歴史はかれ［カルネアデス］を虐待した。近代の多くの歴史家たちは，かれ

をソフィスト─プラトンが実物より悪く描いた肖像をわれわれに残したソ

フィストに似た，確信もなければ羞恥心もない─とみなしている」。Victor 

Brochard, Les sceptiques Grecs, Ouvrage couronne par l'Academie des sciences morales 

et politiques, Nouvelle édition （Paris: J. Vrin, 1959）, p. 163.

　（19）　 レオ・シュトラウスは，プラトンやクセノフォンの描いたソクラテス像そのも

のが，『雲』の筋書きに暗示された若きソクラテスへの警告を機縁として誕生

した可能性を示唆している。Cf. Leo Strauss, Socrates and Aristophanes （Chicago: 

The University of Chicago Press, 1966）, p. 314.
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　（20）　 Leo Strauss, On Tyranny, Revised and Expanded Edition Including the Strauss-Kojève 

Correspondence （New York: The Free Press, 1991）, p. 206. 石崎嘉彦，飯島昇藏，

金田耕一訳『僭主政治について（下）』（現代思潮新社，二〇〇七年），四五四

－五五頁。

　（21）　 『トゥスクルム荘談義』［5.83］，参照。キケロによれば，カルネアデスは「まず

自分の考えを隠し，他人から過ちを取り除き，どんな議論であっても真実にもっ

とも近いものをもとめる」ソクラテスのやりかたを踏襲している［5.11］。ピル

スも実はアカデメイア派の懐疑主義者であった。

　（22）　 Strauss, On Tyranny, p. 455. 邦訳，四五五頁。

　（23）　 長谷川博隆訳『ローマの歴史Ⅲ─革新と復古』（名古屋大学出版会，二〇〇六  

年），三六七頁。

　（24）　 『国家について』［3.26］ および前五〇年一一月二五日付アッティクス宛書簡  

［125.4］を参照。

　（25）　 Cf. Charles H. Kahn, “The Origins of Social Contract Theory,” The Sophists and 

Their Legacy, ed. G. B. Kerferd （Wiesbaden: Franz Steiner, 1981）; G. B. Kerferd, 

The Sophistic Movement （Cambridge: Cambridge University Press, 1981）, chaps. 10 

and 12.

　（26）　『ゴルギアス』［482c4-486d1］，『国家』［358e3-359b］を参照。

　（27）　 信太正三訳『善悪の彼岸』（ちくま学芸文庫〈ニーチェ全集 11〉，一九九三年），

二六頁。

　（28）　 Michael Oakeshott, Lectures in the History of Political Thought, eds. T. Nardin and L.      

O’Sullivan （Exeter: Imprint Academic, 2006）, p. 168.
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　はじめに

　ローマにおいて，「市民」をキヴィス（civis）といい，「国家」をキヴィタ

ス（civitas）といった。国家は市民共同体であったがゆえに，「市民権」のこ

ともキヴィタスといい，「ローマ市民権」をキヴィタス・ローマーナ（civitas 

Romana）（
1）といったのである。ローマは伝説の王ロムルスによる建国の時から，

都市であった。ロムルスはローマを建国するのに都市城壁の建設から始めてい

るからである。ローマ人は，ロムルスによって作られた都市という，城壁に

よって囲われた空間に「集住」することで市民団を構成し，その市民団の一員

として都市城壁の建設補修などの賦役だけでなく，武装自弁で軍役につき，そ

して，民会に出席したのである。市民とは身分的に平等で自由であるというだ

けでなく，賦役や軍役などの義務を負いつつ，政治的主体でもあるような，そ

ういう存在であった。

　しかしながら，ローマ市民のほとんどは，共和政の末期に入ってまで独立自

【論　説】

古代ローマにおける「市民」と「市民権」
　

 的射場　敬　一

　　　目　　次

　はじめに

1　ローマ建国と市民

　1．1　クリアと市民

　1．2　セルウィウス王の改革─市民団の再編とケントゥリア制─

2　共和政ローマと市民

　2．1　身分闘争

　2．2　市民権概念の成立と市民権付与政策

　結びに代えて
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営農民であり，平均的な耕地面積はそれほど大きいものではなく，2，3 ヘクター

ルかせいぜい 7，8 ヘクタールであった（2）。農家は，たとえば鉄製品や場合によっ

ては陶器類などの特殊な品物，そして，いくつかの種類の原料以外は自給自足

でまかなっていた。古い時代のローマでは，市民間の貧富の差も後の時代ほど

には大きくはなく，平均的なローマ人は，家族や少数の奴隷とともに，みずか

らも額に汗して自分の土地を耕し，戦争がおこると自前で武装して出征した。

このような自営農民としての市民の姿が，ずっと後になっても，ローマ人にとっ

ての理想的人間像として考えられたのである（3）。

　ここまでの範囲で言えば，ギリシアポリスの市民とローマ市民の間には，ほ

とんど相違がない。ギリシアとローマの決定的な違いは，市民団・市民権の性

質にあった。ギリシアのポリスは，慢性的な戦争状態にあったが，それは国境

をめぐる争いであり，他の都市を占領し領地を拡大するようなことはなく，そ

のことは市民団・市民権の閉鎖性に特徴的に現れていた。これに対してローマ

は，都市国家から出発しながらも世界帝国になるまで拡大し続けたことからも

わかるように，市民団も市民権もギリシアとは違い，開放的であった。

　リウィウスは，ローマ人の祖先をトロイ戦争で負けて安住の地を求めて流浪

していたアエネアスに求めている。アエネアスは，なぜラウレンス人の地に上

陸したのかと尋ねられて「衆勢はトロイア人，指揮官はアンキセスとウェヌス

との間に生まれたアエネアス，祖国を焼かれ，故郷を追われて放浪し，定住

後，都市建設の地を求めている」（Liv. 1.1.8）（4）と答えている。都市ローマを作っ

たロムルスも，近隣部族の民衆が逃れて来るための「避難所（アシュムール）」

を開いている。そこには「自由民も奴隷も区別なく，近隣部族から人々が群れ

となって集まってきた。彼らは新しい生活にあこがれて国を捨ててきたのであ

る。」（Liv. 1.8.6）（
5）

　バーナード・クリックによれば，実際にローマ人たちは，ローマ建国につい

てのこのような伝承を信じていると公言して憚らなかったという。「彼らの都

市は一人の英雄，誰であろうトロイアを逃れたアエネアスによって建設された。

だが，その後継者たちが多くの追随者を集めることができたのは，ローマ市を

的射場敬一.indd   2 2010/03/23   16:56:48



─ 99 ─

政治研究　創刊号

法律による保護を剥奪された者や亡命者たちの避難所にすることによってであ

る，と。」（
6）

　 開放的な市民団，そして，市民権となったローマの歴史において，そのこ

とに与って力があったのは，まず何よりも六代目の王セルウィウス・トゥリウ

スによる改革であり，そして，共和政とともに始まった身分闘争である。「市民」

と「市民権」を軸に，ローマとローマ市民団はなぜ拡大することができたのか，

その歴史とメカニズムのいったんなりとも明らかにすることが，この小論の目

的である。

　1　ローマ建国と市民

　1．1　クリアと市民

　伝承によればローマは，紀元前 753 年，伝説の王ロムルスによって建国され

た。それは奇しくもギリシア世界において都市国家ポリスが形成されたのと時

を同じくする。そのロムルスは王ではあったが，建国したのは王国ではなく市

民共同体としての都市国家であった。そのことは，その最初の事業が，宮殿の

建設ではなく都市城壁の建設であり市民団の構成であったことからもうかがい

知れる。

　リウィウスによれば，「ロムルスはまず自分が育ったパラティウムを城壁で

取り囲」（Liv. 1.7.3）（
7）み，そして，「まわりの土地を次から次へと城壁で囲い

込みながら拡大を続けた。」（Liv. 1.8.4）（
8）ロムルスは，都市ローマに集めた民

衆を「30 のクリア curiae に分け」（Liv. 1.13.6）（
9）た。クリア（curia）は市民団

の最小単位であり，10 のクリアが集まって一つの部族（トリブス）を構成した。

プルタルコスによれば，ロムルスは，「3 部族を設けて，一つはロムルスに因

んでラムネンセス，一つはタティウスに因んでタティエンセス，一つはルケレ

ンセスと名づけた。」（
10）。このように一国の市民団がクリアや部族（トリブス）

などの下部単位に分けられ，それに基づいて国家が編成されるというのは，古

代ギリシアやローマにおいて等しく行われていたことなのである（11）。モムゼ
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ンによればローマの建国は，「アッティカでアテナイが生まれた集住（シュノ

イキスモス）のごときもの」（
12）である。つまり，伝説の王ロムルスは，ギリシ

アポリスの形成と同じように散在していた民衆を一か所に「集住」させること

で市民団を形成し，その市民団の居住地としての都市の建設を行ったのである。

そのことを象徴するものとして，都市城壁の建設があった。

　市民団の最小単位としてのクリアの原義は，「保護・世話・後見」（
13）である。

クリアは，特別な世話役としてのクリア長（curio）のもとにあり，クリア成員の，

つまりローマ市民の「遺言および養子縁組を監督」していた。それは，市民に，

「防衛共同体への加入をゆるしそれとともに土地所有を許」（
14）すことであった。

ローマ形成期のこの段階では，ローマの人びとは，「氏族 - 家族のいずれかに

生をうけて初めて当該クリアへの所属を認められた」のであり，クリアに所属

することによって，ローマの市民団の成員権としての市民権を得ていたのであ

る。つまり，「トリブス - クリア制による市民団の編成は，基本的には『血縁的』

原理」（
15） 

によっていたのである。

　それぞれのクリアはクリアの祭司（flamen curialis）を持ち，共同の祭祀を行っ

ていた。クリアが部族（トリブス）の下位組織であったことから，ギリシアポ

リスにおける部族（ヒューレー）の下位組織であったフラトリア（兄弟団）と

同一視されることもある。しかし，ウェーバーによれば，ギリシアのフラトリ

アとはその性格を異にするという。というのはフラトリア（兄弟団）とは違い，

クリアは「法的な行為能力」（
16）は持っておらず，それゆえ「団体的な性格」を持っ

ていなかったからである。そういう意味ではクリアは，「祭祀的ならびに行政

上の単位」（
17）にすぎなかった。戦士の招集もクリアごとに行われ，各クリアか

ら歩兵百人（「百人隊」，ケントゥリア centuria）を出し，貴族の騎兵十名（「十

人隊」，デクーリア decuria）を出した。つまり，クリアは軍事的単位としても

機能していた（18）。

　プルタルコスによれば，「ローマ市が建設されると，まず第一に，ロムルス

は丁年に達した大衆を軍団に分けた。各軍団は歩兵三千と騎兵三百からなって

いた」（
19）というように，その軍事力の担い手は市民であった。現代の戦史研究
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者のゴールドワーシーも「ローマの軍団の起源は市民軍」（
20）としており，ギリ

シアでそうであったように，ローマにおいても貴族だけでなく，武装を自弁す

る財力を有した独立自営農民が軍事力の担い手であった。市民は，国家財政の

担い手であるのは当然として，最も重要な市民の仕事は軍務であった。という

のは市民団しか武器を担う権利と義務を持っていなかったからである。市民は

同時に「戦士団」（
21）であった。ロムルスは，ローマ建国の当初から近隣部族の

民衆が逃れて来るための「避難所（アシュムール）」（Liv. 1.8.5）を作った。そ

こには「自由民も奴隷も区別なく，近隣部族から人々が群れとなって集まって」

（Liv. 18.6）（
22）来れるようにしたのである。武装自弁の市民軍の伝統のもとにあ

るローマにとって「力の源泉」はまさに民衆であり，ローマが拡大し続けるに

は，市民の増大は不可避であったのだ。ローマの市民権がギリシアとの対比で

言えば開放的であったことの理由の一端はここにある。

　初期の民会と元老院について簡単に触れておこう。

　「ロムルスは民衆を集めて会議を開き，法体系を整備した」（Liv. 1.8.1）（
23）と

リウィウスが述べているように，30 のクリアが集まって「クリア民会と称さ

れる集会」（
24）が形成された。この民会の主な権限の一つは，市民が王に対して

最高権限を与えることであった。ローマ市民は王に軍事権を委ねたが，王を含

む貴族などの有力者は，「神の恩恵にもとづく貴族」だと主張できるようなも

のではなかった（25）。彼らはその他の自由民とかけはなれた富者でもなく，ま

た身分的に隔絶していた訳でもなかった。しかしながら，ギリシアポリスとは

違い，民会においては王以外はだれも集会では発言せず，市民団の発言は王の

問いに対する簡単な返答にすぎなかった。討議もなければ理由づけもなく，条

件はつけられず質問の区分けもなかった（26）。戦争または平和に関する決議案

を王が提案し，クリア民会がそれを承認したのだが，それは，「同意の印に武

器をぶつけあう」（
27）ことによって承認したにすぎなかったのである。

　ロムルスはこのようなローマ市民の「力に思慮を与え」るために，「100 人

の元老院議員を選出した」（Liv. 1.8.7）（
28）のである。プルタルコスは，「最も優

れたもの百人を相談役に指名し，その人びとをパトリキウスと，その集まりを
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セナトウス（元老院）と称した」（
29）と述べている。王権は弱く，元老院によっ

て補佐されていたのである。

　1．2　セルウィウス王の改革─市民団の再編とケントゥリア制─

　ロムルス以来の 3 部族（トリブス）－ 30 クリアからなる市民団の編成を大き

く変更したのは，伝承によればローマ六代目の王セルウィウス・トゥッリウス

である（30）。セルウィウスは，「人の居住する丘や街区を四つに分け，それらを

地区（トリブス）と呼んだ」（Liv. 43.13）（
31）。すでに述べたように，氏族に基

礎をおいたローマ建国の王ロムルスによる「トリブスークリア制による市民団

の編成は，基本的には『血縁的』原理」（
32）であった。これに対して，六代目の

王とされるセルウィウス・トゥッリウス王による新市民団の編成は，「居住地

に依拠し」（
33）たものであり，「『地縁的』」原理による構成」（

34）をとっていた。

　ロムルスがローマ建設にあたって「アジール」（避難所）を設けたことに象

徴されるように，ローマは外に向かって開かれていた。しかし他方で，ロムル

スの事蹟とされるトリブス - クリア制による市民団の編成が血縁的原理に基づ

いている以上，ローマ領に住みながらもクリア組織から排除されていた自由民

がたくさんいたことは当然のことであろう。流入する外国人がクリア成員にな

ることは原理的に不可能だったからである。砂田徹氏によれば，市民権をもた

ない自由人は， （i）土地を失いクリア籍を離れた人々，（ii）有力者の庇護民と

なった敗戦共同体の住民　（iii）主にエトルリア人からなる新来の商工業者など

からなっていた（35）。セルウィウス王の地縁的原理に基づくトリブス制による市

民団の再編成は，これらの自由民を市民団のなかに繰り入れるための方策だっ

たのである。セルウィウス王にこのことを促したのは，何よりも軍事的な要請

であった（36）。近隣の山地諸民族（ウォルスキ人やサムニウム人など）のローマ

への進出は，ローマに「集団的訓練を受けた歩兵戦闘の遂行」（
37）を余儀なくさ

せた。騎士による個人戦から重装歩兵の集団戦へと戦いの形式を移行させたの

で，武装自弁の市民兵の数が必要だったのである。クリアの外にいる自由民を

市民団に編入することは，ローマにとっては切実な要請であった。ローマは自
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己保存のために，ギリシア伝来の重装歩兵の密集方陣の戦術を採用し（38），「す

べての市民の経済的武装能力を利用しつくす」（
39）決断をしたのである。

　市民団の新たな編成のためにセルウィウス王は「戸口調査」（ケーンスス）

を行った。王は市民を居住地のトリブス（区）に属することによって市民資格

を獲得できるようにした。戸口調査では土地所有の面積と，奴隷や貴金属所有

などによる評価が申告されたが，この時土地を申告できた者が，正式のトリブ

ス員（tribules）となることができ，武装出陣義務・投票権・納税義務を含む

完全市民（アッシドゥイ asidui）であり，これに対して土地をもたず武装自弁

のできないものはプロレタリィ（proletariı−）とよばれていた（40）。トリブス員と

しての完全市民になることができたのは土地所有者のみであり，軍役の代わり

に貨幣租税を支払う有産の非土地所有者，つまり，土地以外の財産をもつ者（商

人，職人）などはアイラリイ（aerarii）とよばれ，武装義務と投票権を欠いた

不完全市民であった（41）。

　セルウィウス王は「戸口調査に基づき，階級（クラッシス）と百人隊（ケン

トゥリア）を定め，その序列を確定した」（Liv. 42.5）（
42）のだが，その詳細は以

下のようなものである。

　「資産評価が 10 万アス以上になった者から，80 の百人隊を作った。内訳は，老年組，

青壮年組それぞれ 40 であった。彼らは全体として第一階級と呼ばれた。老年組はロー

マの守備のため市内にとどまり，青壮年組は国外での戦いに従事することとなった。

彼らに要求される武具は，兜，丸盾（クリペウム），脛当て，胴鎧で，すべて青銅製

であった。以上は体を守る武具である。攻撃用の武器としては，突き槍と剣が求め

られた。この階級には工兵の百人隊が二つ加えられた。彼らは武具を持たずに従軍し，

戦場で攻城機を動かす任務が与えられた。 第二階級は 10 万アスから 7 万 5000 アスま

での資産評価の者たちである。老年組，青壮年組あわせて 20 の百人隊が登録された。

要求される武具は，丸盾のかわりに大盾（スクートゥム）でよいこと，そして胴鎧

が求められないことを除けば，第一階級と同様であった。第三階級は 5 万アスの資

産評価の者たちとした。第二階級と同じ数の百人隊が登録され，年齢別編成も同じ

であった。武具については脛当てが免除されたほかは違いがなかった。第四階級は 2

万 5000 アスの資産評価の者たちであった。百人隊の数は同数であったが，武具につ

いては大きな違いがあり，突き槍と投げ槍の他には何も求められなかった。第五階
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級は規模が大きく，百人隊は 30 を数えた。彼らには投石噐と投石用の石を運ぶ役割

が与えられた。ここには角笛吹きと喇叭吹きからなる 3 つの百人隊も加わり，階級と

しては 1 万 1000 アスと評価されていた。残りはこれより資産評価の低い者たちであ

り，彼らから一つの百人隊が作られた。彼らは兵役免除であった。以上のように歩兵

隊の編成と装備が決まると，騎兵については有力市民からなる12箇の百人隊を編成し，

ロムルスが三隊の騎兵を創設した時につけた名前のままで呼ばれていた 6 箇の百人隊

に新たに加えた。」（Liv. 1.43. 1-9）（
43）

　

　トリブス（区）に属する市民たちは，戸口財産調査によって，財産を基準

にして軍隊に動員しうるいくつかの等級に区別され，ケントゥリア（百人隊）

として組織された（44）。財産評価に従って騎士（貴族）と歩兵に分けられ，騎

士は 18 ケントゥリア（百人隊）に編制された。歩兵はさらに財産評価に応じ

て 5 つの階級（クラシス）に区分され，裕福な第一階級は 80 ケントゥリアに，

第二，三，四階級はいずれも 20 ケントゥリアに，第五階級は 30 ケントゥリアに

編制した。この他工兵 2 ケントゥリア，器楽兵 2 ケントゥリア，財産がなく兵

役につけない階級が 1 ケントゥリアあり，総計 193 ケントゥリアであった。ケ

ントゥリアに組織された市民は，武器をもって市内にはいるのを禁じられてい

たので，ケントゥリア（百人隊）ごとに武装してローマ市郊外のマルスの野に

集まり，集会を行った。そこでは国事の重要な事項や宣戦布告などの投票がお

こなわれた（45）。投票は，各ケントゥリアが一票をもって行われた。

　「投票に順序を設けたのである。その結果，投票権を剥奪された者はだれ一人とし

てないように見えながら，実は，すべての権力は有力者の掌中に帰することとなった。

というのは，投票に際して，最初に騎士が召喚され，次に第一階級の歩兵，すなわ

ち八〇の百人隊が続いた。この段階で票が割れたときにはじめて（そういう事態は

稀であった）第二階級が呼ばれるのである。これより下の階級に投票が移り，最下

級の出番が訪れることはまずなかった。」（Liv. 1.43.10-13）（
46）

　つまり，騎士が 18 票，重装歩兵で出陣する富裕農民よりなる第一階級が 80

票，合計で 98 票となり，これだけで 193 票の過半を制したから，貴族と平民

上層が国政を動かしていたことを示している。この集まりが後にケントゥリア

会（兵員会 comitia centuriata）と呼ばれ，共和政ローマ時代の民会の一つとな
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る（47）のである。トリブスの下にあるこのケントゥリア（百人隊）は市民団の

基幹区分となり，その所属者を軍隊で勤務させるための基礎となった。おそら

く一投票ケントゥリアから少なくとも 100 名を軍隊に出す義務があった。軍事

義務は当然のことながら富裕層が重い。その軍事的重要性と投票権をリンクさ

せ，「すべての権力は有力者の掌中に帰する」ことが，その狙いであったので

あろう。

　このようなリウィウスによって説明されているケントゥリア制に関しては，

その時間的矛盾がすでに指摘されている。ここでは歴史家マイヤーの説をその

まま紹介しよう。

　「第一に，この制度の構成は甚だ複雑で，非常に古い制度ではありえない。

第二に，騎兵 1800 名を含む 193 ケントゥリアというのは，王政期のローマが

とうてい持てないような大人口を前提としている。そして最後に，ローマは前

3 世紀初めに至ってようやく貨幣鋳造に入ったから，伝えにいう［財産評価額

の］の数値は別としても，そもそも貨幣額によって財産評価の等級をきめるこ

とがやっと可能になったのである」（
48）。

　 しかしながら，フランスの歴史考古学者アレクサンドル・グランダッジに

よれば，市民団の「再編成が歴史的事実であったことはいまや衆目の一致する

ところである」（
49）という。とすれば，リウィウスが詳細に書いているような財

産評価と階級（クラシス）制にもとづくケントゥリア制は共和政期の産物であ

るにしても，血縁的原理にもとづくトリブス - クリア制から地縁的な原理にも

とづくトリブス制へと市民団へと再編されたという大枠は，おそらく歴史的事

実であろう。すでに述べたように，ローマが直面してきていた軍事的要請に応

えるには，そして，武装自弁の市民軍の伝統のあるローマにおいては，クリア

から排除されていた大量の自由民を市民団の中に編入することは切実かつ重要

な課題であったからである。セルウィウス王の改革によって確立された「地縁

的」原理による市民団の編成は，それまでの「血縁的」トリブスと違い，各ト

リブスの拡張やトリブス数自体の増加によって論理的にどこまでも市民団を拡

大させることができるシステムであったからである。この制度は共和政期にも
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維持され，市民団の拡大に実践的にも対応していくのである（50）。

　もちろん，このような地縁的原理と財産評価を基礎として新たに都市を再編

するというセルウィウス王の改革は，氏族制貴族の反対を誘発せざるをえな

かった。セルウィウス王を殺し王位についた，ローマ最後の王ルキウス・タル

クィニウス・スペルブス（傲慢王）は，兵役だけでなくユピテル神殿の工事や

「競技場の観覧席を作る工事と，ローマのすべての汚物を流す大下水溝を地下

に通す工事」（Liv. 1.55. 2）（
51）の労役に平民を動員し，彼らを苦しめた。王政の

打倒を叫ぶ貴族（パトリキ）のブルトゥスは，「タルクィニウス王自身の傲慢と，

下水溝作りに動員されて疲弊する平民の辛酸」（Liv.  1.59. 9）（
52）を市民に訴えた。

「彼の言葉に突き動かされた民衆は，王の命令権を否定し，ルキウス・タルクィ

ニウスおよびその妻子の国外追放を決議した」（Liv.  1.59. 11）（
53）のである。

　王制の崩壊へと至る動きは，おそらく平民の兵役や労役の負担への不満を利

用した貴族（パトリキ）の唆（そそのか）しによって起ったものである。そ

れゆえ，この王政と交替した共和政は，共和政成立後の身分闘争からも明ら

かなように少数の貴族（パトリキ）の専有物となるのである（54）。

　2　共和政ローマと市民

　2．1　身分闘争

　紀元前 509 年，貴族（パトリキ）たちは，最後の王を追放してローマを共和

政にした。王政打倒を主導した貴族（パトリキ）は，自分たち以外の市民を平

民層（プレブス）とし，かれらを政治から遠ざけ，政治権力を彼らだけで独占

し，世襲貴族を形成しようとした。それゆえ共和政樹立直後から貴族と平民の

対立が激化した（55）。

　紀元前 494 年，貴族（パトリキ）の圧制に不満を抱く平民層（プレブス）が，

新都市建設のためローマ近郊の聖山に立てこもった。元老院は妥協し，平民二

人からなる護民官が設置され，かれらの「身体不可侵」権と，「コーンスルに

対抗して平民を擁護するための特権」（Liv. 2.33. 1）（
56），すなわち元老院の決議
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やコンスル（執政官）をはじめとする公職者の決定に対して拒否権を行使する

こと（57）が許された。貴族が譲歩したのは，外敵の攻撃に弱い地点に位置するロー

マにとって，ローマ軍団の中核をなす平民層（プレブス）の「市外退去」（セケッ

シオ secessio）は，市民軍の存立を危うくするものであった（58）からであった。

　負債を抱えていた平民は債権者の貴族（パトリキ）との訴訟にさらされて

いたが，その訴訟はほとんどが貴族（パトリキ）の権益擁護に終わっていた。

貴族が慣習法の知識を独占し悪用していると考えた平民は，裁きの公正さを

求めて法の明文化と公開を求めて戦った。紀元前 450 年に十表の成文法（翌

年，二表追加）が制定されるに至った。最初のローマの法典，十二表法（Lex 

duodecim tablarum）である。一連の闘争の主要な担い手は有産平民層であった。

彼らは，軍の主力として従軍し，集中的に戦争の災厄を蒙るだけに，債務問題

から無産者に転落する危険を切実に感じ，すでに進行している負債問題の解決

を強く求めたのである。負債による無産者の増加が市民団の防衛力低下を招き，

市民団の存立を危うくすることは，貴族も認めるところであったので，平民の

法明文化の要求を受け入れたのである（59）。この十二表法の制定によって，貴

族（パトリキ）と平民（プレブス）とは，市民権保有者として法の前に平等な

市民団が形成されたであるが，貴族は，追加二表によって平民との通婚の禁止

の規定を盛り込んだ（60）。しかし，紀元前 445 年には，護民官の一人カヌレイ

ウスの提案によって貴族と平民との間の通婚権が認められた（61）のである。

　紀元前 400 年ごろ，ケルト人がアルプスの峠道を越えてイタリアにあいつい

で寄せる波浪のようにどっと殺到した（62）。紀元前 387 年，ローマは思いもか

けぬ大災厄にみまわれた。ローマ人は全兵力をくりだして市の北方でケルト系

のガリア人を迎え撃ったが，はじめて接した異民族の長剣の前に大敗北を喫し，

カピトルの丘をのぞく全市が掠奪されて焼かれた（63）。ローマはガリア人によ

る掠奪後の窮乏の中で城壁修築や続発的戦争を行わなければならず，いきお

い平民に過重な負担（公課・軍役）がのしかかり，負債や土地に関する古く

からの問題が深刻化した。「暴力と平民の悲惨さが日を追って増大し」債務の

「返済を強いられ」（Liv. 6.34. 1）（
64）ても，「家財からは与えるものが何もなかっ
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たので，判決をうけ［債務者への］帰属が宣言された者たちは，評判と身

体で債権者を満足」（Liv. 6.34. 2）（
65）させるしかないような状況であった。か

かる状況は，貴族・平民両層間の社会対立を再燃させずにはおかなかった（66）。

紀元前 377 年，護民官ガィウス＝リキニウス Gaius Licinius，ルキウス＝セク

スティウスLucius Sextius による平民に対する救済案が拒否されたのを契機に，

10 年におよぶ身分闘争が起った（67）。

　紀元前 367 年，それまで護民官として苦闘をつづけたリキニウスとセクス

ティウスの二人の提案により，劃期的な法案が成立した。ローマ身分闘争史

上の画期をなすと言われるリキニウス＝セクスティウス法（Leges Liciniae-

Sextiae）である。平民の借財問題については借財の切り捨てではないが，債務

者に有利な返済方法を定めた。貴族（パトリキ）による共有地の占有については，

だれも 500 ユゲラ（約 125 ヘクタール）以上を占有してはならぬとし，そこに

放牧する牛，馬，羊の頭数までも制限した（68）のである。そして，この法によっ

てこれ以後二人のコンスルのうちの一人は必ず平民たることとされ，平民に最

高の政務官への道が開かれたのであった。しかし実際にコンスルに就任したの

は平民の最上層の家柄に限られ，これ以後は旧来の貴族ではなく，コンスルを

出す平民の最上層と貴族から成る名門（ノビリス）という新しい支配層が共和

政末期までローマの政治を支配したのである。

　ローマ人は，人身の自由をもっていたが，身分闘争前には上流層（有力者層）

つまり貴族（パトリキ）に比べて私法的に低い地位にあり，実際上政治的権利

も与えられていなかった（69）が，かかる身分闘争によって平民は貴族の譲歩を

勝ち取り，私法的にも公法的にも平等な権利を勝ち取っていったのである。貴

族が譲歩し続けたのは，この時期の近隣諸種族との戦争のゆえであった。ゴー

ルドワーシーによれば，「ローマの軍団の起源は市民軍」（
70）なのであり，貴族

だけでなく，武装を自弁する財力を有した独立自営農民もそうであった。平

民は，「コミュニティを防衛するために戦うという義務をはたすことを通じて，

都市における政治権力を獲得し，拡大させていった」（
71）のである。

　貴族と平民の身分闘争は，紀元前 287 年の独裁官ホルテンシウスによるホル
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テンシウス法（Lex　Hortensia）の制定によって終わりを告げた。この法律に

よって，平民会の議決は，元老院の承認を経ずとも直ちに法律となる（72）こと

になり，貴族と平民の法制上の不平等は消滅した。この法律で，平民は投票権

だけでなく，執政官になる被選挙権さえ得たのである。

　2．2　市民権概念の成立と市民権付与政策

　ローマが，ローマ人以外に市民権を付与し，新市民を創設したのは，紀元

前 387 年のガリア人によるローマの掠奪の後に，近隣のウゥルキス族との戦

いの最中のことであった。リウィウスによれば，「一連の戦争でローマ人のも

とに逃れていたウェイイ人とカペナ人とファレリイ人が市民団の一員として

受け入れられ，土地がこれらの新市民に分与された」（Liv. 6.4.4）（
73）のである。

弓削達氏は，これは，土地を割当て「かれらにローマ市民権を与え，ローマ

市民共同体に入れた」ということであり，「こういった施策は，この時の例外

なのではなく，その後の数百年の歴史においてさまざまな機会に種々な形で

継承・発展させられてゆき，ついに紀元 212 年におけるローマ市民権の一般

的付与令すなわちアントニーヌス勅法（Constitutio Antoniniana）に至る」（
74）

と述べている。

　  これは，難民に対して，ある意味，個々に市民権を付与した例であるが，「ラ

テン人コミュニティ」を「まるごと市民団に吸収」（
75）するような形で市民権を

付与したのが，紀元前 353 年に征服したエトルリア人の都市カエレに対してで

ある。ローマは，都市カエレに対して「選挙権を伴わぬローマ市民権」（キー

ヴィタース・シネ・スフラーギオー）を付与し，同盟関係を結んだ。これが，

同盟政策の一環としてのローマの市民権政策の「最初の実例」（
76）なのである。

ブライケンもラテン戦争直前のエトルリア人の都市カエレの「ローマ市民団へ

の編入が，『市民権』の観念を作り出したという可能性がある」（
77）と述べている。

すなわち，カエレの住民は，ある程度独立性を維持し，「選挙権を伴わぬロー

マ市民権」（不完全市民権）という形でローマ人としての政治的諸権利の享受

を明示的に拒否されつつ，ローマ人の国家に編入されたのである。
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　ブライケンによれば，他の諸国民に与えることができるような「市民権」と

いう概念が生じるには，その内容が抽象化されていることが必要なのである。

このような市民権の抽象化に与って力があったのが，すでに述べた個々人の政

治的意識を鋭くさせた身分闘争だったのである。ローマ市民とりわけ貴族がも

つ私法的・政治的諸権利は，その身分に付属する固有の権利なのであり，「ロー

マ国家という団体を構成するかれら自身から切り離すことのできるような抽象

的な権利」とは考えられないものであった。つまり，社会的・政治的な流動性

がなく，個々の権利を特定の人間と結びつけないで抽象的にとらえ，私法的・

政治的権利や政治的資格，成員権などをひとまとめに市民権として括ることは，

そもそも不可能であったので，「市民権」という考え方が出てこなかったので

ある。それを可能にしたのは，国内の政治的闘争が「市民であることの意味」

を意識させてからのことであり，「個人の政治的意識を鋭くさせた身分闘争が

『市民権』という抽象的概念成立の前提となった」（
78）のである。

　紀元前 340 年に始まるラチウム同盟都市との全面戦争（前 340 ─ 338 年）は，

ローマによる「ラティウム統一」を結果したと言われるが，それは，その後のロー

マの拡大の基礎をなすものであった。ローマは，戦ったラチウム都市から領域

の一部を割取するだけで，従来の独立と自治を認め，こられの都市にローマ市

民権を与えた。ローマは征服した都市の確実な支配のために，それらの都市の

市民にローマ市民権を与え，「市民権所有の平等という市民団の原則を援用し

て」ローマの市民団の中に組み込んだのである。ローマ市民権を付与されたラ

チウム都市の市民は自分の所属する都市とローマとの二重市民権を有すること

になったが，それは，彼らに負担を倍増させることでもあった。有事の際には

「自動的にローマ市民としての負担（ムヌス munus，軍資，兵士，資材の提供）

を負う」（
79）ことになったからである。アリキア，トゥスクルムなどのラテン市

に対しては通婚権・通商権，そして民会での投票権をもつローマの完全市民権

を付与した。これは理論的擬制ではなく，現実にローマの民会（トリブス会）

で投票権を行使することができたのである。ウォルスキ，カンパニなどの非ラ

テン系の部族や都市には，通婚権や通商権は有するが投票権は持たない不完全
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市民権を付与し，ローマ市民団への「政治的権利なき市民としての被征服民の

編入」（
80）を行ったのである。こうしてローマは，市民権を各都市や部族に付与

するという政策によって，各都市・部族の独立と自治だけでなく，ローマ市自

身の都市国家機構に手を加えることなく，一種の支配関係を作り出した（81）の

である。

　これらの不完全市民権を付与された諸都市の不満が，紀元前 91 年から 87 年

まで続く同盟市戦争になった。この戦争は，ポー川以南の全イタリア諸都市に

対してローマの完全市民権を付与することによってようやく鎮静化したが，こ

れ以降，イタリア人はすべてローマ市民となり，ここに旧来の都市国家として

のローマは形態上終わりを告げた。ローマは，征服した都市や植民都市の住民

に，ローマ市民権とそれぞれの都市の市民権という二重の市民権を許容した（82）

のである。

　ローマは，解放奴隷にも市民権を付与した。自由民となった元奴隷には不完

全市民権が与えられたが，解放奴隷の息子はローマの完全市民権を得ることが

できた（83）のである。奴隷は解放によってローマ市民となったが，この解放奴

隷（リーベルトゥス）は社会的に蔑視されただけでなく，法的にも低い地位に

あった。解放奴隷の子は自由人として生まれた者であるから，その代になって

はじめて完全に市民として認められたが，それでも奴隷の血を引くということ

が，人間関係において汚点としてつきまとった。ローマ人が解放奴隷を市民の

中に受け入れたのは，かれらが奴隷に対する寛大な態度を生来身につけていた

からではなく，ローマ人の家構造のもたらす一つの帰結であった。奴隷は解放

とともに，元来は政治的に無権利で，私法的にも貴族たる家長やその実子たち

より地位の低い庇護民（クリエーンス）のグループに入ったのである。身分の

分化が進んでおらず，氏族制的な人的結合団体を基礎としていた初期の社会に

あっては，解放奴隷の属すべき場所は他になかったからである。身分闘争に

よって庇護者層であった平民が法的にも平等で政治的に同権の市民となった時

に，解放奴隷もこの恩恵に浴することになった（84）。これら解放奴隷は，おそ

らく「最下級の市民として」，「土地のない市民と一緒に，都市（トリブス）区
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へ登録された」（
85）のである。

　結びに代えて

　軍団はローマ軍の主体であり，入隊にはローマ市民権を持つ者であることが

必要条件であった。さらに財産による条件が設けられていて，軍団の中核をな

したのは武装が自弁できる中小農民であった。武器を自弁できない貧困市民は

軍団勤務から除外されていて，この「軍団勤務のための資格財産を持たない者

がプロレタリイと呼ばれ」（
86）ていた。このような市民軍の伝統をもつローマに

とって，債務と土地問題は，大きな問題であり，それが国内の政治闘争の原因

であり，身分闘争によって私法的・政治的権利の平等を獲得する動因ともなっ

たのである。

　  身分闘争の終結とともに平民の政治的エネルギーは枯渇し，ローマの度重

なる征服戦争の中で，軍団の中核をなした多くの中小土地農民は没落し，彼ら

は無産者に落としこまれた。ローマの征服が進むと，有力者たちはローマ人民

の公有地となった征服地を占有し，自分のものとしていった。リキニウス・セ

クスティウス法などによる，こういった傾向に歯止めをかけようとする試みも，

十分な効果をあげることはできなかった。征服がイタリアの外におよび莫大な

富が流入してくるにつれ，土地集中の傾向はますます激しくなった。外地でふ

ところを増やした有力者たちは，イタリアの小農民の土地をも自分の所領に兼

併していったのである。このような土地集中の傾向に対して，小農民は太刀打

ちできなかった（87）。彼らは度重なる戦争に駆り出され，経済力を弱められて

いたのである。当然のことながらそれはローマの軍事力の低下を招いていた。

護民官になったグラックス兄弟（兄ティベリウスは紀元前 133 年，弟ガイウス

は紀元前 123 年）は，この問題に対処しようとして没落した無産市民に土地を

再配分し農民層を再建しようとしたが，いずれも反対派によって殺され，失敗

した（88）。グラックス兄弟の改革運動が全体として失敗に帰して後は，このよ

うな流れに対する歯止めがなくなり，大土地所有は，イタリアの大きな部分を
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その手中におさめることになった。

　ローマの拡大によりいっそう多くの兵士が必要となるにつれて，その資格財

産額はしだいに引き下げられた。紀元前 107 年にコンスルとなったマリウスは，

兵制改革を行い，プロレタリイ（無産市民）をも徴兵の対象とし，それを志願

兵として採用することにしたのである。プロレタリイよりなる軍団は，将軍に

よって武装を整えられ養われたのであり，退役後の土地と戦利品の分配をあて

にしていた。「軍団はプロレタリイで構成されるようになり，軍団兵は職業軍

人と化した」（
89）のである。やがて，プロレタリイの志願兵が，従来の兵役義務

を負う市民からの召集兵よりも重要性を増し，将軍と募兵の間には保護者と被

護民の関係が生じた。ここにローマの軍隊は，ローマのために戦う市民軍から

将軍「個人の庇護関係と支持勢力とで」作られた将軍の「私兵軍」（
90）へと変質

したのである。

　共和政末期には，将軍たちの政争は，このような私兵を使った軍事的対決へ

と発展した。この時期は国内の内乱状態にもかかわらずローマの領域が著しく

拡大したが，それは，将軍たちが国内の政争を闘うために，軍隊と富と名声を

求めて対外戦争を積極的に進めたためである（91）。アウグストゥスが，将軍を

頂点とする複数の主従関係のピラミッドを一つのピラミッドにまとめ，この内

乱を終結させた際，すべての軍隊は，皇帝の所有物となったのである（92）。

　紀元 212 年，アントニヌス＝カラカラ帝が，ローマ帝国の全自由人にローマ

市民権を付与することを決めた。アントニヌスの勅令である（93）。それは，市

民権所有者として法の下の平等と自由を享受し自治を行っていたローマ市民

が，自らの政治的活動の舞台であった都市を喪失し，ローマという広大な帝国

のもとでまさに皇帝の「臣民」になったことを象徴するものでもあった。

　注

　（ 1 ）　 J・ブライケン『ローマの共和政』（村上淳一・石井紫郎訳，山川出版社，

1984 年），14 頁参照。

　（ 2 ）　前掲書，10 頁。
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　1　はじめに

　第 45 回総選挙（2009 年）に際し，各党は選挙のマニフェストを発表し，有

権者に訴えた。しかし，いずれのマニフェストも，現在の日本がかかえている

短期的な政策課題が中心で，主権，独立，領土の侵害といった国家存立の基本

にかかわる領土問題を論じる視点は欠落していた。領土問題は，本質的には利

害得失の問題ではない以上，領土問題の解決にあたっては，過去に締結された

国際的合意を尊重しつつ「法と正義」を実現することが，重要な原則となる。

　北方領土とは，現在，ロシアが実行支配している北海道根室半島沖合の択捉

島，国後島，色丹島，歯舞群島の四つをさし，わが国が先祖伝来の地として受

け継いできたもので，一度も外国の領土となったことのない，日本固有の領土

である。それゆえロシアにその返還を強く求めている。

　日本の「固有の領土」たる択捉島，国後島，色丹島，歯舞群島の北方領土の

総面積は 5,036 平方キロで，千葉県（5,157 平方キロ）とほぼ同じ面積である。

北方領土には戦前，1 万 7,291 人の日本人が住んでいた。この元居住者のうち

2008 年 3 月末現在の生存者は 7,797 人で，平均年齢は 75.5 歳に達している（「北

【論　説】

「固有の領土」としての北方領土
─その歴史的経緯と最近の返還論議─
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方領土問題対策協会」等調べ）。

　領土は国家にとって基本的な問題であり，今後の日露関係が安定した発展を

とげるためにも，北方領土問題の早期解決が必要不可欠である。そのためには，

まず北方四島が，我が国に帰属すべき領土であることを，国民の一人一人が正

しく認識し，北方領土問題の本質をつかむことが重要である。

　北方領土問題は，戦後永い間，日露間で交渉が続けられてきたが，交渉の基

準とすべき原則が，両国ではっきりしなかった。ようやく 1993 年に，細川首

相とエリツィン大統領との間で，領土問題の基礎となる「基準」が合意に達

し，両首脳が署名した「東京宣言」（「日露に関する東京宣言」）の二で，「日本

国総理大臣及びロシア連邦大統領は，……択捉島，国後島，色丹島及び歯舞群

島の帰属に関する問題について真剣な交渉を行った。双方は，この問題を歴史

的・法的事実に立脚し，両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の

原則を基礎として解決することにより平和条約を早期に締結するよう交渉を継

続し，……」が確認された。この文中の「両国の間で合意の上作成された諸文

書」とはなにか。具体的には『日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集』

を指している。この資料集は，日露両国民が日本とロシアとの間の「領土問題」

を正しく理解するための一助として，日露両国外務省が共同で作成したもので

ある（1）。

　この共同作成資料集に掲載された諸文書は，42 点である。この資料集が作

成される以前にあっては，自国に有利な資料を活用したり，疑問視したりして

いたため，不毛の議論が続いていた。しかし，この資料集作成により，1992

年以降は，日露両国は領土問題交渉に際して，基礎となる一つの土俵ができた

のである（2）。

　以下においては，まず，北方領土問題を正しく理解するための基本的な文献

である上記の「共同作成資料集」等に依拠しながら，北方領土が「日本固有の

領土」であることを，歴史的にたどってみる。その後で，近年の「北方領土」

返還交渉をめぐる論議の中で登場した「面積等分論」（3.5 島論）の源泉とその

問題点について述べる。
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　2　「固有の領土」としての北方領土 －その歴史的経緯

　（1）領土意識と国境

　日本はロシアより早く，北方四島の存在を知り，1644 年には，エトロフ（択捉）

島，クナシリ（国後）島の地名を明記した地図（正保御国絵図）（
3）が編纂され，

日本人がこの地に渡航している。松前藩は，17 世紀より北方四島の存在を認

識し，統治を確立していった。

　ロシア（帝政ロシア）の勢力は，18 世紀初頭にカムチャッカ半島を支配し

て後に，千島列島北部に現れ，北方千島周辺にも勢力を伸ばしてきた。千島へ

の実際の探検は，1711 年にはじまった。その主役のひとりは，カムチャッカ

のイワン・コズイレスフキーであった。彼が作成した地図は，全千島列島につ

いての日本人以外の手による初めての地図であった（4）。1792 年エカテリーナ

女帝は日本との交易を求めるため，ラスクマン使節団を根室に派遣し，わが国

との通商を求めてきた。このようなロシアの勢力に危機感を抱いた当時の幕府

は，通商を拒否しつつ，探検家の近藤重蔵，間宮林蔵らを国後島，択捉島，樺

太に派遣して状況を調査させた。あわせて，この地域の防備に努め，択捉島及

びそれ以南の島々に「番所」（
5）を設置して，外国人の侵入を防ぎ，これらの島々

の警備を強化して統治した。

　（2）国境確定

　一方，ロシア側も，千島列島に遠征隊を送って調査をはじめ進出をはかった。

これは，米英両国が動物資源や停泊中継地など求めて千島列島へ接近してきた

ことが影響したと考えられる。これに対しロシアは，北太平洋のロシア領を露

米会社の独占地域とみなして，外国船の立ち入りを禁止する動きにでた。ロシ

アがそうするためには，自国の領土を明示する必要があった（6）。また幕府が，

択捉より南の島々に番所を設置して，外国人侵入を防ぎ，現実に統治していた

からである。

　このように，わが国とロシアとの間に緊張感が高まってきた 1855 年 2 月 7
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日，日本は，アメリカ，イギリスに続き，ロシアとの間で通好条約を結んだ。

この条約は，択捉島と得撫島（ウルップ島）の間を国境線とし，択捉以南の北

方四島が日本の領土であることを承認した（7）。ニコライ一世は幕府との交渉を

はじめる前に，プチャーチン提督に対して，択捉以南を日本へ引き渡す（あた

える）よう指示していた。ニコライ一世によってプチャーチン提督にあてられ

た 1853 年 2 月 24 日皇帝陛下署名入りの訓令は，次のようなものであった。

　「この書簡（長崎表宛ての書簡と同様，その写しを添付してある）においては，

われわれとの通商関係開設に関する日本側への提案，及び追って指定する我々

の商船（必要があれば軍艦も）に対する日本の港湾への寄港許可に関する提案

の他，露日間の国境確定の要求も提示してある。国境問題に直ちに取り掛かる

との考えは根拠あるものと思われる。なぜなら，このことを通じ，我々はいわ

ば日本人が我々と交渉に入ることを余儀なくさせ得るからである。他の場合で

あれば，彼らは自らの慣習により直ちにこれを回避し，否定的な回答を出すで

あろうが，国境を明確にしたいとの我々の要望は，彼らにとり拒絶し難いもの

である。この国境問題に関する我々の要望は，（我々の利益を損なわない範囲で）

可能な限り寛大なものであるべきである。なぜなら，通商上の利益というもう

一つの目的の達成こそが，我々にとり真の重要性を持つからである。クリル諸

島の内，ロシアに属する最南端はウルップ島であり，同島をロシア領の南方に

おける終点と述べて構わない。これにより，（今日既に事実上そうであるよ

うに）我が方は同島の南端が日本との国境となり，日本側は択捉島の北端が国

境となる。日本政府が予想に反してウルップ島に対して自らの権利を主張する

場合には，先方に対し，この島が我々のあらゆる地図中でロシア領と記載され

ていること，また，アメリカ及びその種々の水域におけるロシア領を管轄する

露米会社が，他の我々のクリル諸島と同様ウルップ島を支配下におき，更には

住民すら有していることは，その帰属についての最良の証拠をなすものであり，

一般にこの島はクリル諸島における我々の領土の境とみなされている旨を説明

しえよう」（
8）というものであった。

　これは，北方領土（四島）を日本の領土として決着してよろしいというきわ
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めて重要な秘密指令をプチャーチン全権に対して正式交渉前に伝えていたこと

を示している。このことから分かるように，北方四島は，日本の領土であるこ

とが明らかになったのである。日露両国は，この条約交渉を伊豆半島の下田で

行い，幕府全権の川路聖謨とプチャーチンとの間での激しいやりとりのすえに

合意に達した。歴史の皮肉であろうか，会談が始まった翌日には，下田を襲っ

た地震によりディアナ号は大きな損害を受け，修理のため伊豆の戸田に向かっ

た。しかし途中強風により沈没したためプチャーチン以下全員負傷という惨事

に遭遇した。しかし地元住民の協力を得て上陸することができ，その後ロシア

将兵帰還用の代船のヘダ号を建造した。まさにそうした最悪の逆境下における

人間交流のなかで締結されたのが日露和親条約であった（9）。

　また，1875 年，わが国は千島列島をロシアから譲り受けるかわりに，樺太

全島をロシア領にするという内容の樺太千島交換条約を，ロシアとの間で結ん

だ。この条約の第二条には，「全露西亜皇帝陛下ハ第一条ニ記セル樺太ノ権利

ヲ受シ代トシテ其後胤ニ至ル迄現今所領『クリル』群島即チ第一『シュチシュ』

島第二『アライド』島……第十八島『ウルップ』島共計十八島ノ権理及ビ君主

ニ属スル一切ノ権理ヲ大日本国皇帝ニ譲リ而今而後『クリル』全島ハ日本帝国

ニ属シ柬察加地方『ラパツカ』岬ト『シュムシュ』島ノ間ナル海峡ヲ以テ露国

ノ境界トス」（
10）となっており，1875 年 5 月 7 日「セント・ピ－タースブルグ」

に於いて記名され，同 8 月 22 日批准され，同日東京に於いて批准書交換が行

われた。この件の背景には，「誕生直後の明治政府は，未だ権力基盤が脆弱であっ

た。そのような内外情勢にかんがみ，ロシアとの紛争を避けるためには，樺太

を放棄して，むしろ北海道の開拓に全力を注ぐべし」（
11）と説く黒田清隆（北海

道拓務長官）らの声が優勢となっていたことがあげられる。

　択捉島，国後島，色丹島及び歯舞群島の北方四島は，これまで一度も露国領

土になったことのない「日本固有の領土」であることは，この交換条約からも

明らかである。
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　（3）日ソ中立条約

　日露両国の領土問題に変化が出てきたのは，第二次世界大戦末期のことで

あった。1945 年 8 月 9 日，ソ連は，当時まだむこう一年間有効であった日ソ

中立条約を破って対日参戦した。日ソ中立条約は，松岡洋右外相，建川美次大

使，モロトフ外務人民委員との間で，1941 年 4 月 13 日にクレムリンで調印さ

れた。

　この中立条約の内容は，以下のようなものであった。

　「大日本帝国及ビソビエト連邦ハ両国ノ平和及友好ノ関係ヲ輩固ナラシムル

ノ希望ニ促ザレ中立条約ヲ締結スルコトニ決シ左ノ如ク協定セリ。第一条両締

約国ハ両国間ニ平和及友好ノ関係ヲ維持シ相互ニ他方締約国ノ領土ノ保全不可

侵ヲ尊重スベキコトヲ約ス。第二条締約国ノ一方カ又ハニ以上ノ第三国ヨリ軍

事行動ノ対象ト為ル場合ニハ他方締約国ハ該紛争ノ全期間中中立ヲ守ルベシ。

第三条本条約ハ両締約国ニ於テ其ノ批准ヲ了シタル日ヨリ実施セラルベク且五

年ノ期間効力ヲ有スベシ両締約国ノ何レ，一方モ右期間満了ノ一年前ニ本条約

ノ廃棄ヲ通告セサルトキハ本条約ハ次ノ五年間自動的ニ延長セラルタルモノト

認メラルヘシ。第四条本条約ハ成ルヘク速ニ批准セラルベシ批准書ノ交換ハ東

京ニ於テ成ルヘク速ニ行ハルベシ」（
12）。

　8 月 14 日に日本がポツダム宣言を受諾し，降伏を表明した後の 8 月 18 日か

ら同 27 日までに，ソ連は，千島の南部ウルップ島までの占領を完了した。さ

らに，8 月 28 日から 9 月 5 日までの間に，択捉島，国後島，色丹島及び歯舞

の全てを占領した。この不法占拠は，1991 年のソ連邦崩壊後に新しく誕生し

たロシア連邦においても継続されている。

　1941 年 8 月，ルーズベルト，チャーチルの米英首脳は，「大西洋憲章」に署

名したが，この憲章で，米英両国は，戦争の結果としての領土の拡張は求めな

い方針を明らかにした（13）。ソ連は，1941 年 9 月 24 日にこの憲章への参加を表

明した。1943 年 11 月 27 日のカイロ宣言は，同憲章を受けて，日本については，

日本が第一次世界大戦により得た太平洋の諸島，満州，台湾及び澎湖島，朝鮮，

それに「暴力および貪欲により日本が略奪した他のすべての地域から追い出さ

三浦信行.indd   6 2010/03/23   16:05:39



─ 123 ─

政治研究　創刊号

なければならない」（
14）と宣言した。

　千島列島は，樺太千島交換条約によって，わが国が譲り受けたものであり，

日本によって「暴力および貪欲により略奪」された地域でないことは確かであ

る。日本の固有の領土である択捉両島，国後島，色丹島，および歯舞群島が，

カイロ宣言に述べられた日本国の略取したる地域ではないことは，当然である。

　（4）ヤルタ協定の効力と問題点

　ロシア側は，「北方領土の不法占拠」について，異議を唱えている。その根

拠として挙げているのが，1945 年 2 月 8 日から 11 日にかけて，黒海沿岸のク

リミア半島で開かれた会談でとりきめられたヤルタ協定である。この会談には，

ルーズベルト大統領，チャーチル首相，スターリン元帥が臨み協定に署名した。

ルーズベルトは病身の身で参加した。戦後処理体制を作ったことから，後に「ヤ

ルタ体制」とも呼ばれている。

　わが国の北方領土問題も，この会議の一部であった。ヤルタ協定には，樺太

の南部および隣接するすべての島をソ連に「返還する」こと，および千島列島

をソ連に「引き渡す」ことが書かれている。具体的には，『日露間領土問題の

歴史に関する共同作成資料集』の序文にあるように，ヤルタ協定は，ソ連の対

日参戦の一つとして，クリル諸島のソ連への引渡しを規定した。ソ連は，ヤル

タ協定により，択捉島，国後島，色丹島及び歯舞群島を含むクリル諸島のソ連

引渡しの法的確認が得られたと主張していた。日本は，ヤルタ協定は領土の最

終的処理に関する決定ではなく，また当事国でない日本には，法的にも政治的

にも，ヤルタ協定に拘束されないとの立場である（15）。

　このように，条文に明確に記載されており，まぎれもなく日本の立場が主張

されていることに注意しておかなければならない。にもかかわらず，ロシアは，

従来から北方領土問題について，その正当性の根拠としてこのヤルタ協定を引

き合いに出してきた。しかし，ヤルタ協定は，当時の連合国の首脳達の間で，

戦後処理の方針を述べたものにすぎず，関係する連合国の間においても，領土

問題の最終処理を決定したものではないことは，周知の事実である。
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　これにつき，米国政府も日本政府の質問に対して，1956 年 9 月 7 日覚書をもっ

て，次のように答えている。「アメリカ政府は歴史上の事実を注意深く検討し

た結果，国後，択捉の両島は北海道の一部たる歯舞，色丹とともに，常に日本

の固有の領土の一部を構成していたもので，正当に日本の主権下にあるものと

認めなければならないとの結論に達した。ソ連がこのことに同意するならば，

極東の緊張緩和に積極的に寄与する」（
16）。さらに続けて，翌年 1957 年 5 月 23 日，

ソ連政府に対する覚書において，「ヤルタ協定と対日平和条約とに，千島列島

とある文字には，常に日本の固有の領土の一部である歯舞，色丹，国後，択捉

を含んでいないし，また含ませる意図はなかった。故にこれらの諸島を領有し，

これに対して主権を行使せんとする行動は，不正かつ不法である。アメリカ政

府は対日戦争における同盟国間に結ばれたいかなる協定も，ソ連が日本のいか

なる領土，特に歯舞，色丹，国後，択捉の領有を正当化することを否定して」と，

ソ連に通告し，日本政府の解決策を百パーセント裏書している（17）。

　このように米国政府も公式見解を述べ，ヤルタ協定は，ただそれを署名した

国の首脳が共通の目標を表明したものにすぎず，その当事国によるいかなる最

終決定をなすものではないこと，すなわち，同協定が領土を移転するようない

かなる法的な根拠や効果を持つものでないことを認めている。加えて，ヤルタ

協定そのものに日本は参加しておらず，国際法の原則に照らし，説明を待たな

いことである（18）。当事国でない日本に対しては，第三者の約束であって，日

本になんらの義務を負わすようなものでない限りにおいて，この協定に拘束さ

れることはない。故に，これらの島々は，正義の上から，日本の主権下にある

ものと認めなければならない。

　（5）ポツダム宣言から対日平和条約へ

　また，1945 年 7 月 26 日のポツダム宣言は，1943 年 11 月 27 日のカイロ宣

言の条項を履行されなければならず，日本国の主権は，北海道，本州，九州

および四国ならびに連合国の決定する諸小島に限られる旨を規定している（19）。

なお，このポツダム宣言に，ソ連は 1945 年 8 月 8 日に参加しており，日本は
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この年の 8 月 15 日，ポツダム宣言を受諾し，降伏した。

　戦争の結果生じた領土の最終的処理は，平和条約によって行われるものであ

るから，ポツダム宣言の規定は，平和条約と切り離し，それだけで領土処理の

法的効果を持つものではない。さらに，ポツダム宣言は，「われらの決定する

諸小島」（
20）と述べているだけで，具体的な内容は示していない。

　日本は，ポツダム宣言がカイロ宣言の原則（領土不拡大）を引き継いでいる

と考えて，ポツダム宣言を受諾したのである。ソ連自身も，ポツダム宣言に参

加しているので，カイロ宣言の「領土不拡大の原則」を認めたものと解される

のが一般的な見解である。

　次に，ソ連が領土問題に関して，既に解決済みと主張する根拠は，対日平和

条約第ニ条 C 項に，「日本国は，千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日

のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する

諸島に対するすべての権利，権原及び請求権を放棄する」との規定である（21）。

　この規定によってわが国は，千島列島と南樺太を放棄したが，平和条約はこ

れらの地域が，最終的にどこに帰属するかについて，その主権を決定していな

いのである。しかし，「これは故意にそうしたことで，理由はこれらの領土を

誰に与えるかに関し戦勝国に意見の一致がえられなかった」（
22）ためである。さ

らに，日本がこの条約に基づき領土放棄を約束した相手方は，対日平和条約に

署名かつ批准した 48 ケ国に限定されることになる。

　すなわち，「この条約の適用上，連合国と戦争した国又は以前に第二十三条

に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し，各場合に当該国が

この条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする」（
23）。この条約を署名・

批准したことを条件としているため，署名・批准をしていないソ連に対して

は，いかなる権利，権限，利益を与えるものではない。さらに，条文では，「第

二十条の規定を留保して，この条約はここに定義された連合国の一国でないい

ずれの国に対しても，いかなる権利，権限又は利益を与えるものではない。ま

た日本国のいかなる権利，権限又は利益をこの条約のいかなる規定によっても，

前記のとおり定義された連合国の一部でない国のために減損され，又は害され
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るものとはみなしてはならない」（
24）と，明らかに述べられている。このことは，

「条約は第三者を害せず利せず」という普遍的に確立されている国際法上の原

則を確認したものであるが，国際法委員会の見解によると，この原則の意味す

るところは，国際法秩序において，いかなる条約であっても国家の主権と独立

に基礎をもってはじめて正当性を獲得し得るということになる（25）。

　さらに，日本がこの条約によって放棄した領土には，当事国である署名した

48 ケ国の間において主権は空白の状態である。しかし「平和条約の非当事国

との関係においては，法として日本の主権下にあるという二重構造になってい

る」（
26）。ソ連は，これらの地域に施政を及ぼしてきたが，国際法上この地域が

どこの国に帰属するかは，いまだなお未確定である。

　サンフランシスコ会議で米国の代表は，「ポツダム宣言の降伏条件が，日本及

び連合国全体を拘束する唯一の講和条約である」ことを，明らかにしている（27）。

　（6）日ソ共同宣言

　ソ連は，サンフランシスコ会議にグロムイコ代表を送り，用意された平和条

約案に反対演説を行い，その中に，北方領土をソ連に割譲する規定がないこと

を理由にあげ，調印を拒否した。しかし，スターリンの死後，日ソ間に国交正

常化に関する非公式会議が開催された。国交正常化を成就するために，鳩山一

郎首相は，松本俊一に，訪ソにあたっての五条件を作成させた。

　1956 年 9 月 29 日，松本日本国政府全権委員は，グロムイコ・ソ連邦第一外

務次官に宛てた次のような書簡を送り，ソ連政府の確認を求めた。

　「鳩山総理の書簡に明らかにされたとおり，日本国政府は，現在は平和条約

を締結することはなく，日ソ関係の正常化に関し，モスクワにて交渉に入る用

意がある次第でありますが，この交渉の結果外交関係は再開せられた後といえ

ども，日本政府は日ソ両国の関係が，領土問題を含む正式の平和条約の基礎の

下に，より確固たるものに発展することがきわめて望ましいと考える次第であ

ります。これに関して，日本政府は，領土問題を含む平和条約締結に関する交

渉は，両国の正常な外交関係の再開後に継続されるものと了解するものであり
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ます」（
28）と述べた。

　これに対し，グロムイコ第一外務次官は，「本次官はソヴィエト社会主義共

和国連邦政府の委任により，つぎのとおり申し述べる栄光を有します。すなわ

ち，ソヴィエト政府は前記の日本国政府の見解を了解し，両国の正常な外交関

係が再開された後に，領土問題を含む平和条約締結に関する交渉を継続するこ

とに同意することを言明します」（
29）と回答した。

　このような経過を経て，日ソ共同宣言は，1956 年 10 月 19 日にモスクワで

署名された。宣言への署名者は，日本側が鳩山一郎首相，河野一郎農林大臣，

松本俊一全権，ソ連側の署名者は，ブルガーニン首相，フルシチョフ第一書記

であった。なお，「日ソ共同宣言と同時に発表された鳩山・ブルガーニン交換

公文並びに松本・グロムイコ交換公文の三者は，不可分の一体を構成し，三者

を総合して初めて日ソ間の正しい『合意』が発見される」（
30）との解釈をとって

いる。このように，往復書簡・共同宣言は，国交正常化後に「領土問題を含む」

平和条約締結交渉によって解決されるはずの問題ととらえている。

　鳩山一郎首相は日ソ国交回復を優先し，とりあえず，歯舞，色丹の二島返還

を盛り込んだ。日ソ共同宣言第 9 項は，平和条約の締結後の交渉について，「日

本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は，両国の間に正常な外交関係が回復

された後，平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する」とした。

さらに，歯舞群島，色丹島についてふれ，「ソヴィエト社会主義共和国連邦は，

日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して，歯舞群島及び色丹島を日

本国に引き渡すことに同意する。ただし，これらの諸島は，日本国とソヴィエ

ト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡される

ものとする」（
31）と規定している。

　日ソ共同宣言によって解決されなかった領土問題，すなわち国後，択捉両島

のわが国への返還問題が，平和条約締結交渉によって解決されるはずの問題で

あることは，日ソ共同宣言から見ても当然である。

　ただ，その後，ソ連政府は「領土問題は一連の国際協定によって解決済み」

であるという原則論を繰り返す状態が長く続いた。こうしたソ連の冷戦型の考
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え方は，1990 年代に入るとようやく変化を見せるようになる。ゴルバチョフ

大統領が訪日した 1991 年 4 月に合意された「日ソ共同声明」では，北方四島

が解決されるべき領土問題であることが確認された。さらに，エリツィン大統

領が来日した 1993 年 10 月に発表された「日露関係に関する東京宣言」では，

四島の帰属問題を歴史的・法的事実に立脚し，両国合意の上作成された諸文書

及び法と正義の原則を基礎として解決することが確認された。本稿の「はじめ

に」で述べたように，この「東京宣言」は，領土交渉の新たなスタート・ライ

ンになったとも言えよう。

　（7）改正「北特法」成立―「固有の領土」を法律に明記

　第 171 回国会（2009 年）において，全会一致で，「改正北方領土問題等解決

の促進特別措置法」（「北特法」。法律第 75 号，平成 21 年 7 月 10 日）が可決・

成立した。「北特法」，1982 年に議員立法で成立した法律で，北方四島の元住

民が多く住む北方領土隣接地域の振興などを主な目的としていた。

　今回の改正では，「北方領土が我が国固有の領土であるにもかかわらず，北

方領土問題が今なお…」と，「我が国固有の領土」という文言を，国内法とし

ては初めて法律本体に盛り込んだ。これまで，「我が国固有の領土」という文

言は，「北特法」に基づき政府が作成する「基本方針」の中に，明記される

に留まっていた。改正「北特法」では，また「国の責務」を，「我が国固有の

領土である北方領土の早期返還を実現するため最大限の努力をするものとす

る」（
32）と規定した。

　なお，この改正「北特法」に対してロシア側は，ロシア下院が取り消しを求

める声明を採択したり，ロシア外務省が遺憾の意を表明するなど，猛反発した。

また，択捉島を管轄するニコライ・ラズミシキン地区行政長は，一時，「北特

法を撤回しないかぎり，今後のビザなし訪問団は受け入れられない」（
33）と高圧

的態度を示した。
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　3　最近の北方領土返還論の変質－「面積等分」論

　（1）谷内発言の波紋

　領土返還交渉が難航するなかで，日本側の北方領土問題をめぐる基本的な考

え方に，一時的とはいえ，変化が生じたことが表面化した。具体的には，北方

領土の面積を，日本とロシアが折半する「面積等分論」などがその一例である。

北方四島を折半した場合，日露国境は択捉島の上に引かれ，国後島，色丹島，

歯舞群島に，択捉島の一部を加えた合計 3.5 島が日本の領土になるという考え

方である。このことに対して，政府代表が明快に発言したため，物議を醸すこ

ととなった。

　2009 年 4 月 14 日付『毎日新聞』（朝刊）の「インタビュー急接近」の中で，

元外務次官の谷内正太郎政府代表（当時）は，記者の「北方領土問題の打開に

向けて方策はありますか」，「『独創的アプローチ』の真実はなんですか」との

質問に対して，次のように応じた。

　「サハリンでの日ロ首脳会談では，『新たな独創的で型にはまらないアプロー

チ』という考え方を確認した。日本側が，4 島（歯舞，色丹，国後，択捉）あ

るいは 2 島（歯舞，色丹），ロシアが零 0（零）というのでは，両国民が納得で

きる結果は出てこないと思う。エネルギー，環境，北シベリアの開発といった

大きな戦略的構図を作り出し，その中で北方四島の問題を位置づけなければな

らない。それが『型にはまらない』アプローチだ。返還後の北方四島は非軍事

的な地域にすることを日露間で合意するという案もありうる。私は，3.5 島で

もいいのではないかと考えている。北方四島を両国のつまずきの石にしないと

いう意思が大事だ。2 島では全体の 7％に過ぎない。択捉島の面積がすごく大

きく，面積を折半すると，3.5 島プラス択捉島の面積の 20 ～ 25％ぐらいになる。

（3.5 島は）実質は四島返還になるんですよ」（
34）と答えた。

　この毎日新聞の報道について，訪米中の谷内氏は，記者団に対して「そうい

う発言はしておらず，私の真意が伝わっていない」（
35）と弁明した。また，この

問題に対して政府は否定的であった。河村建夫官房長官（当時）は記者会見で，
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「四島を返還対象とする政府の方針に変わりはない」と強調した。また，外務

省幹部も，「政府代表がいうことではない」（
36）と述べた。

　谷内氏の一連の発言に対しては，海外でも関心が集まった。特にロシアでは，

主要紙や各通信社が報じた。ロシアの有力経済紙『コメルサント』は，2009

年 4 月 20 日付の国際面で，国営イタル・タス通信のゴロブニン東京支局長の

記事を掲載した。経緯を詳細に伝えたうえで，小泉純一郎元首相が同年 2 月に

訪露した際に，「面積等分論」に関心を示したことにもふれ，「ロシアが島々の

分割を提案すれば，日本政府内に真剣に受け止められるのは間違いない。世論

も全体として拒否はしないと思う」（
37）との日本人ジャーナリストの見解を引用

した。さらに，5 月 13 日付『コメルサント』は，3.5 島は日本がロシア側に譲

る用意ができたのだから，その姿勢は「日本の進歩」だと評価した（38）。

　また，有力大衆紙の『コムソモーリスカヤ・プラウダ』は，「（3.5 島だと）

日本は，土地だけでなく，今はロシアの内海であるオホーツク海への完全な出

口まで手に入れられる。谷内氏は賢明な人物」（
39）と揶揄する記事を掲載した。

さらに，科学アカデミー日本研究センターのパブリャチェンコ主任研究員は，

「領土問題で 100％（日本の要求が通ること）はまずあり得ず，日本政府が世

論の反応を探っているのだ」（
40）と分析している。

　この件は，領土問題をめぐって，日本の指導的立場にある者が，ぐらついて

いるイメージを海外，特にロシアに強く印象づけてしまった。谷内氏は，「個

人的には（四島返還ではなく）3.5 島でもいいのではないかと考える」と個人

的見解を語っているが，政府代表を務める者がこのような重大な発言をしてよ

いものか疑問が残る。しかも，ロシア側からは，「面積等分論」論議に対し動

き（ロシア側は，日本の「陽動作戦」とみなしたようである）が出ていない中

で，このような議論を先行させることは，国益を損じかねない方向に発展する

可能性すらある。

　（2）「面積等分論」の源泉

　谷内発言に代表される「面積等分論」は，どこから出てきたのであろうか。
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2005 年 12 月 20 日に，岩下明裕北海道大学スラブ研究センター教授は，『北

方領土問題－ 4 でも 0 でも，2 でもなく』（中公新書）を出版した。同書では，

第一部で，中国とロシアの国境問題とその交渉プロセスを解明し，中露国境が

最終的に「フィフティ・フィフティ」で解決に至った筋道とポイントを整理し

たうえで，この問題解決方式の持っている利点と欠点を詳細に分析している。

　第二部「日ロ国境をいかに動かすか」では，中露国境交渉の教訓を生かして，

日露の事例に適用した場合，「フィフティ・フィフティ」とはいかなる事態を

意味するのか，また具体的に国境をどこに引けばよいのかを構想している。さ

らに，北方領土に居住している住民問題を，いかなるスキームで解決すること

ができるのか，その結果として住民がどのような利益を得るか等々，今日の国

際環境も含めて分析している。筆者は，「領土問題」とは表現せずに，「国境問

題」として論じている。本書は，2006 年 12 月 13 日に「第 6 回大仏次郎論壇賞」

（朝日新聞社主催）を受賞した。

　紹介が長くなったが，この著作こそ「面積等分論」の論拠となっている理論

であり，中露国境交渉の解決方式を日露交渉に適用できるのではないかとの発

想に基づいて，丹念に考察分析しつつ問題提起をしている。著作の中で岩下教

授は，「2004 年 10 月は閉塞した日ロ交渉にこれを動かす一つのきっかけを与

えた。最後に残された係争の島を中国とロシアがフィフティ・フィフティで分

けあったと伝えられると，とくに日本側は驚愕した。1997 年ハサンでこれを

経験し，また中国と中央アジア諸国の国境画定の進行を『四プラス一』で知ら

されていたロシアと異なり，日本の大多数の関係者や専門家にとっては，決着

そのものはもとより，その決着のやり方自体も寝耳に水だったからだ。中ロの

紛争解決と同時に，ロシア側に次は日本との交渉だとの声が起こったのも影響

した。中ロの経験が日本にも適用しうるのではないかとの予想が広がったので

ある」（
41）と述べている。中ロ両国は，国境が決まらなかったことの不利益を互

いに実感していた。

　岩下教授は，問題解決の実例を掲げている。「1997 年 6 月，チェルノムイル

ジン首相が係争地を半分で割ろうと中国側に提案し，中国側も 9 月これを受け

三浦信行.indd   15 2010/03/23   16:05:40



─ 132 ─

「固有の領土」としての北方領土（三浦）

る。法的なことを脇において係争地を割って妥協して問題を解決する，いわゆ

る『フィフティ・フィフティ』の方式が誕生した」（
42）。さらに岩下教授は，「昨

今，領土問題解決のための方式として，話題になっている『フィフティ・フィ

フティ』と『ウィン・ウィン』もこのようにして生まれた」と，中露国境交渉

から引き出される教訓を述べている。さらに，同教授は，日露交渉の方法に，

中露のやり方を適用した場合のシミュレーションを描いている。その柱は，「（1）

段階交渉方式の採用，（2）最終段階での大胆な政治的妥協，（3）解決をスムー

ズにするための『共同利用』の三つであった」（
43）と指摘している。

　麻生元首相は，外相時代の 2006 年に， 3 島返還と面積による等分を考えて，

択捉島の 25％と残り 3 島（国後，色丹，歯舞群島）による「二島等分論」に

言及し，世論の批判を浴びた。さらに，2009 年 2 月 18 日の日露首脳会談では，

両首脳は北方領土問題を「われわれの世代で解決」し，「新たな独創的で型に

はまらないアプローチ」で解決させることに合意した。麻生首相（当時）は，

会談後に記者団に対して，「向うは 2 島，こっちは 4 島ではまったく進展しない。

今まで通りに言っても解決はしない」と訴え，早期解決への意欲をみせた。し

かしこれらの話は，いずれもメドベージェフ大統領が提唱したものであり，麻

生首相（当時）がこれに乗った格好になったにすぎないものであった。

　この首相発言に対して，日本フォーラムの伊藤憲一理事長は，「ロシア側の

意図は，日本に 2 島返還であきらめろというものだった。首相の外相時代の発

言も踏まえている」と分析し，麻生氏が「政治家の決意」と発言したことにも

触れ，「領土問題がこれまでも，鳩山一郎氏から歴代の首相がかかわってきた

問題だ」と領土交渉の歴史に言及しつつ，「過去の対露交渉の経緯を知らなさ

すぎる。領土問題の難しさをもっと理解すべきだ」（
44）と厳しく批判した。また，

外務省欧亜局長を務めた東郷和彦氏（京都産業大学客員教授）も，「これまで

の四島の立場を崩してよいのか。元外務大臣，総理としての発言は無責任なの

ではないか」（
45）とその交渉姿勢に疑問符をつけている。
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　（3）「面積等分」論の陥穽とその批判

　「北方領土二等分論」の発信源である岩下教授の主張に対しては，斎藤勉，

内藤泰朗両氏が，以下のような疑問点を指摘している。「四島以外の道，二等

分案や三島，二島返還論は『四島』より実現が容易なのか。それはなぜか。そ

れで得られるものは何なのか」，「ソ連やロシアが本気で受け入れるようなチャ

ンスがあったのか」と述べ，「なぜロシア側の立場にばかり思いを馳せ，日本

の原則的立場は引き下げる必要があるのか。明確にお答えいただきたい」（
46）と

その対露交渉の進め方自体に疑問を呈している。

　2010 年 3 月 8 日，袴田茂樹「安全保障問題研究会」会長らの日露問題専門

家は，鳩山由紀夫首相に面会し，「（日露）両国の経済関係の進展がロシア側に

対し，『日本は領土問題抜きの新しい関係を踏み出した』と間違ったシグナル

を与えている」と警鐘を鳴らとともに，北方領土問題と経済関係を「車の両輪」

として，平和条約締結交渉に取り組むよう具申したという（47）。首相に手渡た

された日露関係に関する意見書の中には，「二等分論」に関する次のような記

述も含まれていたという。

　「『等面積 2 分割論』は，中露国境問題の解決にあたって最終的に採られた原

則であるが，戦争終結の混乱に乗じて不法に占拠され，日本国民が追いやられ

た地域である北方領土問題と，人が住んだことのない河川の中州とでは問題の

本質が全く異なる。また，このような諸案（注 :「2 島返還論」，「とりあえず

2 島論」，「択捉島共同管理論」等をさす）に共通な問題点は，これらを交渉の

俎上にあげることが，『東京宣言』で確立された 3 つの原則を日本が放棄する

ことに連なるという危険性が含まれていることを日本側ではしかと心得て論ず

るべきである」（
48）とある。

　4　おわりに

　2 島であるとか，3.5 島であるとかいった「面積等分論」の議論は，結果的

に国益を損ねかねない問題を含んでいる。 戦後 64 年が経過したにもかかわら
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ず，北方領土がロシアに不法に占拠されてから，なんの現実的な動きも見られ

ない。焦る気持ちも分からないではないが，「わが国の北方領土問題の基本的

な原則とは何か」という基本姿勢をしっかり確認することが重要である。それ

を羅針盤として交渉に臨むことが，外交交渉における慎慮であり，賢明の策で

あろう。その過程において，返還のための種々の議論や構想が出てくることは，

民主国家として当然のことである。ただ，領土問題は，国家の存在にかかわる

大きな問題を含んでいる以上，北方領土問題については，基本的には四島返還

の一線を譲ってはならない。

　「日本人は，第二次世界大戦後，約 60 年間かかってほとんどすべてのことを

思い通りに回復することに成功した。だが少なくともひとつの『過去克服』に

は成功していない。隣国ロシアとの国交の完全回復である」（
49）ことを強調して

おきたい。日露間の領土問題はどうして起こったのか。それは，ソ連が当時ま

だ 1 年間有効であった日ソ中立条約を破って，日本に戦争をしかけた結果であ

る。ソ連が国際条約を遵守していれば，領土問題が発生する事由はなかった。

カリフオルニア州よりも狭い国土に，1 億 2 千万人の人口を抱えている日本に

とって，1 平方センチの土地，1 平方センチの領土も，国家主権の根幹にかか

わる「レーゾンデートル（存在理由）」の問題であることをロシアに理解して

もらうまで交渉し，辛抱強く待たなければならない。これが不法に占拠された

北方領土問題に対する解決の道である。

　注

　（ 1 ）　 日本国外務省，ロシア連邦外務省『日露間領土問題の歴史に関する共同作成資

料集』1992 年，序文。以下，『共同作成資料集』と略す。

　（ 2 ）　木村汎『新版　日露国境交渉史』角川書店，2005 年，12 頁。

　（ 3 ）　 『共同作成資料集』1 頁。徳川幕府が松前藩から提出させた領地図を基に作成し

た公式地図を指す。択捉島，国後島，歯舞群島及び色丹島を記述した世界最古

の地図である。手写，和紙，227.5cm×253.7cm，1644 年作。

　（ 4 ）　 木村汎『新版　日露国境交渉史』，52 頁。コズィレフスキーは，「海島図」（1713

年）の中で，国後島について次のように記述している。すなわち「クナシリ島，

イトゥルップ及びウルップと同じ異国人が居住している。信仰は共通だが，言

語が共通か独自のものかは不明。住民は，松前城のある松前島に通い，また松
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前島の方からも年に一度品物を持って来て交易を行っている。 この島はイトゥ

ルップ及びウルップよりも大きく，人口も多い。これらクナシリ人が松前氏の

臣下であるか否かについては十分な情報がない。イトゥルップ人及びウルップ

人は思い通りに生活しており，誰にも服従せず，交易を自由に行っている」（『共

同作成資料集』2 頁）。

　（ 5 ）　 寛政十一年（1799 年），幕府は蝦夷地方経営に関し，命を南部・津軽藩に伝え，

エゾの地は要害であるから戌兵を必要とする時は両藩に於いて是を派遣すべき

事，津軽藩・南部藩のニ藩は，根室，国後，択捉に勤番所を設けて警衛に当っ

た（『共同作成資料集』4 頁）。

　（ 6 ）　木村，前掲書，72 頁。

　（ 7 ）　『共同作成資料集』，7 頁。

　（ 8 ）　同上書，6 頁。

　（ 9 ）　奈木盛雄『駿河湾に沈んだディアナ号』元就出版社，2005 年，158 頁を参照。

　（10）　『共同作成資料集』，8 頁。

　（11）　木村，前掲書，90 頁。

　（12）　『共同作成資料集』，23 頁。

　（13）　 英米共同宣言（大西洋憲章）には次のように記されている。「一．両国ハ領土

的其ノ他ノ増大ヲ求メス。二．両国ハ関係国民ノ自由ニ表明セル希望ト一致セ

ザル領土的変更ノ行ハルルコトヲ欲セス」（『共同作成資料集』14 頁）。

　（14）　 カイロ宣言には次のように記されている。「ローズヴェルト」大統領，蒋介石

大元帥及「チャーチル」総理大臣ハ各自ノ軍事及外交顧問ト共ニ北「アフリアカ」

ニ於テ会議ヲ終了シ左ノ一般的声明発セラレタリ「各軍事使節ハ日本国ニ対ス

ル将来ノ軍事行動ヲ協定セリ　三大同盟国ハ海路，陸路及空路ニ依ニ依リ其ノ

於テ野蛮ナル敵国ニ対シ仮借ナキ弾圧ヲ加フルノ決意ヲ表明セリ右弾圧ハ既ニ

増大シツツアリ　三大同盟国ハ日本ノ侵略ヲ制止且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ

為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモニハ非

ズ又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ　右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ

千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタ

ル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満州，台湾膨湖島ノ如キ日本

国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ日本国

ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ

前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラ

シムルノ決意ヲ有ス　右ノ目的ヲ以テ右三大同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦

中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齋スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ

続行スベシ」（『共同作成資料集』17 頁）。

　（15）　 ヤルタ協定は以下を参照されたい。「三大国すなわちソヴィエト連邦，アメリ

カ合衆国及びグレート・ブリテンの指導者は，ソヴィエト連邦が，ドイツが降

伏し，かつ，欧州における戦争が終了した後ニ箇月又は三箇月で，次のことを

条件として，連合国に味方して日本国に対する戦争に参加すべきことを協定し
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た。一 外蒙古（蒙古人民共和国）の現状が維持されること。二 千九百四年の

日本国の背信的攻撃により侵害されたロシアの旧権利が次のとおり回複される

こと。（a）樺太の南部及びこれに隣接するすべての諸島がソヴィエト連邦に返

還されること。（b）大連港が国際化され，同港におけるソヴィエト連邦の優先

的利益が擁護され，かつ，ソヴィエト社会主義共和国連邦の海軍基地としての

旅順口の租借権が回復されること。（c）東支鉄道及び大連への出口を提供する

南満州鉄道が中ソ合同会社の設立により共同で運営されること。ただし，ソヴィ

エト連邦の優先的利益が擁護されること及び中国が満洲における完全な主権を

保有することが了解される。三 千島列島がソヴィエト連邦に引き渡されること。

前記の外蒙古並びに港湾及び鉄道に関する協定は蒋介石大元帥の同意を必要と

するものとする。大統領は，この同意を得るためスターリン元帥の勧告に基づ

き措置を執るものとする。三大国の首脳はこれらのソヴィエト連邦の要求が日

本国が敗北した後に確実に満たされるべきことを合意した。ソヴィエト連邦は，

中国を日本国の覊絆から解放する目的をもって自国の軍隊により中国を援助す

るため，ソヴィエト社会主義共和国連邦と中国との間の友好同盟条約を中国政

府と締結する用意があることを表明する」（『共同作成資料集』19 頁）。

　（16）　田村幸策『国際政治の指導理念』鹿島研究所出版会，1969 年，306 頁。

　（17）　同上書，307 頁。

　（18）　同上書，314 頁。

　（19）　『共同作成資料集』，序文。

　（20）　『共同作成資料集』，8 頁，20 頁。

　（21）　 『共同作成資料集』，34 頁。サンフランシスコ平和条約第二条 C 項 （1951 年 9

月 8 日署名）

　（22）　田村，前掲書，317 頁。

　（23）　『共同作成資料集』，35 頁。

　（24）　同上

　（25）　田村幸策『ソヴィエト外交史研究』鹿島研究所出版会，1965 年，364 頁。

　（26）　田村（1969），前掲書，318 頁。

　（27）　『共同作成資料集』，28 頁。

　（28）　同上書，36 頁。

　（29）　同上書，37 頁。

　（30）　田村（1969），前掲書，323-324 頁。

　（31）　『共同作成資料集』，38 頁。

　（32）　 衆 議院（2009）「 第 171 回国 会 制定法律の 一 覧 」 サ イ ト（http://www.shugiin.

go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/kaiji171_l.htm）

　（33）　『日本経済新聞』2009 年 7 月 10 日朝刊。

　（34）　『毎日新聞』2009 年 4 月 17 日朝刊

　（35）　『産経新聞』2009 年 4 月 18 日朝刊。

　（36）　『読売新聞』2009 年 4 月 18 日朝刊。
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　（37）　『産経新聞』2009 年 4 月 22 日朝刊。

　（38）　『産経新聞』2009 年 5 月 14 日朝刊。

　（39）　同上

　（40）　同上

　（41）　岩下明裕『北方領土－ 4 でも 0 でも，2 でもなく』中央公論新社，2005 年，145 頁。

　（42）　 岩下明裕編著『国境・誰がこの線を引いたのか－日本とユーラシア』北海道大

学出版会，2006 年，175 頁。

　（43）　岩下（2005），前掲書，156 頁。

　（44）　『産経新聞』2009 年 2 月 19 日朝刊。

　（45）　 東郷和彦，横手慎一「『失われた 8 年』を超えて 北方領土交渉の潮目を読む」『公

文』2009 年 5 月号，56 頁。

　（46）　 斎藤勉，内藤泰朗編著『北方領土は泣いている』産経新聞出版 ，2007 年，25 頁。

この書に関連して，岩下教授は，2006 年 10 月 31 日，関西大学法学研究所主催「第

34 回公開講座」で，「『四島返還論』を一度，脱構築する必要があります」と述

べながら，日露国境交渉の根本的な再検討の必要性を強調する立場から反論し

ている。

　（47）　 時事通信社（2010）「『領土と経済は両輪 安保研会長らが首相に意見書」サイト

（http://www.jiji.com/jc/zc?k=201003/2010030800344）

　（48）　 吹浦忠正（2010）「吹浦忠正 （ユーラシア研究所理事長）の新・徒然草」サイト 

（http://blog.canpan.info/fukiura/daily/201003/08）

　（49）　木村，前掲書，229 頁。
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　1　はじめに

　

　政軍関係（civil-military relations, Civ-Mil, CMR）とは「一国家における政

府（や一般社会）と軍の関係」を指し（1），規範的な概念としてシビリアン・コ

ントロール（civilian control of the military），日本語では文民統制といわれる考

え方がある。政軍関係研究において必読書とされている『軍人と国家』（The 

Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations）を書いた

サミュエル・ハンチントン（Samuel P. Huntington）は，その著書の中で，文

民統制についてまだ満足に定義されていないと述べたが（2），一般的に「民主主

義国家における軍事に対する政治統制または軍事力に対する民主主義的な政治

統制」と定義出来る（3）。文民統制は，米国や英国，ドイツなどの先進民主主義

国家において採用されているが，統制主体の力点を行政府と立法府のどちらに

置くかや行政機関同士の系統などの細部に関しては，各国で異なる。

　日本の文民統制は，警察予備隊，保安隊，自衛隊という時代を通し，他の先

進民主主義国家とは異なる「防衛官僚（文官）による自衛隊の統制」であり，

【論　説】

「日本型文民統制」についての一考察
　─「文官優位システム」と保安庁訓令第 9 号の観点から─

 真　田　尚　剛

　　　 目　　次

1　はじめに

2　警察予備隊創設と「文官優位システム」の発生

3　訓令 9 号と「文官優位システム」の確立

4　冷戦の終結と訓令 9 号の廃止

5　おわりに
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「日本型文民統制」や「文官統制」と指摘されてきた（4）。しかしながら，日本

における文民統制の形態を正確に指摘するならば「文官優位システム」であり，

文官が自衛隊の全てを統制してきたというよりも，自衛隊よりも優位な立場か

ら文官が防衛政策を担ってきたと考えられる（5）。そして，「文官優位システム」

を形成してきた具体的な制度として，防衛参事官制度や保安庁訓令第 9 号（以

下，訓令 9 号），内局幹部への任用資格制限が挙げられる（6）。訓令 9 号とは，

1952 年 10 月 7 日に吉田茂首相名で出された「保安庁訓令第 9 号　保安庁の長

官官房及び各局との幕僚監部との事務調整に関する訓令」であり，その内容は，

幕僚監部（制服）は，内局（防衛官僚）を通さなければ，政治家である長官へ

方針案や報告を上げることが出来ず，制服は国会や他省庁と接触してはならな

いという規定であった（7）。「文官優位システム」の根源は，警察予備隊創設時

に日本側関係者がシビリアン・コントロールの意味や諸外国における国防組織

がわからず，統制主体である「文民」を「官僚」と解釈したためであり，確立

していく原因は，「軍部への警戒」という「戦前の反省」から旧内務官僚を中

心とする防衛官僚が，意図的に制服組を統制していったためだと考えられる。

　しかし，「文官優位システム」が，本来の文民統制とは異なる概念であると

いうことが徐々に理解され始め，安全保障環境が大きく変化した冷戦後，その

形態は変わることとなる。そして，その変化の第一弾となったのが，当時首相

であった橋本龍太郎が主導した 1997 年 6 月の訓令 9 号の廃止である。

　本稿では，訓令 9 号に焦点を当て，「文官優位システム」の発生とそれがな

ぜ確立していったのかを明らかにする。さらに，冷戦後の安全保障環境の変化

と訓令 9 号の廃止についても論じる。

　2　警察予備隊創設と「文官優位システム」の発生

　本項では，憲法における「文民条項」の成立と警察予備隊創設の過程を分析

することにより，なぜ「文官優位システム」が発生したのかを明らかにする。

　日本は，1945 年 8 月 14 日にポツダム宣言の受諾を決定し，9 月 2 日に米戦
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艦ミズーリ号の甲板上において降伏文書に調印した。連合国最高司令官（SCAP: 

the Supreme Commander for the Allied Powers）であるダグラス・マッカーサー

（Douglas MacArthur）元帥は 1945 年 8 月 30 日に厚木飛行場に到着し，GHQ

（General Headquarters）による間接統治が，1952 年 4 月 28 日のサンフランシ

スコ平和条約の発効まで行なわれた。この間，GHQ は，新憲法を制定し，朝

鮮戦争を機に警察予備隊を創設する。

　現在，日本国憲法第 66 条第 2 項には「内閣総理大臣その他の国務大臣は，

文民でなければならない」という「文民条項」がある。しかし，この「文民条

項」は，新憲法成立過程において，1946 年 2 月に完成した「マッカーサー草

案」（
8），同年 6 月 20 日に衆議院へ提出された「日本政府案」（

9）のいずれにも入っ

てなかった規定である。国会審議中に一度，極東委員会（FEC: Far Eastern 

Commission）の意向として，「文民条項」の挿入が検討されたが，新憲法は「戦

力の不保持」を掲げているため無意味だと判断され，結局加えられなかった。

　しかし，7 月 29 日の衆議院における「芦田修正」により，極東委員会にお

いて「文民条項」に関する議論が再浮上した（10）。「芦田修正」とは，のちに首

相となる芦田均が委員長を務める衆議院憲法改正特別委員会において，憲法

第 9 条第 1 項の最初に「日本国民は，正義と秩序を基調とする国際平和を誠実

に希求し，」と，第 2 項の冒頭に「前項の目的を達成するために」という文を

加えた修正である。第 1 項が侵略戦争を禁止する内容であるため，「芦田修正」

による一文を第 2 項へ加えることにより，「侵略戦争のための戦力は持てない

が，自衛のための戦力は保持出来る」と解釈することが可能となった。この点

に，極東委員会が注目したのである。9 月 21 日の極東委員会の会議では中国

などから，将来の日本が「自衛を口実」として軍隊を保持し，現役の軍人が閣

僚となる可能性について危惧する声が上がり（11），日本側へ「文民条項」を追

加するよう求めることが決まった（12）。

　GHQ の民政局（GS: Government Section）局長であるコートニー・ホイット

ニー（Courtney Whitney）准将と同局次長のチャールズ・ケーディス（Charles L. 

Kades）大佐は 9 月 24 日，吉田茂へ「これは極東委員会からの強い要請であり，
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司令部は取り次ぐだけだ，われわれの一存では何ともできない」（
13）と述べ，「文

民条項」を加えるよう強く要求した。日本側は「この提案がなされたのは当時

盛んであった追放令の一種の延長であろう」（
14）と考え，9 月 27 日に，法制局次

長である佐藤達夫は「武官の職歴を有しない者」との案をケーディスに提示し

たが，「civilian」の意味は当然ながら違った。9 月 28 日，貴族院の憲法改正特

別委員会において「文民条項」に関する小委員会を設置し，15 名の小委員に

よる秘密懇談という形式で検討が進められた（15）。小委員会（委員長・橋本實斐）

は，9 月 28 日から 10 月 2 日まで計 4 回開かれ（16），「civilian」の訳として，「文

化人」「民人」「平人」「凡人」「文人」などが出された後，「文民」案に決定され，

当時存在していなかった「文民」という新しい日本語が生まれたのである。

　日本において，新憲法の制定準備が進む中，国際情勢は刻々と変化しており，

1946 年 3 月 5 日，英国首相であるウィンストン・チャーチル（Sir Winston 

Leonard Spencer-Churchill）は，米国において東西対立の緊張を象徴する「鉄

のカーテン」演説を行なう。翌年の 3 月 12 日には，ハリー・トルーマン（Harry S. 

Truman）米大統領が，ヨーロッパにおいてソ連を封じ込めるため「トルーマン・

ドクトリン」を発表するなど，米ソを筆頭とする東西陣営の対立は明らかにな

りつつあり，イデオロギーと軍事力を用いた冷戦が始まることとなる。

　1950 年 6 月 25 日，「冷戦の真珠湾」（
17）とも例えられる朝鮮戦争が突如勃発

し，マッカーサーは，7 月 8 日に首相である吉田へ警察予備隊を発足させるた

めの書簡を送る（18）。それは，7 万 5000 人の「国家警察予備隊（National Police 

Reserve）」の創設と 8000 人の海上保安庁における増員を「許可（authorize）」

するという内容の命令であり，戦後日本における武力組織の創設が実質的にス

タートすることになる。GHQ から直接書簡を受け取った木村四郎七外務省連

絡局長は「National Police Reserve」の意味がわからず，警察力の強化だと額面

通り受け止めたが，岡崎勝男内閣官房長官や大橋武夫法務総裁（現在の法務大

臣）兼警察担当国務相は「警察の背後にある強力な部隊で，相当高度な武装を

した組織」だと考え，憲法第 9 条に関する問題が発生することを懸念した（19）。

警察予備隊という名称から日本側では組織作りなどすべてを国家地方警察（以
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下，国警）が担当することとなり，大橋を責任者とし，国警総務部長の加藤陽

三や企画課長の海原治らが事務を担当することになった。

　旧内務官僚である加藤や海原らが警察予備隊の指揮系統などを作っていくこ

ととなったが，この創設過程に今日まで問題と指摘され続けている「文官優位

システム」の淵源がある。当初，日本側は，警察予備隊本部長官の下に行政的

役割と軍事的役割をまとめて管理する中央本部を置き，長官も含め全員がユニ

フォームを着ることを考えていたが，それは，国警本部以外に，もう 1 つ「警

察本部」を創設することとあまり変わらず（20），実際，加藤は「予備隊本部の

性格は当時私がいた国警本部とか今の警察庁のようなものを考えておったわ

けです」（
21）と述べている。一方，GHQ の担当組織である民事局別室（CASA : 

Civil Affairs Section Annex）としては，日本側の案に本部と部隊の区別がない

ため，文民統制の観点から訂正を求めた。米軍事顧問団幕僚長であったフラン

ク・コワルスキー（Frank Kowalski, Jr.）大佐は，日本側へ訂正を求めた理由と

して，「われわれは最初から文官優位の原則を，最初から確立しておきたかっ

たからである。もしも長官のいうように，彼の麾下に単一のコントロール・グ

ループを組織したならば，将来いつの日かある武官が長官となり，その地位を

利用して，あの悪名高い軍部の権力を再現させるかもしれないことを，われわ

れは恐れたのである」（
22）と語っている。つまり，GHQ としては，戦後の新し

い武力組織がかつての旧日本軍のように政治介入することを防ごうとしていた

のである。

　しかし，訂正を要請された日本側は，吉田自身も含め，文民統制についての

知識がほとんどなかった（23）。警察予備隊本部長官に内定していた増原恵吉は

「その時は，シビリアンとユニフォームの区別なんか知らんわな。だいいち意

味が分からん。まして，なぜ必要なのか理解できない。吉田さん（首相）に聞

きにいったが，吉田さんも知らなかった」，加藤は「警察予備隊本部は少数の

シビリアンが政治的な決定をするところ，部隊に対する指揮はユニフォームの

長がするというのだが，日本にはそんな制度がなかったから，見当もつかない」，

海原は「シビリアン・コントロールなんていうのも言葉としてはわかりません
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しね。これは，出てきたのはいわゆる警察の予備隊ですから，全部制服を着る

と思いますね」，大橋は「政令づくりを進めていくうち思いがけない注文がつ

いた。（中略）〈シビリアン・コントロール〉のために，どうしても必要だとい

うのだが，シビリアン・コントロールなんて初めて聞く言葉で，さっぱり分か

らなかった」と述べている（24）。

　同様に，日本側が文民統制に対して無知だったことは GHQ 側の担当者も回

想しており，コワルスキーは，「一国の軍隊は文官の支配下におかれるという

ことは，西欧ではおかすことのできない原則であるが，日本で最も民主的な考

えを持っていると思われる人びとにとっても，この原則を理解し受け入れる

ことが，こうも困難なことであったということは，全く驚くほかない」（
25）と述

べている。また，米軍事顧問団団長であるホイットフィールド・シェパード

（Whitfield Shepherd）少将は増原と予備隊本部の在り方について数回会談を

行なうが，「長官が考えている予備隊本部のあり方と，アメリカに伝統的にあ

る軍部のあり方についての見解との間に，根本的な違いが」あり，「長官と彼

の補佐官たちはわれわれの言っていることを理解しなかった」と，コワルスキー

は語っている（26）。

　民事局別室からの訂正要請の結果，行政監督部門（警察予備隊本部）と部隊

指揮部門（部隊中央本部）の 2 系統が設置され（27），組織図は「首相―警察予備

隊本部（長官）―部隊中央本部（本部長）―各隊」となり，1950 年 8 月 10 日

に警察予備隊令（政令 260 号）が，8 月 24 日には警察予備隊令施行令（政令

271 号）が，それぞれ公布され，即日施行となった。そして，旧内務官僚であ

り当時香川県知事であった増原が警察予備隊の本部長官に就任し，人事局長に

加藤，企画課長に海原，警備課長兼調査課長に後藤田正晴，武器課長兼補給課

長に麻生茂というように，旧内務官僚や警察官僚が新組織の中枢を占めること

となる（28）。その後，同年 12 月 29 日から，部隊中央本部は総隊総監部へ，部隊

中央本部の本部長は総隊総監へと名称が変更され，組織図も変わったが，指揮

系統は「首相―警察予備隊本部（長官）―総隊総監部（総隊総監）―各隊」と

ほとんど変わらず，官僚が制服よりも優位にあるという形態はそのままだった。

真田尚剛.indd   6 2010/03/23   16:10:24



─ 145 ─

政治研究　創刊号

　警察予備隊創設時に最も難航した問題は，制服のトップである警察予備隊の

部隊中央本部長（のちの総隊総監）の人選であり，結果的に，旧軍人や日本政

府を巻き込み，「文官優位システム」に少なからず影響を与える結果となった。

　戦後，旧軍は解体され，公職追放を受けた人々もいたが，GHQ 参謀第 2 部（G2）

のチャールズ・ウィロビー（Charles A. Willoughby）少将の下で復員業務に当たっ

ていたグループとして，元陸軍大佐である服部卓四郎を中心とする「服部グルー

プ」（
29）があった。1950 年 7 月に「ウィロビーが警察予備隊の幕僚長に指定した

人物」として服部のことを知るコワルスキーは，「服部グループ」について調

べていく過程で服部たちを危険な集団だと考えるに至り，彼らが警察予備隊へ

入隊することを阻止するために動く（30）。服部を制服のトップに推薦したウィ

ロビーは，GHQ 内の他の部局へ相談することもなく，服部へ「森」という仮

名まで与える偽装を行ない，服部たちの人事を進めるわけだが，ホイットニー

はコワルスキーによって「服部グループ」採用問題について知る。公職追放や

財閥解体，農地改革などの「民主化」を推し進めたホイットニーとしては，当

然ながらウィロビーの人事に反対の姿勢であり，「GS 対 G2」という対立の構

図になった（31）。

　一方，日本政府は，「服部グループ」の警察予備隊入隊について 8 月初旬頃

に知るわけだが，その人事に対して懸念が噴出した。加藤は「ウィロビーは服

部さんと旧軍人四百人を一挙に任命して，キャンプに送り込もうとしていると

いう。まったく意外だったし，これはいかんと思った。追放中なのに解放まで

してやると，国民的な抵抗がある」と述べ，増原は「みんなといろいろ相談し

たが，やはり新しいものをつくるのだから，昔の軍の精神をそのまま受け継い

だようなものにしてはいかん，ということだった。日本側の一部に，積極的に

旧軍を入れた方がよいという意見もないではなかったが，大勢は違った」と回

想する（32）。後藤田が「服部入隊に反対したのは，服部氏が総隊総監でくると

いうことは，それにくっついて旧職業軍人がみんな入ってくるということなん

だ。それじゃ旧軍隊の再来になる。そういう政治判断が上の方にあった。上の

方とは吉田さん（首相）と岡崎（官房長官）です」（
33）と述べているように，吉
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田も反対だった。結局，マッカーサーによってウィロビーの案は却下され，宮

内庁次長だった林敬三（旧内務官僚）が，10 月 9 日に警察予備隊の最高位で

ある警察監（現在の陸将）に就任し，同月 23 日には部隊中央本部長に任命さ

れた（34）。

　文民統制の確保を GHQ 側は求めたが，日本側はシビリアン・コントロール

における「civilian」が本来誰のことか，またどのような概念かを理解すること

が出来なかった。「文民条項」の制定過程において「civilian」に対する訳語が

新しく出来たように，戦前は文民統制についてほとんど知られていなかったの

である。そして，ゼロの状態から旧軍人の知識や経験をほとんど借りずに新し

い武力組織を作る上，軍政を担当する戦前の陸軍省及び海軍省は軍人のみで構

成されていたため，経験がない文官と制服が混在する国防機構をイメージする

ことは，日本側関係者にとって困難であった。さらに，警察予備隊を軍隊と明

確に位置付けられなかったため，日本側が警察組織の一種と考えると，「軍事

力に対する民主主義的な政治統制」という概念を受け入れることが妨げられ

る。逆に，GHQ により文民統制が強調されると，それを官僚による制服の統

制と受け止めてしまい，文官による一元的な補佐体制が出来てしまったのであ

る（35）。文民統制についての誤解，つまり「軍事（制服）に対する非軍人（＝

政治家）のコントロール」という文民統制を「軍事（制服）に対する非軍人

（である政治家や文官）のコントロール」として捉えたことが，「日本型文民統

制」とも呼ばれる「文官優位システム」の生まれた原因であり，通説である（36）。

しかし，次項で詳しく述べるが，「服部グループ」に代表される旧軍人の動き

や旧軍に対する吉田や文官たちの拒否感についても，「文官優位システム」を

考察する際には重要な鍵となる。

　3　訓令 9号と「文官優位システム」の確立

　本項においては，「文官優位システム」を形成している訓令 9 号と内局幹部

への任用資格制限問題，防衛参事官制度について，保安隊及び自衛隊の発足と
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あわせて論じる。そして，なぜ日本独特のシステムが確立し，長年続いたのか

を明らかにし，「文官優位システム」の実態について検証するが，まず，旧将

校の採用問題について概観する。

　1951 年 4 月，朝鮮戦争における意見の対立からマッカーサーはトルーマン

米大統領によって解任され，米第 8 軍司令官であるマシュー・リッジウェイ

（Matthew B. Ridgway）大将が第 2 代連合国最高司令官となる。同月 22 日に，

中国人民義勇軍（志願軍）が朝鮮戦争において 4 月攻勢を開始するわけだが，

米国が最も恐れたのはソ連の本格介入による全面戦争であり，その後，米統合

参謀本部（JCS）はソ連による北海道侵攻を懸念し，5 月には米本土から日本

へ移駐した第 16 軍団（第 40・45 州兵師団）が北海道と青森の防衛を担当する

こととなった（37）。リッジウェイは日本の防衛力強化のため 6 月 5 日，官房長

官である岡崎勝男へ元佐官たちの追放を解除する意向を伝えるが，岡崎は「服

部グループ」の存在を懸念し，吉田茂をはじめ日本政府が彼らを警察予備隊に

採用することは反対だと説明した結果，追放解除の審査と旧軍人の人選は日本

側が行なうこととなった（38）。

　その後，10 月には元中佐以下の佐官級が復帰するわけだが，元上級将校の

採用に対しては警察予備隊内で強い拒否感があり，コワルスキーは「当時予備

隊内にいた人びとにとって，元上級将校が脅威であることは当然のことである

が，それとは別に，主義の問題から彼らの入隊に反対するまじめな日本人も多

数いた。（中略）特に予備隊本部（内局）の文官たちが強く反対」（
39）の立場

であったと回想する。加藤陽三が「私たちは，なんとしても旧軍人を予備隊に

採りたくなかった。とくに大佐クラスの採用には絶対に反対でした。というの

は，私たちは，旧帝国陸海軍のようなものでない，全く新しい（防衛）組織を

作ろう，それが警察予備隊だと考えていましたから，そこへ旧軍の幹部に入っ

てこられては困る」（
40）と述べている通り，明らかに文官たちは旧軍に対する拒

否感を持っていた。

　その後，1952 年 7 月に警察予備隊を改編するための保安庁法が成立し，8

月 1 日に保安庁と警備隊（海上自衛隊の前身）が設置され，10 月 15 日に保安
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隊が発足した。「国家地方警察及び自治体警察の警察力を補う」（警察予備隊令

第 1 条）警察予備隊から，保安隊は「わが国の平和と秩序を維持し，人命及び

財産を保護する」（保安庁法第 4 条）（
41）と規定され，軍隊に近くなったことや，

旧軍の大佐級を採用することによる質的量的な拡大に対応するため，文民統制

は強化された（42）。まず，保安庁長官が国務大臣となったため，憲法第 66 条第

2 項の「文民条項」が当てはまることとなり，また「出動を命じた日から 20

日以内に国会へ付議して，その承認を求めなければならない」（保安庁法第 61

条第 2 項）と出動に関して国会の承認が必要となった。保安庁内の組織系統で

は，幕僚長を長とする第 1（陸上）及び第 2（海上）幕僚監部が設置され，内

局だけではなく制服も長官を補佐する体制へと移行したが，保安庁法などの規

定により，内局が制服に対して優位という形態は変わらなかった。

　例えば，内局と幕僚監部の関係を規定した保安庁法第 10 条には，官房及び

各局の任務として「保安隊及び警備隊に関する各般の方針及び基本的な実施計

画の作成について長官の行う第一幕僚長又は第二幕僚長に対する指示，保安隊

又は警備隊に関する事項に関して第一幕僚長又は第二幕僚長の作成した方針及

び基本的な実施計画について長官の行う承認並びに保安隊又は警備隊の隊務に

関して長官の行う一般的監督について，長官を補佐する」とある。また，同法

第 16 条第 6 項には，「長官，次長，官房長，局長および課長は，三等保安士以

上の保安官（以下「幹部保安官」という）又は三等警備士以上の警備官（以下「幹

部警備官」という）の経歴のない者のうちから任用するものとする」という内

局幹部への任用資格制限の規定が置かれた。

　内局の認識としては，幕僚監部の新設によって制服が権限を拡大したわけで

あり，警察予備隊時代とは内局と制服の関係が変わったため，制服を抑えるた

めに，保安隊発足の数日前の 10 月 7 日に訓令 9 号が通達されたと考えられる。

保安庁発足時に人事局長であった加藤は，訓令 9 号通達に関し，「これは所謂

シビリアン・コントロールの制度の具現であり，警察予備隊当時よりは一歩整

備されたものと思う」（
43）と述べている。また，麻生茂は，「当時の思想としま

してはね，局長以上はいわば会社で言うと重役であり，幕僚長は総支配人では
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ないかと，こういう感覚でした」（
44）と回想し，保安庁発足当時の文官たちは，

あくまでも内局幹部と制服高官は対等の立場ではないという認識だった。

　訓令 9 号は，①長官が幕僚長へ指示する方針や実施計画の案の作成について

は，内局が立案する（第 3 条），②幕僚監部が長官に提出する方針等を，内局

が審議する（第 3 条 3），③原則として，自衛官は国会や他省庁と連絡や交渉

をしてはならない（第 8 条，第 14 条），④幕僚監部が作成した方針や報告等は，

内局を通して長官へ提出する（第 11 条，第 13 条）という内容である。つまり，

訓令 9 号における重要な点は，内局が制服と長官の間に介在する点，制服が政

治家や他省庁と接触できない点の 2 つであり，前者は主に「文官優位システム」

を補完する役割が，後者は政治家と制服を切り離す役割があったといえる。

　1953 年 9 月 27 日，自由党，改進党，日本自由党の保守 3 党は保安庁法を改正し，

防衛庁・自衛隊を創設するための折衝（3 党折衝）に入ったわけだが，再軍備

に積極的な立場である芦田均が所属する改進党は独自に防衛問題を研究してい

た（45）。そして，3 党折衝において改進党は，内局幹部への任用資格制限を撤廃

するよう主張するわけだが，従来からの「文官優位システム」を維持したい文

官と自由党は撤廃に反対する（46）。一方，保安庁においても，撤廃の賛否につ

いて文官と制服が対立するわけだが，文官の意識としては「シビリアン・コン

トロールというものはどうなるんだろう」「制服を入れてシビリアン・コント

ロールというのは考えた通りできるのか」という懸念があった（47）。結局，3 党

折衝において改進党の意見が通り，内局幹部への任用資格制限は撤廃されるわ

けだが，防衛庁発足後の政府解釈では「法の趣旨とするところではない」（
48）と

され，現在まで内局幹部へ任用された制服は存在しない。

　長年，「文官優位システム」問題の中心とされ，特に制服から批判されてき

た防衛参事官制度は，1954 年の防衛庁発足時に作られた制度であり，当初は

米国防総省の国防次官補のような文官補佐官がモデルとされ（49），2001 年 1 月

まで参事官制度と呼ばれていた。しかしながら，「防衛省の所掌事務に関する

基本的方針の策定について防衛大臣を補佐する」（
50）防衛参事官は，内局の官房

長や局長が兼務することから，結局内局による制服の統制となり，指揮系統で
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表すと「大臣―防衛参事官（内局幹部）―制服」となってしまう。つまり，官

僚が大臣と「軍事専門家である統合幕僚監部・各幕僚との間に割って入ってい

る」形態であり，「文『官』統制の手段と解され」るわけである（51）。

　さて，旧将校と「文官優位システム」を形成する具体的な制度について述べ

たが，次に，なぜ官僚による優位体制が確立していったのかについて，官僚と

政治家というアクターを中心に論じる。

　第一に，警察予備隊の創設に関わった旧内務官僚には，昭和初期や戦争中の

軍部に対する警戒感があった。後藤田正晴や海原治，内海倫が述べている通

り（52），彼ら旧内務官僚が持っている，軍国主義自体に対する反感，内務官僚

としての高いプライドからくる旧軍の稚拙な組織運営への反発，自らの軍隊経

験などが，制服をなるべく抑えようとする考えに至った要因だと考えられる。

そして，服部グループなどの旧軍人たちが戦後の武力組織に参画することに対

し，当時の日本政府内には極めて強い拒否感があり，事実，服部たちは非常に

危険な存在であった。日本政府が知っていたかについては不明だが，1952 年 7

月に服部を中心とする 6 名のグループは，当時の首相である吉田を暗殺し，政

権転覆を計画していたとされる（53）。そのため，文官たちが「軍隊からの安全

（protection from the military）」を重視する一方，「軍隊による安全（protection 

by the military）」をほとんど考慮していなかった理由は，昭和初期や戦争中の

軍部に対する反発や「服部グループ」への危機感が，依然として強く残ってい

たためだと考えられる。また，「創設当時はね，制服の幕僚監部は僕が見てい

て『力』がなかったですよ。だから内局がやってやらなければしかたなかった

な」（
54）という文官の証言がある通り，文官が制服をまとめる役割を果たしてき

たため，それが「文官統制」と指摘されてきた 1 つの要因でもある。

　では，文民統制の主体であるべき政治は，「文官優位システム」に対して問

題意識を持たなかったのかという疑問が出てくる。日本の野党（社会党）は，

日本と同じく朝鮮戦争を契機として再軍備をした西ドイツの場合とは異なり，

警察予備隊創設に対して反対の立場であった（55）。米軍事顧問団幕僚長として

警察予備隊創設に参画したコワルスキーが「かりに憲法に問題はあっても，ま
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た野党がどんなに反対を唱えても，吉田政府が予備隊の組織を中止するような

ことは絶対にありえないことは，最初から明らかに分かっていたので，（中略）

現実を認め，どんな予備隊をいかに編制すべきかという点に，彼らはエネルギー

を傾けるべきであった」（
56）と批判している通り，社会党は当初から積極的統制

主体となりえなかったのである。一方，1950 年代は，吉田が保安大学校（現

在の防衛大学校）創設に熱意を持って取り組み，また，防衛庁設置法と自衛隊

法の成立過程では，自由党，改進党，日本自由党の保守 3 党の間で多くの議論

がされ，制服が国会へ出席した回数も多かった（57）。

　しかし，時代とともに，政府・与党が防衛問題を取り扱おうとする傾向は減っ

ていく。この防衛問題における「政治不在」を考える際には，与党が置かれて

いた時代背景と長期政権の維持という 2 つが重要な鍵となる。冷戦がイデオロ

ギー対立と表現されるように，当時は，日本においても左派が無視出来ない一

大勢力となり，国会においても社会党の存在が大きかったため，防衛問題や自

衛隊について積極的に取り上げることは難しく，政府と与党にとっては論争を

招く政策分野をなるべく避けたいという時代であった。

　また，多くの国民には，戦争体験などを要因とする防衛問題や自衛隊に対し

ての拒否感や無関心さがあり（58），その国民の消極的態度がさらに政治を軍事

から遠ざける結果となった。つまり，防衛問題を積極的に論じることが政権運

営の支障となる可能性があり，政府は軍事や国防よりも経済や国民生活などを

優先することを望んだと考えられるわけである（59）。その上，日本はヨーロッ

パと比較すると対外的脅威を感じない安全保障環境にあり，政権を維持し続け

るため，与党の政治家が安全保障よりも利益誘導に関心を移したことも，大き

な要因である。表 1 のように，経済を担当する大蔵大臣や通産大臣と比較し，

防衛庁長官の地位が主要閣僚だとは認識されていなかったため，初入閣の議員

や防衛問題に詳しくない者が多く就任し，次々と交代していったことが，国政

における防衛問題の相対的軽さを象徴している。

　しかしながら，国家の防衛に欠かせないという理由から，武力組織である自

衛隊が現に存在し，誰かが統制・管理する必要が生じる。そのため，文民統制
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の主体たる政治の役割を，本来客体である文官が代わりに担っていったと考え

られる。彦谷貴子は，「委任的コントロール」という表現を使い，文官が自衛

隊をコントロールするという形態は政治にとって好都合だったとし，非核三原

則などの国会決議による抑制的文民統制は存在したとする（60）。そして，「文官

優位システム」が確立した要因を，冷戦下での限定的防衛力と経済優先という

環境と，国会議員が利益誘導を重視するようになった自民党の一党優位体制の

定着だと論じている。しかし，長く続いた「文官優位システム」を説明する際

には，「委任的コントロール」よりも「代行によるコントロール」と表現した

方が，正しいだろう。なぜなら，政治家が文官に委任したというよりも，積極

的か消極的かはともかく，官僚が政治家に代わり防衛政策を担っていかなけれ

ばならない状況だったと考えられるためである。

　さて，本項の最後に，「防衛官僚による自衛隊の統制」の実態について指摘

することとする。まず，「文官優位システム」の有無であるが，「内局は各幕の

上位にあるのだから，すべてを仕切るのが当然と考える人も内局にはおり」や

「内局が各幕僚組織を厳しく管理したといった歴史があった」と防衛官僚が回

想している通り（61），内局生え抜き（プロパー）と他省庁からの出向者（外様組）

を問わず，それが存在したとする証言がほとんどである。また，2008 年 7 月

15 日に福田康夫首相（当時）へ提出された防衛省改革会議（座長・南直哉東

京電力顧問）の報告書にも，以下の通り，記述されている。

表 1　経済担当と防衛担当各大臣のその後と初入閣数

大蔵大臣 通産大臣 防衛庁長官

後に首相 8 8 2

初 入 閣 2 7 22

注） 筆者が作成。防衛庁発足（1954 年 7 月 1 日）から冷戦終結時

の第 1 次海部内閣（1989 年 8 月 10 日）までに就任した各大

臣を対象とした。

真田尚剛.indd   14 2010/03/23   16:10:25



─ 153 ─

政治研究　創刊号

戦後日本における文民統制（シビリアン・コントロール）の在り方が独特であっ

た（中略）やむを得ない面もあるが，防衛庁内部部局が自衛隊組織の細部に至るま

で介入することが，文民統制の中心的要素とされてきたのである。国民→国会→首

相→防衛庁長官→自衛隊という議院内閣制民主主義の本旨に沿った文民統制のライ

ンの確立よりも，いわゆる「文官統制」ともいうべき状態をもって文民統制とした

戦後日本であった（62）。

　同じ客体である文官が自衛隊よりも優位な位置付けであったことは事実であ

るが，実態を正確に指摘すると，官僚による「統制」ではなく「調整」に近い

形態だったと考えられる（63）。軍事の専門家は制服であるため，非軍人である

官僚が企画立案するには限度があると考えられ，陸海空自衛隊の要望を調整し，

あるいは削除し，防衛庁案とするという政策過程が実態である。また，優位な

立場にある内局でさえも，一旦完成した各自衛隊の予算枠を根本的に見直すこ

とは困難といえ，制服よりも勝っている点は防衛参事官制度や訓令 9 号に代表

される法的権限程度であり，知識や経験，組織力という点で文官は劣っている。

そのため，「日本型文民統制」は，「文官統制」よりも「文官優位システム」と

表現した方が，実態に近いと考えられる。

　4　冷戦の終結と訓令 9号の廃止

　本項では，冷戦後日本の安全保障環境と政治家や防衛官僚，制服高官という

アクターに注目し，訓令 9 号が廃止された過程を明らかにする。

　戦後日本において他の先進民主主義国家には見られない文民統制の形態（官

僚によるオートパイロット状態（64））が続く中，1989 年 11 月にベルリンの壁

は崩壊し，翌月にはマルタ島にて米国のジョージ・H・W・ブッシュ（George 

Herbert Walker Bush） 大 統 領 と ソ 連 の ミ ハ イ ル・ ゴ ル バ チ ョ フ（Mikhail 

Sergeevich Gorbachev）書記長によって冷戦の終結が宣言された。2 極構造で

あった冷戦が終わったことにより，国際政治の在り方が大きく変化しようとす
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る中，1990 年 8 月初旬にイラクがクウェートへ侵攻し（湾岸危機），翌年 1 月

には湾岸戦争が始まり，日本の国際貢献が大きく問われることとなる。日本政

府は能動的に対処することはなく，結局増税までして計 130 億ドルもの資金

援助を行なうも，感謝されるどころか，「安全をカネだけで買おうとした日本」

として軽侮の対象となり，「too little too late（小さすぎるし，遅すぎる）」と批

判された。この「湾岸ショック」は，その後の日本の国際貢献に大きな影響を

与え，自衛隊が海外派遣を必要とされるたびに一種の「トラウマ」となり，10

年以上経つ 2003 年の自衛隊によるイラク派遣の際も，政府内には「湾岸戦争

時の二の舞は避けたい」という強い意識があった（65）。

　1992 年 6 月に国際平和協力法が成立し，9 月 17 日には自衛隊が国連カンボ

ジア暫定機構（UNTAC）へ派遣され，以後，自衛隊の海外派遣に関する法律

が次々と成立するわけだが，冷戦後日本における安全保障の変化はこのよう

な国際貢献の分野に限らない。1993 年 3 月に北朝鮮は核拡散防止条約（NPT）

脱退を決定し，翌年 3 月の南北朝鮮実務者協議においては北朝鮮担当者が「1

度戦争が起これば，ソウルは火の海になる」と発言して退席するなど，朝鮮半

島危機が起こった。同年 6 月に北朝鮮が国際原子力機関（IAEA）の脱退を表

明し，米国による軍事作戦が行なわれる一歩手前まで事態は深刻化するが，当

時の日米関係において周辺事態に対処できる仕組みはなかった。そのため，こ

の朝鮮半島危機は，約 20 年ぶりに改定される「防衛計画の大綱（防衛大綱）」

や 97 年の「新日米防衛協力の指針」（新日米ガイドライン）の策定に大きな影

響を与えた。

　一方，日本国内でも大きな変化が起こり，1993 年 8 月に細川護煕を首相と

する非自民党政権が誕生したことによって 55 年体制は崩壊し，細川の強いイ

ニシアチブによって設置された防衛問題懇談会（座長・樋口廣太郎アサヒビー

ル会長）が 1994 年 2 月に始まった（66）。通称「樋口懇」といわれる防衛問題懇

談会は，冷戦後の新しい状況に対応することを念頭に議論を進め，最終的にま

とめられた報告書は新しい防衛大綱の基礎となる。樋口懇がスタートした 4 ヵ

月後には，社会党出身の首相である村山富市が所信表明演説において「自衛隊
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合憲，日米安保堅持」と発言し，大きな衝撃を与えた。また，1993 年 5 月の

北朝鮮による弾道ミサイル発射実験や 1995 年 1 月の阪神大震災，3 月の地下

鉄サリン事件など，国民が身近に危険を感じる事案も冷戦後には発生している。

つまり，冷戦時代における「戦争か，平和か」「保守か，革新か」というイデ

オロギー対立や「自衛隊は存在することに第一義的価値がある」という認識で

は対処出来ない状況が，冷戦後日本の安全保障環境であった。また，短期的な

政権交代だったとはいえ，自民党以外の政党が与党になった上，社会党党首が

自衛隊と日米安保に肯定的立場をとったことは，防衛政策の国会論議に少なか

らず影響を与えた。

　防衛政策や防衛庁内における内局と制服の関係は，冷戦中から徐々に変化が

見え始めていたが（67），冷戦中は，「文官優位システム」の形態が依然として残っ

ており，政治と制服の間には内局が介在していた。それが大きく変化するのは，

冷戦の終結と日本の安全保障環境の変化という外的要因が発生する 1990 年代

からである。前述したように，冷戦後の自衛隊は国際貢献や対米協力，災害派

遣などで活動範囲を拡大していったため，当然ながら，防衛政策の過程では軍

事専門家である制服の意見が冷戦時代よりも必要となった。例えば，防衛大綱

改定のための防衛庁内の「防衛力のあり方検討会議」には制服高官もメンバー

として入っており（68），また，新日米ガイドラインの策定過程では制服が前面

に出て策定作業に当たった（69）。

　冷戦後は，防衛庁内におけるミクロ的部分に関しても変化があり，内局生え

抜きの中からは反発もあったが，官邸を制服だけで訪問することや内局の防衛

政策課へ佐官クラスの自衛官を配置することなどが行われた（70）。近年，徐々

に生え抜き組が育っていることは，文官と制服の連帯感を高める可能性があ

り，客体同士の争いは減り，日本の文民統制に好影響を与えるという指摘があ

る（71）。しかし，各人の能力や性格，価値観にも大きく関係するが（72），出向者

と比較しプロパーの方が，制服を抑えようとする傾向が若干強いと考えられ

る （73）。だが，内局と制服による対立や確執は現在，ほぼ問題がない程度に減っ

てきており（74），湾岸危機以降は自衛隊による活動が飛躍的に増えたため，制
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服を抜きにしては政策や法案策定が進まない状況となり，制服が内局とともに

他省庁や政党を訪問するなど（75），制服は政策過程に対し一定程度の影響を与

えるようになってきた。また，政治不在による官僚のオートパイロット状態が

限界に近づいており，90 年代半ばに「日本では，経済・金融問題とは異なり，

安全保障問題に関してはなお官僚が当事者能力を維持し，“silent leadership” 

を取っていると考えている。もっとも，この “silent leadership” を我々官僚が

取ることができるのは，今回が最後になるかもしれない」（
76）と官僚自身が吐露

している。

　以上のように，国内外の政治とともに，戦後日本の安全保障と制服の役割が

大きく変わろうとしている中，1996 年 1 月 11 日，以前から軍事に対する知識

と関心を持っていた橋本龍太郎が首相に就任する。橋本は，首相就任後も「最

高指揮官が総理大臣である限り，首相と制服との間の距離があるのはよくない」

と考えていたが，首相と制服の距離は工夫を要する事柄であり，官邸に制服を

近づけ過ぎると政治的社会的にマイナスとなる一方，最高指揮官として制服へ

も配慮をしなければならない（77）。しかし，例えば，竹下登は，自衛隊記念日

に官邸の大広間へ自衛隊の将官を多数招き，パーティーを行なうなどしたが，

海部俊樹は，湾岸危機や湾岸戦争の対策のために制服が官邸へ来ることを避け

るため，日曜日にホテルへ制服幹部を呼び出したというように，時々の首相に

より制服との距離は様々である。橋本自身は，先に述べたように，制服にシン

パシーを感じていたため，制服高官と懇談した際，制服の「抑えつけられてき

た鬱屈を感じた」と感想を述べている（78）。また，橋本の文民統制に対する認

識も，過去の首相とは異なるということが，以下の国会答弁からわかる。

　確かに私は，今までシビリアンコントロールという言葉が誤解され，内局の同行

なしに制服の幹部の人たちが例えば国会あるいは総理官邸に来れないといった雰囲

気が議員御在職のころにはあったのかなと改めて思いました。私は今そういう空気

は変えようといたしております。そして，そう変えようとしていることは統幕議長

あるいは三幕僚長たちには受けとめていただいていると思います。
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　これが定着てきるかどうかわかりません。しかし，そういう努力はいたしていく

つもりでありますし，またシビリアンコントロールというのは，内局がそばにいる

ことが，そして発言をコントロールすることがシビリアンコントロールだとは私は

思っていない（79）。

　過去においては，内局を文民統制の統制主体だと認識していた首相もおり，

例えば，竹下は「シビリアンコントロールの原則でございますが，私は，防衛

政策等を立案する際に，まず内局と制服とのいろいろな話し合いがあって，内

局というものが制服をコントロールすると申しますか，そういう機能が第一義

的にあるではないか」と述べている（80）。橋本が制服との距離を縮めようとす

ることに対し，軍隊経験がある自民党の長老たちからは，「制服を甘やかしす

ぎだ」「戦争経験がないから，軍の急所の捕らえ方がわかっていない」という

懸念する声があった一方（81），自民党の中堅・若手の中には橋本の姿勢に対し

賛同する者もいた（82）。（防衛）参事官制度や内局幹部への自衛官の任用も含め，

戦後日本の政軍関係を変えようと考えていた橋本が（83），国会や他省庁と制服

が距離を置くことを規定している訓令 9 号を疑問視することは，当然だったと

考えられる。そのため，橋本は訓令 9 号の廃止を防衛庁へ命じ，事務次官通達

によって 1997 年 6 月 30 日付けで同訓令は廃止となった。

　5　おわりに

　前項で論じたように，訓令 9 号は，保安庁発足から 40 年以上を経て廃止さ

れた。本項では，訓令 9 号の廃止が，冷戦後日本の政軍関係や「文官優位シス

テム」にどのような影響を与えたのかを明らかにし，本稿の結びとする。

　まず，政治と制服の関係であるが，制服は，国会や他省庁と接触することが

解禁されたため，国会議員への個別訪問や政党の部会へ出席することが可能と

なった。廃止時には，「実態的に廃止をきっかけとして変わることはない」（
84）

との認識が内局にはあったが，特に 2000 年以降，政治と制服の距離が近くなり，
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制服中堅幹部が法案などの説明のため，与野党の国会議員の事務所を訪れるこ

とが目立ち始めた。制服による「根回し」とも考えられる訪問について，石破

茂は防衛庁長官時代に苦言を呈したが（85），制服高官の中には，「避けるべき行

動であるが，軍事専門家抜きの政策決定に対し，制服中堅幹部たちが危惧を感

じたためではないか」と考えている者もいる（86）。政党レベルでは，石破をは

じめとする「新国防族」が「制服組にしか分からないことがある」と考え，以

前まで内局のみが担当していた自民党国防部会における説明に制服を呼ぶよう

になった（87）。また，官邸レベルでは，首相と制服高官による面談や打ち合わ

せの頻度が増加し，法案作成過程にも制服が深く関与するなど，変化が見られ

るようになった（88）。以上のように，首相や国会議員と制服の関係については，

訓令 9 号の廃止により，大きく変わったと考えられる。

　他方，長官と制服の間に内局が介在する点に関しては，「文官優位システム」

の「主柱」が防衛参事官制度であったため，変化は見られなかったと考えられる。

つまり，同制度に根本的な変化がないため，文官優位の形態に大きな変わりは

なかったということである。また，2006 年の防衛「省」昇格関連法の審議に

おいて，当時の防衛庁長官であった久間章生は，防衛参事官制度の観点から内

局幹部への任用資格制限の見直しについて言及したが（89），今日まで制服は内

局の課長職以上に就いていない。しかしながら，訓令 9 号の廃止により，全く

変化がなかったわけではなく，統幕議長や各幕僚長が，防衛庁内の実質的な意

思決定機関である防衛参事官等会議に参加するようになったため（90），防衛庁

内では制服の意見がさらに反映されるようになった。

　以上のように，訓令 9 号廃止により，政治と制服の距離は近くなった一方，

防衛参事官制度が存在し続けたため「文官優位システム」は続くこととなっ

た。しかしながら，文民統制の観点から批判され続けていた防衛参事官制度は，

2008 年 7 月に出された防衛省改革会議の最終報告により防衛大臣補佐官に置

き換えられることで廃止され，2009 年 8 月 1 日付けで 1 名の大学教授が，初

代防衛大臣補佐官（非常勤）に就任した。「文官優位システム」を形成してい

た訓令 9 号，防衛参事官制度，内局幹部への任用資格制限の内，前者 2 つが廃
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止された結果，官僚の役割が本来の客体になった一方，政治には主体として，

大きな責任が生まれた。そのため，主体である政治は，客体である官僚と自衛

官からの意見を参考としながら，積極的に統制しなければならない（91）。冷戦

時代における「軍隊からの安全」のみを重視した抑制的統制では，冷戦後に「軍

隊からの安全」とともに必要とされている「軍隊による安全」を確保すること

は，困難である。

　注

　（ 1 ）　 日本における政軍関係研究の第一人者である三宅正樹は，政軍関係について「ご

く簡単にいえば，ある一国家の中での政府と軍の関係である」と述べている。

また，ピーター・フィーバー（Peter D. Feaver）は，政軍関係は民主主義の中

心的問題だとし，国家における政軍関係の重要性について言及している。三宅

正樹『政軍関係研究』芦書房，2001 年，1 頁，Peter D. Feaver, Armed Servants: 

Agency, Oversight, and Civil-Military Relations （Cambridge: Harvard University 

Press, 2003）, p. 4.

　（ 2 ）　 Samuel P. Huntington, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-

Military Relations （Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard 

University Press, 1957）, p. 80.（市川良一訳）『軍人と国家　上』原書房，2008 年，

80 頁。

　（ 3 ）　 防衛白書には「民主主義国家における軍事に対する政治優先または軍事力に対

する民主主義的な政治統制」とあるが，「政治優先」よりもニュアンスが強い

「政治統制」の方が文民統制の定義には相応しいだろう。防衛省編『平成 21 年

度版　日本の防衛』ぎょうせい，2009 年，103 頁。尚，諸外国において，シビ

リアン・コントロールと表現されることは少なく，Civil-Military Relations（政

軍関係）が一般的である。

　（ 4 ）　 ルイス・スミス（Louis Smith）は，文民統制を確立するための条件として，以

下の 5 つを提示した。（1）政府の首長が文民であり，国民の大多数の代表者で

あること。首長は，国民に対して責任をもち，現存の法的または政治的な手続

の通常な機能によって更迭しえなければならない。（2）職業軍人たる軍の首脳

者は，政府部内の文民の指揮下にあり，憲法に合致し，かつ実効ある統制をう

けなければならないこと。（3）軍事機構の官庁による運営は，軍の計画のあら

ゆる段階を総合する文民の権威ある指示のもとにおこなわれ，また，その文民

自身も責任ある行政府の責任あるメンバーでなければならないこと。（4）国民

によって選挙された代表者は，戦争の決定，軍事目的に供せられる資金および

人的資源に関して表決し，必要とされる緊急権限の付与等に関する一般的政策

を策定し，この政策の実施に対して責任を有するひとびとに対し，究極的かつ
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一般的な監督権を行使しえなければならないこと。（5）裁判所は，軍をして国

民の民主主義的な基本的権利を保護する責に任ぜしめる地位にあること。戦後

日本における在り方を，以上の条件から考察すると，特に問題はないと考えら

れる。よって，戦後日本の形態は，文民統制だと判断される。ルイス・スミス（佐

上武弘訳）『軍事力と民主主義』法政大学出版局，1954 年，43 頁。

　（ 5 ）　 主な先行研究として，以下の文献がある。亀野邁夫「日本型シビリアン・コン

トロール―自衛隊の文官統制について」『レファレンス』2000 年 12 月号，佐

道明広『戦後日本の防衛と政治』吉川弘文館，2003 年，中島信吾『戦後日本

の防衛政策―「吉田路線」をめぐる政治・外交・軍事』慶應義塾大学出版会，

2006 年。

　（ 6 ）　 有名な批判として，宮崎弘毅「防衛二法と文民統制」『国防』26 巻 5 号，1977

年がある。

　（ 7 ）　 大嶽秀夫編解説『戦後日本防衛問題資料集　第 2 巻』三一書房，1992 年，

441-442 頁。

　（ 8 ）　Constitution of Japan （12 February 1946），国立国会図書館蔵。

　（ 9 ）　「帝国憲法改正案」『佐藤達夫文書　130』国立国会図書館蔵。

　（10）　西修『よくわかる平成憲法講座』TBS ブリタニカ，1995 年，88 頁。

　（11）　 Far Eastern Commission, Transcript of Twenty-Seventh Meeting of the Far Eastern 

Commission, Held in Main Conference Room, 2516 Massachusetts Avenue, N.W., 

Saturday, September 21, 1946 （21 September 1946）, 国立国会図書館蔵，米国国立

公文書館原所蔵。

　（12）　 Far Eastern Commission, Further Policies relating to a New Japanese Constitution, 

FEC-087/9 （25 September 1946）, 国立国会図書館蔵，米国国立公文書館原所蔵。

　（13）　佐藤達夫『日本国憲法誕生記』中公文庫，1999 年，171 頁。

　（14）　佐藤達夫『日本国憲法成立史　第 4 巻』有斐閣，1994 年，921 頁。

　（15）　 関野康治「文民条項成立と第 9 条の修正」『新島学園短期大学紀要』第 25 号，

2005 年，65-66 頁。

　（16）　 小委員会の審議については，以下の文献を参考とした。参議院事務局編『帝国

憲法改正特別委員小委員会筆記要旨』財団法人参友会，1996 年。

　（17）　 永井陽之助「第 8 章　朝鮮戦争―冷戦の真珠湾」『冷戦の起源―戦後アジアの

国際環境』中央公論社，1978 年，309-322 頁。

　（18）　 Douglas MacArthur’s Letter to Prime Minister （8 Jury 1950）, 国立国会図書館蔵，米

国国立公文書館原所蔵。

　（19）　読売新聞戦後史班編『「再軍備」の軌跡』読売新聞社，1981 年，36-37 頁

　（20）　同上，105-106 頁。

　（21）　 増原恵吉，加藤陽三，麻生茂「座談会　自衛隊草創期におけるシビリアン・コ

ントロール」『防衛法研究』3 号，1979 年，6 頁。

　（22）　 フランク・コワルスキー（勝山金次郎訳）『日本再軍備―米軍事顧問団幕僚長

の記録』中公文庫，1999 年，176 頁。引用した箇所に「文官優位の原則」とあ
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るが，正しくは「文民優位の原則」だと考えられる。訳者が「civilian」を「文官」

と訳したと考えられるが，英語のオリジナル版は未刊であるため，確認は出来

ない。

　（23）　中島『戦後日本の防衛政策』25-26 頁。

　（24）　 読売新聞戦後史班編『「再軍備」の軌跡』106 頁，C.O.E. オーラル・政策研究プ

ロジェクト『海原治オーラルヒストリー　上』政策研究大学院大学，2001 年，

182 頁。

　（25）　コワルスキー『日本再軍備』178 頁。

　（26）　同上，175 頁。

　（27）　中島『戦後日本の防衛政策』26 頁。

　（28）　 西川吉光「戦後日本の文民統制―『文官統制型文民統制システム』の形成　上」

『阪大法学』第 52 巻第 1 号，2002 年，130 頁。

　（29）　 「服部グループ」とは，戦時中に参謀本部作戦課長を務めた服部を中心に，同

期（陸士 34 期）である西浦進と堀場一雄を両翼とした集団であり，井本熊男

や稲葉正夫，原四郎，水町勝城，田中耕二，田中兼五郎，山口二三などの参謀

本部や陸軍省の中枢にいた将校たちがメンバーとなっていた。佐道『戦後日本

の防衛と政治』23 頁，「井本熊男インタビュー」大嶽秀夫編解説『戦後日本防

衛問題資料集　第 1 巻』三一書房，1991 年，270 頁。

　（30）　コワルスキー『日本再軍備』123-128 頁。

　（31）　読売新聞戦後史班編『「再軍備」の軌跡』154-155 頁。

　（32）　同上，156，306 頁。

　（33）　同上，306 頁。

　（34）　同上，160 頁。

　（35）　西川「戦後日本の文民統制　上」132 頁。

　（36）　 彦谷貴子「第 11 章　冷戦後日本の政軍関係」添谷芳秀，田所昌幸編『日本の

東アジア構想』慶應義塾大学出版会，2004 年，314 頁。

　（37）　 葛原和三「朝鮮戦争と警察予備隊―米極東軍が日本の防衛力形成に及ぼした影

響について」『防衛研究所紀要』第 8 巻第 3 号，2006 年，29-30 頁。

　（38）　中島『戦後日本の防衛政策』31 頁。

　（39）　コワルスキー『日本再軍備』211 頁。

　（40）　読売新聞戦後史班編『「再軍備」の軌跡』305 頁。

　（41）　 保安庁法の条項を引用する際には，以下を参照した。大嶽『戦後日本防衛問題

資料集　第 2 巻』391-407 頁。

　（42）　西川「戦後日本の文民統制　上」136 頁。

　（43）　加藤陽三『私録・自衛隊史―警察予備隊から今日まで』防衛弘済会，1979 年，65 頁。

　（44）　増原ほか「座談会　自衛隊草創期におけるシビリアン・コントロール」12 頁。

　（45）　佐道『戦後日本の防衛と政治』30 頁。

　（46）　同上，79 頁。

　（47）　増原ほか「座談会　自衛隊草創期におけるシビリアン・コントロール」14 頁。
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　（48）　「衆議院予算委員会会議録」1965 年 5 月 31 日。

　（49）　西川「戦後日本の文民統制　上」141 頁。

　（50）　旧防衛省設置法第 7 条第 2 項。

　（51）　小針司『防衛法概論―文民統制と立憲主義』信山社出版，2002 年，85-87 頁。

　（52）　 西川「戦後日本の文民統制　上」141-142 頁，後藤田正晴『情と理―後藤田正

晴回顧録　上』講談社，1998 年，50 頁，海原治『安全保障―日本の選択』時

事通信社，1996 年，78-127 頁，四方洋，飯島一孝『青春の小原台―防大一期の

三十年』毎日新聞社，1986 年，28 頁。

　（53）　『読売新聞』『産経新聞』2007 年 2 月 27 日。

　（54）　増原ほか「座談会　自衛隊草創期におけるシビリアン・コントロール」19 頁。

　（55）　 再軍備過程における日本と西ドイツの比較研究を行なった大嶽秀夫は，両国の

左派政党の違いを明らかにしている。大嶽秀夫「第一章　二つの再軍備―西ド

イツと日本」『再軍備とナショナリズム―戦後日本の防衛観』講談社学術文庫，

2005 年，17-47 頁。

　（56）　コワルスキー『日本再軍備』336 頁。

　（57）　 宮本武夫「冷戦後における日本のシビリアン・コントロール」『敬愛大学国際

研究』第 15 号，2005 年，84-85 頁。尚，制服の国会への出席は，1959 年 12 月

8 日の参議院内閣委員会へ航空幕僚長である源田実が出て以来，今日までない。

『読売新聞』1998 年 3 月 30 日。

　（58）　 この原因については，主に多くの人々が亡くなったことによる戦争の「後遺症」

が挙げられるが，他にも 2 説ある。まず，戦後日本においては，石油危機のよ

うな食糧や天然資源による平時の危機の方が，有事よりも国民にとって身近で

あり，戦争には無関心という説である。2 つ目は，日本においては武士階級な

どを除き，1000 年近く一般大衆は軍事に関心がないことが，原点だとする説で

ある。櫻田淳『国家への意志』中公叢書，2000 年，34-35 頁，佐藤英夫『対外

政策』東京大学出版会，1989 年，166-167 頁，林吉永「日本の職業軍人意識―

1500 年の軍事史を振り返って」『戦史研究年報』第 8 号，2005 年，参照。

　（59）　 岸信介の行なった安保改定に対する国民の反発から，その後の池田勇人や佐藤

栄作は，憲法改正や再軍備よりも経済や国民生活を優先したと考えられる。坂

元一哉『日米同盟の絆―安保条約と相互性の模索』有斐閣，2000 年，219 頁。

　（60）　彦谷「第 11 章　冷戦後日本の政軍関係」315-316 頁。

　（61）　 藤島正之『防衛にかけたロマン』ジャパン・ミリタリー・レビュー，2001 年，71 頁，

秋山昌廣『日米の戦略対話が始まった―安保再定義の舞台裏』亜紀書房，2002 年，

179 頁。

　（62）　 防衛省改革会議「報告書―不祥事の分析と改革の方向性」首相官邸「防衛省改

革会議」＜ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/bouei/dai11/pdf/siryou.pdf ＞ 2010 年 1

月 23 日アクセス。

　（63）　 「文官調整」については，主に以下を参考とした。西川吉光「戦後日本の文民

統制―『文官統制型文民統制システム』の形成　下」『阪大法学』第 52 巻第 2 号，
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2002 年，290-292 頁，廣瀬克哉『官僚と軍人―文民統制の限界』岩波書店，1989 年，

247-263 頁。

　（64）　 彦谷貴子は，冷戦中は「政策の方向が定まっており，また進むペース（防衛力

整備のスピード）も予算的制約の中でほぼ一定に保たれて」おり，官僚による

自動操縦（オートパイロット）状態で，自衛隊が「コントロールされているも

同然となってしまった」と述べている。彦谷貴子「シビリアン・コントロール

の将来」『国際安全保障』第 32 巻第 1 号，2004 年，30-31 頁。

　（65）　インタビューによる。

　（66）　秋山『日米の戦略対話が始まった』31 頁。

　（67）　 例えば，1970 年代に防衛事務次官へ就任した久保卓也や丸山昴の言説を検証

すると，文民統制について適切な認識を持っていたことがわかる。また，1978

年の「旧日米防衛協力の指針」（旧日米ガイドライン）における策定作業では，

制服も参加していた。久保卓也「防衛白書あとがき―私見」『国防』1976 年 8

月号，13-15 頁，田原総一郎「インタビュー・丸山昴　日米安保は空っぽ」『諸君！』

1979 年 10 月号，18 頁，船橋洋一『同盟漂流』岩波書店，1997 年，131 頁。

　（68）　 佐道明広によれば，「これまで内局とくに防衛局が中心になってまとめること

になっていた防衛政策を，制服組も参加してまとめていくやり方自体はこれま

でにないこと」である。佐道明広『戦後政治と自衛隊』吉川弘文館，2006 年，

190 頁。

　（69）　 久米雅彦『米軍再編―日米「秘密交渉」で何があったか』講談社現代新書，2005 年，

136 頁。

　（70）　 黒井文太郎編『日本の防衛　7 つの論点』宝島社，2005 年，95 頁。尚，警察予

備隊創設以降，内局は旧内務省や警察庁，財務省（旧大蔵省）から出向者を受

け入れ，生え抜き組は歴代防衛事務次官 28 名中 6 名のみであり，防衛事務次

官経験者の多くが「外様組」である。

　（71）　彦谷「第 11 章　冷戦後日本の政軍関係」321-322 頁。

　（72）　 近代日本史料研究会『塩田章（元国防会議事務局長）　オーラルヒストリー』，

2006 年，85 頁，インタビューによる。

　（73）　 例えば，生え抜きの防衛事務次官である守屋武昌は「内局の（部隊運用への）

関与は戦前のようなことがないようにという十分な意味合いが込められてい

る。時代が変わり，自衛隊に対する見方が変わっても，そこは全然譲る気はない」

と述べている。共同通信社憲法取材班『「改憲」の系譜― 9 条と日米同盟の現場』

新潮社，2007 年，60 頁。

　（74）　黒井『日本の防衛　7 つの論点』94 頁。

　（75）　『朝日新聞』1997 年 7 月 23 日。

　（76）　秋山『日米の戦略対話が始まった』82 頁。

　（77）　船橋『同盟漂流』131-132 頁。

　（78）　共同通信社憲法取材班『「改憲」の系譜』62 頁。

　（79）　「参議院予算委員会会議録」1997 年 1 月 30 日。
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　（80）　「衆議院予算委員会会議録」1988 年 2 月 23 日。

　（81）　船橋『同盟漂流』131 頁，インタビューによる。

　（82）　インタビューによる。

　（83）　船橋『同盟漂流』133 頁。

　（84）　『毎日新聞』1997 年 7 月 23 日。

　（85）　共同通信社憲法取材班『「改憲」の系譜』62-63 頁。

　（86）　黒井『日本の防衛　7 つの論点』132 頁。

　（87）　共同通信社憲法取材班『「改憲」の系譜』61-62 頁。

　（88）　武蔵勝宏『冷戦後日本のシビリアン・コントロールの研究』成文堂，2009 年，64 頁。

　（89）　「衆議院安全保障委員会会議録」2006 年 11 月 28 日。

　（90）　武蔵『冷戦後日本のシビリアン・コントロールの研究』317 頁。

　（91）　 国防次官補などを歴任したジョセフ・ナイ（Joseph S. Nye, Jr.）は，首相や大臣

などの政治指導者には，①軍隊が民主的国家の正当な手段であることを認識す

ること，②適切に発展した軍隊の役割と任務に対して資金を提供し尊敬の念を

示すこと，③防衛問題や軍事的文化について学ぶことが必要であると述べてい

る。Joseph S. Nye,  Jr. “Epilogue: The Liberal Tradition” Larry Diamond and Marc 

F. Plattner, eds., Civil-Military Relations and Democracy （Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 1996）, p. 153.（中道寿一訳）「エピローグ―自由主義の伝統」

L・ダイヤモンド，M・F・プラットナー編（中道寿一監訳）『シビリアン・コ

ントロールとデモクラシー』刀水書房，2006 年，235 頁。

　〔付記〕

　本稿の執筆にあたり，防衛研究所主任研究官である中島信吾先生から示唆に

満ちたコメントを頂いた。また，石破茂（元防衛庁長官），竹内行夫（前外務

事務次官），古庄幸一（元海上幕僚長），奥村茂（産経新聞記者）の各氏とのイ

ンタビューを本稿に使用した。中島先生とインタビュー協力者の方々に，この

場を借りて感謝申し上げる。尚，インタビュー協力者の（   ）内はインタビュー

当時の肩書きであり，本稿は筆者の個人的見解である。
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　1　プロローグ

　高瀬 學（1）は，主著『大衆と独裁－マキアヴエッリ思想の原画分析』のなか

で，｢ 個の一般理論形成とその挫折並びに再編の可能性 ｣ を探るという課題に

取り組み（2），更にその延長線上で，ホセ・オルテガ・イ・ガセー（José Ortega 

y Gasset） 理論にみる「個内構造式の論理的構成と定着化の意図」つまり個に

おける「操作肢，被規定肢両肢共在関連図式」の吟味に取り掛かった（3）。しか

し，残念ながら病気の為，『ホセ・オルテガ・イ・ガセー初期二手稿の意義分

析』（
4）及び『ホセ・オルテガ・イ・ガセーの 1904 年論文について』（

5）というタ

イトルで成る極めて難解な二論文を公にしただけで逝去した。特に，前者では，

『新生活（vida nueva）』という文芸誌に掲載されたもので，「個性的批評につい

て（De la crítica personal, 1902・12・1）」をテーマとしたオルテガ最初のエッセー

『注釈集（Glosas）』（
6）と『ミゲル・デ・ウナムノ（Miguel de Unamuno）宛てオ

ルテガ書簡（Carta Ⅰ, J. O. G. a M. U., 1904, 1-6. Carta Ⅱ, J. O. G. a M. U., 1904）』

【研究ノート】

オルテガ研究の覚え書き（1）

 藤　本　吉　藏

  　 目　　次

1　プロローグ

2　作業開始に当たって

3　『ドン・キホーテに関する省察』の前段内容

　 「読者よ …（Lector…）」についての鳥瞰

4　「読者よ …（Lector…）」の内容整理

 　 �エピローグにかえて� 
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を採り上げ（7），また後者ではオルテガの評論『バ－リエ・インクランの《夏の

ソナタ》 （La《Sonata de Estío》，De Don Ramón del Valle-Inclán.）』（
8）についての

論考をめぐらしている。それらの分析を通して，主著の一つとされる『ドン・

キホーテに関する省察 （Meditaciones del Quijote）』（
9）を 1914 年に作成するに至

る道にあって，オルテガが如何なる事象を問題にしたかについての軌跡を披

瀝したいと吐露している。つまり，高瀬二論文で取り扱われている資料のいず

れも，オルテガの初期の作品であるが，意識的にそれらの意義を考察すること

で，『ドン・キホーテに関する省察』にみる彼オルテガ思想体系への構築作業

過程を浮き彫りにしたいという決意を表明しているものとみてとれる。それ

は，「オルテガの思想的基幹，いわばそのトルソともいうべきものが確立され

るに至ったのは 1914 年の公刊にかかる Meditaciones del Quijote であった。 彼

の体系はこの書に示されたところを “方法” として conciencia de la circunstancia

を基軸にすえて展開された」（
10）との判断を前提にしてのことである。

　ところで，高瀬見解にみるような（11），オルテガ理論体系における初期作品

と『ドン・キホーテに関する省察』の位置づけは，これまで多くの研究者，例

えばオルテガの高弟フリアン・マリアス（Julián Marías）や，オルテガの影響

を受けた研究グループ所謂マドリッド学派の一人であるホセ・Ｆ・モーラ（José 

Ferrater Mora）を始め，最近では C.R. マッテイ（Carlos Ramos Mattei）等に

もみられる。特に，J. マリアスにあっては，E. ラグ（Evelyn Rugg）と D. マリ

ン（Diego Marin）による『ドン・キホーテに関する省察』の英訳書へ添付し

た「アメリカ人読者へのプロローグ（Prologue for American Readers）」の中で，

この書はオルテガの代表作の一つであり，そこにはオルテガ哲学の淵源を見出

し得るし，彼のその後の諸作品の中にはここで論じられた理念を見出し得ると

記述している（12）。また，J. マリアスは，『哲学史（Historia de la Filosofía）』と

いう作品にて，1902 年 にオルテガが著作活動を開始したことや，私と環境 （yo 

y circunstancia） というオルテガ独自の視点は最初『エデンのアダム（Adán en 

el Paraíso）』というタイトルで 1910 年に出版されたエッセ－のなかに現れた

と指摘するとともに，オルテガが自己の哲学の成熟した形に達する前に彼の思
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想が通過した諸段階を考察することは，彼の形而上学の主要諸命題が表現され

る方式の企図に光を放つであろうと強調してもいる（13）。しかも更に，他の著『理

性と生（Reason and Life）』の中で，オルテガの貴重な初期論文として，『ロー

マン主義の科学（La ciencia romántica）』をも掲げている（14）。また，J. F. モー

ラの指摘によれば，「ずっと後で実を結ぶ知的種子の幾つかは，早くも 1910 年

に突き止められ得るし，典型的にオルテガ主義的なものと認められる多くは，

1904 年に出版され，1946 年に再版された二つの論説の中に最初に表れてい

る」（
15）と指摘しているのである。ここで言う 1910 年の主要な作品とは，1983

年にオルテガ生誕百年祭を記念して公刊された 12 巻（16）からなるオルテガ全集

のうちの第 1 巻の目次や J. F. モーラが当該箇所に加えた注記から察して，『エ

デンのアダム（Adán en el Paráiso）』であり，1904 年に公になった作品とは，「個

性的批評について」と『バ－リエ・インクランの《夏のソナタ》』とを指すも

のとみてよかろう（17）。C. R. マッテイの見解を取り上げてみると，オルテガが

27 歳の年に発表した『エデンのアダム（Adán en el Paraíso）』は，彼の主要直

観の初めての明確な作品であったと解すとともに，後年にみられるオルテガ理

論のうちの幾つかの決定や意志は，その同じ年に発見されたものとみている。

そして，『ドン・キホーテに関する省察』における提示は，「彼の思想原理の

… 最も簡潔な陳述であり」，オルテガ思想が続いて起こる展開を構成している

としたためている（18）。

　さて，そうしたオルテガ初期の作品や『ドン・キホーテに関する省察』の位

置づけは勿論のこと，既掲全集 12 巻全体の読解には多大な苦痛を伴う。とい

うのは，先ず第一に，それらの目次を一瞥すれば一目瞭然の如く，彼の取り組

んだ思考ジャンルは，哲学的分野，文学を始め絵画や政治評論，教育学，社会

学，心理学，自然学，物理学，生物学，形而上学，言語学或いは歴史解釈学と

いった多種多様に亘って入り組んでいる。それらは，諸々の日刊紙（19），定期

刊行物，雑誌，スペイン内外での講演やマドリッド大学での連続講義原稿，或

いはそれらのうちの幾つかを晩年に纏めて出版した書籍から成り立っているの

である。鳥瞰すれば，それらの内容は，学問的分類乃至整理が容易でない形で
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執筆されたものと見てとれる。第二に，彼オルテガが試みた思索対象や引用文

献として，カエサル（G. G. Caesar），カント（I. Kant），ルナン（J. E. Renan），

アインシュタイン（A. Einstein），フッサール（G. A. Husserl），プルースト（V.-

L.-G.-E.-M. Proust）やイブン・ハルドウーン（Iben Kháldun），ケプラー（J. 

Kepler），ベーコン（F. Bacon），ヘーゲル（G.W. F. Heger），デイルタイ（W. C. L. 

Delthei），ゴヤ（F. J. de Goya），ヴェラスケス（D. R. de S. y Velázquez），その

他多岐にわたる思想家や芸術家，将又心理学者や社会学者が適宜登場する（20）。

第三に，豊富な特殊用語や新造語，更に加えて難解な慣用句（ideotismo）や隠

喩（metáfora）が鏤められている。例えば，「生の理性 （la razón vital）」，「遠近

法（perspectiva: escorzo）」，「根本的現実（realidad radical）」､「哲学の召使い（ancilla 

philosohiae）」，「私は考える，故に私は生きている（cogito quia vivo）」，「私は

私と私の環境（yo soi yo y mi circunstansia）」，「歴史的理性（la razón histria）」，「不

連続観（discontinuismo）」，「近接幾何学（geometrià de lo próximo）」，「< それ

ら > 環境を通して世界と交わる（por <ellas> circunstancias comunica con el 

universo」等であり（21），その難解さは，筆者の研究意欲を撫で斬りにする。文

献に突進しても返り討ちにあうのである。告白すれば，2003 年よりオルテガ

文献の読解を開始したものの，拙著『スピノザ思想の原画分析』の改訂（第四版）

作業に費やした一年間を除き，大学からの業績チェックにストレスを感じなが

ら，今日まで約 6 年以上かかって，漸く，資料の提示紛いの『覚え書き』の作

成に取りかかった所以である。

　ところで，生誕記念全集 12 巻は，作品の作成年代乃至公刊年代順に沿って

編集されている。しかも，既述した如く，その内容は，課題分野別に整理され

ているわけではなく，オルテガ思想の体系的な把握という点では困惑するほど，

重層的に入り組んでいる。しかし，それらは，銘銘が全く独立し，切断された

異なる姿を映し出す作品群ではない。それ故，オルテガがなした初期の思想か

ら後期の思索へ，またその逆方向へアプローチする分析作業を通して，オルテ

ガ思想の全体構図を相乗効果的に読み取るという点では極めて都合のよい全集

といえよう。しかも，彼の現実生活或いはその生活のなかで取り組んだ諸課題

藤本吉蔵.indd   4 2010/03/23   16:36:50



─ 169 ─

政治研究　創刊号

を年代的に順次把握することによって，彼自身が生きた歴史を解する上でも貴

重な構成資料になっているといってもよいと思える。とはいえ，主題や内容の

多種多様さに振り回されることなく，彼の政治学や倫理学，自然哲学や神学的

な問題についての見解を把握する場合，あらゆるものに先立つ彼の基本的な思

考原則つまり彼の行動や作品の深層に一貫して潜んでいる視点を把握する必要

がある。揺るぎないオルテガ解釈を志す為である。その場合，オルテガ論文の

どれにも，デカルトやスピノザが取り組んだような，定義，公理，定理，備考，

系からなる（22），主観的－相対的な視座を超えた幾何学的方法で論理立てると

いった厳格な論証構造をみいだせない為，その 12 巻全体を通して最も多く散

見される「生」と「環境」という彼特有の語彙つまり視点に着目し，それを主

要課題としている作品についての吟味作業が重要となろう。

　2　作業開始に当たって

　作業を開始するに当たっては，無論，オルテガの多様な主張から特別に語彙

を抜き出す場合に，ベーコンでいう四種のイドラのうちの種族のイドラ（Idola 

Tribus），洞窟のイドラ（Idola Specus）或いは劇場のイドラ（Idola Theatri）の

世界に陥って幼稚な感情を知見全般に広げて物事を解す危険性や（1），スピノザ

でいう第一種認識様式（primi generis cognitio）に駆られて，外部から働きを

受けて生じた受動感情に基づく細々に切断された奇形な知識で，諸事象への判

断を下す危険性を承知すべきことは当然である（2）。また，十二分な論証或いは

精査作業を省いて，課題分析に挑む以前に，既に固有の結論を念頭に描き，そ

れに都合のよい項目だけを拾い集めてオルテガ思想の本質をへし曲げ排他的に

論考するような行為を慎むべきことは言うをまたない。オルテガ理論の真髄か

ら遠く離れて独断論に塗り固められた論文にならない為である。更に，長らく

汎神論的着想を下地にしたスピノザの自然観，倫理観や宗教観，政治理念，或

いは歴史観を廃して全てを「永遠の相の下に（sub specie aeternitatis）」捉える

個物論，並びに「神の知的愛＝最高の認識」といった認識論，等々についての
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分析に取り組んできた筆者にとって（3），オルテガの「環境」と「私」という言

葉が表象的に醸し出す視点をスピノザ自然観と同等視するようなアプローチを

安易に採らないように細心の注意を払わねばならない。I. ウオーラーステイン

（Immanuel Wallerstein）が『脱＝社会科学（Unthinking Social Science）』のなかで，

社会科学を取り扱う場合，“rethinking” ではなく，“unthinking” という語彙を

わざわざ用いながら（4），これまで積み立てあげてきたものを振りほどく行為を

絶えず繰り返す必要を説く如く，言い換えれば筆者に染みついたスピノザの自

然観やスピノザを通したデカルト個物論の解釈を振りほどきながら，オルテガ

理念或いはオルテガの立場でいうデカルト理論を吟味する必要がある。

　ところで，J. F. モーラは，オルテガの知的発展を三つのステージに区分し，

それらへ便宜的に名称を付している。即ち，｢ 客観主義 ｣ の時代（1902-1913），

｢ 遠近法 ｣ の時代（1914-1923），｢ 生の理性 ｣ の時代（1924-1955）である（5）。

そのうち，第三ステージを「哲学におけるオルテガの主要業績」（
6）の時期と捉

えるとともに，そこでの内容に照らして第一及び第二のステージを吟味してい

る（7）。また，高橋 徹は，J. F. モーラが提示したステージ解釈を踏襲する形で「『私

は，私と私の環境である』という彼の主題の生成・発展を中心として推移す

る環境（スペインの状況）の中における私（オルテガ）の環境との格闘を見て

ゆくことにした」と断りながら，｢ オルテガ思想の発展段階 ｣ という項目をも

うけて J. F. モーラよりも更に詳細に 5 段階へ分類している（8）。その内容が如何

なるものかを示せば，I. 客観主義への沈潜の時期（1902-1913），II.「私は，私

と私の環境である」という命題が発見され，定着した時期（1914-1922），III.

「生・理性」の立場を確立し，それを具体的問題に適用した時期（1923-1932），

IV. 生主義と歴史主義との統合の時期（1933-1935），V.「私は，私と私の環境

である」という定式の体系的・方法的完成の時期（1936-1955），といった区

分である。しかも，各段階の説明について，先ず，I. 客観主義への沈潜の時期

とは，「『98 年の世代』の知的影響下に環境の持つ重みを意識したが， 方法的に

はまだカント哲学の影響下にあり，それが明確な自覚まで至っていない時期」。

II.「私は，私と私の環境である」という命題が発見され，そして定着した時期
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とは，「第一次大戦，とくにその戦後期に高まったスペインの危機について改

革主義的思考を抱いて反省を重ねたあげく，私と環境，生と理性とが，実践的

協力の中で一つに統合し，相互補完的な関係に立つものであることが発見され

た時期」（
9）。III.「生・理性」の立場を確立し且つそれを具体的問題に適用し

た時期とは，「左右への政治勢力の分極化の果てに登場した独裁制のもとで，

気力も筆の進みも最も充実した時期。ここで，カント的『純粋理性』に代わっ

て，『生・理性』という，オルテガ哲学の立場が確立した」（
10）段階。IV. 生主義

と歴史主義との統合の時期とは，「第二共和制の政治的現実に失望して，政治

活動から逃避し，固有の歴史哲学の構築に進んだ時期」（
11）。最後に，V.「私は，

私と私の環境である」という定式の体系的・方法的完成の時期とは，「人民戦線，

スペイン戦争，フランコ政権の登場という政治的激動期を国外に避けて，その

体系と方法の完成に全力を傾倒した時期」（
12），といった説明を加えている。J. 

F. モーラの三ステージにしても，高橋　徹の五分類にしても，オルテガ思想の

諸相を全体的な流れの中で把握する点では極めて貴重な道標となる。また，彼

らのアプローチの仕方は，オルテガが辿った思想行動の伝記的姿を浮き彫りに

する効果もみてとれるといってもよいと思える。

　しかし，オルテガ思想への入門という立場に立つ筆者にとっては，そうした

区分された対象項目が極めて大胆で且つあまりにも強力な印象を与えるゆえ，

彼らの視点に囚われてしまうかもしれないという恐れを抱く。そこで， 一旦，

彼らでいうステージや発展段階を解体しながら，つまり “unthinking” の視点を

採りながら，本『覚え書き』のプロローグで述べた如く，膨大なオルテガ作品

全体を鳥瞰し，その作業を通して多くの箇所で繰り返し見出された「生」，「環

境」，「根本的現実」，「パースペクティヴ（perspectiva）」という理念に焦点を

当てて，オルテガ思想の心髄を表すエキスの抽出を筆者なりに文献主義的な立

場で試みたいと思う。この目的の為の主要な資料となるのが，論考項目から見

て『ドン・キホーテに関する省察』であり，『現代の課題』であると推断し得

るが，時間及び紙幅の問題もあり，先ず，前者の前段内容についての把握作業

から取りかかりたいと思う次第である。
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　3　『ドン・キホーテに関する省察』の前段内容

　　「読者よ…（Lector…）」についての鳥瞰

　これまで触れてきたが，オルテガの殆どの作品を貫いているのは，生と環境

（circunstancia）乃至根本的現実（realidad radical）との関係を明確にした思索

方法即ちパースペクティヴ（即ち遠近法 escorzo）であり，それに基づく「私

は私と私の環境である（Yo soy yo y mi circunstancia）」（
1）という命題である。こ

の表現は 1914 年に公刊された『ドン・キホーテに関する省察』の中で最初に

現れ，後には，全くそのまま見ることのない一節ではある。しかしオルテガの

理念は，これから適宜示唆していく予定であるが，この表現を変えた形で，こ

の命題を土台にして構築されているものとよみとれる。そこで，『ドン・キホー

テに関する省察』における遠近法について，筆者なりの確認という意味合いを

兼ねながら，把握作業に取りかかることにする。但し，この著の構造は，「読

者よ …（Lector…）」という前書き，「予備的な省察（Meditacióne preliminar）」，

そしてそれら二部の内容を前段として踏まえた上での「第一の省察（Meditación 

primera）」といった三部から成るが，本『覚え書き』では，「読者よ …（Lector…）」

のみを採り上げ，その意味内容の把握作業に従事することにする。

　さて，「読者よ …（Lector…）」についての剖見であるが，その内容は実に多

面的で要約しにくい多くの試論（ensayos）（
2）で綴られている。独断解釈に陥ら

ないように戒めながら，それらを鳥瞰すれば，第 1 に（3），それは，『省察』と

いう表題のもとに（Bajo el título “Meditaciones”）様々な思索を公にし，当時

スペインがおかれている環境に関して直接的か或いは間接的に論じることを目

論んだ結果，『ドン・キホーテに関する省察』はその一篇としてできあがった

ものと推定し得る書き出しで始まる。言い換えれば，その内容は，『省察』と

いうタイトルのもとに，オルテガの胸の中で躍動する最も強力な情念（afecto），

つまり彼でいう，知的愛（amor intellectualis）をもって当時のスペイン社会が

抱えている諸問題からスペイン人の「救済（salvaciónes）」を念頭に置いたも
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のであり，知的伝達或いは概論という範疇とは無縁な論文の一環として計画さ

れた作品といえるのである。第 2 に（4），それらの『省察（Meditaciones）』の中

では，それぞれ存在する事物を，それらが所有する意味の完全な充実へと導く

という課題を，謂わば「人生が，絶え間なく岸に寄せては返す波の中で，難

破船（un naufragio）の無惨な残骸のように我々の足下に投げ出すあらゆる種類の

事物を，太陽が無数の反射光線を注ぐことができるような状態に配置すること」（
5）

を捜し求めるといった隠喩的表現を用いて提示している。しかもその場合に重

要なことは，そのテーマが精神の基本的な流れ（las corrientes elementales del 

espíritu）と，即ち古来人間の懸念のモチーフとなっているものと，直接的関

係で結ばれることであると捉えている。一度そのテーマがこれらのモチーフの

中に織り込まれると，途端にそれは形と質を変えて，救済されるとみているのであ

る。そしてそこでは，マテオ・アレマン（Mateo Alemán）（
6）で代表されるピカレ

スク小説に見る如き主人公即ち pícaro の立場を排斥し，（相互共在の為に）不

可欠なもの，言い換えれば，他の事物を自己の内部に吸収し，それらの事物を

我々と融け合わせるという個体の拡張を促し，最終的に万物を我々に確固たる

基本的構造の中で（en firme estructura esencial）結びつける働きをする愛が思

索のキーワードとなっている。第 3 に（7），スペイン人にあって，愛が天地を支

配するように願望するよう企てる為に，無数のテーマがスペイン人の精神に

刺激を感じさせるよう，精神の表面を何倍にもふやさなければならないとい

う視点に立っている。そして，愛の活動の中で，オルテガに残されている唯

一の可能な方法は，プラトンのパイドロスにみる ｢ 愛の狂気（e’ ρωτιχή 

µανία）｣（
8）の如き，理解への熱望（el afán de comprensión）の提示であると

する。オルテガがみた当時のスペイン人は，真実性の要求に対して胸襟を開く

よりも，ある倫理的ドグマに熱狂するほうが容易なのである。自己の判断力

を，全ての瞬間に於いて，然るべき改革と匡正に応じられるよう常に解放し続

けておくよりは，寧ろ我々の自由を，硬直した倫理的態度，倫理的価値体系に

決定的に引き渡すほうを歓迎するのである。いわば，世界の広大な部分を抹

殺しながら，我々にとっての生を単純化する為に，倫理的命令を武器として胸
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に抱えているのだと評している。第 4 に（9），オルテガにとって，哲学という

ものは，愛に関する一般科学である。哲学こそは，知性の分野に於いて，万物

の結合を目指す最大の衝動である。その衝動は極めて激しいものだから，哲学

においては，理解というものと単なる知識（el saber）との間に存する差異のニュ

アンスが明確になるのである。「観念的には，哲学は知識や博識とは反対のも

のである（La filosofía es idealmente lo contrario de la noticia,de la erudicón.）」（
10）。

ここでいう博識とは，事実を蓄積する（acumular hechos）に留まる。そこで

は，資料が積み重ねられるだけで，一つ一つがその独立と非結合を主張する。

これに対して，哲学は事実の集中即ち純然なる総合を志向する。そこでは，諸

資料が充分に消化吸収された食物のように姿を消してしまい，それらの諸事

実からその本質的な活力だけが残る。真理の全体が言い尽くされるようなた

だ一つの命題に到達することが，哲学の目指す究極の野望であるかも知れな

い。それは，ヘーゲルの『論理学』の内容を大胆に纏め上げたオルテガの一句

即ち「理念は絶対者なり（La idea es lo absoluto）」の至言（11）に相当する。しか

も，そこには「突如として我々の世界の巨大な遠近法（La enorme perspectiva 

del mundo）」（
12）が照らされる。この最大の照明（la iluminación máxima）こそ

が，『省察』の目指す，理解することに他ならない。その下で，諸定言の廃墟

から，志向としての，熱望としての，哲学が不滅の生命をもって再生するの

である。第 5 に（13），これらの省察は，科学としての哲学ではなく，脚注や証

明という硬直した装置（el mecánico）をできるだけ省いていると断っている。

更に，それは科学的確信に満ちたものではあるけれども，それらの教説が真

理として読者に受け入れられることを目論んでいるのではないとの注意を促し

ている。そして，省察における彼の意図は，我々自身のそば近くに存在する

事物を観察する為の〈可能な新しい〉方法（modi res considerandi）を提供す

るだけであり，読者にそれらの方法を実験していただきたいという注文さえ

つけている。というのは，ただ，それらが，同胞たちにスペイン民族の諸問

題に関する共同作業を求める口実になることを望むというのである。 彼によれ

ば，「人間は自分を取り巻く環境についての充分な認識を得たとき，その能力
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の最大限を発揮する。それらの環境を通して，世界とまじわるのである（El 

hombre rinde el máximum de su capacidad cunado  adquiere la plena conciencia de 

sus circumstancias.  Por ella comunica con el universo.）」（
14）。個人的生，直接的な

もの，環境，これらは全て同一物の為の異なった名称である。即ちそれらの

事物が内包している精神，つまりそのロゴスが未だに抽出されている生の部分

なのだ。それらの事物は，観念的，抽象的な生の一つの層を形成し，それは常

に不安定で問題をはらんでいる我々の個人的存在の上に浮かんでいるのであ

る。第 6 に（15），オルテガは，この世の決定的な存在物が物質でも精神でもな

く，即ち何らの特定な事物でもなく，一つのパースペクティヴなのだという確

信に我々の胸は何時になったら開かれるのだろうと問いかけている。ここで

いうパースペクティヴというものは，前景から背景までの諸景を幾倍にも増加

させることにより，そしてそれらの諸景のランクの一つ一つに対して我々が正

確に対応することにより完成されるのである。高級な諸価値についての直観（la 

intuición）が，我々と些細な事物（や過去がもつ価値）との接触を豊かなもの

し，卑近な事物に対する愛が，我々の胸に，崇高な事物に対する現実性と効

果性を与えてくれる。それで，我々は我々の環境の為に，それがあるがままの

状態で即ち正にその環境がもっている限界性と特殊性のなかに，我々の環境が

この世界の広大なパースペクティヴにおいて占めている位置を，探求してや

らなければならない。我々の個人的生の為に，それらの諸価値の中における適

切なる位地を獲得してやらなければならないのだ。要するに，環境を再摂取す

ることが，人間の具体的目標である。それ故にこそ，「私は私と私の環境であ

る。私がもし私の環境を救わなければ，私自身を救わないことになる（yo soy 

yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.）」（
16）といった命題が成

り立つのである。第 7 に（17），ピオ・バローハ（Pio Baroja, 1872-1956）とアソ

リン（Azorín, 1873-1967）の作品を採り上げ（18），それを通して，近代という

時代を形成している主要な概念は，有効性を失った隠微な偽善性に満ちあふれ

たものである故，解体すべきであるという立場に立つとともに，日常生活の些

細な事物を省察し，生命力の根源に目を向けて行くべきことを重視している。
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他面また，過去を生きたものとして保持することが不可能と解する反動主義を

戒め，寧ろそのメカニズムをはっきりさせることで，過去の中にスペインの

国民病を読みとる必要性を試論として提示している。第 8 に（19），オルテガは，『ド

ン・キホーテに関する省察』の中で，ドン・キホーテイズムについて研究する

ことを望んでいる。このドン・キホーテイズムという言葉は曖昧な二重の意

味を持っている。即ち，『ドン・キホーテ』は一冊の書物であり，ドン・キホー

テはこの書物の一登場人物である。よい意味にせよ悪い意味にせよ，とにかく

ドン・キホーテイズム（quijotismo）という語によって，一般には，登場人物

のドン・キホーテイズムと解されている。ここでの試論はそれとは反対に，書

物のドン・キホーテイズムを研究する点に主眼をおいている。彼にとっての

ドン・キホーテイズムはセルバンテスのドン・キホーテイズムであり，ドン・

キホーテのそれではない。セルバンテスの作品におけるセルバンテスなのであ

る。但し，この省察は『ドン・キホーテ』の最も奥底の秘密への侵入はあき

らめるというスタンスをとるという。オルテガは，ドン・キホーテがある意

味では，いとも神々しく，且つ穏和であられる一キリスト（メシア）の悲し

いパロデイであるとの解釈に立つ。即ち，ドン・キホーテは近代の苦悩にさ

いなまれたゴシック風の一キリストであるというのだ。つまりドン・キホーテ

は自己の純真と自己の意志を喪失して，他の新しい純真と意志を探し求めて彷

徨う悲痛なイマジネーションが創造した，我らの町の滑稽な一キリストとい

うわけだ。自分たちの過去の思想的貧困，現在の薄汚さ，未来の苦い敵意，こ

ういうものに対して研ぎ澄まされた感覚を持つスペイン人が何人か集まると，

彼らの間にドン・キホーテが降りてくる。そして，彼らのばらばらの心を整

理統合し，一本の精神的な糸のようにそれらを繋ぎあわせ，それらを国民的な

ものにし，個人的苦悩を超越した彼らに共通の民族的苦悩を提起するのである。

最後（第 9）に（20），オルテガは，精神的には，先ず，老衰したスペインを否定

するという原点から出発し，否定を行うという時には，新しい肯定を打ち立て

る義務を我が身に負うという考えを肝に命じている。そして，一つのスペイ

ンを否定した後で，もう一つのスペインを発見するという誠実な道を歩むべき
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ことを読者に語りかけて，この「読者よ …」を結んでいる。

　4　「読者よ …（Lector…）」の内容整理

　　 ─エピローグにかえて─

　さて，前作業で「読者よ …」という前書きの内容を鳥瞰してきた。整理し

てみると，第 1，第 2，第 5，第 8 からして，『省察』というタイトルのもとに

多くの試論を公にする計画であり，『ドン・キホーテに関する省察』はその一

環として作成されたものと推定してもよいと思える。しかも，他に『省察』と

いう表題の作品は現れず，この『ドン・キホーテに関する省察』だけが独立

した作品として残された点が浮き彫りになる（1）。また，第 1，第 3，第 5，第

7 ～第 9 に基づけば，そうした一連の『省察』は，硬直した倫理的ドグマに熱

狂し，自己の判断力をそのドグマへ引き渡して生の単純化を図る当時の老衰し

たスペイン精神文化について危惧し，その現状から同胞の相互救済活動への口

実を与えるという目論見を念頭に置いている。特に『ドン・キホーテに関す

る省察』では，セルバンテスのドン・キホーテイズムに関する論考を通して，

ドン・キホーテを自己の純真と自己の意識を喪失して，他の新しいそれらを捜

し求めて彷徨うイマジネーションが創造したパロデイとしてのキリストと捉え

ている。そしてまた，第 1 ～第 4，第 6 では，計画した『省察』が，「万物を我々

と結びつける衝動＝相互共在の為に不可欠な愛＝理解の熱望たる愛」を意味す

る「知的愛」を思索のキーワードとする構想を練っていたものと解し得よう。

そこでは，彼は，愛に関する一般科学と哲学とを等値し，その哲学の下にスペ

インを取り巻く現状について観察する為の可能な方法の提供を試みてもいるの

である。言い換えれば，他の事物を自己の内部に吸収し，それらの事物を我々

と融け合わせるという個体の拡張を促し，最終的に万物を我々に結びつける働

きをする愛でもって，卑近のありのままの環境を把握する為の方法の提示を志

向した内容となっている。当然そこでは，picaro の入り込む余地はない。しか

も，第 1，第 3，第 5 ～第 7 から，それらの『省察』は，我々の個人的生と環
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境との同一視，前景から後景までの多様なパースペクティヴによる環境の再摂

取即人間の具体的目標を課題とする意向が明らかである。それは，この世界の

決定的な存在物が何らの特定な精神でも物質でもなく，一つのパースペクティ

ヴなのだという視座に立ってのことである。ここに，「私は私と私の環境，そ

してこの環境を救わないなら私を救えない」，或いは「身近な事物＝環境」に

対する「知的愛＝理解」に基づく世界との関わり，という命題が登場するので

ある。更に諸試論は，第 2 と第 7 より，生に関する過去と現在のモチーフの連

関という点からスペインの国民病を読み取る必要性，或いはまた事物本来の存

在情勢への遡及という理念の重視，第 3 並びに第 4 より，理性主義に対する嫌

悪，第 4 より，事物の単なる蓄積と評しながら経験主義的視点への消極姿勢を

採る傾向にあったもの，との解釈が成り立つ。そしてまた，特に第 5 からして，

それら試論は，確信はしているものの，科学としての哲学を意味せず，定義と

その証明といった範疇，知的伝達或いは概論という範疇とは無縁のもの，言い

換えれば，論争，論破，論駁或いは脚注を駆使した論理構成を採るものではな

い作品群を想定しているものといってもよかろう。それどころか，諸試論は事

物を観察する為の〈可能な新しい〉方法（modi res considerandi）を提供する

だけであり，提示した方法が，豊かなヴィジョンをもたらすかどうかを実験し

ていただきたいと読者に問い掛けさえしているのである。

　ところで，繰り返すが，本『覚え書き』は『ドン・キホーテに関する省

察』の前段内容，その中でも特に前書きの役目を担っている「読者よ …」

の内容把握を主要目的としている。わざわざ，ここでの様々な想念（los 

pensamientos）が『ドン・キホーテ』についての試論を書く決心をさせたと記

述しているもう一つの前段内容即ち「予備的な省察（Meditación Preliminar）」

には触れていない。従って，『ドン・キホーテに関する省察』への入門，延い

てはオルテガその人そのものの内面へのアプローチというよりも，思索に耽っ

ているオルテガその人の外面的な姿に直接相対して，筆者がこれまで生きてき

たスタンスからの拝顔という地点に辿り着いた状態にある。恰もロシアの民芸

品マトリョーシカさながらの，最も外側の覆いを取り除いた瞬間に，また似た
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ような，しかし今度は本体へ向かって外側より内容の集中した姿が現れ，驚嘆

する前夜の到来といったところだ。こうした最中で，"unthinking" を座右の銘

として，オルテガが読者に語りかけた，諸試論の吟味に従事する作業が要請さ

れるのである。

　さて，無論，その作業の為には，例えば，老衰したスペインの精神文化につ

いて考察する場合，P. シルヴアー（Philip W. Silver）が示唆する如く，オルテ

ガが 1913 年に「スペイン政治教育連盟（Liga de educación politica  española）」

を結成し，翌年つまり『ドン・キホーテに関する省察』発刊の年，その連盟記

念講演「古くて新しい政治（Vieja y Nueva Política）」を通じて，古い形骸化し

たスペイン体質を現世代の若い知識人の「教育＝自発性の育成」による立て直

しを訴えた事実がある（2）。時あたかも第一次大戦の勃発を前にして，保守党，

軍，教会を中心とした親独派と自由党や左翼から成る親英仏派とにスペイン国

民が分裂し，結果的に世界の動きに対する日和見主義が充満して，一貫した統

治政策の存 在 しない混乱した 状態にあったスペインの実情もその主要な資料

となろう（3）。また，オルテガでいう根本的現実に裏打ちされた個人的生と環境

の同一視という定義については，既に，1910 年に刊行された『エデンのアダ

ム（Adàn en el Paraiso）』に粗野な見解が現れているし（4），更に同様の理論を

展開している 1923 年の『現代の課題（El tema de nuestro tiempo,1923）』が参

考資料になる。斯くして，この課題については，オルテガの思索工程といった

観点から十全に考察するきっかけを与えてくれると推量し得る。前者では，こ

の世界が一つのもの或いはものの集まりではなく，生の悲劇やドラマであり，

物と一緒に人間が相関関係的に演じる何ものかであるという理念が説かれて

いる（5）。J. マリアスや渡邊　修は，ドイツ留学からの帰国後間もないこの作品

は，マールブルク学派 H. コーエン（Hermann Cohen）の体系的認識論の影響

を多分に受けたものと想定している（6）。後者では，オルテガ独自の「生の理性

（la razón vital）」が同時に「歴史的理性（La razón historia）」でもある（7）という

視点の絡みで，実在は，風景のように，全てが同等に真実，同等に真正な無限

のパースペクティヴを提供するものであり，個々の生命的，歴史的なものから
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遊離したものではないと記述しているのである（8）。更に，オルテガの理性主義

への嫌悪という立場や，事物の単なる蓄積に過ぎないと見る経験主義への消極

姿勢について目を転じれば，J. F. モーラや C. R. マッテイが指摘する 19 世紀末

のスペインを風靡していたクラウゼ主義，つまり有神論と汎神論の中間に位置

する有在神論（Panentheism）を説き，（理性が世界を支配するという）ヘーゲ

ル理論と類似の歴史論を厳守する教育界（9）や，米西戦争（1898 年）の敗北に

打ち拉がれたスペイン人の再起を願って結成された「98 年の世代」の指導者

ウナムノが唱えた思想即ち「科学に対して哲学は，我々が世界と生に対する統

一的で総体的な一つの観念を形成し，その結果として自己の態度，更には行動

の母体となる一つの感情を生起させる必要性に答えてくれるものである。と

ころが，その感情は，実は先の観念の結果ではなく，寧ろその原因なのであ

る。.... 我々が世界と生を理解する方法もしくは理解しない方法は，生それ自

体に関する我々の感情からわきでる」（
10）といった見解を採り上げながらの検討

が要請されようし，また，『現代の課題』の 3.「相対主義と理性主義（Relativismo 

y Racionalismo）」で根本的現実の理念の立場を基底にして論考しているオルテ

ガ認識論（11）なども採り上げる必要があるのは当然といってよかろう。

　しかしながら，ここでの深読みは禁物である。本『覚え書き』は，前書き「読

者よ …」の俯瞰であるにすぎない。要は，オルテガがこの前書きを提供する

意図を顧慮することが肝心であり，ベーコンのイドラやスピノザでいう第一次

認識様式に陥って，前書きだけからオルテガ思想の幻想を創り上げる傾向だけ

は慎まねばならない。この点，これまでの把握作業を通して素直に解し得るの

は，個々の生の根本的現実と多種多様の（哲学，社会学，政治学，芸術，文学，

美学，工学に於ける多角的次元の）パースペクティヴがもたらす結果を総合し

てスペイン人が抱える問題からの救済へ挑もうとするオルテガの姿勢を，『ド

ン・キホーテに関する省察』を読解する前の読者への心構えとして，提示した

ものとみてもよいと思える。   
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注 

オルテガの文献を読解する為に

José Ortega y Gasset, Obras Completas I, Alianza Editorial, Revista de Occidente, 

Madrid, 1983（以後 O. C. と略記する）．Ortega y Gasset, Obras de José Ortega 

y Gasset, 1-32., Colección editada por Paulino Garagorri, Revista de Occidente 

en Alianza Editorial, 2003（以後 Colección と略記する）．José Ortega y Gasset, 

Obras Completas, I-X, Santillana Editiones Generales, S. L. y Fundación José 

Ortega y Gasset, Juan Pablo Fusi Aizpurúa, Taurus, 2005. （以後Taurusと略記する）

を用いた。O. C., Colección, Taurus といった諸版の使用は本『覚え書き』に

必要なオルテガ文献の入手状況の為である。また読解の為に Ortega y Gasset, 

Meditation on Quixote; J. Marías, Prologue for American Readers, Translated by 

Evelyn Rugg and Diego Marín,W. W. Norton& Company, New York, 1960（ 以 後，

Norton と略記する）． や『オルテガ著作集』，白水社，1977 年（以後，白水社

と略記する）を参考文献とした。

　但し，注では特別な場合を除き主要文献とした O. C., Colección 乃至 Taurus

の各全集版のオルテガ原文のページ数だけを提示する。

 

　1　プロローグ

　（ 1 ）　 高瀬 學は，私の恩師であり，諸種語学習得の特訓や論文の読解方法のご指導を

ホテルやご自宅で賜った。とはいえ，本『覚え書き』では意識的に敬称を省略

させていただいたことをことわっておきたい。

　（ 2 ）　 高瀬 學『大衆と独裁－マキアヴエッリ思想の原画分析』（原書房 1979），特に，

結章「『政治関係詳論』にみられるマキアヴエッリ思想の展開過程」でマキア

ヴエッリ理論に，サイコアナリシスを確立したジグムント・フロイト宛らの単

一個一般理論に似た姿勢をみいだし，彼マキアヴエッリの思想の構図はここか

ら展開していく（231 ページ）と捉えているように，個の一般理論に関する視

点からダイナミックにマキアヴエッリ理論を分析されている。この著書は極め

て高度で難解な作品であるが，オルテガに関する高瀬二論文を解するうえで助

けとなるし，また逆に同著を分析するうえで二論文が参考になる。

　尚，高瀬は『大衆と独裁』を出版後，東西の政治理論を多く論考しているが，

なかでもギリシャ人の生構造に光をあてた『デモクラシー論のアナトミア』（政
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経論叢，国士舘大学政経学会第 34 号，昭和 56 年 12 月），ヘシオドス理念をギ

リシャ思想の原型として捉えた『ヘシオドス “労働の日々” の一断面』（政経論

叢，国士舘大学政経学会，第 39 号，昭和 57 年 3 月），我が国における西欧思

考図式摂取での生産性について検討した『日本における洋学摂受の一パターン』

（一）国士舘大学政経論叢第 50 号，昭和 59 年 12 月や（二）第 51 号，昭和 60

年 3 月等では，オルテガ分析の為の伏線と思わせる如き内容が展開されている。

実際，高瀬二論文にはそれら論文の内容がしばしば散見される。

　（ 3 ）　この点については次の注 4）の 111，112 ページを参照せよ。

　（ 4 ）　 『ホセ・オルテガ・イ・ガセー初期二手稿の意義分析』，政経論叢，国士舘大学

政経学部，昭和 61 年 1 号（以後，高瀬『二手稿の意義分析』と略記する）。

　（ 5 ）　 『ホセ・オルテガ・イ・ガセーの 1904 年論文について』，国士舘大学院紀要，

国士舘大学大学院，第 12 号，1992 年（以後，高瀬『オルテガ 1904 年論文』と

略記する）。

　（ 6 ）　O. C. I, Artículos,（1902-1913），pp. 13-18. 

　（ 7 ）　 Epistolario completo Ortega-Unamuno, Ediciones el Arquero, Carta I，J. O. G. a 

M.U., 904, 1-6., pp. 29-32.Carta II, J. O. G. a M. U., 1904, pp. 33-36. な お， 高 瀬

論文では 61-65 ページとあるが，筆者資料（ノース・ウエスタン大學図書館

Northwestern University Library, IL. 所収）ではページ数が異なることを断って

おく。Miguel de Unamuno はバスク人で，「スペイン 1898 年の世代」のメンバー

であり，そのリーダー的存在であった。この 98 年の世代については，Pedro 

Laín Entralgo,La gemeración del noventa y ocho（P. ライン・エントラルゴ著『1898

年の世代』森西路代・村山光子・佐々木孝訳，れんが書房新社 1986 年）を参

照せよ（以後，森西『98 年の世代』と略期する）。

　（ 8 ）　 O. C. I, Artículos,（902-1913），pp.19-27. Valle-Inclán,（1869-1936）はウナムノと

同様「スペイン 1898 年の世代」のメンバーである。森西『98 年の世代』には

他のメンバーの作品が含まれている。

　（ 9 ）　O. C. I, pp. 309-400. Colección, 17. 

　（10） 　高瀬『二手稿の意義分析』48 ページ。

　（11）　 高瀬論文では，参考文献として José Luis Abellán, El Erasmismo Español, Espasa- 

Calpe, 1982, p. 11. が提示されている（高瀬『二手稿の意義分析』117 ページ）。

　（12）　Norton, J. Marías, Prologue for American Readers, p. 9.

　（13）　  Julián Marías, Historia de Filosofía, 1958, pp. 429, 435（以後，Marías, Historia de 

Filosofía と略記する）， Adán en el Paráiso, O. C. I, pp. 469-498.

　（14）　 Julián Marías, Reason and Life, Translated by Kenneth S. Reid and Edward 

Sarmiento, New Heven, Yale University Press,1956., p. 186（以後，Marías, Reason 

and Life と略記する）．
　（15） 　 José Ferrater Mora, Ortega y Gasset, An Outline of his Philosophy New Revised 

Edition, Yeale University Press, 1963, pp. 5-6（以後，Mora と略記する）．
　（16）　 O. C. I の扉には，“ésta edición, en  doce volúmenes, de las Obras Completas de 

藤本吉蔵.indd   18 2010/03/23   16:36:51



─ 183 ─

政治研究　創刊号

José Ortega y Gasset,publicada al conmemorarse el centenario del nacimiento del 

autor, se imprime con la colaboración de la Fundación Banco Exterior.” とある。

　（17）　Mora, p. 6. O. C. I，pp. 19-27.

　（18）　 Carlos Ramos Mattei, Ethical Self-Determination in Don José Ortega y Gasset, Peter 

Lang 1987, p. 4（以後，Mattei と略記する）．
　（19）　例えば，El Sol., El Imparcial., Crisol., Luz., La Nación 等である。Mora, op. cit., p. 9.

　（20）　例えば，特に，O.C. XI. と O.C. II. の Índice de Nombres を参照せよ。

　（21）　 例えば，Colección 16. El Tema de Muestro Tiempo, p. 19, p. 51., pp. 54ff., p. 149., pp. 

187ff., p.198. Colección 17. Mediciones del Quijote, p.21., pp. 24-25., p. 80., p. 147. 

Taurus III, El Sentido Histórico de la Teoria de Einstein,p.645. O.C.I,Glosas,p.14., 

pp.39-40.,pp.157-159. O.C.IV, Kant, p.58.  O. C. VIII, Prólogo Para Alemanes, p. 43.

　（22）　 例えば，拙著『スピノザ思想の原画分析』第四版，政光プリプラン，2008 年，

331-332 ページを参照せよ。

　2　作業開始に当たって
　（ 1 ）　 Novum Organum,Aphorismi,xxxix, Quatuor sunt  genera  Idolorum quae mentes 

humanas obsident. Iis（docendi gratia）nomina imposuimus; ut primum genus, 

Idola Tribus; secundum, Idolas Specus; tertium, Idola Fori; quartum, Idola Theatri 

vocentur. つまり，“Idora Tribus sunt fundata in ipsa natura humana, atque in ipsa 

tribu seu gente hominum. Falso enim asseritur, sensum humanum esse  mensuram 

rerum; quin contra, omnes perceptiones tam sensus quam mentis sunt ex analogia 

hominis, non ex analogia universi. Estque  intellectus humanus instar speculi 

inaequalis ad radios rerum, qui  suam naturam naturae rerum immiscet, eamque 

distorquet et  inficit.（XLI）., Idola Specus sunt idola hominis individui. Habet 

enim unusquisque （praeter aberrationes naturae humanae in genere）specum 

sive cavernam quandam individuam, quae lumen naturae frangit et  corrumpit; 

vel propter naturam cujusque propriam et singularem; ver propter educationem 

et conversationem cum aliis; vel propter lectionem librorum, et authoritates 

eorum quos qiusque colit et miratur; vel propter  differentias impressionum, prout 

occurrunt in animo praeoccupato et praedisposito aut in animo aequo et sedato, vel 

ejusmodi; ut plane spiritus humaus（prout disponitur in hominibus singulis）sit 

res varia,et omnino perturbata, et quasi fortuita: unde bene Heraclitus, homines 

scientias quaerere in minoribus mundis, et non in majore sive communi.（XLII）., 

Sunt denique Idola quae immigrarunt in animos hominum ex diversis dogmatibus 

philosophiarum, ac etiam ex perversis legibus demonstrationum; quae Idola Theatri 

nominamus; quia quot philosophiae receptae aut inventae sunt, tot fabulas productas 

et actas censemus, quae mundos effecerunt fictitios et scenicos. Neque de his quae 

jam habentur, aut etiam de veteribus  philosophiis et sectis, tantum loquimur; cum 

complures aliae ejusmodi fabulae componi et concinnari possint; quandoquidem 
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errorum prorsus diversorum causae sint nihilominus fere communes.Neque rursus 

de philosophiis universalibus tantum hoc intelligimus, sed etiam de principiis 

et axiomatibus compluribus scientiarum, quae ex traditione et fide et neglectu 

invaluerunt. Verum  de  singulis  istis  generibus idolorum fusius et distinctius 

dicendum　est, ut intellectui humano cautum sit.（XLIV）” と述べているのである 

（The Works of Francis Bacon, Stuttgart-Band,1963,pp.163-165.）。  

　（ 2 ）　拙著『スピノザの原画分析』政光プリプラン，第四版，2008 年，237-272 ページ。

　（ 3 ）　拙著，前掲，『スピノザの原画分析』，特に，121, 150, 188, 196,  217 ページ。
　（ 4 ）　Immanuel Wallerstein, Unthinking Social Science, Polity Press,  1995, pp. 1-4.

　（ 5 ）　Mora, pp. 5-8.

　（ 6 ）　Mora, p. 16

　（ 7 ）　Mora, p. 17

　（ 8 ）　高橋 徹『世界の名著』 56，「大衆の反逆」中央公論，1971, 68-69 ページ。 

　（ 9 ）　高橋 徹，前掲書，p. 69（上段）。
　（10）　高橋 徹，前掲書，p. 69（下段）。

　（11）　高橋 徹，前掲書，p. 69（下段）。

　（12）　高橋 徹，前掲書，p. 69（下段）。

　3　『ドン・キホーテに関する省察』の前段内容

　　「読者よ …（Lector…）」についての鳥瞰
　（ 1）　本節注（16）を参照せよ。

　（ 2）　 このスペイン語には，適宜，エッセーという日本語を当てている。文脈内容を

顧慮してのことである。

　（ 3 ）　 Colección 17, pp. 11-12. 尚，『省察』というタイトルのもとに，『ドン・キホーテ

に関する省察』に続く他の論文の出版はなく，結果的に単行本のような形になっ

ている。また，オルテガは，ここで，私はかつてスピノザが用いた美しい名前

をよみがえらせて，この情念を知的愛（amor intellectualis）と呼ぶことにしよ

うと述べているが（p. 11），スピノザの場合の知的愛は，第三種認識様式にお

ける「知性による神の愛の認識」を論じているのであり，少々ニュアンスを異

にするので解釈には注意を要する。前掲『スピノザ思想の原画分析』，第 2 章，

6 章，7 章を参照せよ。

　（ 4 ）　Colección 17, pp. 12-14. 

　（ 5 ）　Colección 17, p. 12. 

　（ 6 ）　 Mateo Alemán（1547-1616）については，Vida y del Picaro Guzman de Alfarache 

ed. Adornada, Obra Maestras, 1963（Illinois State University 所収）が参考になる。

（　）内の文章は筆者挿入。

　（ 7 ）　Colección 17, pp. 14-18.

　（ 8 ）　 プラトンの対話編にみる ｢ 愛の狂気（e’ ρωτιχή  µανία）｣ については，『プ

ラトン全集 5』岩波書店，1974 年や Graeme Nicholson, Plato’s Phaedrus, Perudue 
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University Press,1999（265b）. を参照せよ。

　（ 9 ）　Colección 17, pp. 18-19. 

　（10）　Colección 17, p. 18.

　（11）　 この点を理解する為には，樫山欽史郎『ヘーゲル哲学の研究』創文社，昭和 45

年，が参考になる。詳細な説明は意識的に省略する。

　（12）　Colección 17, p. 19.

　（13）　Colección 17, pp.-23. 文中 <  >は筆者挿入
　（14）　Colección 17, p. 21.

　（15）　Colección 17, pp. 24-26.

　（16）　Colección 17, p. 25.

　（17）　Colección 17, pp. 26-30.

　（18）　 我々つまりスペインを取り巻く二つの環境として Pio Baroja（1872-1956）と

Azorín（1873-1967）の作品をとらえ，それについての試論を展開している（pp. 

26-30）。これについては，特に，O.C. II, El Espectador, 1, 2 を参照せよ。

　（19）　Colección 17, pp. 30-32.

　（20）　Colección 17, pp. 32.

　4　「読者よ …（Lector…）」の内容整理

 　　 ─エピローグにかえて─
　（ 1 ）　 Silver は “Nota de esta edición（O. C. II, p. 101.）” を提示して，最初 “Salvacións”

というタイトルで 10 編を構想し（1910），後には “Essay（Quxote,1914）” とい

うタイトルへ変えて 10 編を計画した点を指摘している（Philip W. Silver, Ortega 

as Phenomonologist, New York, Columbia University Press, 1978, p. 34 ）。    

　（ 2 ）　ibid.pp. 21-25, 31-35.

　（ 3 ）　 当然，ここにはバスクやカタルーニャの分立主義も影響を及ぼすといえよう。

立石博高，若松　隆，『概説スペイン史』，有斐閣，昭和 62 年，138-171 ページ。

　（ 4 ）　 OC, I, pp. 469-4489. Marías, Historia de la Filosofía, pp. 435-435. Julián Marías, 

Circumstance and Vocation, Translated by Frances M. Lopez-Morillas, Norman, 

1970, pp. 252, 279, 287. 323-329, 335, 343-344, 360, 361, 362-363, 364, 373, 374, 

399, 400, 403, 404, 458（Marías,Circumstance and Vocation と略記する）。
　（ 5 ）　 Marías, Hisutoria de Filosofía, pp. 429,436. 渡邊　修『オルテガ』清水書院，23 ペー

ジ（以後，渡邊と略記する）。

　（ 6 ）　 Marías, Hisutoria de Filosofía, p. 429.　渡邊，23 ページ。例えば，H. コーエンは，

思惟は，飛躍し，跳躍し，系列や各部（das Glied）を形造するし，その内容を

生産するという考えや，思惟の中には意欲（運動）が働いているといった理念

を定義しているのである。（Hermann Cohen, Ethek der reinen Willens, Hermann 

Cohen Werke, Band 6, Hildesheim, 2006, S. 18-26., Band 7, Hildesheim, 2008, S. 

106,）。但し，C. R. Mattei は，この作品が，初めて彼の主要直観の明確な記述

であったと評している（Mattei, p. 4）。
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　なお，オルテガの独留学については，The Encyclopedia of Philosophy, N. Y., 

The Mac Millan Co., 1967, Vol. VI, pp. 2-5. Enciclopedia Filosofica, Firenze, G. C. 

Sansoni, Editore, 1967, vol. IV, pp. 1230-1234. José Ferrater Mora, Diccionario de 

Filosofía, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1971, vol. II, pp. 347-349. Marías, 

Circumstance and Vocation, pp. 174ff. を参照せよ。

　（ 7 ）　Marías,Reason and Life, p. 186.

　（ 8 ）　Colección, 16, pp. 148-149.

　（ 9 ）　 ドイツの哲学者カール・クリスチャン・フリードリッヒ・クラウゼ（Karl Christian 

Friedlich Krause 1781-1832）の汎神論を土台にしたもので，ドイツに学んだフ

リアン・サンス・デル・リオ（Julián Sanz del Río）がスペインに持ち帰ったも

の。Mattei,p. 12, 211.  José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, op. cit., vol. 1., 

1066-1067. なお文中（　）は筆者挿入。

　（10）　 『ウナムーノ著作集』3.『生の悲劇的感情』（Miguel de Unamuno, Del sentimiento 

trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, 1913），神や敬三，佐々木孝，

ヨハネ・マシア訳，5 ページ。

　（11）　 Colección, 16, pp. 90-97.
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【政治研究所設立記念講演会　講演録】

　

EU の風景──国家を超えるシステム

　

 土　野　繁　樹
　

　はじめに

　皆さん，はじめまして。土野繁樹です。今日は政治研究所設立記念講演会に

お招きいただき光栄です。さきほど，松陰神社に寄ってお参りしてきました。

もう 40 年前の大学生のころですが，私は故郷山口県の先輩，吉田松陰を尊敬

していました。いろいろ松陰について読んでいるうちに『宝島』の著者 R.L. ス

チーブンソンが書いた吉田松陰の伝記を見つけて，翻訳したことがあります。

国士舘大学の創始者・柴田徳次郎は松陰を尊敬し，彼の墓のそばに大学を建て

たことを知り，これもなにかのご縁だと思います。

　私は，パリから南に 500 キロのドルドーニュ県に住んでいます。広さは東京

の 15 倍くらいで，人口は 40 万です。私の住んでいる村は，300 人のコミュニ

ティです。今日の司会の石見さんは息子の友人ですが，3 年前わが家を訪問さ

れ親しくなり，今回お声をかけて頂きました。こういう小さい村に住んでいる

と，日本や世界を見る風景がちょっと違ったものになります。今日はそれにつ

いてお話したいと思います。

　ヨーロッパにおいて日本のメディアが伝えていないことは何なのだろう，と

考えますと，それは EU（European Union ＝ヨーロッパ連合）です。アメリカ

についての情報は数え切れないくらいありますが，EU に関する情報は非常に

少ないですね。専門書はありますが，一般啓蒙書はあまりありません。という

ことで，今日は肩のこらない「EU の風景」というタイトルでお話します。

　この写真は私が住んでいる村役場の玄関に掲げられた EU の旗とフランスの
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三色旗です。これはフランスの市町村役場の玄関で見かける風景ですが，「国

家を超えるシステム」の象徴みたいなところがあります。今日はそのことをお

話ししたいと思います。

　ＥＵの概要

　EU は一昨年に 50 周年記念を迎えました。1957 年に 6 カ国（フランス，西

ドイツ，オランダ，ベルギー，ルクセンブルク，イタリア）が調印したローマ

条約によって，国家を超える連合体になりました。EU は現在，制度改革，移

民問題，金融危機などいろんな問題を抱えています。しかし，EU という制度

のお蔭で，ここ 1500 年間戦争ばかりやっていたヨーロッパが，今では地球上

で最も繁栄と平和を誇る地域になりました。ですから，EU 圏内で戦争が起こ

るという危険性は全くありません。したがって日本ではあまり知られていない

EU の歩みというのは “20 世紀の静かなる革命 ” であると私は考えています。

EU のシステムの革新性はどこにあるかというと，国家の主権というものを絶

対的なものと考えずに，主権の一部を委譲して国家の連合体を運営するという

考え方です。別の言い方をしますと主権の共同管理の思想です。ですから EU

の 50 年の歩みというのは国民国家がゆっくり溶解するプロセスであるとも言

えます。フランスの公共機関に行きますと，例えば郵便局には，三色旗と EU

旗を後にしたエリゼ宮のサルコジ大統領のポートレートがあります。ホワイト

ハウスに行きますとオバマ大統領の執務室には星条旗がありますし，永田町の

鳩山首相の執務室には日章旗があります。EU 旗は主権の共同管理を象徴して

いますが，これに比べると，ホワイトハウスも永田町もまだ伝統的な国家主権

主義の館であると思います。ロシアと中国はそれ以上の国家主権至上主義です。

現在 EU に加盟しているのは 27 か国，人口にすると 5 億人です。GDP は世界

の 30％くらいですからアメリカとほぼ同じで，一人あたりの GDP が 3 万ドル

です。EU はブリッセルに本部があり，公務員数が 4 万 5000 人，予算は EU 全

体の GDP 2％で運営されています。この巨大な社会経済圏の中心がフランス
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とドイツです。フランスとドイツの関係については後で説明しますが，EU の

今までに達成したことで最大のことは統一市場の創設でしょう。要するに，人

と物と金が自由に行き来できる，つまり国境が無くなった，あの巨大な空間で

国境がなくなったということですね。

　国境の廃止とユーロの導入

　2 つの象徴的なことについてお話したいと思います。一つはシェンゲン条約

についてです。これはパスポートなしで EU 加盟国の市民が EU 圏を自由に往

来できるということを取り決めた協定です。これで国境検閲所がなくなりまし

た。最後の国境線は，ドイツとポーランド間にあった監視所でしたが，これも

昨春撤去されました。

　もう一つの革新的なことが，共通通貨ユーロが導入されたことです。2002

年 1 月にユーロが導入されました。この時私が隣の町の郵便局に行くと，フラ

ンをユーロに交換する人々の長蛇の列ができていました。30 分くらいして私

の番がきた時，なぜそんなに時間がかかるのか分かりました。なぜかというと

フランスの田舎の郵便局には，日本の郵便局にあるような札束やコインを数え

る機械がなく手作業でやっていたからです。それから 7 年が経ちましたが，フ

ランやマルクは歴史の彼方に消えてしまいました。現在 EU のユーロ圏という

のは，すべての加盟国が入っているというわけではなく 15 カ国，約 3 億人が

使っています。イギリスも入っていませんし，スウェーデンなんかも入ってい

ません。ユーロ圏におきましては金利の決定権というのは加盟国ではなく，フ

ランクフルトにある欧州中央銀行にあります。と言うことは，国家主権の象徴

である金利の決定権を共同管理しているということです。

　コミュニティの自治と外国人参政権

　私のフランス暮らしは 7 年目ですが，1 年の 9 ヶ月くらいはフランスで過ご
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し，日本に来るのは（春と秋に）3 ヶ月ぐらいです。ドルドーニュ県は，世界

の珍味といわれるフォアグラの産地で，ラスコーの洞窟画（クロマニヨン人が

1 万 7000 年前に描いた画）で有名なところです。私が住むサン・ジャン・ドコー

ル村で EU が毎日の生活にどういう影響を与えているのか，いくつか例を挙げ

てお話したいと思います。

　この片田舎の 300 人の村に，26 軒の外国人の家（半分が別荘で，半分が永住）

があります。主にイギリス人とオランダ人で，珍しいところではリトアニア人

夫妻が住んでいます。なぜこんな国際村になっているのかと言えば，EU 市民

であればどこに住んで，どこで働いて，どこで引退してもいいことになってい

るからです。国境線の消滅でこの現象がおきているわけです。イギリス人がな

ぜ多いかということですが，これは EU が自由化政策で格安の航空路線を認可

したからです。私の家から 1 時間のリモージュ空港からイギリスのロンドンや，

その他各都市に安い時には 5 千円，高い時でも 2 万円の庶民的な価格で往復で

きるので，どんどんやって来るというわけです。

　もう一つの例を挙げますと，昨年の春フランスの全土で統一地方選挙，市町

村の長を代える選挙がありました。日本の市町村は大体 2000 くらいですが，

フランスには 37000 あります。わたしの村のような小さなコミュニティの村長

でも結構権限があって，独自のプログラムを推進しています。一つのコミュニ

ティの人口は平均 2000 人くらいですかね。ということで選挙が行われますと，

地方自治体レベルのコミュニティの選挙なら，その地方で税金を払って暮らし

ている EU 市民に参政権が認められます。今日本では，永住権のある外国人の

参政権を認めるか認めないかで大分長く議論をやっていますが，ヨーロッパで

は基本的に外国人でもちゃんと税金を払っておれば地方参政権があるというこ

とです。スウェーデンなんかになりますと，南のほうのスコーネ県の県議会議

員に日本人が選ばれています。彼は日本の国籍を持ち，日本人会の会長をやっ

ていまして，県を良くしようと立候補して選ばれました。こんな例を見ますと，

スウェーデンはおおらかな国だと思います。永住権をもつ外国人は税金を払っ

ているコミュニティの一員であるわけですし，国家の安全が脅かされるなんて
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ケチな事を言わずに，もう少し太っ腹でこのことを一挙に決めてしまってもい

いのではないかと思います。日本人にこだわりすぎですね。

　ＥＵのパスポートと農業

　次の写真はパスポートです。スウェーデンのパスポートですが，スウェーデ

ン語で「ヨーロッパ連合とスウェーデン」のパスポートと書いてあります。こ

のパスポートがあれば，EU 圏を自由往来でき，圏外での国籍証明になります。

次の写真はブリュッセルの EU 議会前にあるユーロ記念像です。次の写真は，

私の住んでいる村です。左が 11 世紀に建てられた教会で，右が 16 世紀のお城

です。古いところですから，最近まで下水の問題がありました。数年前に村の

年間予算の 2 倍を使って大工事を行いました。なぜやったかというと，EU の

環境基準というのがとても厳しくて，村の下水道がその基準に達してないとい

うことで，やらざるを得なかったからです。県と国が大部分を持って村は約 2

割を負担して完成しました。環境基準が厳しいお蔭で，EU 海岸線の 90％くら

いは海水浴ができる綺麗な海になっています。次の写真は，さきほどお話しし

た格安航空運賃の飛行機がリモージュ空港に到着したところです。ヨーロッパ

中網の目のように格安航空路線があり，人の流れが大変なヴォリュームになっ

ています。次の牛の放牧写真は私の家の裏の景色です。ここは牧畜が盛んな農

業地帯です。EU の予算の 40％が農業補助金という形で使われていますが，特

にフランスがその恩恵を受けています。その農業補助金の中のかなり大きな部

分を環境保護と景観保護に使っています。私の英国の知人がワインを作りたい

といって土地を買って，栽培・醸造しやっと販売するところまで来ましたが，

彼はペーパーワーク（書類づくり）が大変だと言っていました。補助金が出て

いるわけですから，しょうがないだろうと僕は言いましたけど。
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　ＥＵの父：ジャン・モネ

　次は国家主権の共同管理のシステムを考え出した EU の父と言われるジャ

ン・モネについて少しお話をしたいと思います。ジャン・モネというのはアメ

リカでいうと建国の父ジョージ・ワシントンみたいな人です。今年の春，ある

勉強会に招かれ EU の話をしました。日本の企業，官庁の 30 代 40 代のエリー

ト 30 名相手でしたが，彼らに「ジャン・モネという人を知っていますか」と

尋ねたところ，2 人しか知りませんでした。それで，ヨーロッパに対する基本

的な知識が本当に無いなと痛感したわけです。ともあれ，モネという人は現代

ヨーロッパの土台を作った人です。モネだけではなく，同志だったベルギー

人のスパーク，イタリア人のガスペリ，フランス人のシューマンなどは，2 つ

の大戦を体験しています。第一次大戦，第二次大戦を通じてヨーロッパでは

6000 万人の人が死んでいます。第二次大戦が終ったあと，「こういう悲劇はも

う 2 度と繰り返してはいけない」が，彼らの共通の思いでした。そこで彼らは

いろいろ知恵をしぼったわけです。今，出ている写真はフランスの国境にちか

いベルギーのイープルという町です。ここは，レマルクの『西部戦線異常なし』

の舞台となったところです。上のほうは第一次世界大戦がある前で，下のほう

が砲弾でやられて蜂の巣のようになった写真です。わずか 15km 四方のところ

で 4 年間塹壕戦をやり，毒ガスを使ったりして，100 万人が死んでいます。こ

んな非道な体験をしたにもかかわらず，30 年代にはドイツでヒットラーのナ

チズムが台頭し，ヨーロッパは再び未曾有の戦火にさらされます。第二次大戦

の原因について歴史家の多くは，ベルサイユ条約で連合軍が敗戦国ドイツにあ

まりに過酷な条件を課したことが，ドイツ人の復讐心を呼び起こしたと考えて

います。そういった苦い歴史の経験からの教訓をふまえて，ヨーロッパの再建

が始まりました。

　次の写真がジャン・モネです。彼は裕福なコニャック商人の息子として生ま

れました。彼はあまり勉強が好きではなく，16 歳で学校をやめてロンドンに
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修行に行きます。お父さんから本を読む代わりに世界をしっかり見ろと言われ

た彼は，それを忠実に守ってエジプト，ロシア，アメリカなど世界中を巡りコ

ニャックを売って仕事を覚えます。彼は地味な人でしたが，人を説得する能力

に長けていたそうです。第一次大戦中，彼は 20 代でしたが，フランスの首脳

を説得して，英仏共同輸送船団の構想を実現しました。第一次大戦後に国際連

盟次長となったり，蒋介石の顧問として鉄道網を設置したり，カリフォルニア

の大銀行頭取になったり，とにかく若いころから大きなスケールの仕事をやっ

ていました。第二次世界大戦中は，ルーズベルトやチャーチルの信頼が厚かっ

たので，ナチス打倒のためにいろんな仕事をしています。彼は国家間の条約や

協定などあまり信用していなかったようで，指導者と深い人間関係を築いて仕

事をするというスタイルの人でした。1943 年，第二次大戦中にモネは次のよ

うなことを言っています。「国家主権を基礎にしたヨーロッパの再建は真の平

和を保障するものではない。ヨーロッパが再建するためには，大市場が必要だ」

と言っています。大変先見性のある言葉だと思います。また，「制度が無けれ

ば何も続かない」とも言っています。

　多様性のなかの統一

　具体的な形で国家主権の共同管理が始まったのは，1952 年にモネの起案で

発足した欧州石炭鉄鋼同盟です。これはどういうものかと言うと，石炭と鉄鋼

というのは基本物資であり同時に戦争物資でもあるわけですが，それを共同管

理するという案です。先程お話したローマ条約の 6 カ国によって発足しました。

これは一種の超国家的組織です。基本物資を共同管理しながら経済を一体化し

て戦争をできなくするというアイディアです。モネはその議長に就任しました。

この写真の真ん中にいるのがモネです。欧州石炭鉄鋼同盟ができた時の写真で

す。次の写真は，キャパという有名なアメリカの写真家が撮ったもので 1944

年 6 月のノルマンディー大作戦の時に撮った写真です。アメリカ映画「地上最

大の作戦」の舞台になったところです。EU ができた背景には，アメリカの大
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変な支援がありました。ヨーロッパの解放と再建は，アメリカのサポートのお

蔭です。皆さんマーシャル・プランというのをご存知かと思いますが，ヨーロッ

パ再建のためのアメリカの大規模な経済援助です。同時にアメリカはソ連の軍

事的脅威に対抗して NATO を作りましが，その安全保障面での役割も大きい

と思います。ローマ帝国が支配をしていた時代にはローマがヨーロッパ全域を

統治していたわけですが，帝国が崩壊してからヨーロッパは 1500 年間絶え間

なく戦争をやってきました。第二次大戦後，東西が分裂して米ソ冷戦が続いた

わけですが，今からちょうど 20 年前の 12 月 9 日にベルリンの壁が崩壊し，そ

の後ソ連が消滅して東ヨーロッパが解放されました。それから数年経って，東

ヨーロッパ諸国が EU に加盟して，ローマ帝国以来のヨーロッパ統一の夢が再

現されました。

　ヨーロッパが統一した背景には，やはり共通した文化基盤といいますか，共

通のアイデンティティというのがあると思います。それはギリシア・ローマ文

明とキリスト教です。音楽を例にとってみれば，バッハもモーツアルトもショ

パンもみんな国籍は違いますが，ヨーロッパ人の中にはこれは私たちの芸術だ

という気持ちがあると思います。お配りした資料の中に，EU の方針である統

一の中の多様性について書いたエッセイがありますので，ご覧になってくださ

い。EU では公式言語が 23 もありますが，それぞれの言語文化を大事にしな

がら，しかし，統一して共同体でやっているという話です。

　

　ＥＵ憲法の制定に向けて

　EU の次の目標は何か。経済が一体化して人・物・金が自由自在に動くよう

になり，共通社会政策を推進し，共通通貨のユーロも加盟国の半分以上の 15

か国が使っている。さて次は何だろうということになり，10 年前に EU の憲

法を策定することを目標に掲げました。2002 年，フランスの元大統領ジスカー

ルデスタンを委員長とする，欧州憲法草案を策定する委員会が作られ，2004

年に草案が完成しました。これには，何百ページもある今までの条約や協定な
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どを全て網羅したもので，EU の人権憲章やベートーベンの第九を EU の歌に

することも明記され，制度改革を目指したものでもありました。

　ところがこの草案は大多数の国で可決されたのですが，2005 年フランスと

オランダの国民投票で否決されてしまい空中分解してしまいました。フランス

では憲法の内容に対する “NO” というよりも，むしろ当時の大統領であるシラ

クに対する不信任という要素が大きかったと思います。ともあれこの結果は

EU の首脳にとっては大変ショックでした。

　2007 年，フランスの大統領にサルコジが就任し，サルコジがドイツのメル

ケル首相と憲法案を蘇生する協議を行いました。内容は原案のエッセンスをと

り簡略化したもので，2 つばかり内容を紹介してみましょう。第一は大統領と

外相ポストの導入。これまで EU は，27 か国の首脳が 6 カ月ごとの持ち回り

でトップになり，運営されています。現在はスウェーデン，その前はチェコ，

フランスというように，6 ヶ月ごとに変わってきました。これでは対外的影響

力がなく効率が悪いということで，任期 2 年半の EU 大統領ポストと任期 5 年

の EU 外相ポストの創設が提案されています。第二は，EU の決定方法の変更。

EU の最高決定機関は EU 理事会（27 か国の首脳会議）で現在は全会一致方式

ですが，その決定方法を理事会の 55％以上の賛成と人口比率の全体の 65％以

上の賛成としています。この簡略版憲法案は，一昨年の暮れにリスボンで開催

された首脳会議で承認されました。これがリスボン条約と呼ばれるものです。

　これは，ほとんどの構成国の議会（国会）で承認されたのですが，昨年 6 月

にアイルランドがこれに “NO” を出して，また頓挫してしまいました。EU の

人口は 5 億人ですが，アイルランドの人口は 400 万人です。全会一致が原則で

すので，この数でまたストップがかかったわけです。やっと今月初めにアイル

ランドで再投票が行われて “YES” になり，後はチェコの憲法裁判所で OK が

出て，チェコの大統領が承認すればすべてクリアされます。これはほぼ確実で

しょう（註：リスボン条約は 11 月に承認された）。EU という共同体を将来ど

ういう方向へ持っていくのかということについて 2 つの考え方があります。将

来政治統合してアメリカ合衆国のようなヨーロッパ合衆国を作るという考え方
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（すぐにはできませんが，それを目指すという方向）と，特に英国がその最た

るものですが，政治統合なんか必要なく今のような緩やかな国家連合でよいと

いう考え方です。ですからこの間には大きな違いがあります。

　過去の歴史を乗り越えて

　歴史の教科書でお読みになったと思うのですが，フランスとドイツの 2 つの

国は，1870 年の普仏戦争，それから第一次大戦，第二次大戦ともう本当に大

きな戦争をずっとやってきたわけですが，第二次大戦後，和解しました。これ

は非常に教訓になる話なので，それについてお話します。ご存知のように日本

と中国との関係は，良くなったり悪くなったりという不安定な状態が続いてい

ます。それを改善する一つのヒントとしてお聞きください。私の家から車で約

1 時間の所にオラドールという村があります。フランス人なら誰でも知ってい

る村です。その理由をお話しましょう。1944 年 6 月にノルマンディーに連合

軍が上陸した後，それに呼応してフランスの対独レジスタンスが活発になりま

した。当時，フランスはドイツの占領下にあったわけですが，オラドール付近

のレジスタンスたちがドイツ軍を攻撃しました。その報復にドイツの SS 部隊

（ヒトラー親衛隊）がその村に侵攻し，村人（女も子どもも）を全員納屋と教

会に入れて機関銃で殺して焼いてしまいました。ここは，その日のままで残さ

れていますので，ナチスの犯罪の証言者になっています。地元の中学生は，オ

ラドールを訪れ歴史を学ぶことが必須になっています。戦後 60 数年が経って

いるわけですが，ドイツ人とフランス人はいまだに過去にこだわっているかと

いうとそうではありません。世論調査をして，「あなたの最も信頼する国はど

こですか」と聞くと，フランス人はドイツ，ドイツ人はフランスと答えていま

す。両国民とも 70％以上が信頼していると答えていますから，和解は本物です。
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　和解 4つの鍵

　なにが和解を可能にしたのか。これには 4 つくらいの要因と言いますか，努

力があると思います。第 1 は，過去への反省です。これがヨーロッパを再び戦

火にさらさないというシステム作りに結びついたと思います。特に侵略をした

ドイツ，ヒトラーを生んだドイツは徹底的に過去の歴史の清算をやって，今で

はヨーロッパの優等生になっています。私は編集の仕事をやっていましたが，

一つ皆さんにお勧めしたい本があります。それは，『戦争の記憶－日本人とド

イツ人』という本です。これはちくま学芸文庫に入っていますが，イアン・ブ

ルマというオランダ人の日本語も中国語も大変にできる国際的なジャーナリス

トが書いた本です。これを読むと，愛国心とは何か，戦争責任とはなにか，そ

の過ちに直面するとはどういうことかについて，触発されることが書いてあり

ます。

　第 2 は，政治家の信頼関係と決断です。これは，東アジア共同体を考える上

で参考になるでしょう。フランスとドイツの和解で決定的だったのは，フラン

ス大統領のドゴールと西ドイツの首相アデナウアーの信頼関係だと思います。

ドイツのアデナウアーは，ナチス政権下でヒトラーに抵抗した人です。また，

ドゴールもフランスの亡命政権をロンドンに樹立し，ビシー政権が降伏したに

も関わらずナチスと闘い続けた人です。1958 年に 2 人は始めて会い，その後，

ドゴールがアデナウアーを田舎にある自宅に招いたりして，2 人は時間をかけ

て親密になりました。その結果，1963 年に仏独友好条約ができました。これ

が現在の両国の関係の基礎になっているわけです。それ以来，歴代の仏独の首

脳は大変密接な関係を築いています。今回の金融危機ではフランス大統領とド

イツ首相は連携して取り組み，毎月のように会って対策を相談しています。ロ

ンドンの G20 では，自由放任のアメリカ型の資本主義を厳しく批判し，世界

の金融システムを作りかえることをフランスとドイツが中心になって提案して

います。
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　第 3 は，制度的な枠組み作りです。これは，EU の歩みのなかで一部説明し

ましたので，時間の都合もあり省略しますが，EU 加盟国がどれほど緊密に協

力しているかの例をあげてみましょう。EU 首脳会談は年 4 回，それに金融危

機などが起こると緊急会談がすぐ開かれます。各国の担当相間のコンタクトも

密接です。たとえば，フランスの閣僚の仕事の半分くらいは EU に関係するこ

とではないかと思います。それぐらい，一国の政治の中で EU が占める割合が

大きいということです。

　第 4 は “ 草の根の交流 ” です。1963 年の仏独友好条約の中に若者の交流の

増進というのがあります。これは両国の高校生が 2 週間ほどお互いの国へ行き，

ホームステイをしながら学校へ行くというプログラムです。これまでに 600 万

人以上の人が参加しました。将来を担う若者同士が交流することがやはり大切

だと思います。

　さて，日本と中国の関係は，フランスとドイツのようにうまくいってないわ

けですが，一つチャンスを逃したなと感じるのが，1972 年の日中友好条約の

時だと思います。田中角栄と周恩来が会ったあの時の勢いを持続発展させてい

たら，本当の意味での和解をすることができたのではないでしょうか。フラン

スとドイツのような過去の歴史を乗り越えた上で友好の絆を築ければ良かった

のですが，残念ながらできずに大変惜しいことをしたと思います。日中の真の

和解への第一歩は，体制を超えた首脳同士の信頼関係の確立がないより大切だ

と思います。

　おわりに

　そろそろまとめますと，1 年に 2 回は日本に帰って来て日本の社会を観察し

ていますが，理念的なこと，制度的なことで参考になるのはアメリカ型ではな

くヨーロッパ型ではないかというのが私の結論です。ブッシュはアメリカをガ

タガタにしてしまいました。世界政策も大変傲慢でしたし，自由放任の経済政

策もご存知のように破綻しています。しかし現在では，オバマが出てきて改革
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を進めていますが，アメリカの中にも大変な抵抗勢力がいます。4600 万人が

全く健康保険に入っていない，それをなんとかしなくてはいけないということ

で，オバマは国民皆保健法案を出していますが，共和党が頑強に反対していま

す。アメリカの自己責任型のシステムより，ヨーロッパ型の社会保障システム

のほうが優れていると思います。特に年金制度や医療制度などについて見ると，

普通の人の生活を守るというヨーロッパ型のシステムを日本は参考にすべきだ

と思います。

　最後にフランスの医療制度についてのエピソードを紹介しましょう。数年前，

わたしは肩の骨を折って入院しました。翌日，看護婦さんからランチのときに

「赤ワインにしますか？白ワインにしますか？」と尋ねられました。病院でワ

イン！これには，びっくりしましたね。ゆとりのある社会だと思います。

　それではそろそろ結論です。ヨーロッパは，第一次大戦，第二次大戦の失敗

から学んで，国家主権をプールする制度を創って，ヨーロッパ諸国が戦争ので

きないシステムを作りました。20 世紀はアメリカの世紀でした。アメリカの

ダイナミズム，イノベーションの精神，開放性などいろいろ優れた点はありま

す。しかし現状では，社会システムとその背景にある思想に関しては，ヨーロッ

パのほうが優れていると思います。したがって福沢諭吉は「脱亜入欧」と言い

ましたが，わたしは「脱米入欧」をお勧めしたいと思います。

　

　【後記】

　　政治研究所では，その設立を記念して，平成 21 年 10 月 28 日，世田谷キャ

ンパス 6 号館 6503 教室で設立記念講演会を開催しました。講師は，フランス

に在住する国際ジャーナリストの土野繁樹氏で，「EU の風景――国家を超え

るシステム」と題し，EU（ヨーロッパ連合）の精神とシステムなどについて

約 1 時間にわたる講演でした。上記の文は，その講演録です。実際の講演では，

スライドを使いながら，講義が進められました（石見記）。
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　【講師略歴】

　土野繁樹（ひじの・しげき）　国際ジャーナリスト

　釜山で生まれ下関で育つ。同志社大学と米国コルビー大学で学ぶ。

　TBS ブリタニカで「ブリタニカ国際年鑑」編集長（1978 ～ 86 年）を経て，

「ニューズウィーク日本版」編集長（1988 ～ 92 年）。上智大学新聞学科講師

（2002 ～ 03 年）。

　2003 年にフランス南西部の小さな村に移住。

　国際開発ジャーナルに月刊コラム「世界展望」（2005 ～ 06 年），白水社の雑

誌とサイトに「ドルドーニュ便り」連載（2007 年～）。　
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【政治学研究会講演録】

私の国士舘生活について

 奥深山　親　司

　おはようございます。ようやくあと 4 か月で「サンデー毎日」──毎日が休

日──を迎えられそうなのですけれども，これもひとえに皆様方のおかげでし

て，とりあえず引退までおいてもらえたかな，という気がしています。本当は

学術的なことを講演れば，結構なのでしょうけれども，もともとそのようなこ

とは苦手な領域ですので，ご容赦願います。1961 年，昭和 36 年に政経学部が

できたときの第 1 期生は，この会場にはおそらく私一人しかいないものですか

ら，多少うそを言ってもごまかせるだろうという面がありまして，その辺から

すこしお話ししたいと思います。『政経学部創設三十年史』の編纂を私が責任

をもってほとんどおこなった経緯もありまして，考えてみると，再来年すなわ

ち 2011 年は 50 周年になるのですね。それでぜひ最後にお願いしておきたいの

は，本日の話がひとつの契機となって，ちょうど半世紀のまとめを政経学部と

して取り組んでいただけたら，私の置き土産になるかなと思っております。

　さて，まず私と国士舘の縁についてお話しします。大変な田舎者だった私の

もとへ，国士舘大学が政経学部を創設した，入学を許可するから手続きしろ，

という手紙が（1961 年）4 月のはじめ頃に来まして，「えっ，国士舘大学って

どこにあるのだろう」という，そのような出会いからはじまったわけです。そ

の書類のなかには，政経学部の設置準備委員をやっておられました早稲田大学

の内田繁隆先生が，早稲田を退任されて国士舘に移って政経学部の設置をする

という，推薦書のようなものが入っておりました。教授陣の名簿も載っており

ましたので，ひとつは「ああ，いい先生方が来て，新しい学部ができるのだな」

と。もうひとつは，じつは私は早稲田を受験し失敗しまして，その受験のと
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きに，早稲田の大学新聞のなかに「国士舘大に政経学部生る」という記事──

のちに『国士舘大学新聞』第 1 号にその記事の写真版が載っているのですが──

があって，それを見ていたのですが，前述の経緯により浪人生を決め込んでい

たところへ，入学を許可する，と来ました。

　まったく新しい学部ですから，魅力的な面と不安な面といろいろありました

ので，高校で懇意にしていた先生方に相談したところ，ひとりは──あとでわ

かったことですが，東大出のマルキスト系の先生で，「国士舘なんて，あんな

右翼の学校へは行くな」と言う。もうひとりは，私は歴史が好きだったもので

すから，歴史の教師で尊敬していた先生に相談したら，「どこだっていいじゃ

ないか，この時代に」── 1961 年ですから，まさに六〇年安保の翌年，まだ

18 歳人口の大学進学率は 3 割くらいだったのではないでしょうか──大学で

勉強できるのだったら，行ってみたらいいじゃないか，と言ってくれた。私は

もちろん後者の先生の言にしたがって，国士舘に入学の手続きをした。いずれ

にせよ，国士舘に入学した動機というものは，新しい学部・学科ができるとい

う魅力，内田繁隆先生なんかに教われるのだ──内田先生は当時，一般の新聞

にもずいぶん政治評論等を出しておられたので，私などでも知っておりました

──という魅力であった，と思い出されます。

　入学式はたしか 4 月 20 日頃におこなわれたと思います。というのは，政経

学部設置は 3 月 10 日に認可が下りまして，すでに舘長の柴田徳次郎先生の出

身地である福岡や，九州あるいは北海道などでは体育学部の先輩が相当います

ので，そういうルートで学生募集はあったようですけれども，しかし，おおや

けに学生募集できるのは 3 月 10 日以後になるということで，そういうことも

あったからでしょう，入学式は 4 月 20 日頃におこなわれました。いまは図書

館棟になっておりますが，あそこに体育館がありまして，その体育館で入学式

がおこなわれたのですが，来場してひとつびっくりしたのは，式のはじまる前

に軍艦マーチがガンガン鳴っておりまして，「おお，勇ましい学校だな」と。

当時はせいぜい繁華街のパチンコ屋が軍艦マーチを流しているぐらいの時代

だったと思いますので，びっくりしました。そのときの舘長の最初の話が，ソ
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ビエット批判，共産党批判ですね。それから日本に憲法を押し付けたアメリカ

批判。そのような話が中心で，相当過激な調子でしゃべられるので，びっくり

しまして，「こういうことを大学の総長が言っていいのかな」と，まだ若い身

の上としてはちょっとびっくりしたというのが正直なところでした。

　そのときの来賓として，小汀利得さんという日本経済新聞社の顧問が祝辞を

述べました。この人も日教組批判をやらせたら一級の批判をする人で，私はあ

のとき「丹頂鶴」という言葉を小汀先生の祝辞ではじめて覚えました。「丹頂

鶴ってなんだ？」と思いましたら，曰く「丹頂鶴は頭が赤いだろう。あの頭が

共産党なんだ」と。だいたい本物の丹頂鶴は北海道へ渡ってくるそうですから，

私の生まれた長野の地は寒いとは言っても飛来しませんので知らなかったので

す。それから吉村正先生（当時，早稲田大学政経学部長）が，まじめな政治学

の歴史を話してくれました。早稲田大学の政治学・近代政治学は 70 年以上と

言っていましたかね，たしかそのような話で，ここに同じ目的をもつ学部がで

きることを慶んでいる，というような祝辞を述べていただいたことをよく覚え

ています。

　柴田徳次郎先生が早稲田の政経学部の出身だった関係で，学部・学科設置に

あたって，早稲田からたいへんたくさんの先生方が移られました。あらためて

当時の大学新聞を調べてみましたら，『早稲田大学新聞』に掲載されたところの，

ひとつはさきに述べました「早稲田の姉妹校狙う／国士舘大に政経学部生る」

という見出しの記事と，もうひとつは「政，法などから 28 人／大量に国士舘

大へ出講」という見出しの記事とが，写真版で掲載されております。事実，早

稲田からはたくさんの先生方が来て，私の高校の同級生が早稲田の政経に行っ

ていましたけれど，彼から「あんな先生に俺たちは教われないぞ」と聞かされ

たこともありました。先に紹介した吉村正先生は当時数少ない政治学博士。中

村宗雄先生というのは民法の大家。それから斎藤金作先生は刑法の大家。こう

いう先生方に直接教わったのは短期間ですけれども，だいたい半年くらいです

かね，そのあとはお弟子さんがやるのですが，しかし，こういう有名な先生方

の謦咳に接することができたのは幸運だったなと思っています。
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　当時の教授陣の紹介も大学新聞には詳細に出ております。ある程度思想的に

右寄りの人が多いという印象でした。たとえば，外交史の田村幸策先生，それ

から三枝茂智先生という外交官上がりの先生──この先生には外交史と外書講

読を受講したのですが，激しい講義をされる先生でした。授業ではまずマルク

ス，レーニンの批判からはじまって，もうほとんど外書講読は 2 行か 3 行で終

わってしまう。あるとき，1 期生で外語大を病気で中退して年齢もけっこう行っ

ていた人なのですが，この人が三枝先生と大喧嘩をはじめまして，「先生！こ

れが外交史か！これが外書講読か！」と言って，彼も興奮すると相手構わず食っ

て掛かる人だったので，すごい場面を経験したことを覚えています。先生もや

はり外交官上がりですから負けてはいません。「君にそんなことを言われる筋

合いはない」とか，いろいろ反駁していました。しかし，それも考えてみれば，

国士舘に政経学部をつくったときの舘長柴田徳次郎先生の意気込みというもの

が，そういう先生方を集めたというところに表れているのかな，と感じており

ました。

　政経学部の創立記念式典（政経学部開学式）が，6 号館の最上階に柔道場が

あって，その柔道場で（1961 年）5 月 27 日におこなわれました。これはもう

盛大なものでして，そのときに来賓として見えられた人たちが，松野鶴平参議

院議長，荒木万寿夫文部大臣，椎名悦三郎通産大臣などです。大学新聞を見る

と「松野鶴平閣下」というふうに閣下という尊称をつけております。これも当

時の世間では一般的なことではなかったのですが，国士舘では「松野鶴平閣下」

「荒木万寿夫閣下」「椎名悦三郎閣下」だったわけです。椎名さんはのちに「三

賢人」の一人と言われた人ですが，国士舘の後援者でした。もちろん来賓の人

たちの多くがそうなのですが，ほかにも木村篤太郎元防衛庁長官，鶴平さんの

ご子息の松野頼三さん，それから日本大学の古田重二良会頭。この人は恰幅の

よい人で，見るからに私学の雄といいますか，事実，私学を牽引している大指

導者だと言われていました。また早稲田からは大濱信泉総長が見えておりまし

た。ほかに政治家では参議院議員の剣木享弘さん，体育学部の関係で日本体育

大学の栗本学長，三菱電機社長の関義長さんなど，錚々たる人たちが見えてお
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られました。

　このとき舘長は最初に，きょうは錚々たる来賓が見えているから，私の話は

10 分くらいで終わって，来賓の先生方にも 10 分くらいで終えていただき，そ

のあと柔道場の鏡開きをやる，などと言いながら，実際のところ，舘長の話は

延々 1 時間以上続いてしまう。まあ，これも舘長の意気込みなのですね。これ

まで国士舘は体育学部だけだったのが，六〇年安保の直後という世相のなかで

政経学部を創立し，国士舘で日本のリーダーをつくるのだという意気込みをよ

く語っておられました。しかしながら，ただ思い出に残っているところは，と

にかく舘長の話が長くて，早めに切り上げるはずなのに滔々と話が延びるもの

だから，来賓のお客さんのほうはどうするのだろうかと，聴いているこちらの

ほうが心配してしまう，というものでした。そして数名の先生方──松野鶴平

閣下，荒木万寿夫閣下，それから椎名悦三郎閣下，その場で祝辞をもらったの

は 3 人ぐらいでしたけれど，皆さん国士舘を応援してきた政治家でしたから，

この学部ができたことを大変慶んでいる，という祝辞をいただいたことを覚え

ています。

　そのあとのレセプションといいますか行事として，三船久蔵十段と会田九段

が柔道の形をする。もう二人とも高齢ですよ。三船先生は 80歳を超えていた

かもしれない。この先生が柔道の形を，6 号館の 5 階の新しい柔道場でやるの

ですね。「五の形」を見せてくれました。これはすばらしかった。そのあと醍

醐敏郎八段──醍醐さんは全日本選手権を制覇した人で，この醍醐さんと本学

の上野孫吉七段が投げの形を披露した。それから柔道部 150 名の乱取りです。

バタンバタンと 5 階でやるものだからすごい音で，のちに体育の授業で柔道の

実技があの道場ではじまると，下の階の教室では授業ができないということで，

厳しい先生は「もう授業はやめだ！」と言って帰ってしまう。しかしこれは，

柴田舘長自慢の道場でして，480 畳だったでしょうか，大変広い道場でした。

現在は階段教室に改造されましたけれど，本当は当時の建築基準でいえば，あ

そこは「屋上」で，構造物をつくってはいけなかったらしいという話もあるの

ですが，ちゃっかり畳を敷いて屋根を取りつけて，そこで国士舘柔道が強くなっ
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ていった。しかしながら建築基準というものは，時代とともに変わってゆくも

のだから，その点は先を見通す舘長のことですから，それでよかったのではな

いのかな，などと冗談半分に思うのですがね。

　さて，以上のような漫談みたいな話ばかりになってしまうのですが，いざ授

業がはじまってみると，まだ教務などという組織は整っていないし，とくに開

講科目に関して私が喜んだのは，専門科目が 1 年次からバンバン入ってくるの

で，一般教養科目で再度，高校でやったことを繰り返すというようなことが批

判されていた時代ですから，面白いことは面白かった。ところが，あとになっ

てみたら，1 年のときに外書講読は単位を取ったのに，3 年になったら「また

履修しろ」などと学生監のほうから命令が下る，というようなこともありまし

た。一説には，高名な先生方に国士舘へ移っていただいて専任になってもらっ

ているのだから，先生方を遊ばせておくことはない。とにかく 1 年から専門の

先生方に教われ，ということでカリキュラムを組んでいったという話も聞きま

したが，先生方もあまりそれに異を唱えず，1 年次から専門科目がバンバン入っ

てきた，という経験が思い出されます。

　つぎに，舘長訓話について話したいと思います。創立者柴田徳次郎舘長がじ

きじきに大講堂において私たち学生へ毎週 90 分の訓話をする。話の内容は，

その週に起こった時事問題などについて話されることも多いのですが，舘長は

日本の歴史が好きだったものですから，そのなかから自分が教訓となると考え

たものを話される。そして授業が終わると，学生は所感文を出すわけです。こ

の所感文が大変なのですね。現在も試験に使っているあの用紙 1 枚に書くの

ですが，私などは字が下手なものだから，もしかしたらかえって救われたのか

な，と思います。政経の 1 期生の場合は人数が少なかったから，毎週舘長は自

身でその所感文をほとんど読んでいて，字が上手で文章も上手というわれわれ

の同級生は，つぎの訓話のときに，だれだれはいるか，と呼ばれて，「この前

の所感はよかったぞ」と誉められるか，「お前はまだ国士舘人になっていない

な」と怒られたりしました。人数が少ないから名前を覚えられてしまうのです

ね。私の場合は字が下手だから，あまり丁寧に読まれなかったのだろうと思い
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ます。やがて 2 期生，3 期生と学生が増えてくると，もう舘長も手におえない

わけですから，各学生監に読ませて，良いものを数枚とか，悪いものを数枚もっ

てこいということになった。そうなると私などはちょうど中途半端な位置にな

るので，舘長の目にかからないということになるわけです。

　この授業は「実践倫理」という評価項目に該当していて，ほかに，たとえば

教室の掃除とか門番とか，いろいろなものを総合したところで，学生監が優良

可の点をつける。大学卒業のときに政経学部は全員，舘長による個別面接があっ

て，そのうえで修了したのですが，そのときに私は舘長から「お前はなんで実

践倫理の成績が悪いのだ」と言われまして，私の学生監だった稲垣先生が「奥

深山はアルバイト学生で，先生の授業を全部出ておりません。それで私が悪い

点をつけました」と，助け船を出してくれました。

　まあ，われわれは日教組の教え子ですからね。そういう意味で最初，国士舘

に入ってきたときは相当びっくりしました。しかし時間が経ってみて，いま私

はつくづく思うのですが，もし舘長が生きていたら，「そら見たことか！ソビ

エットは崩壊したろう。ベルリンの壁は壊れて，中国だって毛沢東路線は修正

しているじゃないか」と言ったかもしれない。なんと言いますか，時代が早かっ

たような気がするのですね，あの先生の問題提起はね。まあ，そういうふうに

とれるのかなと思っております。

　つぎに内田繁隆先生，恩師との出会いについて話したいのですけれども，さ

きほど申しましたように，入学を許可するという国士舘の書類のなかに，内田

先生の推薦文があったというのがひとつのきっかけ。それから，内田先生から

は政治学原論を教わっていたわけですけれども，そこで先生から，西洋は契約

社会，日本は共同体の社会，東洋と西洋の基準の違い，というものを聴かされ

て，その講義に共鳴したことも，ひとつ。これは余談ですが，のちに私は内田

先生に結婚の仲人をしていただきまして，その仲人の挨拶が延々と 40 分ぐら

いになりまして，式場を借りている残り時間を考えて司会者があたふたしてお

りましたけれども，その話がまたこの学説なのですよ。「西洋の契約社会では

結婚も契約だ。だから離婚やなんだかんだで慰謝料がどうのとか，そういう話
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になってしまう。それに対して日本は共同体の社会だから……」と言って，こ

れをゲマインシャフト，ゲゼルシャフトで説明するものだから，講義
0 0

が長いの

ですよ。いやまあ，有り難い祝辞をいただきました。

　それから，私たちは入学して「政治研究会」というサークルをつくったので

すが，その顧問に内田先生になっていただいた。そして現場指導は河原宏先生

にお願いした。当時，河原先生が一般教養の政治学を教えに見えておられたの

で，先生にとっては毎週大変だったとは思いますが，授業が終わったあと，世

田谷区役所の食堂でお茶を飲みながら，河原先生に政治研究会での勉強を見て

いただいた。それも先生の持ち出しで，先生がお茶代を払ってというかたちで

した。大変楽しい指導を受けた。その縁で忘年会などのときに内田先生をお呼

びして，普段の授業ではだいたい一方通行の話ですが，そういうときにはいろ

いろな話を聞くことができた。

　私は 3 年生になってから専門演習で内田ゼミに入って，内田先生の指導を

受けていたのですけれども，私の大学在学中にも先生は胃潰瘍かなにかの手術

をされて，東大病院で 4，5 か月入院された。そのときにお見舞いに行ったり

しまして，結果的に先生の印象に残ったのですね。大学院への進学ということ

も内田先生に相談して，「せっかく大学院ができるのだから，やってみないか」

という話で，進学を決めました。

　大学院在学中に記憶に残っていることは，内田先生はちょうどこの時期，『政

治学新原理』という原論の著書と，それから『日本政治社会史』を出版された。

夏休みはほとんど，内田先生のご自宅に朝の 9 時頃伺いまして，先生を手伝い

ながら，原稿の整理と上がってきたゲラの校正などをおこないました。それに

しても，本当に勉強する先生でしたね。なぜ，そのような先生から教わりながら，

自分のような怠け坊主が出来上がるのかなと，いまさら反省しても遅いのです

けれども。そのようなことで『政治学新原理』と『日本政治社会史』は，私が

ちょうど大学院在学中にお手伝いして出版にいたったということで，のちに私

が専任に採用されて，日本政治史などを講義するときには，先生のご著書を使

わせてもらいました。また大学院のときも内田先生は入院されて，このときは
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私も大変でした。大学院の原論の授業を代講しろということで，中拂先生など

はそのときに学生として聴いていた。汗を拭き拭き，自分でもなにをやってい

るのかわからない，というような状態だったことを思い出します。

　さきほど，学部卒業のときに舘長面接があったということは話しましたが，

大学院入試のときも面接があった。受験生の人数が少ないですから──政治学

研究科は，私と九州の宮崎君という 2 人しかいない。経済学研究科でも 2 人し

かいませんでした──現在 1 号館のある「舘宅」でおこなわれたわけですが，

また舘長に「お前は実践倫理が悪いな」と言われまして，「しかし，せっかく

大学院をつくったのだから，頑張りたまえ！」と激励していただきました。そ

して夏休み明けに急遽，国士舘高校の先生が 2 人辞めたということで──あと

になって聞いたところによると，組合をつくるというような動きがあったとか，

あるいは舘長に直接，待遇改善の問題などを言いに行ったとか，大学の一部の

先生と結託してなにかをしたとか，いろいろな話がありました──。そこで

「あしたから高校の教壇に立て！」と言われました。私が社会科の教員免許を

もっていることは，大学院入学のときに舘長は知っていたものですから，「生

徒に自習させてはだめだ」ということで，ピンチヒッターとして高校の社会科

の授業を約半年，受けもったことを思い出します。

　博士課程が満期になったときに，内田先生が舘長に「奥深山が博士課程を終

えるのだけれども，どうしますか」という話をしたら，舘長の「卒業生は残せ！」

という鶴の一声があったということで，このような有り難い話はないですね。

現在であったら公募で優秀な人たちを集めるので，このようなことはありえな

いのですけれども，私は内田先生からそのように聞きました。舘長が「卒業生

はいつか役に立つことがあるだろう」と言ったという話なのだけれども，私の

40 年を反省してみると，はたして役に立ったのかどうか。むしろ国士舘舘長

の思っていた方向で努力しなかったのではないか，という反省もありますけれ

ども，私は私なりに，自分の母校を社会に評価されるような存在にするための

一助を担えればという気持ちはあった──本当に力になったかどうかは知らな

いけれども，自分ではそう思ってやってきました。
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　私は『政経学部創設三十年史』で，舘長柴田徳次郎先生がご存命の時代，昭

和 36 年 4 月から 48 年 1 月までを，国士舘政経学部の「創設期」として位置づ

けた。これは舘長が国士舘を 6 学部 1 短大という総合大学へと創り上げていっ

た時期です。教員仲間の話でいうと不満もありました。給料はなんでこんなに

安いんだとか，身分も不安定だとか，いろいろ言う人はいましたけれども，ま

さに創立者が大学を大きくしつつあるときですから，仕様がなかったのかなと，

私は思っています。ただ舘長が亡くなったあと，高校の一部生徒が朝鮮高校の

生徒と喧嘩をして，それが社会問題になるということがあって，そのときに舘

長の盟友だった法学部の中村宗雄先生が中心になって近代化委員会というも

のをつくった。私も委員として参画して，一番難しいところの暴力対策委員会

というような部署に入って答申を出したりしました。創立者の亡き後は，この

近代化委員会の敷いた路線にしたがって，学部教授会等が中心となって運営し

ていくという方向性が出てきた。そして旧来の管理運営体制と新しい教授会自

治的なものとのあいだの齟齬が生じてきた。そのことで 2 代目柴田梵天先生

の時代に 10 年ぐらいごちゃごちゃしてしまったというところがありましたけ

れども。

　昭和 48 年の近代化委員会によって国士舘は相当前進します。それから，昭

和 53 年に学内諸問題対策委員会というものができまして，私はこの委員にも

選ばれて── 1 期生というのは，こういうときにひっぱり出されるのですね。

「表に出て，なにか意見を言え」ということですからね。学内諸問題対策委員

会も夏休みをかけて，大学の再生案といったようなものを出しましたけれども，

われわれは教授会サイドからものを言う立場ですから，なかなか管理者のほう

でそれを聞いてくれないということがあって，結局のところ，ごたごたしてし

まった。そして昭和 58 年に不幸な事件があって，そのあとの 59 年，まさに「国

士舘大改革」なる諸規定整備委員会というものがつくられるのですね。ここで

は，寄付行為部会でまさに寄付行為とか，先日おこなわれたところの学長選の

選出規定とかを中心に，諸規定をつくり上げました。学内から三十数名という

委員を選び出して，相当盛大に取り組んだ改革でした。その結果，管理機関と
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教学機関といいますか，いうなれば法人と教学とが，話し合いでともに進んで

いくという環境が出来上がっていったと言ってよいかと思うのですね。そのあ

とは私も，やっと学部のほうに帰るといいますか，当時は政経一部と政経二部

とで教授会はべつべつに運営していたものですから，政経二部のほうで教務を

したり学生主任をしたりしました。

　これからは更に建設のための対策委員会が必要だと思います。たとえば，い

まは国士舘 100 周年という課題がありますが，できれば法人と教学がもっと密

に話し合って，今後のことを決めていったらよいのではないかなと思っており

ます。また最後に，さきほど申しましたように，かつて私は資料などが整って

いないなかで，いちおう『政経学部創設三十年史』をまとめました。ですから

50 周年は，ひとつ良いものをまとめていただきたい。もちろん催し物なども

あれば結構だと思います。私は来る 3 月に大学を去りますので，聴講の皆様に

おかれては，ぜひとも良い記念誌をつくってください。やはり，たとえ短い期

間であっても，縁あってこの学部・学科で教鞭をとられた先生方については，

記録に残しておかないといけないのではないかなという思いでして，そういっ

た記録を残すためにも，記念誌というかたちでまとめておかないと，いつか記

録が散逸してしまうのですね。そういったことに気を留めない向きもあるかも

しれませんが，私のような歴史研究をやってきた人間から言わせると，つまら

ない土台石もそれが建物を支えている，ということもありますので，その点を

皆様にご勘案いただきながら，本日の話を終わりにしたいと思います。

　（本稿は，大学院政治学研究科・博士課程在籍の工藤憲一郎君に整理してい

ただいたものである。）

②奥深山親司.indd   11 2010/03/23   17:07:04





─ 213 ─

【政治学研究会講演録】

　

開国に至る外交経緯について
──阿部正弘の対外姿勢を中心に──

 永　橋　弘　价
　

　本日は私の発表を聞きに来ていただきまして誠にありがとうございます。ま

だ研究途上なので説明不足と思われるところや疑問点も多々おありの事と思い

ますが，どうぞお手柔らかに願います。

　レジュメというよりは，目次に近いものをお配りしました。大体その線に

そってお話させていただきたいと思います。

　今日は「開国に至る外交経緯」についてお話させて頂きます。何故このテー

マを選んだかと言いますと，皆さんもご存知のように，日本近代外交の始まり

は，ペリー来航といわれています。この時の主席老中が阿部正弘という人です。

阿部正弘という人は，開国の父と呼ばれ，安政の終わりまで健在であれば，将

軍継子問題も，尊皇攘夷運動も起こらず，条約勅許も行われ，幕末の動乱も起

こらなかったであろうといわれるほど，評価の高い人であり，この人の業績を

批判する人はあまり居ません。しかし，ペリー来航当初の日本側のあまりに

も，慌てふためいた状態が気になりましたので，何故阿部正弘は開国の父と呼

ばれるのか，ペリー来航は予測できない突発的なものだったのか，幕末の内憂

外患とは開国後に起因するのか，調べてみたいと思ったのです。

　今日はその中のペリー来航以前の日本の対外関係についてお話したいと思い

ます。
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　開国の兆し

　まず鎖国の扉が，いつ頃開かれるような兆しを見せたかについてお話したい

と思いますけれども，この具体的な事実関係に入る前に，今お話した阿部正弘

がどういう経歴の持ち主か，ざっとお伝えしてから鎖国の破綻の兆しに入りた

いと思います。

　阿部正弘は，天保 9 年，西暦で言うと 1838 年 9 月 1 日，20 歳の若さで幕閣

の一部門を占める奏者番になっています。その 2 年後，天保 11 年（1840 年）

の 11 月 20 日，22 歳で寺社奉行に抜擢されております。そして同 14 年（1843

年）の 9 月 21 日には 25 歳で老中に任命され，弘化 2 年（1845 年）2 月 22 日

には 27 歳の若さで老中首座になっております。これは異例の出世ということ

であります。そして彼が日本の政治の中枢に占める年数は，大体 20 年近くと

いう長きにわたっております。そして老中首座，総理大臣のような立場に立っ

て大体 12，3 年，日本の政治のトップにおります。そういう方でありながら，

ペリー来航の時の周章狼狽ぶりがあまりにも異常だったので，どういうふうな

関係からああいう状態になったのかを調べて行きたいと思います。

　ちょっと前置きが長くなりましたけれども，本論に戻りまして先ず鎖国政策

の破綻の兆しについてお話したいと思います。開幕以来文化 2 年にロシアの使

節レザノフが長崎に来航して通商を求めるまでの 200年近くは本当に平穏で天

下泰平の状態だったのですが，文化時代になりますと，外国の船が頻繁に日本

近海に出没するようになり（1），泰平の眠りを覚まされそうな状態になってきた

わけです。そういういうふうな状態の中で幕府は，なるべく対外的な紛争を避

けようとして鎖国令の適用を緩和していきました。時代の流れに従ってますま

す外国の船が日本近海に現れる数が多くなり，紛争が頻発するようになりまし

た。その結果，この原因は鎖国令を緩めたからだという考え方が出てきまして，

あの厳しい文政 8年 2月の異国船打払令が布達されたのです。しかし，外国船

の来航はますます頻繁になり，厳しい打払令をそのまま適用をしますと，今度
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はまたかえって対外的な紛争を起こすような状態になる，という考えが強くなっ

て来ました。その原因はモリソン号事件と阿片戦争であると云われています。

　このモリソン号事件の翌年から日米和親条約締結に至る 20 年近く幕閣の座

にあったのが，先ほどお伝えしたように阿部正弘だったのです。そういうこと

でこれから阿部正弘が日本の政治の中枢にありながらどういう対外政策をとっ

てきたかについてお話していきたいと思います。

　モリソン号事件

　まず最初にモリソン号事件に関するオランダ商館長の報告書について述べた

いと思います。

　阿部正弘が奏者番に任命された 1 年前の天保 8 年，西暦で言いますと 1837

年 2 月には，大阪の町奉行をやっていた大塩平八郎という人が，貧民救済のた

めに大阪で乱を起こしております。

　6 月にはアメリカの船，モリソン号が日本の漂流民 7 人の護送と貿易を求め

て浦賀に来航しましたが，浦賀奉行は理由も聞かずにこれを砲撃したのです。

追跡してくる船に向かって，モリソン号側は帆布に，自分達は日本の漂流民の

返還と，薪水食料を求めてやって来たので，他意はないのだということを絵に

描いて，水の上に投げました。日本側の船は，これを拾い上げたのですけれど

も，考慮する様子もなく追跡するので，仕方無しにモリソン号は，浦賀での交

渉は諦めて薩摩に行こうと考えて薩摩に行ったのですが，そこでも砲撃された

ので仕方なくマカオに帰ったのです。これがモリソン号事件です。この事件は，

高野長英の『戊戌夢物語』とか渡辺崋山の『慎機論』を生み，一躍，世間の耳

目を集めるようになりました。この事件がきっかけとなって，蛮社の獄などが

起こるのですけれども，その点については時間がありませんので，ここでは省

略させていただきます。

　幕府は，最初は撃退されたモリソン号がどういう船かを知らなかったのです

が，次の年の天保 9 年 6 月，新しく赴任してきたオランダ商館長のエドワルド・
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グランディソンという人が，長崎奉行の久世広正に提出した報告書と風説書に

よって，モリソン号が，今，私が説明したような目的で来たのであるというこ

とを理解したのです。

　その風説書と報告書には，その船がイギリスの商船であると書かれています

が，実は，それはアメリカのオリファント会社の船のモリソン号であって，来

航の目的は日本の漂流民 7 人の護送と貿易を求めるものであったのです。この

アメリカの船をイギリスの船と取り違えたために，色々と問題が起きたのです

けれども，それも時間の都合上，ここでは省かせてもらいます。

　長崎奉行久世広正は，このオランダ商館長のもたらした風説書と報告書を，

翻訳して幕府に送るときに，日本の漂流民を送ってきた船を砲撃したというこ

とがあっては，たとえそれが文政 8 年の異国船打払令に従ったものとはいえ，

人道に反するものとの非難は免れないので，伺書を添付して幕府に提出したの

です。

　伺書は風説書と報告書にある漂流民が，マカオに滞在しているということな

ので，頼めば手立てもあるので，オランダの船が再度来航する際にはそれ等の

漂流民達を連れて来てもらうように，今秋オランダの船が帰国のため出帆する

ようになっているので，オランダ商館長に申し入れてみてはどうかと幕府の指

示を仰ぐものでありました。

　この上申書を重視した主席老中の水野忠邦は，これを諸有司に提示した上で，

今後，モリソン号上の漂流民と，漂流民の送還を理由にして通商を要求するた

めに来航する外国船に関する対応について，どうしたらいいか諮問をしたわけ

です。この諮問に対して，勘定奉行の内藤隼人正矩佳，明楽飛弾守茂村とか，

勘定吟味役の中野又兵衛，村田義三郎，根本吉左衛門等有司の人たちの答申は，

オランダ船が漂流民を送還してくれる点については，寛政の時や，文化四年の

ロシア人の前例もあることだから，今年の秋に帰国するオランダ船を通して，

次に来るオランダ船で漂流民を送還してくれるよう，本国政府に伝える事を，

オランダ商館長に申し入れるように長崎奉行に命令したほうが良い（2），という

ものでした。儒者ですけれども林大学頭衡，という人も，自分は長崎奉行の伺
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書の意見に賛成であると上申しています。諸有司の多くの者がマカオに居る漂

流民の送還をオランダに依頼する事に賛成だったのです。

　また，外国船が貿易をするために口実として漂流民を連れて来た場合につい

てはどうするかという問いについては，勘定奉行内藤矩佳は，日本人の漂流民

を護送して江戸湾に来ても貿易を要求するのであれば，もちろん文政打払令に

従って無二念打払すべきであると，大目付神尾元孝や目付水野舎人はオランダ

の船に引渡して送還する場合は，どの国からでも漂流民を受け入れるが，それ

以外のものは，全て文政の打払令によって無二念打払をすべきであると答申し

ています。水野は林衡に，打払を主張する勘定奉行や大目付等の答申書を提示

して，その意見を問いました。林は，もしその船が漂流民を護送してきたもの

であれば，どの国の船であろうと打払うべきではなく，漂流民を受取り，相当

の品を与えて帰国させるべきである，と答えました（3）。

　水野は林とこれら諸有司等の答申書を全部評定所一座の会議にかけて検討さ

せました。評定所一座の結論は，「林大学頭の意見も見たけれども，外国人に

対して礼を持って接する必要はなく，今後は益々文政打払令に従って有無をい

わせず打払うべきである（4）」というものでした。

　伝統的な対外平和の立場を継承する水野はこれを見て，「では文化年間に老

中土井大炊頭利厚がロシア船に関して箱館奉行に与えた文書の内容は適用しな

いのか，もう一度検討して意見を具申せよと」評定所一座に命じました。

　これに対する評定所一座の答申は，「通商開始を要求する手段として江戸湾

に来航する今回の件と最初にやって来たロシアの件とは理由が違う。ましてや

文政八年に改めて布達された厳しい異国船打払令と前書と比較検討する必要は

ない（5）。」と称して重ねて無二念打払を主張するものでした。

　幕府の重要機関や多くの反対意見があったにも関わらず，主席老中の水野忠

邦は打払論を採らずに開国論を採ったのです。そして同じ年の 12 月に伺書の

通り，次に来航する船でマカオにいる漂流民達を送還するようオランダ側に伝

達せよと長崎奉行に命じました。長崎奉行はその訓令に従ってオランダ商館長

に日本側の考えを伝えました。
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　しかし，その後オランダ側から何の連絡もないので，天保 13 年，幕府は長

崎奉行を通して，オランダ側に日本の漂流民の件についてはどのようになって

いるのか，と問い合わせたところ，次の年の 14 年になってオランダは，漂流

民は現在では帰国の意思が無く，イギリス人に召し抱えられてもいるので強制

的に連れて来ることは出来ないと答えたので，この問題は一応決着したという

ことです。

　この幕府の対応は，特筆すべき態度の変化であります。寛政，文化のころは，

ロシアからの日本の漂流民が前後して日本に送還されましたが，この時幕府は

彼らの仲間が外国に残留しているのを知りながら，まったくこれに考慮を払い

ませんでした。しかし今回は蘭人に来航の際には漂流民を護送するように依頼

したにもかかわらず，その後消息が無いのでオランダに督促しています。海外

に居る不幸な同胞はこのように，やっと本国政府の注意を引くようになりまし

た。これは驚異的な変化といえます。

　アヘン戦争の影響について

　モリソン号事件の 3 年後には，アヘン戦争が勃発し，アヘン戦争の情報が幕

閣に達したのは，阿部正弘が寺社奉行に任命された天保 11 年でした。アヘン

戦争の経過は，清蘭両国の商人の報告によってもたらされたのです。支那を侵

略した英国は早晩日本に迫るに違いない。微弱な防衛力と極端に士気の衰えて

いる現状で外国と戦端を開くことは国家の安危に拘ると考える知識人が多くな

りました。高島秋帆は，中国が英国に負けたのは，砲術の未熟さにあるので日

本も速やかにこれを改善しなければならないといい，佐久間象山は国力を強め

軍事力を充実して虎狼に付け入る隙を見せないようにすべきだと主張していま

す。川路聖謨は若し西洋船が日本海港に来航した時は，我において打払など無

謀な動きなきこと，常に注意あらまほしと，水野忠邦に書き送っています。当

時，老中の首座であった水野忠邦は，アヘン通商厳禁ということから清国がイ

ギリスから戦争を仕掛けられ，領土の一部を奪取されたことは，遠国のことと
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は言え，これは人ごとではない，自国の戒めとしなければならないと非常な警

戒心を抱いていました。

　そういう状況に加えて，国際情勢が一層緊迫してきたのです。イギリス艦隊

の日本渡来計画の情報がもたらされたのです。外国船とのトラブル発生を恐れ

て，天保 13 年（1842 年）7 月，幕府は文政 8 年の異国船打払令を廃止し，薪

水給与令を布告しました。

　幕閣は長崎奉行久世広正に命じて，オランダ商館長エドワルド・グランディ

ソンに薪水給与令が出たこと，そのために外国船であっても，難破したり，あ

るいは食料・薪水を必要とする場合には，理由も聞かないで追払うようなこと

はしないから安心して航行をするように，伝えました。

　しかし，そういうような伝達をしながら，一方では幕府は薪水給与令によっ

て，漂流民護送を口実にして外国船が頻繁に来航することを危惧して，支那と

オランダ両国以外の船が漂流民を送還してきても受取らないということも伝え

ているのです。

　対内的には，大船は作るな，遠い沖合には行くな，みだりに外国人とは親し

くしないように外国船を見たら避けて通れと漁船等に通達することを命じ沿岸

の諸大名には，警備を厳重にし，海岸の防備は益々増強拡充し，警戒をおこた

らないように命じています。そして浦賀に外国船来航の際の応接のためにオラ

ンダ語の通訳を配置したのです。

　天保 14 年 9 月 11 日には阿部正弘が本丸老中に任命されましたが，この三日

前には老中堀田正睦が罷免され，二日後の 9 月 13 日には天保の改革の失敗に

よって水野忠邦が罷免されました。その理由は「御勝手取扱不行届」というも

のでした。

　しかし水野は九ヶ月そこそこで弘化元年 6 月 21 日に老中首座に再任されま

した。天保 14 年 12 月英船宮古，八重山諸島を測量，弘化元年 3 月フランス船

琉球に来航，通商を求め，弘化元年 5 月にはオランダ国王の使者来訪の情報が

伝えられました。これ等の外交問題を処理する能力を持った老中が忠邦以外に

居なかったからです。
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　水野再任を知った阿部正弘は将軍家慶に「一度罷免した者を十ヶ月も経たな

いうちに再任するのは幕府の権威をそこなうもの，大官の場当たり的な処置は

政道に反するものである。」と強硬な反対意見（諫言）を述べたのですが将軍

の容れるところとはなりませんでした。

　オランダ国王ウィレムⅡ世の忠告について

　そういうような状況の中で，オランダ国王ウィレムⅡ世という方が，日本に

対して勧告書を出すことを決めたのです。アヘン戦争後の極東の緊迫した国際

情勢を見てオランダ国王は，二百年以上にわたる友好関係の誼から，日本が中

国の轍を踏まないように幕府に開国の忠告を行うことを決めたのです。その結

果，弘化元年 7 月 2 日（西暦 1844 年 8 月 15 日），遣日使節の海軍大佐コープ

スを乗せたフリゲート艦パレンバン号が長崎港に来航しました。そして 8 月

20 日，オランダの特使コープスはオランダ商館長ビックと二人で，長崎奉行

伊沢政義と目付平賀三津五郎と会見して，オランダ国王ウィレムⅡ世の親書を

奉呈しました。その内容の大要は，近年，唐国は英国と戦争を起こし，国力を

尽くして防戦したけれども，欧州の兵術に勝つことは出来ず，数千人を殺され，

遂に敗れて和睦を取り決め，旧法を変へて，欧州との通商の為に五港を開き，

領土の一部を奪われ，莫大な賠償金を支払った。現在では蒸気船の発明によっ

て世界の国々は隣どうしのように交際するようになった。そういう状態の中で，

いつまでも鎖国を続けることは必ず敵を作り戦争を招くことになる。古い法律

を守って国難をもたらすようになってはいけないから，進んで開国をし，各国

と友好関係を結び交易を行ったほうがよい，というものでした。

　親書を幕府に届けるだけで，二ヶ月もかかるのを見て，コープスが今年も残

り少なくなったので早く返事をくれるように要求すると幕閣は，回答は別途後

で行うので，とりあえず使節は先に帰国するようにと伝えたので，コープスは

返書を持たないで帰国したのです。

　このオランダ国王の親書に対して，徳川幕府はどういう対応をするかを話し
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合いました。この忠告書の内容を重視した老中首座の水野忠邦は，もう世の中

の流れを遮ることはできないから，鎖国状態を続けるのは不可能なので，威嚇

されて行うよりは，オランダ国王の忠告に従って自ら進んで開国しようと思う

がどうか，と老中の阿部正弘，牧野忠雅，堀大和などに諮問したところ，みん

な反対したのです。

　水野は重ねて諸有司を集めて会議を開き，彼の提案を検討させましたが，こ

こでも皆に反対されました。そこで水野は，最後の手段として御前会議を開い

て，将軍家慶の御前でオランダ国王の親書に対して開国にすると回答したいと

提案したところ将軍家慶はじめ皆が猛烈にこれに反対したのです。そこで水野

は「上様は開国に反対されるが，このように鎖国と決定される上は，和の一文

字（平和という一文字）は永劫未来，御用部屋に封禁して再び口に出してはい

けませんよ。ここにいる満座の方々も（同席している全ての皆さんも）果たし

てそういう御覚悟があるのか。不肖とはいえ自分は外患が迫れば国に殉じ武士

の面目を守る覚悟だ。」と声を高めますと，みんな黙ってしまったのです。そ

いうような状態の中で，次席老中であり，特に将軍家慶の信頼の最も厚い阿部

正弘だけが，涙ぐんで，「委細承知仕りました（6）」と答えました。すなわち開

国に反対するのは，おっしゃる通り，鎖国を続ければ戦いが起こることを十分

覚悟した上であるということです。このことから見ても阿部正弘は鎖国論者と

言えます。

　阿部は当時，老中の勝手掛の役職（今の財務大臣みたいな立場）にありながら，

水野を補佐しませんでした。本来ならば老中首座が勝手掛も兼任するのですが，

当時の水野は，それもなく，以前のような権力も無かった。天保の改革で辞め

させられており，辞めさせられる時には，将軍をはじめ幕閣が引きずり下ろし

ておきながら，十ヶ月も経たないうちに，また老中首座に再任したのです。そ

れは前にも少しふれたように，この時代になるとひっきりなしに外国からの船

が日本近海にやって来て，その応対が大変だったのです。そういう国際問題を

仕切る人が誰もいないから，水野がまた再任されて，老中首座の立場に立たさ

れたのですけれども，今言ったように，将軍を目の前にして詰問したものです
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から，そういうこともあるし，それから自分の考え方が否定されたということ

もあって，水野は病気だといってお城に行かなくなってしまったのです。そう

いうような状態の中で，水野はまた将軍家慶から首を切られたのです。「もう

私は主席老中なんかになるのはいやです。」と断り続けたにもかかわらず，そ

う言わないで是非なれ，是非なれと将軍が言うので，いやいやながら引き受け

たのですけれども，将軍家慶は水野の意見に強硬に反対した上で弘化 2 年 2 月，

また罷免したのです。水野は辞めさせられただけではなくて，2 万石も石高を

減らされるという処分を受けています。

　私の調べた範囲内では，阿部正弘は大体，大方の意見とか将軍の側について

行動し，開国に反対し鎖国を標榜しながら鎖国を守るために目立った働きはし

ていないのです。勝手掛という重要な老中の役職を担いながら，主席老中であ

る水野を援けるようなことはほとんどしていません。

　後で述べるように将軍や大奥の喜ぶような案件については賛成し，先にたっ

て行動し，具体的な計画も立て，巨額な出資も行っています。

　オランダ国王の親書に対して，日本側は翌年の弘化 2 年 6 月，阿部正弘が

首席老中になった後で老中連署の回答をオランダ側に渡したのです。その内

容はオランダ国王の好意にたいする感謝の気持ちを伝え，日本は国法によっ

て通信は朝鮮と琉球に限られており，通商はオランダと支那に限られている

ので，新しい国と通商を行うことや，オランダと通信を行うことはできない，

行えば国法に背くことになる。今後はこういうふうな書簡を差し出すような

ことは絶対にしないように，もし手紙を出しても開封しないで返送する，と

いうものでした。

　そういうように通信を拒絶しながら，通信はできないけれども，風説書等は

送ってきて，時々海外の情報を伝えるように命じているのです。

　通信のない国とは通信をしないといいながら，オランダ国王の親書を受領し，

その上，弘化二年 8 月 13 日には，老中首座の阿部正弘を筆頭に牧野忠雅，青

山忠良，戸田忠温の幕閣の連署した返書を長崎奉行からオランダ商館長に手交

していますが，これは慣例にない事実であります。
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　また外国船入港に際しては，武装解除（入港時には武器弾薬を全て陸揚げし，

出港の時に返還する）の制度があるにも関わらず，パレンバン号については，

コープスが軍艦であることを理由にこれを拒絶すると，日本のためにという好

意から，わざわざ来航したという特殊な事情を配慮して武装解除を免じるとい

うことが慣例になっては，国法に反するが，それを免じないために両国間に齟

齬を来たして国威を汚しては良くないので，その点を深く考慮して使節の要請

を受け入れて良い，と命じています。すなわち武装解除を免除したのです。こ

れもまた，かつてない外国船に対する対応であります。

　返書は水野忠邦が罷免された後で出されたものであります。この時，忠邦の

提案が受け入れられておれば日本の開国は十年早く行われていたといわれてい

ます。

　オランダ国王ウィレムⅡ世の勧告書については，これくらいにして次に移り

たいと思います。

　マンハタン号来航

　モリソン号事件から 8 年後，弘化 2 年（1845 年 3 月 15 日）アメリカ船籍の

マンハタン号の船長マーケェター・クーパーは日本近海で漁猟中に生鮮食料品

として海亀を捕獲しようとして小笠原諸島の鳥島に接近した時，11 名の漂流

民（阿波の住民）を発見，これを救助して江戸湾へ護送中，翌日の 3 月 16 日，

漂流中の大型帆船仙寿丸を発見，その乗組員 10 名を収容しまして 3 月 17 日（弘

化 2 年 2 月 11 日），浦賀に入港したのです。

　外国船が日本人の漂流民を護送して江戸湾に入ろうとしていることを知った

在府奉行の土岐頼旨は，その対応方法について首席老中の阿部正弘に「今回の

事は暴風に会って遭難した船の船員を救助した上，他国の人間を助けるために

己の仕事を休んでまで送り届けてくれたものであるから，漂流民を受取り，外

国船には心から感謝の意を表し，それ相応のお礼の印を与えるべきではないか」

と伺いを立てました。
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　これに対して首席老中阿部正弘は評定所，大小目付，勘定奉行，勘定吟味役

等の反対を押し切って浦賀奉行土岐頼旨の意見を採用して「一時的な方法とし

て，漂流民は浦賀で受取ること，そして今後は中国人かオランダ人以外の外国

人が漂流民を護送して来ても受け取らない事を通訳を通して伝えること，食糧

薪水等は要求に応じて与えてよい。」と訓令したのです。

　浦加奉行土岐頼旨は 3 月 13 日この訓令をたずさえて浦賀に急行し，浦賀奉

行の大久保忠豊と協議した上で翌 3 月 14 日支配組与力中島清司とオランダ語

の通訳森山栄之助をマンハタン号に派遣して，浦賀奉行の命令として「今回の

ことは，全て一時的な取扱として漂流民を受取るが，今後はたとえ漂流民を護

送して来ても絶対に受取らないで厳重に対処するので，そのことを必ず承知し

ておくこと，そしてこの事は他の者にも伝える事」と伝達し，ついで中島清司

から，「漂流民達が色々と手厚いお世話になったことに対しては浦賀奉行も満

足しており，心から感謝している」との旨を伝えたのです。日本側はクーパー

船長の努力に対する謝意の印として，水，米麦，野菜類の他に陶磁器を与えま

した。クーパー船長は代価を支払うと申し出たが，謝絶されたのです。マンハ

タン号はその日のうちに江戸湾を去って行きました。

　正弘のマンハタン号に関する取扱は非常に寛大で，モリソン号の取扱に比し

て大きな相違がありますが，それは正弘が常識人であったというよりは，天保

13 年に文政の外国船打払令が廃止され，薪水給与令が布告されたからだと思

われます。正弘が本来は，開国論者でなかった事は浦賀奉行土岐に「向後唐阿

蘭陀之外，外国の者共漂流人連渡候共，受取間敷旨通弁を以申諭」と訓令して

いる事から見ても明らかであります。

　唐とオランダの両国の者以外の外国人からは漂流民は受取らないといいなが

ら，アメリカ人から受け取り，長崎以外では受取らないとあるにも関わらず浦

賀で受取っています。このように正弘の法の執行や考え方には一貫性が全くあ

りません。
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　司令長官ビッドルの来航

　1845 年には，米国政府は米国と清の修好通商条約の批准書の交換のため公

使エヴェレットを支那に派遣する事を決定し，その護送と，機会があれば日本

と開国の交渉をすることを東インド艦隊司令長官ビッドルに命じました。エ

ヴェレット公使は，中国に向かう途中で体調を崩したためにリオ・デジャネイ

ロで艦を下りて帰国してしまったのです。エヴェレットの任務を引き継いだ

ビッドルは，清国との条約の批准書を交換した後で，コロンバスとヴィンセン

スという 2 隻の軍艦を引き連れて，1846 年 7 月 20 日，浦賀に入港して幕府と

の貿易に関する交渉を求めました。幕府は，通商は国の法律によって禁じられ

ているので交渉する事は出来ないと拒否，薪水・食料につきましては要求どお

りの供給を行ってビッドルを帰させたのです。

　この際，ビッドルという人は日本側の諭書（回答文書）を受取るために，日

本側の船に出向いていったのですけれども，役人の乗っている船を間違えて，

川越藩の船に行ってしまいました。ここは役人の乗っている船ではないと川越

藩の侍達が言ったのですが，言葉が通じないから乗り移ろうとしたところ，侍

の一人がビッドルを突き飛ばしてボートに転ばしてしまった上に刀を抜いて威

嚇したのです。本来だったらそういうことをすると大きな国際問題になるので

すが，ビッドルという人はアメリカ政府から日本に敵愾心を起こさせるような

ことは絶対にしてはいけないというように言われていたものですから，大きな

国際問題にはなりませんでした。日本側の謝罪ですんだのです。

　阿部正弘は，ビッドルに対する諭書の中で，貿易を行いたいとの願いである

が我国は新しく外国と通信通商を行う事は国法によって厳禁されている。外国

との交渉は長崎で行うことになっているので，ここでは出来ないのでここには

二度と来てはいけない，と云っています。また入港にあたっては武装解除を要

求したが，ビッドルはコロンバスとヴィンセンスは軍艦であって商船ではない

との理由からこれを拒否し，正弘はこれを容認しています。
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　琉球貿易の許可

　弘化年間に入ると，英仏両国の軍艦が再三にわたって沖縄に来航し貿易と通

信を要求するようになりました。弘化 3年 5月 25日島津斉彬は，老中首座の

阿部正弘に対外紛争を回避するために琉球における貿易と通信を許可して欲し

いと申し出ました。

　弘化 3 年 6 月 1 日将軍家慶は，島津斉彬の要求を認め，琉球におけるフラ

ンスとの貿易を許可するために斉彬を呼び寄せて「琉球の処分はお前にまかせ

る，寛容にするも厳しくするも時と場合によって適切に対応せよ，国の体面を

損なって後の禍のもとを作ることのないようにせよ」と指示しました。

　また阿部正弘は 6 月 5 日に斉彬を自宅に招いて，「琉球は日本の域外の国な

ので幕府は強いて干渉はしない。事ある度に指示を仰ぐ必要もない。独断で事

を処しても咎めない。交易をおこなっても良い。」と諭し，琉球にやむをえず

貿易を許す場合にも「できればフランス一国に限って他国におよばないように

せよ。」と命じています。

　これは一時逃れの方便として，重要な国土を形の上では放棄したものと見る

事も出来ます。

　弘化嘉永の対外策

　前述のように弘化年間に入ると，英仏両国の軍艦が沖縄の那覇に来航し交易

を要求したりアメリカ艦隊が浦賀に来航するなど外国の船舶が頻繁に来航する

ようになり国際問題が多発するようになりました。

　嘉永時代になると，外国船の出現は益々数を増し，対外強硬論者の斉昭は，

さらに強硬に異国船打払令の復活を要求しました。

　阿部正弘もこれを無視する事が出来ず，嘉永 2 年 5 月 4 日，海防掛の筒井政

憲に打払復活を諮問し，さらに阿部は三奉行，大小目付，長崎浦賀両奉行にも
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同じ諮問をし，同じ年の 12 月には，天保 13 年の薪水食料給与令の修正令を公

布したのです。これには，明確な幕府の指針を認めることはできません。

　異国船打払令復活に関して必ず言及されるのが海岸防御，特に江戸湾の防御

施設に関するものです。弘化以来浦賀奉行は，江戸湾の防御施設の不備を指摘

して，その要塞化の急務であることを主張しつづけて来ました。嘉永 2 年，異

国船打払令復活に当って，現状について報告せよとの幕閣の命を受けた浦賀奉

行浅野長祚，戸田氏栄は，防御の不備を伝え，江戸湾の要塞化，大船建造の必

要を力説しました。阿部は幕府の解決すべき議題としてこれを取上げその充実

を命じたが，沿岸諸大名の「国庫からの援助の要求」に対しては，国家財政の

窮乏を理由にこれを拒否しています。正弘は弘化から嘉永にかけて打払令復活

を 4 回も口にしながら，これを実行せず，沿岸防備を強調しながら国庫からの

出資をしなかった。それ故佐賀藩は自費で長崎の防備の拡充を行っています。

弘化 2 年，鍋島斉正は自力で長崎港口に新砲を設置したのです。弘化 4 年（1847

年）から嘉永 5 年（1852 年）にわたる幕府の海岸防備の臨時支出は全支出額

の 0.29％（28500 両）であるのに対して，阿部は，嘉永 5 年に焼失した江戸城

西丸を再建するために非常備蓄金から 50 万両を支出しているのです。鎖国政

策の維持が不可能とすれば，開国政策によって外圧を緩和する方法を具体的に

研究したかといえば，そのあとも見えません。阿部正弘は鎖国を主張しながら

外国船を打払わず，開国を否定しながら外国船を受け入れているのです。

　ペリー来航について

　そういうような状況の中で，嘉永 5 年，オランダ商館の館長ドンケル・クル

ティウスという人は，幕府へ風説書と蘭領印度総督の書翰を提出しました。そ

の書翰はアメリカ合衆国では議会が決議をして，軍艦を出して使節を日本に

送って和親条約を取り結ぶことを望んでいる。その使節の軍艦が来年をもって

日本に来ることになっている。もし手荒な扱いをすれば，アメリカは世界の強

国なので重大問題になるので，応対には十分気を付けなさいと伝えてきたもの
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です。同時にオランダ政府は，日本の顧問となれるような優れた人物を選んで

クルチュウスを派遣したので，彼と良く相談して欲しいと伝えてきたのです

が，日本政府はその好意に答えることなく，特に相談も米国艦隊に関する情報

を求める事も，ペリー来航に対する対応策も講ずる事なく米国艦隊を迎えたの

です。

　この忠告は，幕府側ではオランダ内密御忠節と呼ばれるものです。この忠告

書は長崎奉行から江戸に届けられたので，阿部正弘をはじめ幕府の重臣みんな

の知るところとなったのですけれども，しかし幕閣達は，それについて具体的

な応対策を取らなかったのです。

　ペリーは予告どおり，嘉永 6 年の 6 月に四隻の軍艦を率いて東京湾に来航し

たのです。この時，幕府は上を下への大騒ぎ，周章狼狽は目を覆うばかりであっ

たというように幕府衰亡論の中で福地源一郎は述べています。阿部正弘をはじ

め，幕閣は 1 年も前からこの事を知りながら，なぜ対応について検討・準備を

しなかったのか，それは誰でも疑問に感じるところですが，福地源一郎によれ

ば，これは聞いた話ではあるけれども，と断り書きをした上で，当時の長崎奉行，

川村修就は純然たる俗吏であって，外国の事情などもとより知らず，そのうえ，

うかとした旨を上申して，事に相違があっては一身の不首尾になると心配して，

右のカピタンの風説書，忠告書に意見を加えて，「このように言っても外国人

の言うことだから決して当てにはなりません。適当に斟酌してください。」と

いうように半信半疑，半分信じて半分信じてはいけないというような言い方を

したものですから，阿部正弘は外国人に直接接する長崎奉行さえこのように言

うのだから，きっと奉行の言う通りであろう。そのうえ，以前のボーリングが

来日する噂といい，オランダ国王の忠告といい事実でなかったこともあるから，

今回もいつも通り，根拠の無い噂話であろう。そういうものを重大視して幕府

の役人が会議を開いて騒ぎ立てた後で，それが事実でない時は，閣老は軽率だ

と非難されるに違いない。むしろ幕閣の胸の中にしまっておいて，諸役人には

見せないほうがいい。たとえオランダ商館長の忠告通り，来日するとしても，

その場所は長崎に違いないと考えていた節がある（7），といっています。この説
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が事実であろうとなかろうと，老中阿部正弘が長期間政治の中枢にありながら

同じような対外問題に接し続けたにも拘わらず場当たり的な対応に終始し長期

的な展望に立った対策を講じなかったという事はできると思います。

　結論としては，阿部正弘というのは非常に慎重で温厚な人で，しかも聡明な

人で，何をしても間違いを起こさない人だというように評価されていますけれ

ども，ペリー来航前の 20 年の，その阿部正弘の行動を見ますと，一方では鎖

国を主張して，その海岸の防備を大切にせよというように言いながら，片方で

は外国の船が来て強引な要求をすると，今回は特例，今回は特例ということで，

結構外国の船の要求を飲んでその場をしのいでいるのです。20 年も政治の重

要な立場にあったのですから，国の大きな方針を定めて，準備しておくとペリー

来航の時のような慌てふためいた態度をとらなくてもよかったのではないか

というように思います。それから民主的と見る人もいますが，事あるごとに，

色々な人に意見を聞いているのですが情報不足のところで意見を聴いたとこ

ろで正確な判断はできないのです。老中の人達というのは情報を十分持ってい

るだから，その人達が判断をして政策を決めていけば，ペリー来航後のような

混乱は起きなくて済んだのはないか，尊王攘夷運動なども起こらなくて済んで

はないかと思います。田辺太一は阿部正弘が「開国を国是」と決断しなかった

事が尊皇攘夷運動を起すことになり，それが幕府滅亡の原因になったと述べて

います（8）。福地源一郎は，京都奏聞と徳川斉昭を顧問にした事と諸大名に意見

を求めた所に幕府滅亡の原因があるとしています（9）。また徳富猪一郎は阿部正

弘には，幕府の悪弊を一変する決断力も見識もなく，多くの反対を押切って国

策を決定する統治能力もなく，外国船が来る事が予想されながらこれを天下に

公にし天下とともに準備する大政治家の資質がなかった，滅び行く幕府を目前

にしながら拱手傍観することしか出来なかったという意味の事を述べています

が（10），おおかた的を得ていると思われます。

　結局，尊皇攘夷運動が起きて，条約調印するばかりの状態にありながら，幕

府は条約の調印ができなかった。正弘が断の一字を欠いたため，ひいては政情

不安を気にしすぎて，責任を取る勇気がなく天皇の力を借りようとしたからで
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す。もう開国はしなくてはいけないというのはみんながわかっていたのだから，

指導者達たる者は，ちゃんと責任を取って，決定をしなければならなかったの

です。そうすれば，戊辰戦争とか，あるいは下関の砲撃事件による 300 万ドル

ものお金の支払も関税率の引下げも無かったと思われます。そういう面から見

ると阿部正弘の引き伸ばし政策は，我が国にとっては，結構大きな国益の損失

をもたらしたものといえます。正弘は金がかからないことについては色々やっ

ていますけれども，国が滅ぶか立つかというような時には，大きな決定はせず，

常に問題を先送りしてきたように思われます。

　これで私の発表を終わらせていただきたく思います。長い間，ご静聴ありが

とうございました。

　注

　（ 1 ）　 文化元年レザノフ長崎に来航，同 4 年アメリカ船長崎に来航，同 5 年英艦フェー

トン号長崎に侵入，同 7 年英船乗組員 12 人鉄砲を携さえて常陸大津浜に上陸。

なおレザノフとの対応については『通航一覧第 7 巻』国書刊行会，大正 2 年の

104 頁～ 26 頁に詳細な資料がある。

　（ 2 ）　相原良一『天保八年米船モリソン号渡来の研究』野人社，昭和 29 年，p. 176

　（ 3 ）　井野邊茂雄『維新前史の研究』中文館書店，昭和 10 年，p. 401

　（ 4 ）　田保橋潔『近代日本外国関係史』刀江書院，昭和 5 年，pp. 427～428

　（ 5 ）　井野邊茂雄　前掲書　pp. 402～403

　（ 6 ）　徳富猪一郎『吉田松陰』民友社，大正 9 年，p. 283

　（ 7 ）　福地源一郎『幕府衰亡論』平凡社，昭和 48 年，pp. 14～15

　（ 8 ）　田邊太一『幕末外交談』平凡社，昭和 41 年，pp. 8～9

　（ 9 ）　福地源一郎　前掲書　pp. 20～24

　（10）　 徳富猪一郎『近世日本国民史―彼理来航以前の形勢―第 30 巻』民友社，昭和

４年，p. 468 年
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小林庄次郎『幕末史』早稲田大学出版部，明治 40 年

鈴木大『明治前紀』長尾景弼，明治 18 年

高橋宇一『幕末之外交』高橋宇一，明治 39 年

田辺太一『幕末外交談』富山房，明治 31 年

早川順三郎編輯『通航一覧第 7巻』国書刊行会，大正 2 年

福地源一郎『幕府衰亡論』民友社，明治 25 年

福地源一郎『幕末政治家』民友社，明治 33 年

住田正一編『日本海防史料叢書第 3 巻』海防資料刊行会．クレス出版 1989 年

田邊太一『幕末外交談』平凡社，昭和 41 年

　※　 本稿は政治学研究会で発表したものに，加筆し注と参考文献を付したも

のです。
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政治研究所規程
（設　置）

第 1 条　 国士舘大学学則第 39 条第 2 項に基づき、政経学部に付属の政治研究

所（以下本研究所と称する）を置く。

（目　的）

第 2 条　 本研究所は、政治に関する専門的研究および調査を行ない、本学の教

育研究活動の発展に寄与することを目的とする。

（事　業）

第 3 条　 本研究所は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。　　　　

　1）研究･調査および報告　

　　　　　2）研究誌・機関紙の発行

　　　　　3）研究会・講演会の開催

　　　　　4）専門的教育者・研究者の養成

　　　　　5）その他必要と認められる事業

（構成員）

第 4 条　本研究所は、以下の者をもって構成する。

　　　　　1）所長

　　　　　2）研究員

　　　　　3）特別研究員

　　　　　4）事務職員

（所　長）

第 5 条　所長は本研究所を代表し、その運営を統括する。

　　　　2. 所長は政経学部学部長の推薦により、学長が委嘱する。

　　　　3. 任期は 2 年とし、再任を妨げない。

（研究員）

第 6 条　 研究員は政経学部政治学科および入会申し込みのあった経済学科なら

びに経営学科の専任教員をもって充てる。

政治研究所規程.indd   1 2010/03/23   17:00:46



─ 234 ─

（特別研究員）

第 7 条　 特別研究員は、研究において必要と認められた学内外の研究者をもっ

て充てる。　　 　

　 　2． 特別研究員は、前条に定める研究員の推薦に基づき運営委員会の議を

経て所長が委嘱する。所長はその委嘱について至近の研究員総会で報

告をしなければならない。

（事務職員）

第 8 条　本研究所の事務は、政経学部の事務員が兼務する。

（研究員総会）

第 9 条　 本研究所は、第 6 条の研究員からなる研究員総会を定期不定期に開催

し、次の事項を審議し決議する。

　　　　1）所長の選任

　　　　2）所長により指名された運営委員の承認

　　　　3）予算、決算および事業計画の承認

　　　　4）本規則の改廃

 　　2． 研究員総会は委任状を含む研究員総数の過半数の出席をもって成立し、

その議決は単純多数決による。

 　　3． 本 研究所の議決は、至近の政経学部教授会において報告することを要

する。

（運営委員会）

第 10 条　 第 3 条の事業を円滑に実施するために、本研究所に所長と運営委員

からなる運営委員会を置く。

　　2．所長は、その任期はじめに数名の運営委員を指名しなければならない。

　　3．運営委員会は運営委員の過半数の出席で成立し、議決は過半数による。

（経費、予算、決算および会計年度）

第 11 条　本研究所の経費は校費・研究補助金およびその他をもって充てる。

　　2． 会計年度は、4 月 1 日から翌年の 3 月末日までとし、所長は適切な時

期に翌年度の予算案と前年度の収支決算書を研究員総会に提出し承認
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を得なければならない。

（本規則の改廃）

第 12 条 この規程は、研究員総会の審議を経て理事会が決定する。

（付則）

　本規則は、平成 21 年 10 月 1 日より施行する。

政治研究所規程.indd   3 2010/03/23   17:00:46



　創刊号に寄せて　　

　　青　木　俊　介　　　政経学部学部長

　創刊の辞　　　　　

　　三　浦　信　行　　　政治研究所所長

　執筆者紹介

　　石　見　　　豊　　　政治研究所所員

　　奥深山　親　司　　　政治研究所所員

　　川　島　耕　司　　　政治研究所所員

　　佐　藤　圭　一　　　政治研究所所員　

　　真　田　尚　剛　　　国士舘大学大学院政治学研究科博士課程

　　中　金　　　聡　　　政治研究所所員

　　永　橋　弘　价　　　政治研究所所員

　　土　野　繁　樹　　　国際ジャーナリスト

　　藤　本　吉　藏　　　政治研究所所員

　　的射場　敬　一　　　政治研究所所員

　　三　浦　信　行　　　政治研究所所員

　政経学部付属政治研究所役員

　　所　　長　　三浦　信行

　　所長代行　　斎藤　元一

　　運営委員　　石見　　豊　　　川島　耕司　　菅原　安彦　　中金　　聡

　　　　　　　　的射場　敬一　　安永　　勲　　藤本　吉藏

国 士 舘 大 学 政 治 研 究
創　刊　号

平成 22年 3月 25日　印刷

平成 22年 3月 31日　発行

編 集 者 ©　国士舘大学政経学部附属政治研究所

発 行 者　　国士舘大学政経学部附属政治研究所

東 京 都 世 田 谷 区 世 田 谷 4-28-1

電　話　 　　　　03-5481-3151（代）

　　　印　　刷　　有限会社　 政 光 プ リ プ ラ ン

　　　　　　　　　東 京 都 中 央 区 入 船 2 - 7 - 4

　　　　　　　　　電　話  03-3551-5940

執筆者紹介.indd   1 2010/03/23   17:03:20






	石見豊「第2次地方分権改革の現状と課題」
	川島耕司「現代スリランカにおける仏教ナショナリズムとキリスト教」
	佐藤圭一「アメリカにおける「市民宗教」と司法判断―「忠誠の誓い」判決 (ニューハンプシャー連邦地裁) を事例として―」
	中金聡「カルネアデスの講義――正義をめぐる二つのトポス――」
	的射場敬一「古代ローマにおける「市民」と「市民権」」
	三浦信行「「固有の領土」としての北方領土──その歴史的経緯と最近の返還論議──」
	真田尚剛「「日本型文民統制」についての一考察─「文官優位システム」と保安庁訓令第9号の観点から─」
	藤本吉藏「オルテガ研究の覚え書き (1) 」
	土野繁樹「EUの風景──国家を超えるシステム」
	奥深山親司「私の国士舘生活について」
	永橋弘价「開国に至る外交経緯について──阿部正弘の対外姿勢を中心に──」



